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平成２５年上富良野町予算特別委員会会議録（第１号） 

 

平成２５年３月１５日（金曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 １号 平成２５年度上富良野町一般会計予算 

議案第 ２号 平成２５年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 

議案第 ３号 平成２５年度上富良野町後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 ４号 平成２５年度上富良野町介護保険特別会計予算 

議案第 ５号 平成２５年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 

議案第 ６号 平成２５年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 

議案第 ７号 平成２５年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 

議案第 ８号 平成２５年度上富良野町水道事業会計予算 

議案第 ９号 平成２５年度上富良野町病院事業会計予算 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１３名） 

   委 員 長       長谷川 徳 行 君   副 委 員 長       今 村 辰 義 君          

   委 員       佐 川 典 子 君            委 員       小 野  忠 君          

   委 員       村 上 和 子 君            委 員       米 沢 義 英 君          

   委 員       金 子 益 三 君            委 員       徳 武 良 弘 君          

   委 員       中 村 有 秀 君            委 員       谷   忠 君          

   委 員       岩 崎 治 男 君            委 員       中 澤 良 隆 君          

   委 員       岡 本 康 裕 君          

   （議長 西村昭教君 （オブザーバー）     ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町     長  向 山 富 夫 君     副 町 長         田 浦 孝 道 君          

 教 育 長         服 部 久 和 君     代表監査委員         米 田 末 範 君 

 教育委員会委員長         菅 野 博 和 君     農業委員会会長  中 瀬   実 君 

 会 計 管 理 者         中 田 繁 利 君              総 務 課 長         田 中 利 幸 君 

 産業振興課長         前 田   満 君     健 康 づ く り 担 当 課 長         岡 崎 智 子 君 

 町民生活課長         北 川 和 宏 君     建設水道課長         北 向 一 博 君 

 農業委員会事務局長         菊 池 哲 雄 君     教育振興課長         野 﨑 孝 信 君 

 ラベンダーハイツ所長         大 石 輝 男 君     町立病院事務長  松 田 宏 二 君 

 関係する主幹・担当職員 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長         藤 田 敏 明 君     主 査         佐 藤 雅 喜 君          

 主 事         新 井 沙 季 君 
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １３名） 

─────────────────── 

○事務局長（藤田敏明君） 予算特別委員会に先立

ち、議長並びに町長からから御挨拶をいただきま

す。 

 初めに、議長からお願いいたします。 

○議長（西村昭教君） おはようございます。大変

御苦労さまでございます。 

 きょうから予算特別委員会、４日間の日程で皆さ

んに御審議をいただくところでありますが、理事者

から出されていますそれぞれの案件全て、住民の最

大公約数を反映し、また、町の総合計画に基づいて

組まれたことしの予算案だと理解しております。そ

ういう中で、皆さんそれぞれ住民の代表として審議

をいただくわけでありますけれども、どれだけ住民

の意向と、それから今の現状の中でどう進めていく

かということを十分皆さんの立場からまた精査をし

て、内容について理解を深めながら予算についての

御審議を賜りたいと思います。 

 未来に向かった予算でありますので、いろいろと

過去の案件からの延長の事業もあるであろうと思い

ますし、また新しく取り組まれる事業もありますけ

れども、そういうものについてもそれぞれ皆さんの

視点から十分な検討等をいただければありがたいか

なと思います。 

 長丁場になりますけれども、ひとつ十分な御審議

を賜りますことを心からお願い申し上げまして、一

言御挨拶にかえさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○事務局長（藤田敏明君） 次に、町長、お願いい

たします。 

○町長（向山富夫君） 皆さん、おはようございま

す。 

 議会の途中におきまして、予算特別委員会を開い

ていただけることに対しまして、心からお礼を申し

上げる次第でございます。 

 ただいま議長のほうから御挨拶賜りましたよう

に、御提案させていただいております平成２５年度

予算につきましては、限られた財源の中で、町とい

たしまして最大限町民の福祉向上、さらには将来に

向けたまちづくりの礎をしっかりと築いていきたい

という思いを込めたものでございまして、十分御審

議賜りまして、御議決を賜りますよう心からお願い

申し上げる次第でございます。 

 私ども、説明理事者側といたしましても、皆さん

方の御質問に十分答えてまいりたいというふうに考

えておりますので、御協力を賜りたいと思います。

どうぞ、何とぞ御審議賜りますようよろしくお願い

申し上げます。 

○事務局長（藤田敏明君） 正副委員長の選出でご

ざいますが、３月６日の定例会において、議長を除

く１３名の委員をもって予算特別委員会を構成して

おりますので、正副委員長の選出につきましては議

長からお諮りを願います。 

○議長（西村昭教君） 正副委員長の選出について

お諮りいたします。 

 議会運営に関する先例により、委員長に副議長、

副委員長に総務産建常任委員長を選出することに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本予算特別委員会の委員長には長谷川徳

行君、副委員長には今村辰義君と決しました。 

○事務局長（藤田敏明君） それでは、長谷川委員

長、委員長席へお願いいたします。 

 それでは、長谷川委員長から御挨拶をいただきま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 皆さんおはようござい

ます。一言、御挨拶を申し上げます。 

 さきの３月６日の本会議におきまして予算特別委

員会が設置され、先例によりまして委員長に就任い

たしました。よろしくお願いいたします。 

 御案内のとおり、本予算は、町の住民の皆様の生

活に大きくかかわり、また、町を１年間運営する重

要な予算となっております。 

 私たち議会には、与党も野党もございません。で

すけれども、二元代表制で選ばれ、そして付託され

た野党としてのチェック機能を十分生かして、十分

な審議と質疑をしていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 ４日間にわたる予算委員会でございますが、理事

者並びに説明員、そして各委員の御協力を得まして

円滑な委員会運営に努めたいと思いますので、よろ

しくお願い申し上げ挨拶といたします。よろしくお

願いします。 

 ただいまの出席委員は１３名であり、定足数に達

しておりますので、これより予算特別委員会を開会

します。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本委員会の審査日程について、事務局長から説明

させます。 

 事務局長。 

○事務局長（藤田敏明君） 平成２５年第１回定例

会において本委員会に付託された案件は、議案第１

号平成２５年度上富良野町一般会計予算、議案第２

号平成２５年度上富良野町国民健康保険特別会計予

算、議案第３号平成２５年度上富良野町後期高齢者
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医療特別会計予算、議案第４号平成２５年度上富良

野町介護保険特別会計予算、議案第５号平成２５年

度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算、

議案第６号平成２５年度上富良野町簡易水道事業特

別会計予算、議案第７号平成２５年度上富良野町公

共下水道事業特別会計予算、議案第８号平成２５年

度上富良野町水道事業会計予算、議案第９号平成２

５年度上富良野町病院事業会計予算の９件でありま

す。 

 本委員会の審査日程につきましては、お手元の日

程のとおり、会期は本日より３月２１日までの７日

間とし、審査は４日間とします。 

 なお、事前の要求資料及び第５次上富良野町総合

計画実施計画書については、３月１３日配付したと

ころであり、予算審査に十分反映されますようお願

い申し上げます。 

 本委員会の説明員は、町長を初め理事者、関係す

る課長、主幹並びに担当職員となっております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） お諮りいたします。 

 本委員会の議事日程については、ただいまの説明

のとおりといたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本委員会の議事日程は、ただいまの説明

のとおりと決しました。 

 なお、本委員会は公開とし、傍聴人の取り扱いは

委員長の許可とします。 

 分科会の設置及び各分科長の選出についてお諮り

します。 

 分科会は、会議規則第７０条の規定により設置

し、その構成は、第１分科会が議席番号１番から６

番まで、第２分科会が議席番号７番から１２番ま

で、各６名の委員としたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議がありませんの

で、各会計予算の審査のため分科会を設置します。 

 各分科長は、委員長の指名により選出したいと思

いますが、これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議がございません

ので、委員長において、第１分科会の分科長に４番

米沢義英君、第２分科会の分科長に８番谷忠君を指

名いたします。 

 これより、議案第１号平成２５年度上富良野町一

般会計予算を審査します。 

 初めに、既に配付しました附属資料、第５次上富

良野町総合計画実施計画書について説明の申し出が

ありますので、これを許可します。 

 総務課長。 

○総務課長（田中利幸君） 予算特別委員会の事前

配付資料につきまして、簡単に御説明申し上げま

す。 

 まず、第５次上富良野町総合計画の実施計画でご

ざいます。 

 これまでと同様に、３カ年間の実施計画としてま

とめたものでありまして、毎年、ローリング方式に

よりその内容を見直しながら取り進めてまいりま

す。 

 まず、１ページから２ページは、実施計画の総括

表で、現時点における総合計画１０カ年間の全体事

業費におけます平成２５年度から平成２７年度まで

の３カ年分の予定事業費として、その財源内訳を掲

載したものであります。 

 ３ページから５ページは、３カ年間の予定事業費

を想定した年度別の収支見込みを資金計画として示

したものであります。 

 また、６ページは、平成１８年度からの本町の代

表的な財政指標の推移と資金計画に基づく平成２７

年度までの将来推計を示したものであります。 

 平成２５年度におきましては、厳しい経済状況を

反映して、町税収入及び地方交付税など主要な一般

財源は減少する見込みでありますが、財政指標につ

きましては前年比同程度と推移するものと見込んで

ございます。 

 平成２６年度以降につきましては、クリーンセン

ターの公債費償還が終了することとあわせまして、

補償金免除等による繰り上げ償還の効果も見込まれ

ますことから、今後においては徐々に数値の改善が

予測されるところでございます。 

 さらに、８ページ以降が３カ年間の予定事業の内

容となってございますので、御参照をお願いいたし

ます。 

 そのほか、予算特別委員会の要求資料につきまし

ても配付をいたしましたので、委員会の審議の参考

としていただければと思います。 

 以上、このたびの予算特別委員会におきまして、

審議の参考としていただく資料内容につきまして御

説明申し上げました。 

○委員長（長谷川徳行君） 以上で、資料の説明を

終わります。 

 お諮りします。 

 本委員会の質疑は、一問一答としたいと思いま

す。 

 これに御異議ありませんか。 



― 4 ― 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本委員会の質疑は、一問一答とすること

に決しました。 

 委員並びに説明員に、あらかじめお願い申し上げ

ます。 

 質疑、答弁は要点を明確にし、簡潔に自席で発言

願います。 

 質疑は１問ごと、予算書の款別に行いますので、

十分に納得が得られるようお願い申し上げるととも

に、聞き漏らしなどないように御留意ください。 

 質疑のある場合は挙手の上、自席番号を告げ、委

員長の許可を得た後に自席で起立し発言されるよう

お願い申し上げます。また、説明員は挙手の上、職

名を告げ、委員長の許可を得た後に説明員席で起立

の上、説明願います。 

 これより、附属資料の説明に対する質疑を行いま

す。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、附属資料の

質疑を終了いたします。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

 これより、議案第１号平成２５年度上富良野町一

般会計予算の１ページから７ページまでの質疑を行

います。 

 質疑の際は、ページ数と質疑の案件を告げて発言

願います。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、一般会計予

算の１ページから７ページまでの質疑を終了しま

す。 

 次に、一般会計歳入歳出予算事項別明細書の歳

入、１款町税の３６ページから１１款交通安全対策

特別交付金の４１ページまでの質疑に入ります。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ３８ページ、国有提供施設

の市町村助成交付金のところですが、これは２２年

は７,２４４万８,０００円、それから２３年は６５

２万１,８００円ですか、２２年から２３年にわ

たって７００万円減と。それから２３年から２４年

にわたって、今回５,８７０万円の予算計上でござ

いますけれども、これが６５０万円減になりまし

て、合わせて１,３５０万円の落ち込みなのですけ

れども、上富良野町も自主財源が非常に少ない中で

依存体質がありまして、財政力も０.２６６という

ことで非常に財政の余裕が余りないといいますか、

そんな中にありまして、ここのところが非常に補正

予算等で７００万円減にしまして、また６５０万円

ということでございますけれども、何かだんだん落

ち込んできて、ここの部分が占めるものも多いかな

と思うのですけれども、この算定方法か何か変わっ

たのでしょうか。どんどん１,３００万円ぐらい落

ち込んできていますけれども、ちょっとそこをお尋

ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ３番村上委員の御質問

にお答えを申し上げます。 

 国有提供施設等の所在市町村交付金の減額の要素

でございますが、これまでも御説明申し上げてまい

りましたが、まずこの交付金の性格について御説明

したいと思いますが、まず、演習場施設の、上富良

野でいいますと演習場と射撃場、あるいは自動車訓

練場、多田弾薬庫支所、これらが該当しますが、こ

この施設の固定資産相当について、この交付金が交

付されるような仕組みになってございます。ただ、

国防上の問題もありますので、私たちにおいてはそ

れらの正確な面積、あるいはその算定方法について

知るすべがないというような実態でございます。 

 これらの交付金につきましては、これまで５年間

統一した単価で積算をされていましたが、平成２３

年度からだと記憶してございますが、いわゆる会計

検査で国が指摘をされまして、日本全国の土地の下

落状況を考えると、５年間ではなくて毎年見直しす

べきではないかというような指摘があったそうで、

これらに基づきまして単年度計算で資産で評価をさ

れたというような内容から、この２２年度以降、大

きく減額になったというような要素であります。 

 一方、全国の基地協も中心に、これらの交付金に

ついて適確な固定資産相当分を交付されるように、

長く要望等活動もしているところであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ５年だったのが毎年という

ことで、算定だということでわかりましたけれど

も、そうすると今後においては大体ふえる要素はな

いと、こういったことでよろしいのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ３番村上委員の御質問

にお答えをします。 

 御案内のように、こういう経済状況の中で土地の

下落が全国に傾向としてございますので、それらに

ついてはふえる要素は今後もないかなというふうに

考えています。 

 以上です。 
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○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １番佐川委員。 

〇１番（佐川典子君） ページは３６ページになり

ますけれども、町税の件でございますが、全般的に

ふえているのは、これは喜ばしいことなのですけれ

ども、とりわけ法人税がマイナスになって１.７％

の減額を見込んでいるのですけれども、この理由に

ついてどんなことを考えているのか、ちょっと伺い

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） １番佐川委員の法

人税に関する御質問にお答えしたいと思います。 

 税収の算定におきましては、前年度、前々年度の

収入状況を勘案しながら算定させておりますが、御

案内のとおり、いまだ景気の動向の回復の兆しがな

かなか見えてこないという中で、去年とおととしの

税収を見ながら算定させてもらっていますけれど

も、たまたま法人税の場合は前年度に、景気がいい

ときでも予納制度というか前納制度がありまして、

その部分でことし入ってきている部分もありますの

で、翌年度確定した金額が半額としか入ってこない

とか、確定によってまたはマイナスになる場合もあ

りますので、法人税の場合は毎年でこぼこというか

波がありまして、いい年の後は悪くなる、悪い年の

後はよくなるというか、額の増減が結構発生してお

りますので、今年度におきましては前年度より若干

増加してきている実績もありますので、その関係か

ら、先ほど言った予納との絡みから算定すると若干

減るのではないかということで、７０万円の減額で

はございますけれども、一応そのような見込みを立

てたところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ３７ページの町民税の個人

町民税関係についてお伺いいたします。 

 前年度から見まして所得割の率、あるいは金額等

が変わっているかというふうに思います。恐らく、

この部分の金額、税法の改正かなというふうに思い

ますが、その要因は何なのか、この点についてお伺

いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ４番米沢委員の町

民税の所得割の税率の関係かと思いますけれども、

町民税の場合におきましては、比例税率で、道町民

税合わせて１０％で、町民税が６％となっておりま

す。昨年は５.９８だったかと思いますけれども、

実は譲渡所得等の場合の率が若干異なりますので、

全体で６％で、町民税にかかわる部分が、たしかそ

の率が変わりますので、それで若干変わりますけれ

ども、今回、全体で比例税率をそのまま使わせてい

ただいているということで算定していますので、

０.０何％の差では大きな差は生じないので、今

回、比例税率をそのまま採用させていただいたとこ

ろでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） ３７ページ、１款２項２目

の関係の国有資産等所在市町村の交付金の関係で

す。 

 先ほど同僚委員が国有地の提供の関係でちょっと

お話がありましたけれども、２３年度からこの決算

状況を見ますと、２３年度決算は９４８万６,５０

０円、しかし平成２４年度の予算は６１６万９,０

００円、今回２５年の予算を見ますと５８４万８,

０００円ということで、前年度対比からすれば３２

万１,０００円の減なのです。 

 予算の関係で、若干、課長のほうからお話があり

ました。しかし、現実にこれを見ていくと、北海道

及び北海道森林管理局の課税分は大きくは変化をし

ていないのですね。したがって、北海道防衛局の課

税の減少額は非常に大きいということで、先ほど総

務課長お話のように、従来５年間のものが毎年毎年

見直すというようなことになってきているというお

話もありました。しかし、北海道防衛局の経過を見

ますと、２３年度が８１３万５,３００円、それか

ら平成２４年度が４９６万６,０００円の予算で３

１６万円減、それから平成２５年度は４６０万４,

０００円ということで、これまた３６万２,０００

円と。 

 それで、北海道防衛局関係が非常に落ち込みが多

いということでございます。したがって、私ども議

長からも若干報告を受けておりますけれども、全国

の基地協の関係で、これらについては十分配慮して

ほしいということでございまして、したがって、こ

の２５年の予算状況を見ますと、今後もこういう予

定で下がっていくのか。言うなれば、もう一つは、

全国基地協の関係でどのような要望を出し、動きが

あるのか、その点もあわせてお願いしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ７番中村委員の固

定資産税に係ります国有資産等所在市町村交付金の

関係についての質問にお答えしたいと思います。 

 まず、昨年度からの比較につきましては、北海
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道、それから北海道防衛局、北海道森林管理局とも

財産の量については全く変わっておりません。議員

御発言のとおり、毎年算定するということで、先ほ

ど総務課長からお答えしたとおり、２３年度から５

年に１回見直すものが毎年見直されるということ

で、今回も同じように３件とも見直されております

が、まず、北海道におきましては財産の増減もな

く、価格の変動もないということで、プラスマイナ

スゼロであります。 

 また、北海道森林管理局のほうにおきましては、

これにつきましても数量台帳価格には変更ありませ

んが、修正価格が若干上がったことから、今回４万

１,０００円ほど伸びていると思います。 

 また、札幌防衛局のほうにつきましても、財産の

量は変わっておりませんが、特に変化があったとこ

ろにおきましては、まず土地におきまして、宅地な

のですけれども、やっぱり宅地は毎年下落している

関係もありますけれども、その部分で約１,４００

万円、それから家屋につきましては毎年経年してい

きますので、それで２,８００万円、それから償却

資産につきましても約１,２００万円ということ

で、合わせまして５,５００万円ほどの価格が下

がっております。それに固定資産税率の１.４％を

掛けた結果が３６万２,０００円の減額となってお

ります。これが２４年から２５年に係る価格の差で

ございます。 

 なお、先ほど２３年度の決算からかなり大幅な減

があるということですが、先ほど総務課長も言いま

したように、会計検査の指摘が国側でありまして、

宿舎、土地なのですけれども、当然法律の中では、

無料宿舎につきましてはこの交付金の対象となって

おりませんが、全く利用人数がいなくて供用を廃止

したものにつきましては、無料宿舎と同じ扱いでな

いとおかしいのではないかという指摘があって、そ

の部分が減少したことによりまして、価格について

大きく２３年から２４年に変更になったところでご

ざいます。 

 なお、先ほども申し上げましたとおり、２４年２

５年につきましては、その財産の数量には全く変更

はありませんので、価格の変更が生じたということ

でありますので、御説明申し上げたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ７番中村委員の基地協

を通じた要望の内容についての御質問にお答えをさ

せていただきます。 

 まず、国有提供等の施設の交付金につきましては

２種類ございまして、いわゆる町民生活課で担当し

ます住居系の防衛施設と、演習場を中心とした防衛

施設との区分けになりますが、この両方におきまし

て、先ほどから申し上げているような要素で減額が

続いているという内容であります。 

 全国基地協、あるいは北海道基地協、上富良野町

基地協議会等、３団体で１０年以上前かと思います

が、いわゆる防衛施設があることで広大な敷地が上

富良野町内にあるわけですので、広大な土地がある

防衛施設があることで健全な都市計画上の発展が阻

害している面があります。ついては、固定資産税の

最低限は当然ですが、そういう阻害要因を交付金と

してしっかり算定するように要望活動を強めている

ところであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 今、北川町民生活課長のほ

うでお話のあった、言うならば課税客体は変わって

いないけれども、宅地の関係、家屋の関係、それか

ら資産償却の関係ということで、一応５,５００万

円ほど落ちているということのお話でしたけれど

も、２４年度の予算書の中で課税客体の評価が３億

５,４７５万２,０００円なのです。２５年度は３億

２,８９１万円ということで２,５８４万２,０００

円が課税対象額ということになっているので、今、

課長の言う５,５００万円というのと、私のここの

予算書に載っている、例えば北海道防衛局３億２,

８９１万円掛ける１.４のこの３億２,８００万円

と、２４年度の関係との差をあれしたら２,５８４

万２,０００円なのですけれども、今５,５００万円

と言われたので、その内容をちょっと教えてくださ

い。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ７番中村委員の国

有資産等所在市町村交付金の北海道防衛局に係る課

税標準額の関係ですが、先ほど申し上げた数字につ

きましては台帳価格の差額でありまして、それに法

律に基づいて適用交付算定の課税標準額を算定する

わけですが、台帳価格は９億２,１２７万５,４５４

円ということで、それに一定税率を、適用区分の率

を掛けて交付算定の標準額が３億２,８９１万円と

いうことになっていますので、先ほどの数字につき

ましては台帳価格の差額ということで御理解いただ

きたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） そういうことであれば、あ

くまで説明の段階で台帳価格はこうですよと、それ

から課税対象額はこうですよという形で説明をいた

だいたほうが、我々は素人でございますので、

ちょっとわかりませんので、そういうことでお願い

をいたしたいと思います。 
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 終わります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ３６ページの入湯税に係る

ところでちょっと質問したいのですけれども、これ

は昨年から予算ベースで見ますと若干、２６万円ほ

ど上がっておりまして、この中で日帰りが約５,０

００人いて、療養が１,０００人ふえているという

ふうになっておりますが、既に町内におきまして１

社休業が図られておりますが、この辺の算出方法に

ついてどのようにされたか御質問します。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ５番金子委員の入

湯税にかかわる御質問にお答えしたいと思います。 

 実は、入湯税の算定につきましては、２４年度の

予算要求時点までの実績に基づきまして今後の推計

を立てているところでございます。入湯税の場合に

つきましては、今年度の状況につきましては、夏場

から秋、冬の初冬にかけましては、昨年に比べまし

て約６％程度入湯客が伸びていたところでございま

す。その関係で、また冬になってからも若干去年よ

りも落ちているところもございますけれども、全体

的に去年の春先から少し入湯客が前年より、毎年の

ように３％、４％ずつ減少していた傾向に歯どめが

かかりまして、逆に若干ずつふえてきているという

想定があったものですから、それを見込みまして、

２４年度の実績見込みを立てた上で算定をさせてい

ただいておりますので、若干、ことしの実績から見

て、今言った休業したところもございますので、そ

の部分を差し引いた上で算定をさせていただいてお

りますので、算定に当たってはその部分は反映させ

ていただいておりますので、御理解いただきたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 恐らく算定の時期には、当

然その休業の情報というのはもう入っているという

中で、あす以降の産業振興課の中のいろいろ取り組

みなどともあわせて、いわゆる上富良野町の温泉の

日帰りを含めた方がふえるという実績も踏まえてい

るのかと思うのですけれども、近々で、十勝岳の今

の火山活動の状況、大きな噴火はないよと言いつつ

も、麓の温泉の泉質が若干変わったというニュース

が取り上げられておりますが、この辺の微調整とい

うか、配慮みたいなものは今のところは全然考えお

られないのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ５番金子委員の質

問にお答えしますが、泉質が変わったというのは数

日前の道新に出ていたことは存じておりますが、予

算算定のときにはそういう情報もなく、今回その部

分については加味しておりませんが、今後影響が出

てくれば補正等の対応も出てくると思いますけれど

も、御理解を賜りたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ８番谷委員。 

○８番（谷忠君） たしか昨年の答弁の中で、毎年

６％ぐらい減少してきている、こんな話がありまし

たよね。昨年の予算計上については、その半分の約

３％ぐらいを予定しているということで予算を上げ

たと思うのですけれども、では、昨年はこの予算よ

り上回ってお客さんがふえたと、こういうことでい

いのですか。それを見込んでの今回の２５年度の予

算計上と。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） 谷委員の入湯税に

係る質問でございますが、今、委員御発言のとおり

過去ずっと、今、手元の資料では平成２０年からの

資料でございますが、ずっと５％、６％ぐらいずつ

入湯税額において減少してきている傾向がありまし

た。今年度につきましては、先ほど言ったとおり６

％ぐらいの伸びがありましたので、その額を見込ん

だ上で、先ほどの、バーデンかみふらの、ちょっと

具体的な名前を申し上げますけれども、休業になっ

たということで、その分の収入減もあるだろうとい

うことで、その部分で算定させていただいておりま

す。 

 前回、補正予算で若干その伸びがあったというこ

とで、去年の当初予算の見込みが少なかったという

がありまして、補正もさせていただいておりますの

で御理解を賜りたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番今村委員。 

〇１１番（今村辰義君） 先ほどの中村委員の質問

の関連ですけれども、北海道防衛局の交付金のお話

ですけれども、使用していない宿舎の件、これは去

年もたしかそうだったですよね。どのように駐屯地

のほうにこの現状をお話ししているのか。できれ

ば、何家族か入ってくれれば使用になるわけでござ

いますから、そういったお話をどのように持って

いっているのか、そしてどのような回答が向こうか

ら来ているのか、わかれば教えていただきたいなと

思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） １１番今村委員の御質

問に私のほうからお答えをさせていただきたいと思
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います。 

 まず、駐屯地には具体的に要望活動等はしてござ

いません。地元の駐屯地にお話しすることがいいと

すれば、ぜひこれからもしていきたいとは思ってい

ますが、現状について、一般の話の中ではこういう

ことになっているよということはお伝えはしていま

すが、特に上部組織に上げてくれというような要望

活動はしてございません。 

 これらの交付金については、窓口が北海道防衛局

になっておりまして、直接防衛省につながるような

形になってございますので、そちらを中心に要望活

動をしているというような実態でございます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 １１番今村委員。 

〇１１番（今村辰義君） 直接お話はしていないけ

れども、何かの機会でお話ししたことがあるという

ことでございますけれども、私、先ほども質問する

のですけれども、そういった非公式的なお伺いでも

いいと思うのですけれども、その相手は何と言って

いるのか、わかったよ、考慮するよとか、こういう

理由で実際は駄目なのだとか、何か言っているはず

なのですよね。そこはわからないですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） 今村委員の御質問であ

りますが、先ほど申し上げましたように、特に一般

の話の中での現状のお話でしたので、特に上富良野

駐屯地からの回答というのはありませんが、ただ、

御案内かと思いますが、旭町官舎の１棟を閉鎖をし

ている現状であります。それぞれ官舎がだんだんあ

いているという現状があるものですから、いわゆる

防衛省予算の限られた予算の中で、これらを何年も

かかって１棟を寄せてきたという経過にございます

ので、上富良野町としても、先ほど町民生活課長が

言いましたように、存在しているのに固定資産から

対象から外れるという現状はお伝えはしています

が、何年もかかってそこに住んでいる方を寄せて

いって閉鎖をしたという経過からしますと、上富良

野駐屯地だけでの対応はかなり困難かなというふう

に考えます。 

 お答えになっていないかもしれませんが、上富良

野駐屯地においてのコメントはありませんでした。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、一般会計の

１款の町税から１１款の交通安全対策特別交付金ま

での質疑を終了いたします。 

 次に、１２款分担金及び負担金の４０ページから

１３款使用料及び手数料の４５ページまでの質疑に

入ります。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ４３ページ、保健福祉総合

センター使用料８１３万６,０００円、この予算の

中に、あさひ郷さんのデイサービスの使用料が含ま

れているかと思うのですけれども、ここのあさひ郷

さんとの契約はどのようになっているのでしょう

か。例えば、電気使用量ですとか、部屋の使用料で

すとかいろいろあるかと。１年の使用料を算定し

て、１年なら１年とかという、そういう入札とか何

かそういう契約なのですか。ちょっとお尋ねしたい

と思います。そして、どれぐらい占めているので

しょうか、ここのところで。８１３万６,０００

円、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主幹、答

弁。 

○福祉対策班主幹（真鍋浩二君） ３番村上委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、保健福祉総合センターの使用料につきまし

てですけれども、総額で８１３万６,０００円見込

んでございます。この中で、各施設内に事業所が所

在されていますけれども、デイサービス施設使用料

というような形で、施設の建設経費の総額から割り

返しをいたしまして、一月の施設の使用料というよ

うな形の基本分を算定をいたしまして、加えて毎月

の光熱水費のかかる経費を加算いたしまして、一月

幾らというような形で１２カ月分積算をさせていた

だいております。 

 ちなみに、来年度２５年度につきましては、予算

額で一月３７万９,０００円掛ける１２カ月という

ことで、４５４万８,０００円積算をさせていただ

いているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 健康沐浴のほうが、だんだ

ん利用が減ってきていると思うのです。今、四百何

万円、あさひ郷さんの使用料だということで、その

点についてはどのように考えておられますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主幹、答

弁。 

○福祉対策班主幹（真鍋浩二君） ただいま健康遊

浴室のプールの利用についての質問かというふうに

認識しておりますけれども、利用実績につきまして

は、オープン以来これまで毎月各種啓発スポーツ運

動も教室等も開催しておりまして、年間で１万５,

０００人程度の利用を実績として利用いただいてい

るところでございます。今後も教室等積極的に開催
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して、利用者の増加を図りたいと考えてございま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） ４１ページ、１２款１項１

目１節の関係で、在宅福祉サービスの利用者負担金

ということでお尋ねをしたいと思います。 

 ２３年度の決算を見れば２４３万円、２４年度の

予算は恐らく緊急通報システムとの関係というよう

なことで３８８万９,０００円で１４５万円の増。

しかし、２５年度の予算は２８９万７,０００円と

いうことで、前年度対比すれば９９万２,０００円

の減でございます。したがって、その理由等を含め

てお尋ねをしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） ７番中村委員

の在宅福祉サービスの利用料金についての御質問に

お答えしたいと思います。 

 在宅福祉の利用料金につきましては、先般の３月

の補正予算でも減額補正をお願いして議決させてい

ただいたところです。それらを踏まえまして、２４

年度の実績見込みを踏まえた中で、今回２５年度の

予算、前年から約１００万円減という形で計上させ

ていただきました。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） それでは、次に分担金負担

金の関係で、社会福祉費負担金の関係です。 

 ２３年度決算は５５万７,２００円、それから２

４年度予算は５７万３,０００円、しかし２５年度

の予算は２７万３,０００円ということで、一気に

３０万円減、言うならば４７.６％減ということに

なっております。それらの関係についてお尋ねした

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主幹、答

弁。 

○福祉対策班主幹（真鍋浩二君） ７番中村委員の

ほうから御質問いただきました利用料分担金ですけ

れども、減額になりました大きな項目につきまして

は、障がい者の送迎経費を、年間これまでは１年間

富良野に通う利用者の方の送迎料負担金というよう

な形で１２カ月分見込んでございましたが、２５年

度、緑町に新たに富良野の障がい者施設が建設され

るということで、そちらの利用者が直接町内の施設

を利用するというような形になったものですから、

そちらの利用負担金が減額になってございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） ある程度予想はしていまし

たけれども、それでは、あさひ郷の正式なオープン

はいつということで予定をされているのか、ちょっ

と確認をしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主幹、答

弁。 

○福祉対策班主幹（真鍋浩二君） ７番中村委員の

質問にお答えさせていただきます。 

 ４月雪解けから工事が始まるということで聞いて

ございまして、開設予定は１０月を見込んでいると

いうことで伺ってございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） １０月ということであれ

ば、ある程度半年分なのだけれども、この３０万円

減額しても大丈夫なのかどうかというようなことを

この収入の面で考えているのですけれども、それは

よろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主幹、答

弁。 

○福祉対策班主幹（真鍋浩二君） ７番中村委員の

質問にお答えさせていただきます。 

 今現在、各業者決定をさせていただいて、早急に

工事に入っていくというふうに聞いてございます。

あくまでも計画ではございますが、計画実行を図る

上で、工事業者とはその辺早急に対応いただくよう

に話をしているということで聞いてます。 

 それで、積算につきましては７カ月見込んでござ

いますけれども、完成をするというような判断で見

込んでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 逆算すれが、半分にしても

５７万３,０００円なら２８万６,５００円になるか

ら、まあまあ似たような数字なるのですよ。 

 一つは、平成２５年５月にオープン予定というこ

とで議会に出された中ではあったのですね。それが

１１月オープンということになると、非常におくれ

ている関係があるのですけれども、それらの理由は

どうなのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主幹、答

弁。 

○福祉対策班主幹（真鍋浩二君） ７番中村委員の

御質問にお答えします。 

 計画当初につきましては、春先というようなお考

えもあったようですけれども、土地の選考ですと
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か、そういった町との協議に時間を要したというと

ころもございますし、今現在、実質工事業者が東北

方面にかなり人手が出ているということも聞いてご

ざいます。そんなところで、ある程度余裕を持って

１０月オープンということで伺っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 東北に行っているとかとい

うような、いろいろな条件があったにせよ、私はで

きるだけ情報がこうなのだということで、あさひ郷

は当初２５年５月オープンの予定だけれども、それ

がこうなったということを何かの機会でやっぱり、

所管でもいいし全員協議会でも、そういうような形

が僕はあっていいのかなという気がするのですね。

だから、予算の中でこうですと聞いたらそうなのだ

とうことなので、今後それらについて、やはり情報

の交換ということを十分考えていただきたいと思い

ます。 

 それでは、この項は終わります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ４３ページの町営住宅の収

入に係ってお伺いいたしますが、若干、空き家に

なっていて荷物がありますという場所が見受けられ

ます。恐らくあそこは、亡くなられて誰もその荷物

の引き受け手がないのかなというふうに、あすなろ

なのです、具体的に言えば、と思いますけれども、

ああいう場合は処理だとかいろいろあると思うので

すが、恐らく引っ越しの持っていっていないという

状況も見受けられますので、そういう場合、収入に

当然１件であっても反映されない部分があるという

ふうに思いますので、これから高齢で独居で身寄り

がなくなるというようなことも想定されますので、

そういう場合の対処というのはどういうふうになる

のか、収入とのかかわりもありますので、お伺いし

ておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（狩野寿志君） ただいまの４番

の米沢委員の御質問にお答えいたします。 

 現在、あすなろ公住のほう、泉町南の公住のほう

をおっしゃっているのかなと思いますが、亡くなっ

て荷物が置いてある住宅は今のところないというふ

うに思っております。荷物がある家で、入居者が恐

らく地方に出稼ぎに行っているのか、帰ってこない

住宅は１軒確かにございます。ですから、まだ入居

者が入居しているということになっております。 

 今、その入居者の方をいろいろな方法を使って調

べたりとかしていますが、ちょっと所在がわからな

い状態になっている住宅が１軒確かにございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そういう場合、一般的に見

ますと、恐らくご主人も亡くなられているかという

ふうに思っています。そうすると、残る親族等の方

なのかなというふうに思います。 

 現状としては、そういうことも含めて、まだ入居

しているという現状が見受けられるのだろうという

ふうな答弁ですから、そういうことも含めた中で、

今後そういう場合、どこへ行ったか居所不明だとい

うことになった場合、その限界というか、その期限

というのはないのでしょうか。あくまでも実在して

いるということですから、住んでいるということに

なるのでしょうか。そこら辺をお伺いしたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ４番米沢委員の町

営住宅に係る質問ですが、当然のことながら不在で

あるとか、そこに住んでいる実態がないというもの

につきましては、こちらのほうでは鋭意調査させて

いただいて、最悪わからないといったときの処理と

いうのも、当然のことながら保証人という方もいた

だいておりますので、そちらの方にも当然探すにし

てもそこと相談しますので、そこの荷物等の処理に

ついても、またその方たちと相談しながら進める形

ということになると思いますので、御理解をいただ

きたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ８番谷委員。 

○８番（谷忠君） ４０ページ、交通安全の特別交

付金ということで、去年も減額になってきています

けれども、ことしも微々たるものですけれども３０

万円ぐらい昨年から見ると減額されています。交通

事故死亡１,０００日も達成したということで、逆

にこれがふえてくるのではないかなという感じも単

純に思っているのですけれども、減った理由という

のは何でこれが減るのか、その辺の理由をちょっと

説明してください。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ８番谷委員の交通安全

対策特別交付金の関係につきましてお答え申し上げ

ます。 

 この交通安全特別交付金につきましては、いわゆ

る道路交通法に基づく納付金の一部を、罰則金で

す。その一部を全国自治体に交付される仕組みに

なってございまして、上富良野町の罰則金をその市
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町村にという仕組みになっておりませんことを御理

解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ８番谷委員。 

○８番（谷忠君） では、上富良野で交通違反が

あったから減ったとか、減ったからその交付金も

減ったとかということではなくて、全国的な対応を

していると、それで全体的に減らしてきていると、

こういうことですかね。わかりました。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） ４３ページ、１３款１項４

目１節の使用料及び手数料ということで、農業使用

料の関係でお尋ねをいたしたいと思います。 

 この中で農産物加工実習施設使用料ということで

３０万円計上をされております。２３年度決算の２

７万２,９２５円、このときは利用人数が９２１人

なのです。２４年度は予算が３０万円で要求資料の

３７ページ、資料３７というところを見ますと、２

４年度は３月は入っていませんけれども６８１人な

のです。そうすると、この資料３７を見ますと、特

に平成１２年から１７年まで大体２,０００人台な

のですよ。そうすると、これから今２４年の３月は

どれだけ利用実績があるか知りませんけれども、例

えば一挙に３００人ということで、２３年度実績ま

で近づくかどうか非常に不安なような気がいたしま

す。したがって、この延べ人数の利用状況を見ます

と、非常に年々減少をしてきております。したがっ

て、その理由について、まずお伺いをいたしたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田満君） ７番中村委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

 農産物加工実習施設の利用状況でございますが、

委員おっしゃるとおり年々利用実態は減って、目的

そのもの自体もそれぞれ商品の開発のためとか、あ

とはここにも書いてございますように、それぞれの

品目ごとに利用しているわけですけれども、特に農

家さん、それから町場の奥様方も利用はしていただ

いているのですけれども、ただ、現実として、なぜ

減ったのかという形になるかと思いますが、実績を

見ていただきますと御理解いただけると思うのです

けれども、２月、３月で約２００件前後の利用も出

てきておりますので、そういう部分では昨年よりは

恐らく超えることはないとは思いますけれども、そ

の部分では８００人前後の期待はできるのかなと

思っています。 

 ただ、利用自体そのものについては、あくまで相

手があるもので、例えば施設の不備とかそういう形

の中での理由ではないというふうに我々も理解して

ございますが、ここにもある程度決まった形の中で

品目が決まっておりますので、そういう意味も含め

てだんだん減ってきているというのが一つの大きな

要因なのかなとは思ってございます。 

 ただ、正確に、どういう理由で減ったのかについ

ては、ちょっと私どもも掌握してございません。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 僕は、こうやって平成１２

年から１７年度の２,０００台と大きく変わってき

ている。極端に言えば３分の１強ぐらいなのかなと

いう感じを受けるのですね。そうすると、せっかく

つくった施設でありますから、これをいかに多くの

町民に利用してもらうということを含めて考えてい

かなければならないのではないかなという気がいた

します。 

 したがって、私は、その減少した理由、今までの

利用した人、特に、例えば平成１２年から１７年ま

での利用した団体だとかそういうものを分析をした

り、それから利用状況をチェックしたりというよう

なことを、まず一つはやっていかなければならない

のではないかなという感じがいたします。利用のス

タイル、それから利用する人たちのいろいろな目的

意識は変わってきていることも事実だという気がい

たします。したがって、それらの分析をしながら、

今後、利用の拡大をどう構築していくかということ

について、前田課長はことしで終わりですけれど

も、大きなお土産をちゃんとやるというようなこと

を出していただくようなアイディアをちょっと御披

露いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田満君） 中村委員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 当然、私どももこの実績の状況自体は分析させて

いただいております。ただ、今、中村委員御指摘の

とおり、平成１０年から１７年程度、本当に２,０

００人を超えるような、３,０００人近くなるよう

な利用があったというのも私どもで押さえていま

す。 

 ただ、このときに、中身を見ていただくとわかり

ますように、これは言葉が適切かどうかちょっと私

どももわからないのですけれども、はやりの部分、

例えば自分でつくる豆腐がはやるだとか、そういう

発酵物、こうじやなんかもはやってくるとか、そう

いう手づくり感の流行だとか、そういうものも反映

した中での利用の活発化も出てきてございます。 

 ただ、今後こういう形の中でこういう施設、委員

御指摘のとおりせっかくある施設でありますので、

これをまた町の産業、特に特産物がなかなか見当た

らないという中で、こういう形を利用しながらも次
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への発展につながるような、そういう研究もしなが

ら今後進めていけるようにしていきたいと思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） たしか記憶は定かではない

のですが、恐らく利益誘導につながるだとか、そん

な加工施設を使って自者の販売につながったらと

か、そんなのがあって、そこら辺から利用料はどう

なのだということで、確かに担当課長もおっしゃる

ように、そのピーク時の自分で豆腐をつくるだと

か、パンをつくるだとかというのも、ちょっと下降

気味ということもあるのですけれども、そういった

複雑な要素が絡んで、僕の記憶ではそこら辺から

ずっと使用が停滞して新しいものをつくれないとい

うような状況になってきた要素があります。 

 もしも今後、そういう要素も含めて、そこをどう

制御するのかというところをやっていかないと、こ

れからなかなか難しい部分かなというふうに生々し

い過去の論議は聞けば言いませんけれども、そんな

ことがあったと思いますので、そこら辺なのかなと

いうふうに考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田満君） ４番の米沢委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 今、米沢委員御指摘のとおり、本当に営業部分の

ものだとか、そういう今までの過去の例の中でもあ

りました。また、こういう形の中では農産物の加工

施設という大きな目的がございます。そういうもの

も含めたときに、使用に沿わない部分もあるのでは

ないかとかといういろいろな御意見もいただきまし

た。その中で、使用料の見直しをしたりしながら進

めてきてございますが、今後についてもそういう部

分についてはまた十分検証をしながら進めていけれ

ばと思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ４１ページの児童福祉負担

金という形で、負担金が減になっています。この資

料を見ますと、当然、入所者等が、近年子どもさん

の生まれる数が少ないという出入りもあると思いま

すが、そういう中で算定された内容なのかなという

ふうに思いますが、その点、今後の推移も含めてど

うなのかをお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） ４番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 保育所の入所負担金につきましては、予算の積算

時期が新年度の入所申し込みの前になりますので、

その時点で入っている児童数でそのまま次年度も残

る児童に翌年度の新規の入所児童を見込んで積算し

ております。それで、６月に実際の入所決定した人

数によって補正していまして、１２月あるいは３月

に実績見込みによってまた補正をしております。で

すから、当初予算で単純に比べますと、金額に差が

かなり出るのですけれども、昨年度の当初予算と比

べて減っている分につきましては、中央保育所の入

所児童数が減っております。昨年度、当初定員で見

込んでおりましたが、実際には定員より少ない入所

実態であったために、２４年度は減額補正しており

ますし、２５年度についても減額で同程度の人数で

見込んでおります。 

 ただ、入所児童につきましては、同じ１名でも年

齢階層によりまして、非常に大きな差が出ますの

で、なかなか実績と合うような予算にならない場合

もございますけれども、御理解いただきたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 恐らく担当者のおっしゃる

とおりだというふうに思います。 

 そこで、次のことについてお伺いしたいのです

が、中央保育所では、恐らく保護者負担という形の

中で、トイレットペーパー等を負担してもらってい

るのかなというふうに思います。近年、そういった

公のものに、前も言ったのですが、改善されている

かどうかわかりませんけれども、負担というのはど

うもおかしいのではないか。確かに個人は使います

が。そうすると、一般の公設の施設で使っているト

イレはどうなるのだと、利用している人が全部持っ

てきて負担しなければならないのかという話になる

のかなというふうに思いますので、保育所料金が高

いだとかいろいろ論議があります。確かに町では前

年度ですかね、減額はしておりますが、そういう小

さな部分をやっぱり改善する余地があるのではない

かと。来年からは民間に譲渡されるという形になり

ますけれども、せめてそういう小さな部分はやっぱ

り公で持つべきではないかと。そんな何千万何億も

かかる話ではなくて、やっぱりそういったものを行

政として温かい日の当たる行政と町長は言っている

のですから、そういったところをきちんと対処する

必要があるのではないかと。誤解していたら悪いの

ですが、現状についてお伺いしておきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） ４番米沢委員

の御質問にお答えします。 
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 委員おっしゃるとおり、中央保育所ではトイレッ

トペーパーを現物で保護者に持ってきていただいて

おります。 

 保育所運営費の中には、そういう日用品について

は運営費の中で賄うというようなことにもなってお

りますので、保護者に負担いただかないような方法

をこれから検討させていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） ４５ページで、保健体育

使用料ということで、社会教育総合センター１５０

万円使用料ということで収入が見込まれております

が、前年比１０万円のマイナスということで計上さ

れておりますが、これはただ単に利用実績人数の減

ということで計上されているのかどうか、せんだっ

て一般質問の件でお伺いしたときに、利用数はそん

な減っていないというようなニュアンスでお伺いし

たのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） １２番岡本委員の

御質疑にお答えいたします。 

 委員御発言の前年比１０万円の減の関係でござい

ます。委員おっしゃるとおり、全体の人数はそう大

きく変化していない中での減額でございます。利用

者の中においては、減免される団体等これら関係が

ありまして、収入見込みを立てる中においては、そ

ういった減免を受ける方が多いということから、今

回１０万円の減額を見込みとして立てさせていただ

きました。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） ４３ページ、１３款１項６

目４節の土木使用料の関係の住宅使用料の関係でお

尋ねをしたいと思います。 

 ２３、２４、２５ということで、決算の状況、そ

れから予算の状況を見ると、特に２５年度予算は前

年度６,５００万円が６,３００万円ということで、

資料のナンバー１０を見ますと、この中で政策的空

き家戸数ということで４３戸あります。したがっ

て、これが減額の大きな要素なのかなという気がし

ますが、その点をちょっと確認をいたしたいと思い

ますが。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ７番中村委員の住

宅使用料にかかわる御質問でございますが、委員御

発言のとおり、今、公営住宅の建てかえ計画を持っ

ている中で、当然そこは入居しているところの建て

かえでございますので、それの関係で空き家を確保

しているところでございまして、その部分が使用料

にも反映されているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 減額の要素はわかったので

すけれども、それであれば、収納状況をということ

で、特に今２３年度の段階もしくは２５年の２月の

段階でもいいのですけれども、住宅使用料の滞納状

況これらについてちょっと確認をしたいと思いま

す。金額がわかれば、件数及び金額ということでお

知らせ願いたいと思いますけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ７番中村委員の住

宅使用料の滞納状況でございますが、今ちょっと手

元に資料がございませんので、後ほど確認して報告

したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） それで、恐らくある面での

金額、それから戸数等が軒数等があるだろうと思い

ます。したがって、これらの関係で保証人への請

求、先ほど同僚委員が空き家の状態でといったら、

保証人とも連携を取りながらというようなことの答

弁もありました。したがって、実際の保証人が適確

になっているかどうかということを含めて、まず保

証人に請求しているかどうか、ちょっと確認をした

いと思いますが。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ７番中村委員の御

質問にお答えします。 

 現在、その収納に当たって保証人と対応している

ことがあるかということでございますが、最近、保

証人と話したケースもございます。場合によっては

行うということで、全くやっていないわけではない

のですけれども、ほとんどがまず本人との対応で、

その対応が余りにも適切な対応をされない場合にお

いては、その保証人との対応ということもやらせて

いただいているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） ここに住宅の町営住宅管理

条例があります。そうすると、この中にははっきり

保証人への請求、もう一つは保証人がかわった場

合、住所変更した場合、それからもう一つは保証の

能力があるかどうかを含めて、それらの現行維持を

きちっとしなければならないということがうたわれ

ているのです。そうすると、恐らく保証人にも請求
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をされたケースもあろうかとは思いますけれども、

現実の問題として、保証人に請求すればまだまだ僕

は現年度分、それから過年度分の収納があるのでは

ないかというような気がいたします。 

 それは、後ほど滞納の状況を見させて、資料を提

出いただいて、その中でまた改めて質問をしたいと

思いますが、委員長そういうことでよろしいでしょ

うか。 

○委員長（長谷川徳行君） はい、わかりました。 

 ほかにございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、１２款の分

担金及び負担金から１３款の使用料及び手数料まで

の質疑を終了いたします。 

 暫時休憩いたします。 

 再開時間を１０時４０分といたします。 

────────────────── 

午前１０時２２分 休憩 

午前１０時４０分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開いたします。 

 次に、１４款国庫支出金の４６ページから１５款

道支出金の５３ページまでの質疑に入ります。 

 その前に、町民生活課長より、先ほど７番中村委

員の滞納についての説明をさせます。 

 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ７番中村委員の住

宅収納の滞納額についてでありますが、２月末現在

で現年分４４万２,４００円、過年度分２８３万９,

６３０円、合わせまして３２８万２,０３０円でご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 質問を受けます。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 私は、件数と金額というこ

とであれしたのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ２４年度分の現年

度分については１４件でございます。過年度分につ

いては１３件です。合計２７件になりますが、

ちょっと重複者のほうを確認しておりませんが、若

干重複者がいるということで御理解いただきたいと

思います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） わかりました。 

 それで問題は、保証人の請求とその保証人の現行

維持ということでちょっとお尋ねしてあったのです

が、この金額が明らかになったのですけれども、町

営住宅管理条例施行規則第５条の２の中に連帯保証

人の変更ということで、いなくなったとき、保証人

としての適正を失ったとき、それから住所が変わっ

たとき、それから勤務先の変更等が改めて保証人の

変更届を出さなければならないということになって

いるのですけれども、実際、今入っている方々で、

そういう該当の方はいらっしゃるのかどうか、

ちょっと確認をしたのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（狩野寿志君） ７番中村委員の

御質問にお答えします。 

 保証人がかわったとき、または勤務先が変わった

ときは、入居者のほうから申し出がありまして保証

人の変更等をしています。あと、まだわからないと

きとか、そういうときについては不明なものですか

ら、そういうのは随時こちらのほうから入居者のほ

うにお伝えしまして、保証人の変更等の指導をして

いきたいというふうに思っております。よろしくお

願いします。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 今、主幹のほうからお話が

ありました。現実にこれだけの金額があるというこ

とで、大きな収入の一つ、歳入の一つではないかな

という気がいたします。約３２８万円ということで

ございます。したがって、何とか連帯保証人の現行

維持と、それからもう一つは適切なこの条例、それ

から施行規則に沿った形での保証人の請求というこ

とを厳粛にやっていただきたいと思って要望いたし

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ７番中村委員のた

だいまの御質問に、今おっしゃれたとおり、可能な

限り対応できるように努めてまいりたいと思います

ので、御理解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 国庫支出金、道支出金

の質問はございませんか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ５１ページにかかわります

労働諸費補助金、これは緊急対策事業ということで

本年度観光に携わるところの１件ということではな

いかなと思います。昨年度はゼロ、そして２３年度

決算でいいますと２,０００万円強入っているので

すが、町長のこの間の執行方針の中におきまして

も、できるだけその国、道に関する有利なものには

積極的に取り組んでいくということでございました
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が、これらの緊急雇用対策事業、それら事業に関す

るレギュレーションといいましょうか、この基準は

多々あることは存じていますが、今年度１件しかな

かった理由というのはどういうことなのか、ちょっ

と教えてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田満君） ５番金子議員の御質

問、緊急雇用対策に関する御質問にお答えさせてい

ただきたいと思います。 

 今回、北海道のほうから緊急雇用事業ということ

で、ある程度金額的な枠の配分もございました。そ

ういう意味も含めて、今年度該当できるものがない

だろうかということで、もちろん各所管のほうにも

周知をしながら、事業を使えるものを活用するよう

にということでの周知もしながら進めておりました

けれども、今般、実はこの６８２万円というのは、

最初の緊急雇用の枠の金額であります。そういう意

味では、金額的にも実は振興局のほうでも、この枠

を超えたものについては全部カットされる形になり

ましたので、今回はこのＤＶＤの作成の部分につい

ての応募を今している最中であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 産業振興課で、その枠の中

の６８６万２,０００円というところで押さえてい

ただいたのは、これは全然問題なくて、むしろすば

らしいことだと思うのです。 

 私が聞きたかったのは、そうではなくて、２３年

度のときは、例えば保健福祉課のほうであったりと

か、その他の部分のほかの部分で、たしか産業振興

課だけではないところで使ったと思うのですけれど

も、今回そのようなところは枠は来ていなかったの

かをちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田満君） ５番金子委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

 先ほどもお答えさせていただきましたが、当然こ

の事業自体が来るときは、振興局のほうから労働を

担当しています私どものほうにこういう通知が来ま

す。そういう中で、私どものほうから各所管課に、

こういう事業が来ているのでそれぞれメニューを上

げていただきたいということで、それは当然周知を

しながら、過去にはこれまで人材育成ですとか、さ

まざまな事業を展開してまいりましたけれども、そ

れぞれ分野の中で、今回は所管のほうから出てきて

いないという形の中で、私どものほうが上げたと。

１件、建設水道課のほうでも上がったのですけれど

も、ただ、先ほど言いましたように、ある程度金額

的な制限がございましたので、そういう部分で整理

をさせていただいて、今回はうちの事業を上げてい

るという形になってございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） では、今回は上川総合振興

局から６８０万円ぐらいの枠しか上富良野には来な

かったということで理解してよろしいですね。は

い、わかりました。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ５１ページの道からのあれ

ですけれども、食糧の供給の基盤強化特別対策事業

７６８万４,０００円ですけれども、これは２５年

度の新しい事業だと思うのですけれども、どこの予

算の部分に反映されているのか。１５５ページを見

ましても、事業のナンバーは１３６５５０と予算説

明書ではいただきまして、畜産担い手総合整備型事

業、ここを道から５０、５０ということで１１戸と

かという説明がありましたけれども、ここの部分に

なるのでしょうか。ちょっと、どうもこれわかりに

くいのですけれども、どこに反映されて、私、探し

ているのですけれどもなかなか、ここのところを

ちょっと説明いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田満君） ３番村上委員の食糧

供給基盤強化安定推進事業の補助の関連の御質問に

お答えさせていただきます。 

 この事業自体は、今、町のほうで進めております 

東中地区の土地基盤整備事業を初め、興農地区、西

山地区、それから東中幹線排水、それから島津排水

事業、そういう土地関連事業の地方負担分を軽減す

るために、北海道のほうから、通称パワーアップ事

業という形の中で、それぞれ応分の補助をいただい

ている事業であります。ですから、この７,６８４

万円をそれぞれ事業ごとに使われております。もち

ろん、東中の南、中央地区の道営経営体基盤整備事

業、それから興農地区の道営経営体基盤事業、それ

から西山地区の道営経営体基盤整備事業、それから

東中幹線排水整備事業、それから島津排水事業とい

うことで、今７本の事業にこれをそれぞれ充てられ

ているという形になっております。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） それでは、畜産担い手総合

整備事業というのはどうなるのですか。ちょっとお

尋ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田満君） ３番村上委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

 畜産担い手の関連については、歳出のほうでまた

別な事業で今進められてございます。歳出のほうで

す。１４９ページの畜産担い手総合整備型事業とい

う形の中で、この畜産担い手の事業については充当
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させていただいております。 

 畜産担い手育成総合整備型事業、この種について

は、これは受益者の分担金でございます。それが町

のほうに入って、町のほうから農業公社のほうに支

払われる形の分担金ということで、これはまた後ほ

ど条例制定の中で分担金徴収条例も上げさせてござ

いますが、その中で位置づけをされている分担金と

いう形になります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ４７ページの特定周辺整備

調整交付金等、大型水槽の更新という形で予算が計

上されております。これは地域の防災を担うという

形の補助金の大型水槽の購入だというふうに思いま

すが、現状としては、今ある大型水槽車、それとの

対比で機能の向上だとか、そこら辺という点ではど

ういうような機種が導入されようとしているのか、

その点をまず伺っておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問

に私のほうからお答えをさせていただきます。 

 大型水槽車につきましては、２０年以上の使用に

耐えられない老朽化になっているということで、更

新をこのたび調交で計画をしてございますが、委員

の御質問の機能改善までは、申しわけございませ

ん、今、聞いてございませんので、後ほどお答えを

させていただきたいと思います。申しわけございま

せん。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 後でもよろしいので、あわ

せてお伺いしたいのは、地域の防火水槽あると思い

ます。これも非常なこの大型の水槽車とあわせて、

地域の防火水槽が非常に大事だと思います。聞いた

ら２６カ所あるというような話だったかというよう

に思います。 

 その中でお伺いしたいのは、埋設してかなり経過

年数がたって老朽化している部分、あるいは耐震性

に耐えられないような施設のそういう防火水槽等と

いうのは、上富良野町ではどういうふうになってい

るのか。そういうものとあわせて、この大型水槽車

の機能も当然発揮できるのかなというふうに思いま

すので、この点についてお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ４番米沢委員の防火水

槽に係る御質問につきましても、申しわけございま

せん、詳細に把握をしてございませんので、後ほど

お答えをさせていただきます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、１４款の国

庫支出金から１５款の道支出金までの質疑を終了し

ます。 

 次に、１６款財産収入の５２ページから２１款町

債の６１ページまでの質疑に入ります。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ここの１６款のところで、

土地建物の貸付料のところでございますけれども、

その他町所有地の貸付料、ここはどこのところなの

でしょうか。それと、その他町有建物貸付料１３８

万２,０００円とありますが、それと１０月建設予

定のあさひ郷さんの緑町の借地料とか、泉町、今度

小規模多機能型ができますけれども、そういったと

ころの土地の貸付料というのは、この予算には上

がってきていないのでしょうか、ちょっとお尋ねし

たいと思います。補正予算か何かで組む予定なので

しょうか、ちょっとお尋ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ３番村上委員の土地建

物貸し付けにかかわる御質問にお答えを申し上げま

す。 

 まず、１点目のその他町有地の貸付料の関係です

が、これにつきましてはＮＴＴ、北電柱に対する町

有地の貸付料とあわせて、短期間に工事の資材置き

場等々で使用されるものを積算して計上したもので

あります。御質問の緑町の公住跡地のあさひ郷の関

係につきましては、正式な確定を待った後に金額が

確定次第、補正等計上したいというふうに考えてご

ざいます。 

 また、その他の町有建物の貸付料につきまして

は、いわゆる移住準備住宅、江幌、清富にあります

コミュニティー住宅、これらの使用料を計上したも

のでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ５６ページ、雑入で他市町

村の一般廃棄物の処理負担という形で、前年度より

１,０００万円ほど伸びているのかなというふうに

思って見ております。これは取り決めがありまし

て、その応分に応じて負担されるものというふうに

見込んでおります。算入の基礎となるそれぞれの自

治体の負担というのはどういうふうになっているの

か、この点お伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ４番米沢委員の他

市町村一般廃棄物処理料金負担にかかわる御質問に
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お答えしたいと思います。 

 処理料金につきましては、前々年度の維持管理

費、ごみの搬出量から算定させていただいていると

ころでございまして、今回、２３年度の数字が基礎

となって算定させていただいているところでありま

して、去年よりトン当たりの負担額が増加したのが

主な要因で、その要因にありますのが一昨年大きな

修理、Ａ系炉の耐火材の張りかえで２,０００万円

程度かかっておりますが、その部分が単価に反映さ

れているというのもありまして、その分が単価アッ

プしたことによりまして使用料の負担額の増加につ

ながっているところであります。 

 なお、ごみの量によっても変わってきますが、ご

みの量につきましては、今のところ富良野、中富、

南富良野から入ってございますが、横ばい、もしく

は微増という状況にあるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） ５９ページ、雑入の関係

で、５９ページの下から４行目、自主防災組織育成

事業１００万円ということになっていますけれど

も、これはどこからの雑入なのか、ちょっと確認を

したいのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ７番中村委員の御質問

でございますが、この自主防災組織育成事業の雑入

につきましては、自治総合センターが交付をしてお

ります宝くじ社会貢献広報事業で行う防災用の備品

でございます。これについては、西富住民会が要望

を上げておりまして、町を通じて申請をするような

ものになってございます。 

 ただ、これにつきましても、全国で限られた箇所

での採択になりますので、上富良野町が最終的に採

択されるかどうかについては不明でございます。も

し、仮に不採択になった場合につきましては、確定

後、補正予算等対応したいというふうに思ってござ

いますが、ここに載せてあるのは採択があったとき

に、４月早々にでもこれらの整備をしたいという思

いの中で、ここに当初予算として載せた経過にござ

います。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかに。５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 同じく５９ページの雑入に

かかわるところで、広域連合の消防本部使用負担と

いうことで、この間の説明におきましても、いわゆ

る単価の見直しということの中から、昨年度よりも

約５０万円ぐらい減額になっているということで聞

いておりますが、上富良野の施設を使うに当たっ

て、どうして上富良野の基準というのが生かされな

かったのか、ちょっとこの辺の理解が私なかなかで

きないので御説明をお願いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ５番金子委員の御質問

でありますが、考え方はそれぞれあるかと思います

が、いわゆる構成の５市町村でそれぞれ事務局を持

つ本部機能を有する場所を占用しているという実態

にございまして、今まではそれぞれの自治体が算定

する使用料に基づいて、この５市町村が均等の負担

をしているという現状にあります。それも上富良野

は高い、どこどこは安いと、このようなことではお

かしいのではないかという話もあって、この広域連

合事務にかかわる負担については、それぞれ統一化

すべきだというような議論の中で、このたび富良野

のルールに基づいて準用して、それぞれの負担額を

決定しましょうというような協議の中でこのように

なったところであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 関連でお伺いいたします

が、そうすると富良野ルールということになれば、

全てが富良野ルールに従わなければならないという

部分だというふうに思います。今、自賄いでやっ

て、それぞれの運営だとか施設の維持なんていうの

はそれぞれの自治体でやっている部分があります。

そういうことを考えたら、やはり上富良野町の使用

料単価で算定しても別に矛盾はないような気がする

のですけれども、それではだめだと、全てが富良野

ルールで合わせなければだめだという話なのです

か。そういうものは、広域連合の規約に基づいて、

そういうルールというのは定式化というか、決まり

という形で条文か何かに決められているのでしょう

か、将来的にという形も含めて。わからないのでお

伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問

でございますが、まず広域連合を発足するに当たり

まして、さまざまな条例、あるいは広域連合のため

のさまざまな規則、規定がございます。この条例、

規定されていないものについては、富良野市のルー

ルに基づいてやりましょうという協議の中での協定

がございます。この使用料につきましては、具体的

な使用規定がございませんので、そういう正式な条

例規定にないものについては、富良野のルールでや
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りましょうというような意味であります。全てが富

良野市のルールに基づいてやるというものではござ

いません。 

 さらに御質問にありました、いわゆる自賄いの部

分につきましては、それぞれの負担が決まっていま

すから、このたびの富良野のルールで使用料の例を

言いますと、いわゆる広域連合のさまざまな事務を

行う場所については、先ほど言いましたように５市

町村が均等に負担をするものになってございますの

で、それに限って富良野のルールに統一しましょう

というような当初の規定に基づいてそのような積算

になったという経過でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） いわゆる広域で使用してい

る部分については、そういう負担は当然だというこ

との話で、僕としたらよく理解できない部分なので

すよ。かといって、自賄いでやっていて、それぞれ

応分の負担も当然しているわけですから、やっぱり

上富良野の庁舎を使わせてもらっているということ

であれば、そこの所在地である利用料が優先しても

僕がおかしくない話だと。恐らく紳士的に話し合っ

た上で、それはオーケーだといえば、該当する自治

体がオーケーを出せばそれはいいのだけれども、な

お協議が必要だということにも、それはそれでいい

のだというような、ちょっと答弁の中身よく理解で

きない部分があるのですが、そういうことも聞き受

けられたのですが、その部分どうもおかしいと思う

のですが、もう一度答弁をお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問

でございますが、先ほど誤解を招く答弁になってい

たかと思いますが、広域連合で行う統一な事務、例

えば議会もそうですし、広域連合の議会、教育委員

会もそうですし、監査もそうですし、こういう広域

連合の消防本部もそうですが、その法に基づく、規

定に基づく、そういう５市町村の統一した事務を行

う場所について、今言ったようにそれぞれ５市町村

がばらばらなルールはおかしいだろうということで

統一をしたということであります。 

 したがいまして、それぞれ行っている自賄いも含

めたそういう事務事業について、全て富良野のルー

ルに基づくということではないということでござい

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ５９ページのＢ＆Ｇスポー

ツ事業及び大会参加料、ことし５万円組まれており

ますけれども、昨年はゼロでございました。それ

で、大会の開催される場所によって、余り遠方だと

出席するかしないかとかという判断をされるという

ことでございますけれども、それではことしはどこ

で、この予算を組む段階で、今の段階で、ことしは

どこで開催されるかということはわかっていらっ

しゃるのでしょうか。ちょっとお尋ねしたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ３番村上委員のＢ

＆Ｇの関係ですが、委員お尋ねの件の大会について

は、ことしは石狩ですが、ここの中の予算の５,０

００円という部分につきましては、以前は参加料を

いただいて教育委員会の別会計のほうに入れていま

したが、直接この収入に入れて支出をするというこ

とで、町の事業ということでこのように子どもたち

の水泳教室ですとか、水泳大会分の参加料というこ

とで、このように計上をことしからさせていただく

ことにいたしましたので御理解ください。 

○委員長（長谷川徳行君） 先ほど４番米沢委員か

ら質問がありました大型水槽車の機能について、補

足説明いたします。 

 企画財政班主幹、答弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） ４番米沢委員か

ら質問のありました調整交付金に伴います大型水槽

車の購入の関係でありますが、所管は消防のほうに

なりますので、そちらのほうに概況をお尋ねしまし

た、その結果だけを御報告させていただきます。 

 今回予定をしております大型水槽車につきまして

は、現在現有しております平成元年に購入をしまし

た大型水槽車の更新ということで、１万リッターの

タンク車となっております。今回につきましては、

同程度の機種にかえるということで、グレードアッ

プ等は考慮していないということになっておりま

す。 

 あと、関連してありました防火水槽の関係であり

ますが、防火水槽につきましては、耐用年数が５０

年あるということで、現行古いのでも昭和５２年当

時に設置をされたものということで、年数的にはま

だまだ十分あるのかなということだそうです。 

 なお、昭和６２年以降に設置をされました防火水

槽につきましては、耐震化が考慮されております

が、それ以前の分につきましては、いわゆる大規模

震災等で耐えられないという状況もあるという状況

もありますので、それにつきましては、今後、消防

の中でどうするのかを検討するということで予定し

ているそうです。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員、よろしいで

すか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（長谷川徳行君） なければ、一般会計歳

入歳出予算事項別明細書の歳入の件に対する質疑を

終了いたします。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

 会議を再開いたします。 

 次に、歳入歳出予算事項別明細書の歳出、１款議

会費の５２ページから２款総務費の９７ページまで

の質疑に入ります。 

 ありませんか。 

 １１番今村委員。 

〇１１番（今村辰義君） ８９ページの防災士の話

から聞きたいのですけれども、２４年２５年にかけ

て、各住民会に２名ずつ要請するという計画という

ことで承知してよろしいのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） １１番今村委員の御質

問でございますが、委員御発言にあります２５住民

会の中で２名、計５０名の要請を計画しているとい

うところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

〇１１番（今村辰義君） 今から質問することは、

非常にいいことなのですけれども、消防職員が防災

士の資格を定年になってちょっとした申請で取れる

というのは、これは御存じでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） 今村委員の御質問です

が、承知をしてございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

〇１１番（今村辰義君） それぞれ町の中のどこか

に住んでおられますから、ＯＢの方もですね、その

人が防災士を取っていただければ、当然、住民会に

２人以上の防災士がなるわけでございます。そう

いったものを掌握してこの住民会の防災士をそれぞ

れ２人ずつにしたのか、消防士の防災士の枠はプラ

スアルファなのか。一人防災士を要請するのに６万

７,０００円かかるわけです。そういった消防士の

ＯＢの方の防災士の取得状況も把握した上で、この

５０名という枠を考えたのかどうかをお聞きしたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） １１番今村委員の御質

問でございますが、消防職員のＯＢを意識した５０

名の体制ではございません。むしろ、ぜひ消防のＯ

Ｂの方、申請で防災士の資格が取れますから、ぜひ

地域でそういう専門的な知識を生かしてほしいなと

いう思いの中ではありますが、この５０名の要請に

ついては一般の町民の方に、ぜひそういう資格を有

してほしいという思いからの予算組みになってござ

います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

〇１１番（今村辰義君） 最初のほうに申し上げた

ように、別に悪いよと言っているつもりは毛頭あり

ません。プラスアルファで消防士の方の防災士を

持っていれば、ぜひその人数もしっかりと把握し

て、例えば今回いただきました資料、これにもその

消防部員の消防士は何名いるのだということも書い

ていただければ、我々しっかりと掌握することがで

きるわけですね。ぜひお願いしたいと思います。 

 昨年も２４年度に防災士を取得された方がいます

よね。そういった人はもう防災士の資格を持ってい

るわけでございますけれども、今現在どのような活

動をされているのか。例えば、地区の防災のリー

ダーになってももちろんいいと思いますし、あるい

は現在防災計画をそれぞれつくっているところの

リーダーを補佐する立場になってもいいと思うので

すよね。もう活動していると思うのですけれども、

今まだ全員５０名そろうまで具体的な動きを示して

いないのかどうなのか、どうなのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） １１番今村委員の御質

問でございますが、提供させていただきました資料

５の下のほうに自主防災組織活動の防災士の活動に

ついて若干御提示してございますが、新しい２４年

度の新規事業で取り組みました２４年度の防災士の

取得につきましては、年２回ありまして、昨年の１

１月でしたか最終的に１４名の防災士が誕生しまし

たが、いきなり地域での活動というのは難しいかな

ということも踏まえて、ここにあります研修会です

とか防災訓練の見学、これらを中心に行ったところ

であります。 

 また、一部の住民会においては、災害要支援者の

自主的避難の部分にもかかわっていただきました

が、すぐにどの程度の活躍ができるか不透明があり

ますから、しばらくの間はこれらの研修を中心に、

さらに実践活動につなげたいというふうに考えてご

ざいます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番徳武委員。 

○６番（徳武良弘君） ７１ページのＰＣＢ廃棄物

処理なのですけれども、これの量とかはどれぐらい

見ておられますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務班主幹、答弁。 

○総務班主幹（石田昭彦君） ６番徳武委員のＰＣ

Ｂ廃棄物の処理にかかわる御質問にお答えいたしま

す。 

 ２５年度処理を予定しておりますＰＣＢ廃棄物に
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つきましては、蛍光灯の安定器等の廃棄物でありま

して、現在、役場のほうで８５台の安定器を保管し

ております。これにつきましては、日本環境安全事

業株式会社のほうが全国に５つの事業所がありまし

て、北海道においては室蘭の事業所があります。こ

ちらが、この安定器等の処理がことしの５月から開

始を予定ということで、今年度処理を予定している

ところでありますけれども、先般、新聞報道等で

は、室蘭の事業所のほうにつきましても、これまで

の高濃度の処理がまだ時間がかかっているというこ

とで、５月から若干おくれる可能性もあるというこ

とは新聞報道で聞いておりますけれども、一応５月

から事業を開始したいということでありますので、

今回処理をさせていただく予定でございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ６９ページの一般管理費の

中の業務用パソコン、今年度７０台取りかえるとい

うことで予算説明ありますけれども、これによっ

て、どうなのでしょうか、全て新しいＯＳ等々に入

れかわるのか。まだ、それとも若干古いオフィスを

使っているのはパーセントどれぐらいあるのかとい

うのがわかれば教えていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹、答

弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） ５番金子委員か

らありましたパソコンの更新計画でございますが、

こちらにつきましては来年春のＯＳのサポート期限

までに、現行のものを全てかえようということで予

定をしております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） あわせて、いわゆるソフト

に関することになるのかちょっとお伺いしたいので

すが、いわゆるハードの部分とＯＳ、それからそれ

に携わるアプリケーション全般がこの値段になるの

かなと思うのですけれども、既存のものも含めて、

今のセキュリティーはどういうふうにされているか

教えてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹、答

弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） ５番金子委員か

らありました業務用システムのセキュリティー対策

の関係でございますが、基本的にはインターネット

に接続をするパソコンにつきましては対策用ソフト

を入れまして、総務課のほうで一元管理をしており

ます。 

 なお、特定業務で、いわゆるインターネットにつ

ないでいない部分につきましては、それぞれのシス

テムごとに必要な対策を講じております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ネットに関するものは、非

常に多分セキュリティーも厳しくしていると思うの

ですけれども、昨今のパソコン本体いろいろな環境

でつなげる状況のメディアがたくさんふえていると

思うのですけれども、それらの外部からのメディア

をやった場合等の対策とかもきちんととられている

ということで把握してよろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹、答

弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） ５番金子委員か

らありました外部媒体のセキュリティー対策の関係

でございますが、こちらにつきましては、システム

上で制御するというシステムについては、コストの

関連から導入をしておりませんので、基本的には職

員に対しまして、外からの持ち込みについては使用

しないようにということにしておりますし、あるい

は外に持っていくパソコン等につきましては、総務

課で管理している物を持って返していただくこと

で、人的な部分で取り扱いをしております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

〇１１番（今村辰義君） ８９ページの同じく防災

関係なのですけれども、防災計画の策定に続きまし

て、２４年度でつくるというのが２５年度になった

という理由はもうお聞きしました。その２４年度は

町でつくるという計画だったと思うのですけれど

も、その２５年度になって、なぜ民間委託するよう

に変更されたのか理由があると思うのですよね。そ

の理由をお聞かせください。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） １１番今村委員の防災

計画に伴います御質問にお答えをさせていただきま

す。 

 御案内かと思いますが、一昨年の３月１１日の大

震災以降、国においては大規模な震災に伴います防

災上の計画をそれぞれ地域において立てるよう、い

わゆる災害対策基本法が大きく改正されたところで

あります。したがいまして、都道府県においては、

それぞれこれらの法に基づいて地域防災計画を立て

てございますが、北海道においては去年の６月に作

成をされたという状況であります。それら都道府県

の防災計画を受けて、各自治体がそれぞれ災害対策

基本法でありますとか都道府県の防災計画、いわゆ

る町営計画に基づいて参考にしながら立てなさいと

いうようなところでありまして、したがいまして時

期的にどうしても間に合わないという現状がござい
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ます。 

 さらに、町では当初から十勝岳災害については一

定の防災計画が具体化されていましたが、いわゆる

近年の集中豪雨等の部分については、なかなか項目

はあったとしても具体的な防災計画になっていな

かったということも含めて、それら一括して具体的

かつ緊急に対応できるような行動マニュアルも含め

て防災計画を立てていきたいと。したがいまして、

ぜひ専門的な知識を有する頭脳を取り入れながら上

富良野町に合った防災計画を立てていきたいという

思いから、今回、委託を組み立てたという内容でご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

〇１１番（今村辰義君） ２４年度から２５年度に

なった理由とか、いろいろ言われましたけれども、

民間委託するのはいいと思うのですね。その２４年

度は、しかし、町でつくろうとして１年間延びたわ

けで、担当課長も退職されましたけれども、いろい

ろあると思うのですけれども、民間委託してつくろ

うとした決め手は何ですかね。なぜ民間委託に切り

かえたのか。２４年度に本当はつくろうとしたとき

に、民間委託ではなかったでしょう。２５年度でま

た１年延ばしてつくるときに、民間委託にしました

よね。その決め手というのは、やっぱり専門知識が

あるからということですか。その専門知識というの

は、何かよくわからないですけれども、民間委託を

やるとキャッチボールも非常に時間かかると思いま

すよ。防災会議を招集して承諾を受けないとつくれ

ないでしょう。そういったところがあって、なぜ民

間に委託したのか、その決め手というものがあれば

教えていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） １１番今村委員の御質

問にお答えをします。 

 先ほど私が申し上げました、いわゆる震災以降か

らの動きについては先ほど説明をいたしましたとお

りでありますが、いわゆるその上位計画であります

災害対策基本法、あるいは都道府県の地域防災計画

が２４年度にかけて行われてきたと。さらに、国に

おいては、さまざまな検討会の報告書、さまざまな

報告書が出ていますが、これら全て私どもが掌握す

るには非常に困難だということも含めて、専門委託

業者のそういう情報網も含めて、そういう専門的な

知識をぜひ導入することが必要だというような考え

から、タイムスケジュール上の事案、それと、さら

に高度にするための頭脳をぜひ一部委託をしてお願

いしようというのが発端でございます。考え方でご

ざいます。 

○委員長（長谷川徳行君） 今村委員、よろしいで

すか。 

 １番佐川委員。 

〇１番（佐川典子君） 先ほどの関連なのですけれ

ども、８９ページ、防災士の講習なのですけれど

も、これ２４年度で１４名ということでしたけれど

も、この中に女性はいたのかいなかったのかという

ことと、試験があったというふうに聞いているので

すけれども、そしてこの資料もこんなに分厚い資料

をいただいてきたという、研修中にですね。試験で

落ちた人がいたのかいなかったのか。また、今年度

の予算に反映することなのですけれども、この中に

女性というのは申し込みで想定しているかどうか。

東日本大震災のときも、女性が指導的な立場になっ

ていた避難所においては、全然格段の差で生活支援

物資の面だとか、避難生活においてもすごく画期的

に前に進みかけたと、そういう状況がありました。

ぜひ、女性もこの中に入れてほしいということを、

私は、予算の昨年つくったときに発言した覚えがあ

るのですけれども、今回それが反映されているのか

どうか、そこら辺もちょっと伺いたいと思います 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） １番佐川委員の防災士

にかかわります御質問にお答えをさせていただきま

す。 

 まず、２４年度に防災士資格を取った１４名のう

ち、女性の防災士はおりません。さらに、２５年度

に予定をしている方々について、まだ予定ではござ

いますが、その中にも残念ながら女性の方はおられ

ません。これにつきましては、住民会に推薦をいた

だくことで、私ども思いは佐川委員のおっしゃると

おりというふうに考えていますが、地元の住民会か

らの推薦に基づいて派遣をするという内容でござい

ますので、そういうギャップがあるという部分につ

いては御理解をいただきたいというふうに思いま

す。 

 また、御質問にありました、２４年度の試験に落

ちた人がいるのかという御質問でございましたが、

１５名講習を受けに行っていただきまして、１名の

方は残念ですが不合格というような状況になったと

ころであります。ただ、その方につきましては、い

わゆる講習は終わっておりますので、あとは試験だ

けでございますから、２５年度に試験を受けること

で内々合意をしているという状況でありまして、資

料に括弧書きでそれらの部分については明記をさせ

ていただいたという状況であります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 今の防災士の関係の８９
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ページの関係です。 

 予算の要求資料のナンバー５の中で、一覧でわか

りまして、私が今質問しようとしたことは、今、同

僚委員が申し上げましたので、２４年で落ちた人は

２５年で一応試験を受けるということで、この括弧

書きの１７名の予算だけれども、１８名ということ

で理解をしていいのかどうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ７番中村委員の御質問

ですが、委員御発言のとおりでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） そうすると、その方の経費

の関係は、あくまで自己負担もしくは地域の住民会

でということで理解していいのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ７番中村委員の御質問

でございますが、まず６万５,０００円の派遣費用

につきましては、さまざまな講習料や受験費、さら

には合格した後の登録料も一部見てございますが、

これにつきましては落ちたから返してもらうという

ことではありませんで、試験まではしっかり費用は

かかっていますので、今回２５年の試験を受けるこ

とを前提に、その返還等を求めることは今のところ

はしておりませんが、２５年度、その方がさらに札

幌市で行われる試験、試験は１時間半から２時間程

度ですので、２日間の講習は受けませんので、その

試験の１時間半から２時間についてのみ行く必要が

ありますので、それらについては自己負担になるの

か、あとは住民会が一部助成をするのかについては

個々の対応だというふうに考えています。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） そうしたら、講習と試験で

二日間あるのですね。そうすると、試験の当日だけ

一応行く、これに対しては町としては補助をしな

い。個人か、もしくは住民会で負担をするというこ

とでよろしいのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ７番中村委員の御質問

ですが、御発言のとおりでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 現実に、町から６万５,０

００円出しても、それぞれまた個人の負担が多いと

いうことで、住民会の連合会ではそれぞれ９,００

０円支出しなさいと。というのは、トータルで７万

４,００００円なのですね。うちの住民会からも２

人出ましたので、それぞれ９,０００円ずつ支出を

しておりますけれども、それはそれぞれの住民会が

推薦した以上は、ある面で負担をということでやむ

を得ないと思ってやっております。 

 それで、防災士の試験ということで、住民会から

当初推薦をいただきたいということで、その年齢は

何歳から何歳までですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ７番中村委員の御質問

にお答えをします。 

 申しわけございません、年齢を実は要綱で規定を

していますが、今、要綱を探しておりますが、

ちょっと手元にございません。後ほど要綱の、たし

か６５歳か７０歳だったと記憶していますが、後ほ

ど正式にお答えさせていただきたいと思いますが、

今回その規定する年齢を超えた方々が数名、この１

４名の方の中におられます。その申請時に内部で協

議をした経過にありますが、せっかく地域でこの方

をということで申請をいただいたところで、当初予

定をしていた私どもの年齢区分、これをすぐにしゃ

くに合わせて、この人はだめというようなことはや

はりどうなのかということもあって、たしか７０歳

前後の方の派遣を認めた経過にございます。後ほ

ど、それら上限を想定した、超える年齢の方の人数

等については、個人名は別ですが、人数等について

は後ほどお答えをさせていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 年齢の関係は、とりあえず

後ほど御報告をいただきたいと思いますけれども、

年齢が何歳まで、それから最低何年まで務めてもら

わなければ困るということを住民会長会議で出され

ているのですよ。そうすると、現実の問題として、

１０年ということで７０歳の人が８０歳になるか、

７２歳の人が８２歳になるかという関係も出てくる

し、それからもう一つは、継続性ということを考え

れば、やっぱりある面で若い人で活動的な人という

のが当初役場のほうで住民会長会議で言ったことだ

ろうと思うのです。 

 それで、私は最高年齢が何ぼで最少年齢が何ぼと

いうことを、今、課長のほうから１４名の年齢構成

を報告するということでございますので、その質問

は後ほどまた出された段階で再質問させていただき

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ８３ページ、自治会活動推

進費のところです。資料１２いただいております。 

 それで、今、話がいろいろ防災関係で出ておりま

すけれども、自主防災ですとか、それから町の広報

ですとか、配付で地域の活動とかしていただくとい

うことで、住民自治を進める上においても町内会の

加入率、ほぼ１００％ぐらいが望ましいかと思うの
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ですけれども、現在加入率はどのようになっていま

すでしょうか。ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ３番村上委員の町

内会の加入率の件でございますが、単純にこの資料

からはじき出した数字では８８.１％となっており

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ずっとこういう状況で、前

にも一般質問させていただいたことがあるのですけ

れども、役場の窓口の対応なんかはどのように努力

されているのでしょうか、ちょっとお尋ねしたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ３番村上委員の町

内会加入に係っての町の対応ということであります

が、町のほうでは加入促進のためにチラシをつくっ

て、必要な町内会、住民会長等も通じて資料をつ

くっていますので、ぜひ御活用くださいということ

で資料を作成させていただいているところでござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） それでは、前にも質問しま

したときに、アパートとかマンションをお持ちの

オーナーさん、そういった方にも御協力をいただい

て、そして町内会費を家賃から引かせていただくと

か、そんないろいろな方法だとか、よその町村でも

やっておりますので。 

 それから、町内会に入っていただくとこういうよ

うなことがありますと、自治活動を進める上におい

ても、必ず窓口に、転入してきましたら役場に来ら

れますので、そういった努力を、一番の、今、住民

自治を進めていこうというところにありまして、こ

こは一番基本になるかと思うのですけれども、そう

いった努力を役場の窓口のほうでも対応していただ

きたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ３番村上委員のた

だいまの御質問ですが、町としては、先ほど言った

ようにチラシ等の配付により加入の促進を図ってい

きたいと考えておりますが、今言ったアパートの

オーナーに対しての要請であるとか、入ってきた人

に対して町内会でこういうことがあるとかというの

は、それぞれの町内会個々に扱いも違いますし、そ

の部分についてはやっぱり町内会の自主的な活動で

ぜひ加入拡大を図っていただきたいと考えていると

ころでございます。町でお手伝いできるのは、そう

いうものの資料をつくって配布するために作成して

おりますので、ぜひ御利用いただきたいなと考えて

いるところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 先ほど、７番中村委員

から防災士関連の補足説明をいたさせます。 

 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ７番中村委員の先ほど

の防災士の要請に係ります御質問にお答えをさせて

いただきます。 

 申しわけございません、私の記憶が間違ってござ

いました。２４年４月１３日決定の上富良野町防災

士資格取得支援交付金の要綱を今確認をいたしまし

た。年齢の上限については、この交付要綱について

は規定がございません。ただ、昨年の住民会長会議

においては、資格を取ってから１０年程度、地域の

リーダーになっていただきたいと、そのような要請

をかけたことは間違いないというふうに考えており

ます。 

 このたびの１４名の構成を見ますと、最高齢で７

６歳と、７０歳を超える方がその方も含めてお二人

おられます。その方が１０年たって８６歳で活動が

できるのかという部分については不透明なところも

ありますが、いずれにしろ、要綱の規定にあります

ボランティア精神が旺盛で、そういう危機感を持っ

て活動していただける方というような項目について

は十分該当する方というふうに理解をしているとこ

ろであります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） それぞれ住民会長会議の中

で説明を受けたときに、おおむね１０年以上は務め

てもらわなければならないということになると、逆

算して６０か６５歳が限界だなというような感じを

我々、私も住民会長だったので行って感じて、それ

にふさわしい人を本町では推薦をしたところでござ

います。したがって、それぞれの住民会でお任せを

といっても、私は、それでは２６年で５０名終わっ

たら、これ以上この事業の継続はないと思っている

のですけれども、その点はいかがですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ７番中村委員の御質問

でございますが、２６年度まで各住民会のお二人を

という仕組みでありますが、ただ委員御質問にあり

ますように、転出等のこともあるでしょうし、また

何かの都合でそれらの役割が担えないということも

含めて、２７年度以降については、いわゆる防災計

画が立ち大きな課題でございますので、ぜひ何か方

法を変えてでも継続していく必要があるというふう
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に担当では考えてございます。 

 また、年齢にちょっと戻りますが、いわゆる札幌

市で２日間缶詰になって研修をすると。なおかつ、

有事の際には地域のリーダーとして活躍をしていた

だくということからすると、私ども当初からわかっ

ていたのではないかということもありますが、やは

り勤務をしている方の年齢では、なかなか現実的に

は難しいというジレンマもございまして、そのよう

なことも含めて、これらの要綱を年齢制限をあえて

入れなかったという議論の経過でもございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 私が一番心配したのはそう

いうことで、年齢がオーバーする、言うなれば、あ

る面で地域での活動、指導的な立場でなれる方もい

らっしゃるだろうと思いますけれども、将来、後継

者を育成していくということになると、今２名配置

もしくは１名の配置ですけれども、これを２６年で

完了すれば、その段階でそこの地域の自主防災組織

がある面で活発になる、定着するというのが望まし

いことだろうと思いますけれども、一応その２名の

必置という形の条件は今後もとっていくのですか。

その点ちょっと確認をしたいのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ７番中村委員の御質問

ですが、２５の防災組織に２名必置ということでは

なくて、あくまでも住民会の方々の御理解を得て、

最低２名を置きたいという思いで今回３年間の事業

を組み立てていますが、繰り返しになるかもしれま

せんが、２人いればいいということではありません

し、また戸数の問題もございますので、２７年以降

についてはできるだけ、今進めている最低２名をと

いうものではなくて、場合によったら何名でもそう

いう意欲がある方について補助ができるような仕組

みづくりをぜひ検討したいというふうに考えてござ

います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ８５ページの職員福利厚生

費にかかわるところで、ちょっとわからないので教

えていただきたいのですけれども、この旅費の中の

特別旅費とありますけれども、この内訳はどんなも

のなのでしょうか、教えてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ５番金子委員の御質問

でありますが、ここに書かれている特別旅費につき

ましては、職員の研修のための旅費であります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 毎年のこの増減というの

は、その対象者の増減ということで理解してよろし

いですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ５番金子委員の御質問

ですが、人数的な要素ももちろんありますが、昨年

もお答えしたかと思いますが、この間、この二、三

年において、職員の資質の向上をさらに図って、か

つ地域の課題に解決するような力のある職員を養成

していこうということから職員の研修計画を立てて

ございますが、それらに基づいてその回数も含め

て、それらの部分が少しずつ上がってきているとい

う現状でございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 今、課長から御答弁あった

ように、やはり非常に運営も多種多様化してきて職

員のより資質の向上が望まれると思いますので、ぜ

ひ、これらは非常に必要経費だと私も考えておりま

すし、そういった中で今年度も自治大学のほうに行

かれる職員がいたりとか、そういう制度を積極的に

活用していきながら、多様化する住民ニーズに応え

ながら、より職員の資質の向上を図るべく、この辺

の厚みというものをぜひ今後つけるような考えがあ

るかどうか、最後にお伺いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ５番金子委員の御質問

にお答えをいたしたいと思います。 

 今、委員御発言にありましたとおり、多様化する

住民ニーズ、あるいは住民ニーズも高度化してござ

いますので、限られた職員の数でありますので、職

員個々がそれぞれ能力を高めるという組織力を持っ

て対応することが肝要だというふうに考えておりま

すので、委員の御発言にありますように、ぜひ研修

についてはその研修の高度化といいますか、それら

にかかわる費用につきましてはぜひ御理解いただき

たいというふうに考えてございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） 関連ですが、これは自治

大学に限ったことなのか、またはその専門性によっ

ては違ったところに派遣するということなのか、こ

としは自治大学ですけれども、今後ずっと自治大学

でいくのかどうなのかということ。派遣先ですね。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務班主幹、答弁。 

○総務班主幹（石田昭彦君） 職員の研修につきま

しては、今、岡本委員のほうから御発言がありまし

たように、自治大学につきましては、町のほうでは

２年に１回ぐらい、ぜひ将来の幹部候補生をという
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意味合いから、２年にお一人ぐらいずつ何とかそう

いう自治大学に行かせて研修を深めたいという考え

を持っておりまして、２５年度に１名ぜひというこ

とで予定をしてございます。 

 あと、その他の研修につきましては、先ほど課長

のほうから御答弁させていただきましたように、そ

れぞれ義務研修と、あと目的研修がございますの

で、町のほうではそれぞれ職員に応じた義務研修を

計画しておりますので、それぞれその、例えば主査

に上がる年にはこういう程度の研修をしてほしいと

いうようなことで、その職に応じた研修、それから

それぞれ職員の希望に応じて、こういう研修をした

いというようなものについて対応できるように、一

定量の旅費を組まさせていただいているところであ

ります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） どちらかというと、その

内容にもよるのですけれども、手上げ方式で職員の

方が行きたいという方が行くのかどうなのか。先ほ

ど主幹の説明ありました、主査になるときはとか、

位が変わるときはわかりやすいのですけれども、そ

のほかの資質の向上のときは、職員の方が手を上げ

で行くのか、上司の方が行ってこいと言うのか、そ

の辺の切りかえというか、わきまえというのはある

のかどうかを教えていただきたい。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務班主幹、答弁。 

○総務班主幹（石田昭彦君） 必修研修につきまし

ては基本的に命令でございます。あと、目的の自由

の研修につきましては、毎年度４月の課長会議を通

じて、今年度の例えば道の研修センターやアカデ

ミー研修や何かがありますので、ことしはこういう

ような公的な研修機関ではこういう研修制度があり

ますよというようなもので、受けたい研修があれば

声をかけてくださいということで募集をかけており

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） それでは、まだまだ質

問があると思いますが、昼食休憩といたしたいと思

います。 

 再開時間を１時といたします。 

────────────────── 

午後 ０時 １分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 各委員がおそろいなの

で、休憩前に引き続き、歳入歳出予算事項別明細書

の歳出１款議会費並びに２款総務費の質疑を再開い

たします。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ７７ページの演習場周辺地

区補助という形で、今回１３０万円計上されており

ます。２４年度実績見込額で１８４万円という形に

なっております。地域の福祉の増進などなどに使う

のだという形の名目であります。この中では、チェ

ンソーの購入や刈払機ですね、椅子の購入、スノー

シューの購入などいろいろ載っております。そうい

う意味では、これが本当に周辺整備という形の中

で、地域の福祉の向上につながっているのかという

ことで、昨年もちょっと質問をしましたけれども、

その評価はどういうふうに見ているのかという点で

あります。ちょっとお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ４番米沢委員の演習場

周辺地区の補助に係る御質問にお答えを申し上げま

す。 

 昨年、議論を重ねた状況でございますが、２４年

度の実績はごらんのとおりでございます。昨年度も

説明を申し上げましたが、いわゆるこの事業の目的

は騒音や粉じんや通行障害等、特に障害が認められ

るこの３地区の地域のコミュニティー活動をさらに

助長し、なおかつ福祉の向上を図る目的でこれらの

補助事業が成り立ったところであります。 

 お手元の資料のように、物品としてはこういう

物、あるいはソフト事業も含めて具体的にはこうい

う事業でありますが、それまでに至るまで、何度も

地域の人たちが集まって、それらの障害を軽減する

ための方策を話し合ったということも含めて、事業

の目的であるコミュニティー活動がさらに助長され

たものだというふうに評価をしているところであり

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 根本的な周辺場の騒音整備

の問題で言えば、やはり基本的に演習場を移転す

る、あるいはそこで使用しないということが基本に

なるのかなというふうに思います。これが認められ

ないということであれば、根本的な周辺整備、いわ

ゆる演習場の迷惑という形で騒音がこういったもの

によって緩和されるのかどうなのかというところが

非常に疑問に感じるわけであります。物を買ってそ

れで緩和されたというものではなく、ただ備品だと

かそういったものの整備をしただけだというような

中身になってきているのではないかというふうに思

います。 

 また、同時に自治奨励補助などがありますし、そ

ういうものを積極的に活用すれば、やはり奨励補助

でこういう二重の投資、そちらを受け取れば当然該

当になりませんが、そういうものをつくらなくても
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十分対処できる中身であり、これはやはりそういう

ことから考えれば、今回１３０万円のまだ予算が想

定されておりますけれども、廃止すべきではないか

というふうに思いますが、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問

にお答えをいたします。 

 まず１点目のこういう騒音等の障がいに伴ってそ

の原因となる演習場を移転する考えについての御質

問でありましたが、いずれにしろ上富良野町におい

ては産業、農業を基幹産業として、商工業、あるい

は自衛隊の３本のまちづくりが長く掲げていること

でありますので、これら騒音の障がいを原因として

演習場を移転するような要望活動をする考えはない

ことをまず御理解いただきたいと思います。 

 さらに、２点目の質問で、これらの自治活動奨励

事業が、いわゆる騒音を中心とした各種障がいを緩

和することができるのかという御質問に対しては、

この事業をもって緩和することはもちろんできませ

ん。ただ、先ほど申し上げましたように、これらさ

まざまな障がいがある３地区が、日ごろから仲間が

集まって、それぞれ地域の課題を考えながら、ある

いはそれをコミュニティー活動を中心に乗り越えな

がら、さらにその地域を守っていこうという土台を

つくるためのきっかけづくりの事業でありますこと

を御理解いただきたいというふうに考えています。 

 また、町民生活課で行っております自治活動奨励

事業につきましては、住民会が住民会単位での事業

組み立てになっておりますので、特定している地区

の事業の活用はできないというようなことから、こ

のたび新たにそれらの自治活動奨励事業を組み立て

たという内容でございますので、御理解をいただき

たいと存じます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 私は、この件について言え

ば、本当にばらまきだというふうにしか感じていな

いわけで、これは直ちに撤回すべきだと思います。 

また同時に、旭野地区については、相変わらず申請

がないから該当にならないのかわかりませんけれど

も、こういった補助対象に入る地域かというふうに

思いますが、その経過等についてはどのようになっ

ているのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問

でございますが、まず、この対象になる日の出地区

の一部、富原地区の一部、倍本地区の一部につきま

しては、平成９年ころからさまざまな地域の課題、

あるいはその苦情も含めて、町と自衛隊と地区の協

議会と協議をしてきた経過にございます。たまたま

旭野につきましては、それらの活動がなかったとい

うことでありまして、したがいまして、この演習場

周辺地区の自治活動奨励事業につきましては、この

３地区を限定した事業の内容となってございます。

ただ、旭野全て除外するという考えではなくて、旭

野地区がさらにそういう苦情等の状況がありました

ら検討する余地はあるかなというふうに考えていま

す。 

 ただ、いわゆるこの３地区は、日の出に向かう翁

道路、あるいは富原地区においては北２４号道路、

長野道路、あと倍本地区におきましては倍本道路、

これらの自衛隊車両の主に通行するエリアに生活の

拠点を持っている地区というふうに考えております

ので、旭野地区におきましては、たまたま吹上を通

るようなケースが皆無とは言いませんが、少ないと

いうことも含めて、今後地元の状況がどのように

なってくるかは別として、決して除外しているとい

うことではないことを御理解いただきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 結局、その除外はしていな

いけれども、去年のやりとりの中では働きかけはし

ていないというような話でありましたから、そうい

う協議会が設置されているところが前提だというこ

との話で、これを該当させたと。 

 旭野地区においても、演習場の行き帰りに車が通

る。あるいは、自衛隊の方が歩道を行軍するという

ようなこともケースとしてたまに見受けられますの

で、何ら騒音もありますから、そういうことを考え

れば、同じいわゆる被害を受けている場所でありま

すから、この点はきっちり積極的にこちらからも働

きかけて、こういうような補助制度があるのだった

ら使ってみてはどうか、あるいは協議会を立ち上げ

てはどうかなどの呼びかけはされてこなかったとい

う話でありますから、考えるということで、その

点、確認しておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問

にお答えを申し上げます。 

 先ほどと答弁が繰り返しになるかと思いますが、

少なくともこの３地区においては十数年の歴史的背

景があることを御理解をいただきたいと考えていま

す。 

 かつ、その旭野地区を除外することではないよと

いうことを申し上げましたが、情報提供はいたしま

すが、去年も議論にありました、私の地区について

は騒音は聞こえますというような感じで、では私た

ち地区の協議会を立てますというような仕組みづく

りにはこの事業の内容からすると、想定をしていな
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いというようなことでございます。 

 演習場に隣接している地区として旭野地区は私た

ちも考えていますが、考えているというのは理解を

していますが、いずれにしろ先ほど言いましたよう

に、それらの生活上どういう支障が生じているの

か、しっかり私たちも検証する立場にあるかと思い

ますので、そのようなことで御理解もいただきたい

というふうに考えてございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ６番徳武委員。 

○６番（徳武良弘君） ６７ページなのですけれど

も、交際費、去年１５０万円で組んでいるのですけ

れども、ことしは２００万円になっているのですよ

ね。５０万円アップの理由を聞かせてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ６番徳武委員の交際費

の関係につきまして御答弁申し上げます。 

 交際費につきましては、上富良野町の自治体とし

て恥ずかしくない交際は必要だというようなことか

ら、必要に応じて、必要に応じてというのはもちろ

ん一定のルールを定めた上で支出をしている内容で

あります。過去にいいますと、予算額が５００万円

を超えている状況がありましたが、行財政改革の中

で身の丈に合った交際をということで、昨年度で言

いますと１５０万円まで削減をしてきた経過にあり

ます。 

 ただ、今申し上げましたように、昨年度まで１５

０万円でやってきていましたが、予算がないことで

本来交際費を支出すべきだというような事案が相当

出てまいっております。その場合には、個人負担も

含めてそのような対応をしてきた経過にあります

が、この数年の実績等を見ながら５０万円を増額し

た経過にございます。ただ、５０万円を増額したか

ら全部使い切るというようなことではありませんの

で、今言った予算がないことで、本来、交際費を支

出すべきものについて対応できないということがな

いように予算化をしたところであります。 

 また、さらに２５年度においては、子どもたちを

中心としたカナダへの訪問、あるいは津との交流活

動等々予定もしてございますので、それらも含めて

予算の増額を図ったという内容であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番徳武委員。 

○６番（徳武良弘君） 具体的な中身というのは、

その訪問活動とかですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ６番徳武委員の御質問

でございますが、先ほどと繰り返しになりますが、

そういう新たな今年度予定してる事業の部分も含め

て、先ほど言いました交際費がないことで、本来支

出すべきものを控えるようなことがないように増額

を図ったという内容であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番徳武委員。 

○６番（徳武良弘君） いろいろ議会のほうも交際

費等は減らしていますし、職員給与とかもだんだん

減らしている傾向がある中で、ちょっと問題あると

思うのですけれども、どうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ６番徳武委員の御質問

にお答えを申し上げます。 

 さまざまな行政課題がある中で、特に企業誘致

や、いわゆる今地元にある企業の縮小をとめるべ

く、町長、積極的にトップセールスを行うというこ

とで、この二、三年の間で、それらさまざまな活動

をしてございますが、そのときにも一定の最小限の

交際費等も必要になってまいりますし、必ずしも全

部、先ほど言いましたように、平成７年ごろは５０

０万円を超えるような予算もありましたが、先ほど

言いましたように努力を重ねつつ質素な、質素なと

いう言い方は悪いですが、そういう活動を一方では

縮小してきたという経過にありますので、この厳し

い時代だからこそ、そのような産業を中心とした

トップセールスを中心に、さらに活動量をふやして

いきたいというような思いから、この５０万円の増

額になったということでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番徳武委員。 

○６番（徳武良弘君） とすると、アップした分、

要するに成果というのは見せてくれるのですか。

ちょっと言い方はあれですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ６番徳武委員の御質問

にお答えをいたします。 

 性格上、さまざまな事務事業で何人アップしまし

たというような成果をお見せできるような仕組みで

はないことを御理解いただきたいと思いますが、少

なくとも、これらのこういう活動が何年か後にはぜ

ひ実を結ぶような、そういう活動をぜひ続けていき

たいと。１年間５０万円を使ってさまざまな活動し

たことで、すぐに来年度は新しい企業が来るという

ような仕組みではないことを御理解もいただきたい

と思ってございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 徳武委員よろしいです

か。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 今の関連です。６７ページ

の２款５項１目の交際費の関係。 

 今、同僚委員の発言がありました。しかし今まで

不足な面もあって頑張ってきたと。それで平成１９

年とか、私、ずっと交際費の金額を見てみたので
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す。そうすると、１９年度は１２２万４,２５２

円、２０年度は１２４万４,７９４円、２１年度は

１４０万３,９３０円、２２年度は１１４万３,６８

５円、２３年度は１３６万４,５３２円と。足りな

いのなら、これに近い１５０万円近い金額が出てく

るのではないですか。もしくは補正をするというよ

うな。 

 一挙に５０万というのはなかなか、私は、非常に

行財政が苦しい中で一挙に５０万円というのは、確

かにカナダの関係だとか、トップセールス、私も決

算状況を見ました、交際費、毎月毎月あそこに、情

報コーナーにありますから。確かにトップセールス

でお土産どこここへ持っていったというような記述

も結構ありました。だけれども、こんな５０万円を

一挙にふやすということ自体、僕は町長の姿勢から

いって、考えられないなという気がするのですね。 

 ですから、いずれにしても使わなければ残してま

た返納するのですからいいことはいいのですけれど

も、ただ聞こえは今までの１５０万円が一挙に５０

万円上がって２００万円だ、その前の経過を見ると

１１０万円から１２０万円前後でしょう。そうする

と、なかなか僕は理解しにくいと思うのですよ。 

 課長どうですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ７番中村委員の御質問

にお答えを申し上げます。 

 委員御承知かと思いますが、平成２０年から１５

０万円で当初予算化をしてございます。当然、予算

でございますので、その範囲で取捨選択をしなが

ら、さらには優先順位をつけながら、これらの交際

費を支出している経過にあります。交際費を途中で

補正予算を組むという作業は、作業といいますか、

これについては考え方はありますが、いかがかなと

いうふうに私どもは判断をしてございます。 

 その交際費が、今２０年から１５０万円で来てい

ますが、２１年度においては残りは９万円程度と、

このようなことで言いますと、先ほど冒頭申し上げ

ましたように、予算が苦しい中で本来おつきあいを

しなければならないような場面に予算がないから

待ってと、それぞれ予算化はそのような、本来三人

で出るべきものを予算がないから一人にしてくれと

いうようなことも現実にはございますので、そうい

うようなことが少なくともないように、当初予算に

おいては潤沢とはもちろん言いませんが、少なくと

もそういうことがないように予算化をしたと。 

 御発言にありますように、予算があるから全部使

い切るといういうことではなくて、例えば５０万円

残る年もあるでしょうし、それらについてはしっか

り交際費については、町民の方に公開も長くしてご

ざいますし、それらの評価は実績としてぜひ捉えて

議論したいというふうに考えてございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 平成２０年から１５０万円

ということで、私も今、決算状況を言いました。現

実の問題、２００万円ということでございますけれ

ども、情報コーナーに行けばね、毎月毎月前出金で

出て、そして決算して一旦返納して、また新たなと

いう形になっております。したがって、できるだけ

最少の経費で最大の効果を出す、言うなれば２００

万円全部使い切るということは総務課長も言うし、

私もそういう考えでおりますので、そういう立場に

なって最少の経費で最大の効果が上がる、言うなら

ば２００万円を使い切るようなことがないような形

でやっていただきたいということで要望いたしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 次に６９ページ、総務課の

文書、広報の関係です。 

 先ほど同僚委員もおっしゃいました。町内会の加

入率が８８.１％だということで言いました。課長

は、これは単純計算で、私も単純計算です。予算特

別委員会資料の１２ページ、資料１２です。これを

見れば、単純に２４年のところを見れば、４,７５

０が住民基本台帳に載っている。それから広報の配

付数が４,１８５ということで、これが８８.１％。

前年度のやつを見ると８７.８％ということです。

課長も言っているし、私も単純計算なのですが、現

実の問題として、これらの今度は住民基本台帳があ

るのに４,１８５件しか町の情報提供がされていな

いと。一体こういうこととはどうなのかということ

で、先ほどチラシをつくったりというような意見、

それから転入者にはそれぞれ呼びかけをしていると

いうようなこともありました。 

 私は、資料１２を見ていって、郡部がそうでもな

いのですね。郡部が広いのは日の出が住民基本台帳

１６０、広報配布数は１３２ということで、２８部

少ないですね。それから問題は町のほうなのです

ね。緑町はいいですけれども、その後、大町３１、

南町２１、旭町６４、本町７４、宮町９２、西富５

０、仲町１２、栄町３７、泉町３１、住吉２２、東

明３５、岡町１４ということで、非常にこれだけの

人たち、これを今計算していくと５６５世帯の人が

町からの情報が全然町内会を通じて伝達されていな

いという状況があります。これをこのまま放置して

いていいのかどうかという問題です。さっき課長

は、チラシをつくったり、何なりということでやっ
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ております。 

 私は逆に提案したいのですけれども、この状態が

ずっと繰り返しているのが事実なのです。若干、微

増ですけれども町内会の加入率は上がっています。

それで一回、住民会長会議もしくは町内会長会議を

招集しまして、町としてそういう関係団体と一緒に

一大キャンペーンを張って、例えばこの月は何とか

皆さん方と一緒に回りましょうやりましょう、その

ために町としてもパンフレット等も含めてやるとい

うようなことをしていかないと、ただ微増微増であ

れば、僕は根本的な解決、もう一つは町の情報が町

民の人たちに渡るというシステムをしていかないと

だめでないかと。極端に言えば、もう防災無線が入

ればそれだけれども、それ以外は町からの回覧板等

を含めて情報、それからお知らせ版等も届いていな

いというのが実態です。 

 ただ、中にはいろいろな事情で住民票の基本台帳

は親と子と分かれているよと、しかし一緒に家に住

んでいるから情報は１冊でいいよ、もしくは二つ分

かれてたら町内会費を二つも払わなければならない

からというケースも、僕はある面で１割２割はある

かなという感じは受けています。しかし何とかお互

いに知恵を出して上富良野に来られて住まわれて、

町内会に入らないのはこういうあれだから、そうい

う情報を届くような方法を知恵を出して一大キャン

ペーンを張るような方策を考えてみてはどうかと思

います。その点、課長いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ７番中村委員の町

内会の加入促進に係る御意見に対しましてお答えし

ます。 

 まず、今おっしゃられたとおり、この数字は単純

計算でございますので１００％正しいものではない

と思います。今言ったように、２世帯に分かれてい

るけれども実際は１世帯だと。住民票では分かれて

いるけれども、一緒に住まわれているから１冊あれ

ばいいとかということもありますし、今言ったよう

に広報媒体としましては広報誌の１０日号、お知ら

せ版ということで毎月発行させてもらっているもの

のほかに行政無線でもお知らせしていますし、ま

た、中には町内会には入っていないけれども、広報

を見れる機会としてホームページから見れる方々も

かなりいらっしゃるとお聞きしております。そうい

う関係もありまして、実質どれだけの方が情報過疎

になっているのかというのも、実態としてはまだつ

かまえていないのも現状であります。 

 また、それぞれ町民ポストを置いてあるところに

毎回広報を置いて、自由に持っていけるようにして

いるシステムも行って、一人でも多くに情報が伝わ

るような対応等もさせていただいているところでご

ざいます。 

 今御意見のありました一大キャンペーンというこ

とでございますけれども、それにつきましても町と

しては本当に町内会、住民会の皆さんの御協力がな

ければ、この加入拡大というのはできないことであ

りますので、本当にそのことが皆さんがそろって

やっていただけるということが一番ありがたいこと

だと思います。 

 町としては、今言ったように、できる限りとして

チラシの作成ということで、それを多く利用しても

らって、それぞれの町内会、住民会の御努力をお願

いしたいということをお願いするということで、具

体的に今どうしたいということの考えというのはま

だまとまっておりませんので、今後の課題としてい

きたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 先ほどの交際費と関連する

かしないかわからないのですけれども、同じく６７

ページの特別旅費にかかわるところで、町長よく防

衛省のほうに陳情を含めて行かれる機会が多いと思

うのですけれども、最近の、特に冬期間の天候状況

とかを見ると、非常に旭川空港の就航率は高いので

すけれども、先の先方のあることから、防衛省は私

も公務、それから私用を含めて行くことがあるので

すけれども、先方の方というのは大変タイトな時間

で、限られた時間でお会いするようになっていると

思うのですけれども、特に冬期間というか雪のある

ときなんかは、これから防衛大綱、政権もかわりま

したし、中期防等々の問題でこの上富良野町にとっ

て自衛隊の問題というのは非常にライフラインにも

つながることですから、ここの部分は若干手厚くし

てでも少し前乗りを早い段階でできるようにすると

か、必ず約束の時間に、アポの時間には行けるとい

う確約をとれるような、そういう旅費のつけ方をす

ることが必要かと思うのですけれども、この辺はい

かがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ５番金子委員の特別旅

費に係る御質問かなというふうに考えます。 

 委員御発言のとおりでありまして、町としては航

空チケットが一番安いチケットをとるように、なる

べく早い段階で予約をするようにしておりますが、

御発言のありますように、相手の事情、あるいはこ

ちらの天候の事情等も含めてキャンセル等せざるを

得ない状況も実はございます。そのようなものも含
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めて、この特別旅費については２０万円でございま

すが、増額を上程しているところであります。 

 おっしゃるように、特に冬期間、部隊関連の要望

活動等にかかわって、なるべく前の日に行ったら、

必ずその関連のところを回って有効にその日程をこ

なすような仕組みは今のところもちろん組み立てて

ございます。おっしゃるように、特に冬期間のそう

いう部分につきましても、ぜひこの旅費の中で配慮

していきたいというふうに考えています。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 １１番今村委員。 

〇１１番（今村辰義君） ８３ページの自治活動推

進費のところですけれども、この集会施設管理とい

うところで、あちこちで聞こうと思っているけれど

も、ＡＥＤのお話でございます。 

 この会館には、ことしは予算が入っていません。

借り上げというか、リースというのですか、借りた

ら何年間払わなくていいから載っていないのか、

ちょっとそこら辺読めませんので、それぞれの会館

にＡＥＤがあるのかないのか。あわせて、７１ペー

ジの庁舎にも載ってございません。ＡＥＤがあるの

かないのか、今回はあるないの有無を聞きたいと思

います。いずれはどこか、民生費だとか教育のとこ

ろにいっぱいＡＥＤが出てきますよね。そこでまた

お話をしようと思っていますけれども、今回はこの

それぞれの集会所とか庁舎にＡＥＤがあるかどうか

をお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） １１番今村委員の

集会施設に係りましてのＡＥＤの設置状況でありま

すが、町民生活課のほうで集会施設を管理している

のは４軒ございまして、丘町会館、東明会館、しら

かば会館、宮町会館の４軒であります。いずれの４

軒ともＡＥＤの設置はございません。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君）１１番今村委員の役場庁

舎におけるＡＥＤの設置状況でありますが、役場庁

舎にはございません。ただし消防庁舎にＡＥＤがご

ざいますし、また役場庁舎内でそういう不測の事態

が起こった場合には、消防の救急がすぐに駆けつけ

るという想定の中で、役場庁舎にはＡＥＤは設置を

していないという状況であります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 7 番中村委員。 

○７番（中村有秀君） ８９ページ、２款１項１１

目１３節の防災対策費の関係の地域防災計画策定と

いうことで、先ほど同僚委員もお話をしておりまし

た。 

 これは委託費ということだけで、印刷だとかそれ

らは入っているのかどうか、ちょっと確認をしたい

のですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君）７番中村委員の御質問で

ございますが、この委託費の４２０万円の中に印刷

製本費等含まれてございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 計画策定ということですけ

れども、今、総務課のほうで、これらの計画の、言

うなれば下準備というか、そういうものはずっと進

めておられたのかどうか、ちょっと確認したい。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君）７番中村委員の御質問で

ございますが、先ほど説明いたしました、当初２４

年度で完結するような方法を考えておりましたの

で、各対策部課でありますが、その防災計画の見直

し内容について指示をしながら、その対策部での見

直し作業はしていた状況であります。ただ、先ほど

言いましたように、さまざまな要素からして、さら

に内容を充実すべく、一部業者に委託をするという

内容でありますので、今、それぞれ各課に指示をし

ているものについては保留をしているという状況で

あります。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 平成２３年の１２月の定例

会で、同僚委員がこのことを正してですね、備蓄の

問題も含めて。その中では、町長は見直し作業中だ

と。それから、実際想定したような緻密な防災計画

になるよう、今その作業中でございますということ

から言うと、非常にテンポがのろいなと。 

 それから、もう一つは、政策調整会議、これは２

４年の１１月２６日から１２月３日まで第８回政策

調整会議となっていますけれども、この８番目の中

に地域防災計画作成（修正）業務、業務の内容、平

成１７年度に策定した計画を近年の豪雨災害等にも

対応できるよう計画を見直すと、そういうことで、

総括として必要性はＡ、効率性はＡ、公平性はＡ、

緊急性はＢ、方向性を実施するということになって

いるのですね。 

 そうすると、私は、町長は、この２３年の１２月

の段階ではもう作成済みで、現在作業中だというよ

うなことを言っておられまして、非常に対策として

のろいなと、そういうことで感じるのですけれど

も、２３年１２月ですからね、２３年３月１１日以

降の関係で質問をしているわけですから、そうする

と、もうちょっとうちでは防災訓練等もやっている

から、その都度都度の対策は取られると思うのです

けれども、一応大綱的な形での防災計画、それから
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当然、これは一応うちでつくって、また道に行っ

て、確認してまた戻ってくるということになるのか

どうかわかりませんけれども、例えば昭和６１年に

つくって１９年ぶりに平成１７年３月に全面改定い

たしました。だから、そういう関係で、またうちで

今策定しても、その後、最終的に計画書として出て

くるのはいつごろの時期なのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ７番中村委員の防災計

画にかかわる御質問にお答えを申し上げます。 

 先ほどの説明と一部繰り返しになるかもしれませ

んが、いわゆる２４年度中に防災計画を見直すべ

く、先ほど御発言にありました２３年の１２月の町

長の答弁に、そのようなつながりがあるという状況

であります。また、２４年度においては、先ほど言

いましたように、各対策部への具体的な指示もさせ

ていただいたところであります。 

 ただ、先ほど御紹介いたしましたように、一昨年

の３.１１を受けて、防災計画の基本となるその災

害対策基本法が、たしか一昨年の９月でしたか、ま

とまったところであります。また一方、それら災害

対策基本法の改正を受けて、国においては災害時の

避難に関する専門委員会、これらの議論を同時並行

でしているところであります。また、さまざまな委

員会の報告をもって、これらが出てくるまで地方自

治体の防災計画は立てることにはならないだろうと

いう判断で一年ずらしたという経過であります。 

 また一方、備蓄品の関係も町長答弁ありました

が、それから以降、この４月１日をもって、今、上

川２３市町村ございますが、備蓄品をそれぞれみん

なが全部持つわけではなくて、有事のときにはこの

２３上川管内の市町村で協力し合いましょうとい

う、いわゆる広域防災協定をこの４月１日に結ぶ予

定になってございます。それら考えますと、必ずし

も１万２,０００人分を備蓄品として備える必要性

もございませんので、もう少ししっかりそれらの情

報を持って、２５年度の防災計画につなげていこう

というような事情もございまして、一年延ばした経

過にございますことを御理解いただきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 一応経過については理解し

ますけれども、私は平成１７年の３月にできる以前

もお話をしたのですけれども、ああいうふうに製本

をびっちりしまして計画、それからもう一つは職員

のマニフェスト、それを見ますと、それから以降を

見ると、例えば消防は上川南部から変わっちゃっ

て、上川南部消防北消防署というのが１７年につ

くったときは、もうそれこそ私もちょっとシールを

張ってみたら張り切れないくらいですね。それか

ら、役場の課の関係の変更も結構ある、助役になっ

ていたり、ない課が税務課だとかという形になって

いたり。 

 ですから、僕は、できれば一般の条例のように加

除訂正ができるような形のものをつくっていかない

と、あれを全面改定する、もしくは訂正書を出すと

いっても大変な作業になると思うのですね。ですか

ら、そういうようなことで、発行する段階ではそれ

らのことも念頭に入れてやっていただきたいと思い

ますけれども、その点いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ７番中村委員の御質問

にお答えを申し上げます。 

 その前に、一部先ほどの質問にお答えをしていな

かった部分がございますので、あわせて御答弁申し

上げたいと思います。 

 先ほど２５年度のいつの段階で完成するのだとい

う御質問があったかと思います。基本的に委託を想

定していますのは、２６年の２月末もしくは３月上

旬を想定してございます。ただ、それを待っていた

のではなかなか瞬時の、瞬時のというか、またさら

に一年おくれてしまう可能性がありますので、こと

しの１２月から２６年度の予算に向けて、それらの

防災計画の見直しの進展状況を見ながら、２６年度

に反映すべき予算についても同時並行で議論を進め

たいというふうに考えてございます。 

 また、御発言にありました北海道への承認の関係

の御質問があったかと思いますが、今、災害対策基

本法の改正をもって、当時は北海道に対して承認と

いう形で町がつくったものを承認する作業がござい

ましたが、今は地域がつくった防災計画については

報告というような仕組みになりましたので、時間的

にもかなり削減がされるかなというふうに思ってご

ざいますし、またスケジュール的には、町で事務的

に作業を進めながら、いわゆる上富良野町防災会

議、これらにかけて、最終的に上富良野町の防災会

議で承認をすることが前提になりますが、それまで

に防災会議のメンバーには個別の協議を同時並行で

進めてまいりますので、来年の遅くても３月には全

ての作業を完了するような仕組みづくりにしたいと

いうふうに思ってございます。 

 先ほど言いました、今現在１７年３月に完成した

ものも、使われている名称、これらについては、い

わゆる防災会議をかけなくても軽微な変更というこ

とで変更はできるのですが、先ほど言いましたよう

に、その名称の改善だけではなくて、今１年遅らせ

ましたが、昨年度各課に指示をしておりましたの

は、それらの名称の変更も含めて、さらには有事の
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際の自分たちの具体的な動き方、これらの検証を

しっかりしてくれということで指示をした経過にご

ざいますので、今回、抜本的な見直しをしたいとい

うふうに考えていますが、それらの名称、あるいは

各課の具体的な動き方、これらをしっかり検証しな

がら防災計画にしていきたいというふうに思ってご

ざいます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 今の件は了解したので、次

の件でよろしいでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） はい。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） ８９ページ、２款１項１１

目１３節の今の防災計画策定の下です。Ｊ－ＡＲＥ

ＲＴの関係です。 

 保守ということで９万５,０００円計上をされて

います。したがって、予算書を見ますと２４年も９

万５,０００円、それから本年２５年度も９万５,０

００円、それから平成２３年度はないということな

のですけれども、これらの関係で内容的にはどうい

うシステムになっているか。ある程度わかっている

のです、この前、地方議会議員の本の中にこれらが

詳細に載っているのですね。というのは、東北大震

災で防災のラジオ、テレビ、いろいろな方法で一番

よく助かったのかと聞いているのが、ラジオ、ＮＨ

Ｋも当然あるのですが、あとＦＭ岩手だとかＦＭ仙

台、そういうような関係が利用されているというの

は、仙台名取では６２.４％というような関係もあ

るので、これらの関係とある面で連動しているのか

なという関係もあるもので、その点ちょっと確認を

したいと思ってたのです。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ７番中村委員の御質問

にお答えを申し上げます。 

 Ｊ－ＡＲＥＲＴにつきましては、平成２２年度

だったかと思いますが、日本全国瞬時の緊急通報シ

ステムを整備をした内容であります。国民保護法の

関係も一部ありますし、これらを全国に情報を発信

するシステム、なおかつ、こちらの受信側において

はさまざまなパソコンを作業中であっても強制的に

入ってくる内容でありますし、また、瞬時ですの

で、何か災害、あるいは防衛上の問題も含めて、う

ちで言うと、パンザマストに連動してそれらの情報

を提供するシステムでございます。 

 これに書かれている保守につきましては、これら

の受信がしっかりできるかどうかの、そういう保守

点検の費用を計上しているものであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 私は、この議会人を見て、

いかにラジオというのがどこでも聞けるというよう

なことも含めて、貴重な情報の媒体のシステムだな

という感じはしております。 

 それで、私が平成１７年６月議会で、たまたまラ

ジオふらのが平成１６年にできているのです。そう

すると１７年３月にできたその中には、そういうラ

ジオふらのを活用するようなシステムの中にはな

かったものだから、当時の尾岸町長にこれらを質問

したのです。ハザードマップということで、旭川開

発建設部が上富良野町町民に対してアンケートを

とった。その中で、緊急時の十勝岳の活動について

どのような方法で情報を得るのが望ましいと思いま

すかというのは、１番目が防災無線、これが５９

０、２番目がテレビ５４１、３番目がラジオで３０

３というような状況であった。 

 私は、ラジオふらのができたので、これらの関係

の活用をすべきではないか、ある面で協定を結んで

やるべきでないかということでお話をしました。そ

うすると尾岸町長は、富良野広域連合の対応の中で

も十分ラジオふらのに対する協力をお願いすべきで

あるというふうに思いながら御意見を賜っておりま

した。これは早急に広域圏としての対応の中で検討

させていただきますということになっているのです

ね。 

 それで、ラジオふらのに私は確認してみました。

富良野の総務課に。そうしたら、やはりラジオふら

のと富良野市とは、ラジオふらのが開局したときか

ら協定を結んでいるのです。平成１６年１１月６日

開局で、その段階でもう協定を結んでいると。 

 今回、Ｊ－ＡＲＥＲＴができたので、改めて、こ

れはある面で全国瞬時の関係で強制的に入れますよ

というようなことも含めて、この緊急放送、それか

ら緊急割り込み放送というようなことを含めて、こ

れらを富良野市とラジオふらのと協定をしていると

いうことでございます。 

 それで、私は平成１７年の６月議会で言ったこと

がそのまま全然できていないので、これらの関係で

ラジオふらのとの接触等はどうなのでしょうか。

あったのかどうか、ちょっと確認をしたいのです

が。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ７番中村委員の御質問

にお答えを申し上げます。 

 過去の状況については、私も全て掌握しているわ

けではございませんが、少なくとも今段階ではラジ

オふらのとは防災協定を結んでいる状況ではござい

ません。接触したかどうかについてはちょっとわか

りませんが、今、委員御発言にありましたように、

有事の際のさまざまな情報の提供の仕方、あるいは
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避難される町民の方の情報共有のあり方、それらを

考えますと、今、御発言にありましたように、ぜひ

ラジオふらのにもこれらの防災協定を結ぶべく接触

をしたいなというふうに、今回の防災計画の見直し

に当たっての話ですが、そのようにぜひさせていた

だきたいなと、いいアドバイスをいただいたなとい

うふうに理解をしてございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） ラジオふらのを活用する、

富良野はもう適切にやって、去年、おととしの大雨

のときに、駅の裏の元大沼ですけれども、今は何と

いうか、あそこから水が出てあれしたときに、やっ

ぱりラジオふらので割り込みで周知をして、速やか

に避難をしてくださいというようなことで、非常に

効果があったということもあります。 

 特に上富良野の場合、富良野もそうですけれど

も、観光地の場合、車に乗っての状況ということに

なると、防災無線は聞けないわ、テレビは見れない

わということになると、それは大きな情報を得る立

場になるのかなという気がいたします。 

 ただ、私、ラジオふらのにお電話をして確認をし

たら、上富良野さんとも何か協議しているような話

ですというようなことをちらっと言っていたけれど

も、丸山社長に聞いてみなければわからないけれど

もということは言っていましたけれども、それであ

れば僕は今度の改訂の段階で、それらも視野に入れ

てやっているのかなという気がしましたけれども、

たまたまその地方議会人６月号で非常にいいデータ

が出てきて、その中でやはりああいう立場で得る人

がどういう情報を得たということになると、ぜひ参

考にしていただきたいなという気持ちも込めて富良

野市役所、それからラジオふらのにもちょっと取材

をしながら聞いてきましたので、できるだけ２６年

改定の中にはそれらのこともラジオふらのと協議を

して協定を結んでいただく、それからそういう強制

放送、割り込み放送もできるような体制、当然うち

の施設も若干変えなければならないということもあ

ろうかと思いますけれども、そういう点でお願いを

したいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ８１ページの委託料で、自

治基本条例のアンケート調査に５０万円ついており

ます。これは、基本条例の中にも条例の施行５年を

超えない限りの中で見直しを行うという形で、これ

は５年ごとに行うということではなくて、その都度

検証しながら行うという内容の説明の文章でありま

す。 

 それで、この評価なのですが、今、私は出前講座

や委員会の公募制度なんかもとりながら、一定前進

している部分だとかというのは見受けられるという

ふうに思います。住民に至っても、それぞれの自治

会において、いろいろな避難者支援制度をみずから

立ち上げていくなど、そういう趣旨に沿った動きと

いうのは高次元の中でまだまだよちよち歩きだけれ

ども、前進しているというような評価であります。 

 そこで、そういう評価も含めて、見直しの対象で

アンケート調査を行うという形の結果になったのだ

ろうというふうに思いますが、まずその評価等につ

いてはどういうふうに、自治条例が制定された後の

評価というのはどのように押さえておられるのかお

伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ４番米沢委員のた

だいまの御質問にお答えしたいと思います。 

 協働のまちづくりをキーワードに自治基本条例、

情報共有から始まっての協働のまちづくりがキー

ワードとして自治基本条例がなっているところでご

ざいますが、今、委員御発言のとおり、本当によち

よち歩きながら、皆さんの御協力をいただきながら

進んでいるのではないかなと担当としては思ってい

るところでございます。 

 その中で、今、協働のまちづくり推進委員会にお

きまして、この見直し作業の協議をしている最中で

ございますが、その中において町民個々がどのぐら

いの感触を持っていただいているのかというのを、

我々はそのように体感しておりますが、町民個々の

考え方も当然聞き入れた中で、また評価につなげて

いきたいと考えておりますので、今回このような予

算計上とさせていただきました。 

 評価につきましては、今言ったように、我々も本

当に委員と同じように若干であるが一歩一歩進むよ

うに努力をしているところでありますので、今後と

も御協力をお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） この５０万円の中には、委

託料という形でどこかの業者に委託されると思いま

すが、この内訳等はどのようになっているのか、そ

の５０万円等で十分足りるのかどうなのか、その点

お伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 自治推進班主幹、答

弁。 

○自治推進班主幹（林敬永君） ４番米沢委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 委託料５０万円につきましては、コンサルではな

くて、平成２３年の８月に上富良野町が北海道工業

大学さんと地域連携協定というのを結ばさせていた
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だいております。その連携協定の中の項目として、

受託研究をこれからですけれどもお願いさせていた

だきまして、町民アンケートの内容、項目、洗い出

し、作成、その後の回収して分析ということで、約

６カ月近くの時間をかけて実施するものです。その

研究経費として５０万円を計上させていただいてい

るとことですので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ８９ページの防災なのです

けれども、住民会で今やっぱり自分たちの力で何と

か進みたいというふうに思っているところです。 

 それで、防災士についても、そこに自分たちの生

活している町を守りたいと思うのであれば、年齢は

こだわることない。９０とか１００になれば別です

けれども、一定年齢の方でも岩手県だとかああいっ

たところを見ても、そういった高齢の方が培ってき

た生活の知恵を生かしながら防災で避難して、そこ

で切り抜けたという事例がたくさんあるわけですか

ら、そういう知恵を大いに生かすという点では、一

定の枠をはめないで、そのほうが自治会としてもフ

ランクに自由にやりとりができて、たがをはめると

そこに目が行って、それだったらもう防災士も資格

も要らないと、応援かりて手っ取り早いようにやろ

うだとか、そういう話になっている住民会です、僕

たちのところは。一番悪い例ですけれども。 

 そういう意味では、そういうものをステップにし

ながら、住民の本当に協働の町ということであれ

ば、力を引き出す要素をもっとそういった側面から

行政が支援していただければ、それはそれとして僕

は本当にどんな方がなっても、多くの方がなって

も、もう既に資格を持っている方をその住民会で活

用するという方法もありますし、そういう活用の仕

方が今一番フランクではないかなというふうに思っ

ていますので、この点を押さえた支援制度をぜひお

願いしたいと思いますので、見解を求めます。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ４番米沢委員の防災士

にかかわります御質問かと思います。 

 先ほども申し上げましたが、公費で６万５,００

０円を一人当たりの受講費に充てることから、当初

想定していたのは、少なくとも１０年程度その資格

を活用するような地域活動をお願いしたいと、その

ような説明を実はずっとしてまいりました。ただ、

先ほど言いましたように、地域等のそれぞれの事情

もありますから、７０歳後半の方も受講したという

経過であります。 

 米沢委員おっしゃるように、年齢で区切るという

方法はいかがかなというふうに私どもも思います。

ただ、例えば７０歳代後半で１０年活躍できるかど

うかわかりませんが、しっかりその方が担えない状

態、引退せざるを得ないような状況にあったときに

は、次にその後継者につながるような仕組みづくり

はぜひ考えていきたいというふうに考えてございま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、１款議会費

から２款総務費までの質疑を終了します。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

 次に３款民生費の９８ページから、１２１ページ

までの質疑に入ります。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ９９ページの一番下にあり

ます社会福祉協議会の補助でございますけれども、

ことしは２４０万１,０００円減ということで組ま

れております。それで、資料１８をちょっとごらん

いただきたいと思います。資料１８をいただいてお

ります。 

 その中で、１０項目の事業されております。それ

で、社会福祉協議会さんのほうでは、委託というよ

うな関係もありますけれども、ここずっと同じよう

な項目で事業をやられてきたかと思っているのです

けれども、最近はボランティアのまちづくり事業に

大変力を入れてこられているのかなと思っておりま

す。 

 それで、この中で、心配事相談運営費３万円、相

談員の方が９名、会議費等いろいろありますけれど

も、この心配事相談の相談は何件ぐらい寄せられて

いるか、承知されていらっしゃいますでしょうか。

これは月に２回、火曜日でしたかね、やっていらっ

しゃると思うのですけれども、これは社会福祉協議

会のほうでないとわかりませんですか。ちょっと何

件ぐらい相談を寄せられているか聞きたいのですけ

れども、よろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 資料に対する質問は、

これはこちらが出している質問に対しての資料です

ので、資料に対しての質問は御遠慮願います。済み

ません。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） こういう事業をやられてい

るということで書かれてあります。それで、心配事

相談に携わっていらっしゃる方が行政相談のほうは

別として、心配事相談のほうはやられている方も

ちょっと疑問を持ちながら余り相談が寄せられない
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ということで、ゼロという日もあるというようなこ

とを聞いておりまして、それでちょっとお尋ねした

わけなのですけれども、こういう社会福祉協議会の

事業につきましては、社会福祉協議会さんのほうに

お任せしているということで、町としてはこの連携

とか、社会福祉協議会の皆さんと年に何回か話し合

いとかをやられているのでしょうか。ちょっとお尋

ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主幹、答

弁。 

○福祉対策班主幹（真鍋浩二君） ３番村上委員の

質問にお答えさせていただきます。 

 町では、社会福祉協議会に対しまして、資料をお

配りしておりますが、人件費のほかに各事業の項目

ごとに対しまして補助金を交付させていただいてお

ります。 

 交流というような件でございますけれども、予算

審査の都度、事業内容等の意見交換をさせていただ

いたりですとか、各種事業実施する際の相談ですと

かということで、都度、社会福祉協議会とは同じ施

設内に事務所を構えておりますので、協議をしなが

ら事業実施を進めているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

〇１番（佐川典子君） １１５ページ、一番最後の

ところですね、ファミリーサポートセンターの事業

費が出ておりますけれども、これは２年ほど前から

新規事業ということで町の広報を通じていろいろな

お知らせをしていたと思います。 

 昨年度は、２４万２,０００円ということで出て

おりました。今回この２倍の金額で出ていまして、

先にいただいております資料施策概要というのを見

たのですけれども、２５ページ、たったの２行なの

ですよね。地域の協働によるファミリーサポートセ

ンター事業を活用し、病後児保育及び休日保育にか

わる支援策を確保してまいります、たったのこの２

行なのですけれども、私たち、委員会のときにも全

然説明を受けていないのですよね。当然、同じ事業

内容でいくというふうに思っておりましたので、こ

の金額の差がどういう内容でこういうふうになって

いるのか、ちょっと説明を受けたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） １番佐川委員

の御質問にお答えします。 

 ファミリーサポートセンター事業につきまして

は、平成２５年度はＮＰＯ法人への委託を計画して

おります。それで、その中富にあるＮＰＯ法人なの

ですけれども、中富良野町でも既に活動を始めてい

まして、中富良野町と協議させていただいて、中富

良野町と合同でＮＰＯ法人へ委託するということを

考えております。 

 費用の支払いにつきましては、中富良野町のほう

で国とか道の補助金を活用して、ＮＰＯ法人のほう

に委託費を支払います。それで、上富良野町と中富

良野町の協定によって、会員数ですとか利用の実態

にあわせて上富良野町が負担する金額を中富に払う

ということで、この負担金５０万円を計上させてい

ただいております。 

 費用的には、予算として見えてくる金額としては

ふえてくるのですけれども、今までもファミリーサ

ポート事業をするための賃金ですとかという支出は

実際にありまして、この委託することによって、今

までうちの町のファミリーサポートセンターのほう

では病後児の預かりの対応というのはできていな

かったのですけれども、ＮＰＯ法人さんのほうでは

既に病後児の預かりも対応しておりまして、うちの

町では病後児の預かりと、あと休日保育も実施でき

ておりませんので、そういうところをファミリーサ

ポートのほうでカバーできればというふうに考えて

おります。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

〇１番（佐川典子君） それでは、事業自体を委託

事業にするということでよろしいのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） １番佐川委員

の御質問にお答えします。 

 委員の御発言のとおりです。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

〇１番（佐川典子君） 委託事業に関しましては、

やっぱり財政の効率化、それと民による体制の充実

が求められると思いますし、経費の削減ということ

も考えなくてはいけないというふうに思っているの

ですね。この辺を先ほどの答弁ですとちょっと曖昧

なので、内訳をもう少し詳しく教えていただきたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） １番佐川委員

の御質問にお答えします。 

 病後児の対応を町の事業としてやるということに

なれば、当然それに見合った講習会の開催ですと

か、経費がかかってくることにはなります。それ

と、やっぱりＮＰＯ法人さんに委託することで、町

がやる場合ですと依頼の受け付けなんかも平日の午

前８時から１７時１５分までということになります

けれども、ＮＰＯ法人のほうでは２４時間対応して
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いただけるということで、サービスも非常に向上す

ることになります。それと同じようなサービスを町

の事業としてやるとなれば、当然人件費ですとかと

いうものは費用としてかかってくることになります

ので、費用と効果を考えたときには、ＮＰＯ法人さ

んに委託するということが合理的かなというふうに

考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

〇１番（佐川典子君） やっぱり利用者のニーズと

いうのがすごく大切ですので、その充実を図るとい

う点ではすごく理解できるのですよね。 

 ただ、私たちも委員会ちゃんと開いているので

す。これ新規事業として考えて、もう２年ほど前

だったと思うのですけれども、皆さんでいろいろ考

えて試行錯誤した中でこういう事業を進めたいとい

う経緯がありましたよね。たったの２年も満たない

うちに、この新しい委託事業として、今、急に上

がってきたのですよ。この間、委員会の説明でも何

もないのですよね。これは数字で違うのでやっとわ

かったのですよ。名前が同じですから。この辺の流

れというのは、もうちょっと委員会としても説明を

聞かせていただく、そういう情報共有の時間を持つ

べきではなかったかなというふうに思っているので

す。 

 それで、第７回の政策調査会議だとか、第５回の

ときにも話がちゃんと出ていたのですね。私、ここ

ら辺のときに、もう既にこういう事業で進めていた

ので、こういうふうな関係だというそういう事前に

説明というのも今後あるべきではないかなというふ

うに思っているのですけれども、今後の展開も含め

てその充実と、あと、委員会としての情報共有とい

う部分において、どういう考えで持っていくのか

ちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） １番佐川委員の御質問に

私のほうからもお答えさせていただきたいと思いま

す。 

 今、担当主幹のほうから申し上げましたように、

病児、病後児の保育サポートについては非常に大き

な課題でございまして、町自身も従前の次世代育成

プランにも位置づけしていたところでございます

し、ニーズもあるということで、そういうプランに

も位置づけし、また、こういう議場を通じまして、

議員の皆さんからも町長に対しての質問もいただい

ていたところでございます。 

 行政内部的には、そういう間口を広げるというこ

とが懸案の課題でございましたので、手法として今

までの形の中でできるのかどうなのかということを

相当熟議しました。にわかに近隣の地域の中でそう

いう活動、ＮＰＯ法人を想定して対応するというよ

うなことが聞こえ伝わりましたので、それらを含め

て種々検討した結果、今、担当主幹のほうから申し

上げましたように、費用、あるいは地域でサービス

を受けるということを考えたときに、ベストだとい

うことで組織決定し、この予算の案とさせていただ

きました。 

 確かに、委員会の中でそういう特化した議論の経

過がなかったことについては、委員がおっしゃられ

るようなとおりでございますので、その辺は今後と

もそういうことを踏まえて適切に対応してまいりた

いというふうに考えているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） 佐川委員、よろしいで

すか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ちょっとまたいでしまうか

もしれないのですけれども、間違ったら申しわけな

いですけれども、１１３ページと１１７ページ、い

わゆるわかば愛育園、西保育所、それから中央保育

所を含めた中で、未満児ゼロ歳児と接する保育士に

対しての各種予防接種というのは予算化されている

のかどうか、お伺いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） ５番金子委員

の御質問にお答えします。 

 町の予算で保育士に対する予防接種を受けさせる

ということはしておりません。ただ、法人保育所に

おいては、法人でその費用を持っているところもご

ざいます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 昨今、非常に風疹を中心と

して、もちろん子どもは３歳から受けていくのです

けれども、その前に、ゼロ歳児と特に接する保育士

というのは、ほかのいろいろな風疹を含めて、おた

ふく、水疱瘡、非常に毒性の強いものにかかってし

まって、自分が今度、妊婦になったときの危険性と

いうのがクローズアップされている中で、やっぱり

いろいろな部分の予防を含めた中でも、保育士を守

るという観点からも、こういうものはきちんと町と

して制度化して、法人に頼るものではなくやったら

いいと思うのです。１００日咳なんかも、情報によ

ると３種混合を５年置きに接種しておけば、十分そ

の保育士のほうにも免疫もつくというふうにもなっ

ておりますし、いろいろな観点からも、そういった

ものはぜひ制度化するべきではないかなと思います

けれども、岡崎さんどうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

答弁。 
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○健康づくり担当課長（岡崎智子君） ５番金子委

員の御質問にお答えいたします。 

 確かに、現在、風疹とかも話題になっております

し、町においても町立病院のほうでも予約をすれば

５,０００円ほどで受けれるような体制になってい

ます。本当に現段階では、それぞれが保育施設とか

にもそういうふうな感染症に関する情報というの

は、もう北海道を通じまして随時あらゆる感染症に

ついて情報提供はされている状況です。 

 また、制度化に関しましては、ちょっとそういう

観点で今のところは考えておりませんので、本当に

どこがきちんと責任を持っていくかというふうなと

ころはもう少し考えていかなければいけない課題か

なと思います。 

 ただ、情報提供に関しましては、本当に必要時、

保育士からの子どもへの課題につながらないような

形ではやっていかなければいけないし、子どもから

保育士に感染しないというような形でも提供はして

いきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １０９ページ、発達支援セ

ンター事業費のところでございます。 

 ここが全体で５１１万４,０００円ふえまして、

２,３３６万６,０００円ということでございます。

それで、中央保育所を民間移譲する関係で、発達支

援センターへの職員の配置がえかと思うのですけれ

ども、たしか２名とかとおっしゃっていたと思うの

ですけれども、昨年は療育指導員４名で１,３００

万円ぐらいだったのですが、ことし２５年度は療育

指導員が３人で１,６９６万７,０００円ということ

で、それでどういう身分で配置を予定されている

か、まずその点ちょっとお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） ３番村上委員

の御質問にお答えします。 

 療育指導員３名おりますけれども、３名の中には

１名は通常の上富良野町の非常勤嘱託職員の任用要

綱の基づいて任用している職員です。あとの２人は

児童福祉施設に限った非常勤嘱託職員の任用要綱が

ございまして、そちらの要綱に基づいて任用してい

る職員です。その児童福祉施設のほうの非常勤の嘱

託職員の要綱につきましては、平成６年に発達支援

センターを設置した当時、本来、正職員を配置して

事業をするようなところだったのですけれども、そ

のときに正職員をなかなか配置することが難しいと

いうことで、通常の非常勤嘱託職員よりは少し勤務

条件が正職員に近いような形で任用して事業をずっ

とやってきておりました。 

 今回、中央保育所の民営化に伴いまして、こちら

のほうに正職員を配置できるようになりますので、

今までそういう非常勤として児童福祉施設に任用し

ていた要綱というのは廃止をする予定をしておりま

す。 

 それで、その任用している要綱を廃止するのに伴

いまして、退職手当に相当するような報酬を支払う

ことになります。その分が人数は減っているのです

けれども、その退職手当相当分の報酬額が増額に

なっています。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 退職するのだと、非常勤職

員が退職されることで退職金がこの中に上積みに

なっているということでふえているのだとおっしゃ

るわけですけれども、その方は何年勤務されたので

すか。ちょっとお尋ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） ２５年度の予

算のほうには３名いて、そのうち２人は児童福祉施

設の任用要綱のほうに基づく方になるのですけれど

も、２４年度、今現在はその要綱に基づいて３人任

用しております。そのうち１人は今年度末で、新年

度の任用更新を辞退する旨の申し出がございました

ので、３月の補正予算で退職分に相当する報酬を補

正させていただいております。その方は１９年で

す。それとあと残りの２人については、２０年と１

５年ぐらいですか、済みませんちょっとはっきりし

ていないですけれども。平成９年に任用している方

だと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 非常勤職員にも退職金が当

たるということで、ちょっとびっくりしているので

すけれども、そういう規定をつくっていらっしゃる

ということで、今後においてはそういったことも見

直しをされたほうがいいのではないかと思いますけ

れども。 

 ここの発達支援センターは、今後において事業拡

大の予定、どんな事業、今までとそう変わりはな

い、相談業務を少しふやすのだとおっしゃいました

けれども、ここの発達支援センターそのものの事業

というのは、事業展開はそんなに今までとは内容は

変わらないかと思っているのですけれども、何か今

までと違うことの事業をお考えになっているのです

か。ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） ３番村上委員

の御質問にお答えします。 
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 平成２４年度に児童福祉法の改正がございまし

て、障がい児の通所支援事業につきましては、児童

福祉法のほうに規定されております。それで、今年

度から３年間の経過期間のうちに、障がい児の相談

支援事業ですとか通所支援事業、あるいは、今はこ

ちらの施設に来ていただいて指導するというサービ

スを提供しているのですけれども、保育所ですと

か、幼稚園、放課後クラブのほうに出向いていって

訪問して指導するというような新しい事業もその法

改正の中には盛り込まれております。 

 あと、職員が今は非常勤嘱託職員なので、勤務時

間が短い状態です。職員が配置になったときには、

サービスの提供時間も５時までとかというふうに延

ばせるようになっていくというふうに考えていま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 職員の配置がえでございま

すけれども、うまくスムーズにいっているのでしょ

うか。おやめになる方なんかも円満退社というので

すか、そういう何か中央保育所に移譲することに

よって正職員の配置づけというのですか、そういう

のが配置がえのような感じで、ここは今まで臨時の

方で対応していたのを正規の方で来年度においても

発達支援センターについてはそういう方向で考えて

いらっしゃるということなのでしょうか。ちょっと

お尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） ３番村上委員

の御質問にお答えします。 

 やめてもらうという言い方が適切ではないかと思

うのですけれども、今、働いている方につきまして

は、こういう任用の形態のことですとか、今後の事

業展開については相手方が十分だというふうに感じ

ているかどうかはわかりませんけれども、こちらと

してはできるだけの説明をしたつもりです。 

 それで、今いる方については、本心かどうかはわ

かりませんけれども、そのことについては了解して

いただいておりますし、新しい職場に向けていろい

ろ研修とかもできるだけ今のうちにできるようなも

のには参加していただいて、うまく次のお仕事につ

ながるようなことも配慮はしているつもりです。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 今の話ですと、理解されて

いないのだと思いますよ。なぜそういうふうになる

のかといったら、職員の定数枠の問題が出てくるの

です、ここで。改善計画では、職員定数を抑えると

いうことで、結局玉突きですよ。中央保育所が民間

に移譲されることによって、正職員が配置されて、

そして嘱託職員の身分である必要最小限の保ってき

たものまで切り捨ててしまうというような内容なの

ですよ、これは。 

 だから、それは恐らく表面上ではそういうふうな

言葉では表現しているとは思います。立派な人格を

持った大人の方ですから。内心は、私は違うんだと

いうふうに思います。本来であったら、非常勤職員

として最低でもきちんと残して、そして培ってきた

力を生かしてもらおうと、これが本来の行政の役割

だと思うのですが、こういうことは考えなかったの

ですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ４番米沢委員の御質問に

私のほうからお答えさせていただきたいと思いま

す。 

 細かくは担当主幹のほうから説明申し上げまし

た。特に今回、保育所の民営化の関連と、もう一

つ、児童福祉法関連の新しい法に基づいて自治体が

担わなければならないそういう責任体制も町がどう

とるかという二面性を捉えて今るる申し上げました

ようなことを想定しました。 

 ただ、それぞれの委員から御発言がありましたよ

うに、任用中の職員でございますので、ルールはご

ざいますから、ルールに照らして本人の意思も確認

して、制度が変わることによって本人の意思も確認

して、本人の意思は尊重するというのはこれはもう

当然のことでございますので、そういう経過を経て

今説明を申し上げていることを、ひとつ御理解いた

だきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） それはね、あなたの行政側

の理屈なのですよ。口悪いかもしれませんけれど

も、もともと悪いのです僕は口はね。 

 ていのいい合理化ではないかなというふうに考え

ざるを得ない部分が今の話の中で見受けられます。

本来は、この方は残って自分たちがやってきた力を

発揮したいと思っているのです。それは本来の考え

方でしょう。本人は確かに、そういう話でかわりま

すよということであればもうここにいられないとい

う思いなのですよ。それをわかってあげないで、一

方的に行政側の理屈で全部処理してしまうという、

そこに問題があるのだというふうに私は考えており

ますが、この点、きちんと身分保障をして、培って

きた力を現場で生かしてもらうという方向が私は必

要だと思いますが、町長、この点どう考えているの

ですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ４番米沢委員の御質問に

私のほうから再度答弁をさせていただきたいと思い
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ます。 

 一時、その合理化については非常に血も涙もない

全て切り捨てるというようなイメージかと思います

けれども、我々が議員の皆さんといろいろなやりと

りをしている中に、私の受けとめ方としては、やっ

ぱり行政運営の中でも合理化というものはお互い合

い言葉のように認識しているところでございますの

で、多くの方が違えば、またちょっと発言をしてい

ただきたいと思いますけれども。 

 そこで、今繰り返しになると思いますけれども、

私どもは本人の身分上のことについて大きく損ねる

ということはこれは当然使用者としてとることがで

きませんので、ルールに従ってという経過を経たと

いうことでございます。 

 我々の立場として、今、町が新たな時代要求の対

応をしなければならない、それは大きな制度のかわ

り目でございますので、それをいかに乗り越えるか

については知恵と工夫が必要であります。 

 また、当然、多くの方との合意もするわけでござ

いますので、ルールに従ってやることになるわけで

ございますので、そういう経過を経て今説明申し上

げていることを繰り返し申し上げておきたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 障がい者の自立支援という

形で法制度が変わりました。これは社会が求めるも

のがそうさせたのであって、それに地域やその周り

の人たちや協力し合って、そこのかなめとして自治

体がやはりその力を発揮するということの前提で、

この障がい者福祉も全部つくられているのですよ。

これを読んだら。そういう理念がここに生きてきて

いないのかと私は改めて今担当の職員の答弁を聞い

て、担当の職員がどんなにつらい思いでそういうこ

とを話さなければならなかったのかと思ったとき

に、私は残念でならないのですよ。そういう理由で

全部今までそういった一生懸命働いてきた人を枠の

外に置いてしまうという、そこが問題だと思うので

す。それで社会保障の充実だとか、障がい者の自立

支援だとかという、そこにこそ何となく詭弁とまで

は言いませんが、嘘っぽいような感じがするので

す。 

 そういう意味ではきちんとした身分保障の確立し

て、やはり前から言っていましたけれども、施設職

員として保証して、最低でもそうですよ、嘱託、従

来の制度を生かす賃金体系で雇用する、これが今求

められている自治体の役割だと思います。 

 町長、この点きっちり答弁してください。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） ４番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 私、先ほどの説明で言葉足りなかったかもしれま

せんけれども、今いる非常勤の先生たちには、今よ

りも条件は悪くなる部分は当然あるけれども、非常

勤で残ってもらえるという考えがないかという、こ

ちらとしてもそういう経験豊富な先生にいてもらう

というのは非常に心強いことですし、私にはそんな

ことを決められる権限はないですけれども、残って

もらえないだろうかというお話はさせていただきま

した。ただ、皆さんご本人の考えで、そういう選択

は今のところはしないということで聞いておりま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そうだと思うのですよ、担

当の方がおっしゃっているように、本当に夢を抱い

てやっぱりその志があって一生懸命いろいろと問題

を抱えながらも話を聞いたら、やっていたのです

よ。そういうものが、そういう話を聞いて、一瞬に

ぱーっと消え失せたと、結論はここです。こういう

冷たい行政で、福祉云々かんぬんと名乗ること自体

が僕は間違っているのではないかなというふうに思

いますし、やっぱりこういったものの根底には職員

の総体的な定数の問題、全てその臨時職員だとかを

正職員にしようと言っているのではないのです、私

も。必要最小限のところは守れるべきものはきちん

と正職員にするだとか、臨時職員にするだとかし

て、やっぱりその事業量を今後これだけ生活自立支

援という形の中でどーっと来るわけですから、それ

を中央保育所譲渡して委託した中で、譲渡する中

で、民間に移譲とするその職員を充てればそれで済

むという考えなのかもしれませんが、違うと思うの

ですが、町長、この点どうですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） 再度私のほうから答弁さ

せていただきますけれども、委員のほうから２度ほ

ど定数条例の関係で少しお言葉がありましたが、お

言葉を返すようで大変恐縮ですけれども、今回のい

ろいろな結果に定数条例上、大きな影響を及ぼした

ということはございませんことをこの場で申し上げ

ておきたいと思います。 

 それと、多分、今委員がおっしゃられるように、

お互い皆さんともに仕事をすれば、それはいつまで

も一緒にいたいのはもう私も思いは同じでございま

すので、と言いながら、こういう制度、それから行

政運営上、やはりルールがありますので、ルールに

従って判断をすると。ルールがあるということは逆

に言えば、その働いている方も権利があるというこ

とでございますので、そういう両面をにらんで諸手
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続をとったわけであります。 

 また、任用規程等についても、これは我々の手中

で管理しているわけではございませんので、例規等

も皆さんごらんになっていると思いますが、そうい

う意味で、職員も、それから定数外職員もみんな抱

えるということは多分使用者の思いだとは思いま

す。ただ、そうならないときに、本人の意向は十分

確認するというのは、これは当然第一義的に手順の

大きな一手でございますので、その結果、担当主幹

のほうから申し上げましたようなそういう経過が

あったということを繰り返し申し上げておきます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 押し問答かもしれませんけ

れども、本人のそれは意思は確認するのは当たり前

のことですよ、そんなのは。それをもってオーケー

だというふうな理解をされたというのだったら、余

りにも人の心を知らなすぎると僕は思うのです。 

 副町長も町長も、本当に口では光当たる政策だと

か言うけれども、決定的なところでズレてきている

のです、やっぱり。そういった行政で本当にいいの

かというふうに考えます。そういう意味では、こう

いう問題については、きちんと従来の制度を維持し

ながら、発達支援センターの事業をきちんとした前

向きに改善すべきだと思いますので、この点もう一

回確認します。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ４番米沢委員の御質問に

お答えします。 

 繰り返しになるかと思いますけれども、行政とし

ましては過去に戻るわけにはいきませんので、いろ

いろな時代の要求に応えて前進するのみであります

ので、その中で、町長においても適切に判断をして

前進をするということが、多分、町長の政治の志だ

と思います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかに何名かおられま

すか。 

 暫時休憩いたしたいと思います。 

────────────────── 

午後 ２時４８分 休憩 

午後 ３時００分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、３

款民生費の質疑を行います。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １２１ページ、子育て支援

ごみ袋交付のところでございます。 

 ここが２年目の施策になるのですけれども、１年

やってみてよかったということで、また引き続きや

られると思うのですけれども。ことし３４万３,０

００円で減らしているのですけれども、何人ぐらい

見込んでおられるのか。それと、問題点はなかった

のかどうか。１年目、こういう施策をやりまして。

それと、対象者の方の声なんかは聞いていらっしゃ

るのかどうか。評価されたからことしもやろうとい

うことになっていると思うのですけれども、その点

いかがですか。ちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） ３番村上委員

の御質問にお答えします。 

 予算額が減っておりますのは、２４年度は初年度

であったために、この事業が生まれたときと、１歳

のお誕生月に交付するという事業ですので、一番最

初、対象者全員に行き渡るまでの期間の分が初年度

だったために多くなっておりました。もう一応、対

象者に全部行き渡っていますので、２５年度からは

生まれたときと１歳のお誕生月ということになりま

すので、大体年間１００人前後の出生児なので、そ

の人数で積算しております。 

 それと、やってみた皆さんの感想というか、直接

対応してお渡しするときには、窓口に来る方という

のは大体生まれたときにいらっしゃるので、おめで

とうございますと言うと、皆さん喜んで持っていか

れますので、いただいて嬉しいという気持ちだと思

いますし、１歳のお誕生月には対象児童全員に御案

内しているのですけれども、ふだん子どもセンター

のほうを利用されていない方も、そのときに初めて

来られる方もいますし、そういうところで来てみた

いというような声も聞かれますので、順調に事業を

展開できているというふうに感じております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １０９ページの障がい者福

祉に係るところでございますが、移動支援事業が昨

年から若干１５万強ですか、減っているように思わ

れます。２３年度決算で見ると、大体これぐらいの

数字がいいのかなと思うのですけれども、これは人

数の減とかによるものなのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主査、答

弁。 

○福祉対策班主査（浦島啓司君） ５番金子委員の

御質問にお答えいたします。 

 移動支援事業の金額の減少は、利用対象者の減少

ではありませんで、まさに御指摘のとおり、実績に

基づいた数字に置きかえて本年度計上させていただ

いております。利用に関しては、おおむね移動支援

ということで、必要なときに必要なタイミングで必

要な量を提供するということになりますので、かな
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りばらつきはあるのですけれども、おおむねこの２

年３年実施した中の平均的な使用料ということで積

算させていただいております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） これは、ちょっと教えてい

ただきたい部分も含めての質問ですけれども、主に

移動手段というのは民間の、例えばタクシーを含む

ような機関なのか、それとも別なそれ専用の車両に

専用の人を配置して行っているのかを、どこが主体

となってその事業を進めているのかということも含

めて、ちょっと教えてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主査、答

弁。 

○福祉対策班主査（浦島啓司君） ５番金子委員の

御質問にお答えいたします。 

 移動支援事業は、大きく車両を移送事業と個別の

対応事業ということで分かれるのですが、基本的に

は移動支援ということで、公共交通機関であったり

徒歩なり、移動するときに障がいがあるがために一

人では不安ですといった方に補助的に同行すると

いったことが主な趣旨になっております。 

 反面、都市部と違いまして、公共交通機関、交通

網が整備されておりませんので、ある程度車を利用

した、自家用車を利用した支援ということも一部事

業所で行っております。主には町内の障がい福祉事

業所が対応することになっております。 

 一方、車両移送型といいますのは、主に重度の心

身障がい者の方については、そういった自家用車で

の移送であったり、公共交通機関での移動というこ

と自体が難しいものですから、ある程度、専門的な

ストレッチャー機能を持った車両で目的地に運ぶと

いう事業を、こちらは中富良野町との協定で行って

いるものが一部ございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １０９ページの障害者自立

支援事業で、恐らく昨年度から一人一人が障がい者

のケアプランの作成を義務づけられてきている部分

があるかというふうに思います。それで２６年まで

は経過措置で、ここまでにきっちりと早目に作成す

るのは構わないけれども、遅くとも２６年度までに

整備しなさいという形になっておりますけれども、

こういう支援する人たちがふえてきているという状

況の中で、そのスピードと、間に合うかどうか、今

どういう現状にあるのか、この点についてお伺いし

ておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主査、答

弁。 

○福祉対策班主査（浦島啓司君） ４番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 ２４年度から義務化されましたケアプランの作成

につきましては、全道的な傾向でもありますけれど

も、２４年度いっぱいをかけて準備をさせていただ

いて、本格的にケアプランの作成に取りかかるのは

おおむね２５年、２６年ということが実務的な現状

かとは思います。 

 上富良野町においても、ことしの２月にケアプラ

ンを作成する事業所ということで、人員の増ではな

いのですけれども、町直営の事業所という形をとら

せていただいて、ケアプランを作成する準備を進め

ております。 

 内容といたしましては、基本的な相談であった

り、具体的な個別のプランの作成というのは、もと

もと福祉対策班障がい担当の部局でおおむね網羅さ

れていたものでありまして、ことさらに事務量がふ

えるということではございません。正式な形でケア

プランを作成して、それに基づいて、これから障が

い福祉サービスを提供することが義務づけられたと

いうことになっておりますので、スケジュール的に

も現在のプランを立てなければならない皆さんに、

この２年をもって全てケアプランを作成することが

可能なようなスケジュールとなっております。 

 具体的には、この３月、４月が初めてケアプラ

ン、正式なものを立てることになりまして、年間で

当初のプランと途中経過を見るモニタリングという

計画のセットになるのですが、年間８件ないし、そ

れ以上の計画の作成が可能なような体制を整えてお

ります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 十分間に合うというような

話でありますが、やはりこういう決定的なケアプラ

ンの支援体制が整ってこそ、こういった人たちの支

援ができるわけだというふうに考えております。 

 それで、今回、生活支援事業、移動事業等におい

て、先ほどおっしゃいましたが、重度の場合はそれ

なりの設備が整った車で移動をお願いする場合があ

ると。それ以外については、ある程度簡易な車で、

当然認可がおりた車ですけれども、移送するという

ことで十分だということでありますが、例えば、こ

の障がい者計画の全体的なこの中に、そのはざまの

中で受けられない人がいるというような表現も書か

れておりますけれども、上富良野の場合はそういっ

た実情というのは、十分こういう移送事業の中では

対応されているのか、相手が十分求めるものに対し

てほぼ充足されているのか、その点をお伺いしたい

と思います。 
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○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主査、答

弁。 

○福祉対策班主査（浦島啓司君） ４番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 移動支援事業ということに限っていえば、今のと

ころ障がい者なり御家族の方から要望いただいたも

のについては、おおむねこの制度の中では対応でき

ていると。提供する事業所が町内、社会福祉協議会

を含めまして２事業所と、中富良野町の部分と含め

て数カ所と事業所があるのですが、そこでおおむね

網羅できているという現状、御要望には対応できて

いる状況がございます。 

 ただ、反面、この移動支援事業ということにかか

る期待が、移動そのものよりも移動先でのケアとい

うことが主に利用者の方の要望の大きなところとは

なっております。これに関しては、移動支援という

性質上、全ての利用者さんのニーズに応えられな

い、ヘルパーさんがついていくという性質上、なか

なか応えられない現状というものも一部ではありま

すので、それについてはまた移動支援とは別の仕組

みづくりを検討していって、そのニーズには対応し

ていくという必要がこれからもあると認識しており

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 例えば、他の自治体では、

福祉協議会等がこういう移動支援を行った場合等に

ついては、いわゆる軽減措置をとっている自治体が

見受けられます。例えば、一割負担だという場合

は、その数％、５％を見ますだとか、そういった制

度も活用しながら支援するというのも必要だという

ふうに思います。 

 これは道の資料で見たのですが、そういった移動

支援だとかの分については、上富良野はどうなって

いるのかちょっとわからないので勉強させていただ

きたいところもあるのですが、そういうところで支

援しているという自治体もかなり全道各地では見受

けられますが、上富良野町はどうなっているでしょ

うか。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主査、答

弁。 

○福祉対策班主査（浦島啓司君） ４番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 移動支援事業に限らず、日中一時支援、保育事業

ですとか、そういったものが含まれます地域生活支

援事業全般で利用者負担については、従来、上富良

野町では１割としていたところを、平成２２年の７

月よりその半額の５％に利用者負担を軽減するとい

う措置と、利用者負担の上限額を非課税世帯につい

ては１,５００円までということで、それ以上は徴

集しないという形での利用者負担の軽減を図ってい

るところです。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） もう１点お伺いしたいの

は、今後この上富良野で、この１０９ページにもあ

りますが、障がい者の通所支援事業という形で、こ

れは富良野に委託している部分かというふうに思い

ます。まだ、上富良野では、この通所支援事業等に

ついて、実際手がけられるような事業所というのは

まだないのかなというふうに思っております。た

だ、ニカラだとか、ああいったところが将来手がけ

られる力が見ていますと要素としてあるという状況

が見受けられます。そういった場合、身近なところ

でこういった支援事業を受けるのが利用者にとって

も非常によいことだというふうに思いますが、そう

いった場合の制度として、大いにそういったものを

生かすことが必要になってきているのかなと思いま

す。この点をお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主査、答

弁。 

○福祉対策班主査（浦島啓司君） ４番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 ここで言う通所支援事業の中には、もちろん、な

ないろニカラで提供している就労支援事業ですと

か、そういったものも含まれまして、ただ、もとも

と２２年までは上富良野町内には通所支援事業サー

ビスが受けられなかったということで、富良野なり

旭川なりに求めてきたところであります。なないろ

ニカラさんの通所支援サービスも軌道に乗って、か

なり多くの利用者さんが通うようになっております

し、１０月からのあさひ郷さんの参入によっても、

今まで上富良野町で対応できていなかったその通所

の中でも、より介護の手を大きくかけるような事業

であります生活介護事業にも参入していただくよう

な予定となっておりまして、町内で受けられる通所

支援事業というのは、まだ広がりを見せているとこ

ろであります。 

 ただ、もちろん利用者さんの選択の中で、町内の

事業所が必ずしもよいということだけではありませ

んので、引き続き富良野なり美瑛なり旭川なりと

いったことももちろん想定されますので、そういっ

た場合については、今回この１０９ページに載って

いる１９６万９,０００円の通所支援事業は、社会

福祉協議会に委託していますバスでの車両での通所

支援となっておりますが、今後におきましては、か

なり通所の幅も広がってくるということから、既存

の鉄道運賃に見合い分の通所費用の補助といった形
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にシフトしていく予定であります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） この款の中で、例えば、中

富良野に委託されている部分がありますが、それは

ファミリーサポートとの関係もあるのでしょうか。

そういう同じ事業所のかかわりで運営されているの

か、ちょっと委託しているという話なので、その点

お伺いしたいというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主査、答

弁。 

○福祉対策班主査（浦島啓司君） ４番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 中富良野町の委託先については、中富良野町の社

会福祉協議会に移動支援事業で協定している部分

と、中富良野町にも同じような通所支援事業所が１

件、２４年から運営しています事業所がありますも

ので、そちらには日中一時支援事業ですとか、移動

支援事業の委託契約を結んで対応しているところで

す。 

 ファミリーサポート事業の、今回、委託先となり

ますＮＰＯ事業所とは、今回は違う事業所となって

おりますので御理解ください。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 決定的なのは、ここにも書

いてありますけれども、自立支援協議会を活用した

連携の中で、当然、上富良野町だけでできる部分で

はない。当然、医療だとか、その関係する部署との

連携の中で、こういう一人一人のケアプランも立て

るわけですから、どう支援していくのかという、い

わゆる協議会、ここのしっかりとした立ち上げ、あ

るいはもう既に立ち上がっているのかなというふう

に思いますが、かかわりでいえば全てができるわけ

でもないですが、重要になってきていると思います

が、この点はどうなのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主査、答

弁。 

○福祉対策班主査（浦島啓司君） ４番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 自立支援協議会につきましては、現在、富良野圏

域で５市町村の委託事業として富良野市に事業所を

持っております地域活動支援センター、エクゥエー

ト富良野さんの委託事業として５市町村でやってい

るところですが、やはり大きなくくりになりまし

て、個別ケースの対応が困難であることであった

り、距離的な問題、クリアできない問題もありまし

て、道内といいますか、全国どこでも同じような問

題が言われているのですが、その自立支援協議会の

形骸化ということが懸念されておりますし、富良野

地区においてもその危険があるところなのですが、

今回この障がい者計画の中に盛り込みました自立支

援協議会につきましては、この自立支援協議会とい

うのも２５年の自立支援法改正、総合支援法の中で

は総合支援協議会ということで名称が変わってくる

ことになるのですが、これは上富良野町独自で町内

事業所、関係団体、近隣の市町村の団体であった

り、そういったことを皆さんに集まっていただく協

議会を、この４月内に設立できるように目指して今

のところ準備を進めております。 

 この協議会の部会なりの機能の中で、先ほど申し

ましたケアプランですとかそういったものの検証機

能も持たせられる実務と迅速性に特化した協議会に

なるような、今のところ準備を進めているところで

あります。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員、よろしいで

すか。 

 １１番今村委員。 

〇１１番（今村辰義君） １１９ページの中央保育

所のＡＥＤの話なのですけれども、最終的な話は中

央保育所のＡＥＤの話ではないのですけれども、ま

ず、中央保育所にＡＥＤは設置されていると、借り

上げと書いてありますよね。これは見たら公民館の

ところにもあるのですけれども、中央保育所になぜ

ここに設置したのかという目的、この庁舎にもない

ですよね。それで、そういった理由をお聞きしたい

のと、あと、小学校とか中学校の借り上げは７万

１,０００円で、こちらが６万７,０００円になって

いますよね。これぐらいの金額の差だったら、多

分、同じ１台ずつだと思うのですけれども、その金

額の差はどこで出てきているのだろうなということ

です。どうせ借りるなら、町としては安いところか

ら借りたほうがいいのではないかと思うのですけれ

ども。 

○委員長（長谷川徳行君） 中央保育所施設長、答

弁。 

○中央保育所施設長（高松一江君） １１番今村委

員の御質問にお答えします。 

 まず、ＡＥＤですけれども、去年、御指摘があり

ました、施設の見やすい場所に置いてほしいという

ことで、ことしは大きく見やすい場所に看板という

か、設けました。 

 あと、契約の件ですが、教育委員会の契約内容

は、ちょっとこちらでは把握しておりませんので。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

答弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） １１番今村

委員の御質問にお答えいたします。 

 町の公共施設におきましては、１５カ所に現在設
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置されております。それで、ＡＥＤに関しまして

は、日本電工ですとかさまざまなメーカーもござい

ますし、費用も違いますし、学校におきましては購

入したのではなくて、たしか寄附だったかと思うの

ですけれども、その１５台の設置もさまざまな設置

の形になっておりますので、メーカーが違えば費用

も変わるということで御理解いただきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

〇１１番（今村辰義君） 大体今のでわかりまし

た。ということは、この予算に、前のページに保健

福祉総合センターかみんが載っていますよね。かみ

んにＡＥＤは載っていないのですけれども、これは

寄附とかそういうやつと判断してよろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

答弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） そのような

ことになっております。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

〇１１番（今村辰義君） それで、町長サイドのほ

うにお聞きするようになると思うのですけれども、

私は病院だとか消防署、そういったものから離れれ

ば離れるほど、特に郡部のほうですね、先ほど１５

カ所と言われましたけれども、細部までどこにある

かわからないのですけれども、そういった離れれば

離れるほどやっぱりＡＥＤは必要ではないかなとい

うふうに思っています。そのＡＥＤの設置の基準の

考え方というのですか、こことここになぜ置いたの

か。郡部のほうにも設置してあれば教えていただき

たいと思います。 

 先ほども言ったように、心肺機能停止された方を

救うというのは１０分以内がたしか勝負ですよね。

救急車が行く間に１０分以上かかるような地域には

なおさら必要だと思うのですよね。この地域には心

肺停止する人は生まれないということはあり得ない

からですね、だから、そういったことも含めて、Ａ

ＥＤの設置基準の必要性はどうか、あるいは今後ど

うするのか。当初予算に載っていなかったらいいと

思うのですね。補正予算もあると思うのでね。ぜひ

そういったものを設置してほしいなと思っているの

ですけれども、そういった考えを含めてひとつよろ

しくお願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

答弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） １１番今村

委員の御質問にお答えいたします。 

 町におきましては、公的な機関におきましては現

在１５カ所、そして民間におきましては、それぞれ

の機関で５カ所、複数台持っているところもありま

す。 

 それで、やはりどういう条件に該当するところに

設置をするかということにつきましては、町におき

ましてその必要性とかも判断しながら町の部分の設

置は進めていくようになるかと思います。 

 民間におきましての設置につきましても、さまざ

まな形で情報提供を行いながら進んでいくような形

で進めていきたいというふうに思っております。 

 今は、さまざまホームページ等でも設置場所が公

開されたりですとかしておりますので、そのある場

所の情報提供についても進めていきたいと思ってお

ります。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

〇１１番（今村辰義君） 先ほど言った話の重複に

なるところもあるのですけれども、要は郡部、離れ

たところ、そういったところに網羅されて設置され

ているのかどうか。私が知らないだけで、皆さんわ

かっているかもしれませんけれども、どういったと

ころに設置されているのか、マップと場所の配置と

いうのですか、そういったものがあればいただきた

いなというようにも思うのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

答弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） １１番今村

委員の御質問にお答えいたします。 

 ホームページ等でも公表はされております。全市

町村、富良野圏域のどこの場所にそれぞれが載って

いるかというのも載っているページもございますの

で、それをちょっと地図にはまだなっておりません

けれども、お渡しするということで対応したいと思

います。 

 あと、やはりＡＥＤに関しては、前回もたしか外

から来た方も対応できるようなというようなことで

お話もいただいていたかと思うのですけれども、や

はり非常に生命に直結するような器具ですので、誰

が管理しているのかというのがわからない状況で設

置するとか、そういうようなことはかなり逆の場合

も起こり得る可能性を持った機械であるということ

で、現在のところはやはりきちんとした施設内で管

理を行うというような方向で進めております。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

〇１１番（今村辰義君） 私が質問しないことまで

前回の質問のことまで言っていただいて、非常にあ

りがたいのですけれども、言われるとおりだと思う

のですね、管理が非常に難しいと思います。 

 ただ、我々が、私もちょっと講習を受けて免許を

持っているのですけれども、免許というのかな、あ

れ、自分が見つける、次に来た人にＡＥＤを探して

持ってきてくださいと言うわけですよ。だから、ど
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こにあるのか、やっぱり町民に徹底するために、例

えば、町の街角にあるマップを表示しておくとか、

その辺も私は非常に効果があるのではないかと。そ

うしないと、言われた人はどこに行って探してきて

いいかわかりませんよね。開業外、あるいは鍵がか

かっているというのはまた別にいたしまして、そう

いった準備をしておかなければいけないのではない

のかなというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

答弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） １１番今村

委員の御質問にお答えいたします。 

 広報の周知活動については、これからもさらに進

めていきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １０５ページの寝たきり老

人等のおむつ購入費助成という形で、若干二十五、

六万円ほどでしょうか、ふえているかというふうに

思います。 

 これは、当然高齢者の方、その利用する方がふえ

ればふえるのかなと思いますが、対象の人員は今回

何名ぐらい想定されているのか、お伺いいたしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） ４番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 紙おむつの対象者なのですけれども、昨年の予算

時においては１０名の対象者としていましたが、今

回また１２月の補正でもお願いしたと思いますけれ

ども、現在１５名で積算しております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） この交付に当たっては、所

得制限等が導入されている部分があるかというふう

に思いますが、この部分は制度として撤廃してはど

うかなというふうに前にも質問しましたけれども、

どうお考えでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） ４番米沢委員

の御質問にお答えしたいと思います。 

 この助成につきましては、非課税世帯を対象に助

成をしている現状にあります。その非課税世帯とい

うか、所得制限の撤廃につきましては、ほかの在宅

福祉サービスあわせて介護保健サービスとの公平性

の観点から、現段階ではこの制度を維持する考えで

おりますので御理解ください。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 今後は検討する余地は、も

う全くないという形なりますか、お伺いいたしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ４番米沢委員の御質問に

私のほうからお答えします。 

 所得制限の設けている制度はたくさんありまし

て、本当であれば全額を全て公費助成ということは

望ましいことかもしれませんが、やはり力のある方

については自助の努力をしていただくということか

ら考えると、こういう対象者については公費をもっ

て支えるということは適切だということで、今後と

もこの考え方は踏襲するべきだというふうに、今の

ところ認識をしているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 例えば、全額でもなくて

も、５％軽減をするだとか、そういった措置も必要

になってきているかなというふうに思います。これ

だけではありませんが、除雪もそうなのですけれど

も、やはりそういう対策をとりながら支援するとい

うことも必要かと思いますが、この点をお伺いいた

します。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） 繰り返しになって大変恐

縮ですけれども、今のところ考え方はございません

が、将来のあるべき姿としてどうあるべきかについ

ては国の支援の動き等も捉えながら判断をすべきか

と思いますが、繰り返しになって恐縮でございます

けれども、今のところ早々に見直すというそういう

考え方はないことをお知らせしておきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

〇１番（佐川典子君） 同じく１０５ページの在宅

福祉推進費なのですけれども、町の受け皿として在

宅介護の充実を図るということで、国がそういうふ

うに進めてきておりますので、充実をしていかない

といけないというふうには思っているところなので

すけれども、この委託料の７１９万１,０００円で

すか、この内訳というか、どうところにどのような

数字を見て入っているのか、そこら辺をちょっとお

尋ねしたいなというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） １番佐川委員

の在宅福祉サービスの内容なのですけれども、それ

ぞれのサービスの金額でよろしいでしょうか。 
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 まず、配食サービスにつきましては１４１万８,

０００円、移送サービスにつきましては１４７万

４,０００円、利用サービスは１５万５,０００円、

除雪サービス２１３万円、生活管理サービス３５万

３,０００円、電話サービス６万１,０００円となっ

ております。 

 参考に、資料、事業調書にも記載されております

ので御参考にしてください。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

〇１番（佐川典子君） 昨年と比べて減額になって

いる部分は、そこら辺が知りたかったのですけれど

も、どのような数字を入れて少なくしているのか。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） １番佐川委員 

の御質問にお答えしたいと思います。 

 先ほどもちょっと歳入の面で中村委員の御質問に

お答えしたのですけれども、この３月にも減額補正

という形で御議決いただいたので、それぞれのサー

ビスについての２４年度の実績見込みに対して、そ

れを反映しまして、今回２５の予算ということでそ

れぞれ増減があると思いますので、そのように計上

させていただいております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） １０３ページ、老人クラブ

運営費の関係でお尋ねをしたいと思います。 

 資料の２１の関連でございます。それで、この９

１万５,０００円というのは、均等割、人数割り等

を含めてこういう形になっているということで理解

をするのですけれども、問題は人数割りの関係で

す。というのは、単位老人クラブは連合会に対して

会員数掛ける１００円お払いするよと、そうすると

連合会から３００円バックしてきます。そうする

と、話によると、結局会費を納めない会員がおられ

ると。現実に名簿には登録されていると。そして極

端に言えば１００円連合に納めて３００円バックで

あれば、２００円出てくると。利ざや的な形が出て

くるという実態があるということで聞いているので

すけれども、その点十分チェックした形でこの予算

計上をしているのか、もしくは２４年の交付金内訳

の中身の関係で、それらも含めてされているのかと

いうことで確認したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主査、答

弁。 

○福祉対策班主査（浦島啓司君） ７番中村委員の

御質問にお答えいたします。 

 単位老人クラブの補助金の積算に使用いたします

会員数ですが、こちらは総会なりでつくっていただ

いた名簿の人数をもとに積算をしているのですが、

ただし御指摘のとおり、準会員ですとか、そういっ

た立場の方が多くいらっしゃるということを受けま

して、一人一人申請段階でチェックしております。

重複して加入されていたりという方につきまして

は、名簿の人数から除いて計上することとしており

ます。ただ純粋にどちらにも重複はしていないだけ

れども、会費を払っていないというところにつきま

しては、ほとんどが夫婦会員であったり、同じ世帯

の中ではどちらか一方からしか会費を取らないと

いったことがほとんどのケースだと把握しておりま

して、それにつきましてはクラブの裁量の中で決め

ていただいているような現状であります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 現実の問題として、会に

入って会の活動ということになると、これは当然会

費を納めなければならんのさ。名簿だけに載ってい

て会費を納めていないというケースがある。そうす

ると、その中で、これね、結構人数いるのですよ。

現実の問題として聞くところによると。ですから、

その点はぴしっと精査した形で、例えば２５年度の

交付については、２４年度の決算とそれから予算書

を見て、会費納入と会員数と、それらを全部チェッ

クした形でぜひ交付作業に入っていただきたいと思

うのです。現実の問題として、四つぐらいあるとい

うことで私も聞いておりますので、その点よろしく

確認をしていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 次は、中央保育所の関係で

す。 

 資料にもありますけれども、今回賄い材料費で５

６０万９,０００円ということで出てきておりま

す。資料ではナンバー２８、これは２４年のという

ことで、実質的には２５年２月末現在なので、３月

分は入っていないということです。 

 ただ、この前、全員協議会でお話をしたのですけ

れども、Ａコープが３月２４日で閉店ということに

なっております。したがって、このＡコープの部分

の賄い材料費は恐らくもう既に措置をされて他の店

ということになっていると思います。特にこの中

で、Ａコープさんと若佐商店というのが突出してい

る関係があります。できるだけ地場の商店を活用す

るということになると、できるだけバランスをとっ

ていただくようにお願いはしたいのですが、今回Ａ

コープの代替についてはどのような措置で今進めら

れているか、確認をしたいと思います。 
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○委員長（長谷川徳行君） 中央保育所施設長、答

弁。 

○中央保育所施設長（高松一江君） ７番中村委員

の御質問にお答えいたします。 

 中央保育所にもＡコープさんの３月２４日をもっ

て閉店する旨の通知を受けておりますので、来年度

は、やはり町内の業者をバランスよくということで

一応考えております。 

 あくまでも食材は子どもたちの口に直接入るもの

ですので、安全性を考慮してということで、地産地

消の観点から町内産の品物を優先するようにはして

いくように考えております。 

 過去にも、見積書をもって比較したところ、やは

り偏りのあるところは致し方ないかなというところ

も現実にはありました。実際に食材を持ってきてい

ただいて、朝の時点で害するということがたびたび

ありましたので、そのような経過になっておりまし

た。 

 ２４年に関しては、Ａコープさんの分を町内の業

者で分配したいというふうに考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、３款民生費

の質疑を終了します。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

 次に、４款衛生費の１２２ページから１３９ペー

ジまでの質疑に入ります。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １２６ページ４款１項の予

防費の子宮頸がん等ワクチンのことでちょっと確認

したいことがあるのですけれども、近年、恐らく上

富良野町もサーバリックスを使った接種だと思うの

ですけれども、いわゆる副反応というのが問いただ

されている状況にもあります。６６万３,０００人

の接種の中で九百数十名の副反応が出ているという

ことで、まず１点、上富良野町においてそのような

副反応が出たケースがあるのかなかったのかだけ、

まず１点ちょっと伺いたいと思うのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主任保健

師、答弁。 

○健康推進班主任保健師（鎌田理恵君） ５番金子

委員の御質問にお答えします。 

 今現在のところ、上富良野町内ではそのような副

反応が出たという報告はございません。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 今後においても副反応が出

ないことを祈りながら、かつ、この予防ということ

を進めていっていただきたいと思うのですけれど

も、その基本的な考え方で、３月の８日の報道で、

東京の杉並区で女子中学生が１年間ほど副反応で重

い、つらいことをやったというのが問いただされて

から、ちょっと世論も動くようになってしまったの

ですけれども、基本的な町のスタンスとして、ＨＰ

Ｖに関するサーバリックスを使うということを含め

て、継続的にずっとやっていくというふうに考える

のか、それとも、もう少しアジュバントが含まれる

ものが、若干少ないものが出てくるような、そう

いったサーバリックス以外のものがもし出てきたと

きに切りかえるような考えがあるのかというところ

も含めて、今の子宮頸がんワクチンを継続するかど

うかの考えをちょっとお伺いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

答弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） ５番金子委

員の御質問にお答えいたします。 

 町におきましても、今、ガーダシルとサーバリッ

クスと両方使っております。それで、そこに関しま

しては親御さんに確認をとる形で２種類のワクチン

を接種しております。 

 子宮頸がんワクチンにつきましては、今回の予防

接種法の改正におきまして、肺炎球菌とヒブワクチ

ンとをあわせまして定期接種に入るということで、

基本的には皆さんに受けていただく予防接種という

形になりますので、町としましては予防接種法に基

づいた予防接種を進めていくということを考えてお

ります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） その場合の、今２種類使っ

ているというふうに聞いたのですが、当然成分の違

いというか、大きな違いはないとは思うのですけれ

ども、保護者に対して説明するときには、成分等々

も含めた感じの副反応の出やすいほう、出ずらいほ

うとかということも含めた中で説明をして選んでも

らっているのか。それとも、ただメーカーと名前だ

けでどちらかということなのか、どちらを今、どう

いうふうな選択をさせているのでしょう。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

答弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） ５番金子委

員の御質問にお答えいたします。 

 親御さんのほうに、子宮頸がんワクチンにつきま

しては個別で御案内をしております。その御案内の

中に、それぞれのメーカーが出している説明書も入

れた形で御案内をして、町としましてはきっちりと

正しい情報が提供できるというところに力点を置い

たような形で御案内させていただいています。 
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○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １２９ページ、エキノコッ

クス症の検査のところでございます。 

 昨年と同じ７万円組まれているのですけれども、

本人の負担はどうなっているのでしょうか。それ

と、２４年度の７万円は、決算で全部７万円使って

しまうのか、何人ぐらいの人が検査をされたのか、

ちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主任保健

師、答弁。 

○健康推進班主任保健師（杉原直美君） ３番村上

委員の御質問にお答えします。 

 エキノコックス症候群の健康診断につきまして

は、町立病院で委託をして、年間２日間の日程で実

施しております。今年度、２４年度分は受診者が１

６人おりまして、１６人とも陰性という結果が出て

おります。小学校３年生以上の方で、本人負担も無

料にして実施しているところです。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 町民の関心も少し薄れてき

ているのかなという感じがしまして、実は私、空き

家対策で空き家の対策の一般質問をさせてもらった

のですけれども、市街地に空き家の廃屋になったと

ころにキツネの巣ができているのです。丸々太った

キツネが市街をうろうろ歩いているのです。それ

で、あらっと思いまして、ちょっと今薄れて、住民

の方もエキノコックス症については関心が薄れてき

ているかなと思いますので、お知らせ版なんかあり

ますよね、そこにちょっといつこういうあれだとい

うことを啓蒙していただきたいと思うので、その点

はいかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主任保健

師、答弁。 

○健康推進班主任保健師（杉原直美君） 上富良野

町のエキノコックス症候群対策の実施要綱に基づい

て、それぞれの健康学習にも取り入れたり、あと、

広報、もちろん健診の日程についても御案内を差し

上げている次第です。今後も引き続き継続していき

たいと思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） その次に、その下の乳児の

フッ素の歯に塗りましてというところですけれど

も、これは昨年と比べまして少しふやしているので

すけれども、希望者の方がちょっとふえてきている

状況があるのですか。これにつきましては一長一短

ありまして、このフッ素を塗ると歯が溶けてしまう

のだという説と、虫歯の予防になるという２者いろ

いろな意見がございまして、これはずっと希望者だ

けでやっていくという方法をとられるのでしょう

か、何人ぐらい見込まれているのでしょうか、

ちょっとお尋ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主任保健

師、答弁。 

○健康推進班主任保健師（鎌田理恵君） ３番村上

委員の御質問にお答えします。 

 幼児のフッ化塗布につきましては、２４年度まで

は、１歳半から２歳５カ月の子どもさんを対象に全

員に周知をしまして、２回実施をして、それぞれ半

額の８００円ずつを町が助成するという形で推進を

してきました。 

 ただ、実施率のほうが年々ちょっと低迷していま

して、７割程度以前はあったものが、今年度で５割

前後になってきていまして、ちょっと実施の効果と

いうことでは課題が出ましたので、できるだけ多く

の方に受けていただく、まず１回でも受けていただ

いて歯科予防のきっかけづくりを親御さんに体験を

してもらいたいということで、受診率を何とか上げ

たいと考えたところで、１歳半健診の対象者にあわ

せて初回無料という形で、結局、一人の方に対して

の町が補助する金額は変わらないのですけれども、

１回無料で受けれるよという形を新年度からとりた

いと思って、ちょっと内容を変えました。 

 そこで、１歳半健診にあわせて配付する部分で、

若干、今年度、２４年度に、もう既に１歳半健診を

終えてしまっていて、ただフッ素塗布を受けていな

いという子どもさんがいらっしゃった分の調整分、

経過措置的な部分が出ましたところで、今年度より

も金額が増額になったということで、来年について

は恐らく今までと同じぐらいの金額に戻るかと思っ

ております。 

 フッ化物につきましては、さまざまな情報が流れ

ておりますが、厚生労働省や北海道としましては、

ＷＨＯでもフッ素というものが虫歯予防に効果があ

るということで示されて、それに基づいて国、道も

推進をしているところなのですが、正しい量を適切

に使うことで歯には効果があるという。それが間

違った量の使い方になると、当然フッ素も有害なも

のにもなってくるということですので、推進すると

きには適正な量を勧めるということ対応をさせても

らっています。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １２５ページの賃金のとこ

ろで、今の関連するかと思いますが、早期の虫歯予

防という形で１歳６カ月及び３歳児の歯科検診です
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か、衛生士による検診かというふうに思いますが、

その内容等については何回なのか、どういう形で指

導されるのか、食育とあわせて五感がやっぱりきち

んと整って、歯もそうなのですが、おいしい食べ物

を食べられる。早期に治療をしておけば、長く、８

０２０運動という形でよく言われてきましたけれど

も、歯を保って健康な体をつくるということで、非

常に重要だと思いますので、そういう流れの中での

検診かと思いますが、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主任保健

師、答弁。 

○健康推進班主任保健師（鎌田理恵君） ４番米沢

委員の御質問にお答えします。 

 ここで書かれています１歳６カ月児、３歳児健康

診査の臨時歯科衛生士ということで予算計上してい

るのですけれども、事業の内容としましては、各健

診の際に歯科衛生士が個別に子どもさんの口の中を

見せていただいて、虫歯の様子だとか本数状況を確

認するとともに、歯の手入れの方法を個別に具体的

に相談をしているということでは、虫歯というのは

歯が生え始めたときにすごくなりやすいのですけれ

ども、そういうときにタイムリーに具体的な指導を

受けていただけることで、虫歯予防ということはす

ごく効果がある事業だと判断しております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １３３ページ、墓地と葬祭

場の管理のところでございますけれども、ここは委

託をしておりまして４９９万６,０００円、約５０

０万円近い、いつもこのような金額の計上になって

いるのですけれども、私は、この委託方法を考えれ

ば半額ぐらいで、２５０万円ぐらいでできるのでは

ないかと。火葬があるときにだけ出てもらうよう

な、常時雇用ではなくて。これは入札になるかと思

うのですけれども、この委託の方法を考えてもらう

と、常時雇用でなくて火葬があるときだというふう

にすれば、私はこれは半分ぐらいでできるのではな

いかと思うのですけれども、その点いかがでしょう

か。委託の方法。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ３番村上委員の墓

地葬祭場管理の委託の管理の関係でございますが、

葬祭場等の管理につきましては、火葬があるときだ

けではなくて、日常の炉の管理、周辺の管理も含め

て委託しておりますので、その部分について積算し

ての委託となっておりますので御理解を賜りたいと

存じます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） だから常時雇用のこの方法

ではなくて、火葬があるときだけにという、そうい

うことでおやりになれば、こんなに高くはかかりま

せんよということを申し上げているのです。そうい

う委託方法を変えるということは、いかがでしょう

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ３番村上委員の再

度の質問にお答えしたいと思います。 

 いずれにしても、常時雇用ではなくて必要なとき

に来ていただいているのと、あとは通常の管理等も

含めてやっていますので、びっちりやっているわけ

ではなくて、必要最小限ということで積算させてい

ただいておりますので御理解いただきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） それだって、こんなにかか

るかなと思うのですよね。もう少しここを何とかあ

れすれば、こんなに４９９万６,０００円もかから

ないかなと私は常々そのように思っているのですけ

れども、それはちょっとどうなのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ３番村上委員の葬

祭場の管理に係っての質問でございますが、先ほど

も言いましたように、あくまでも委託で、こちらの

使用として最低限必要な部分について仕様書を作成

しまして、それに基づいて積算して委託をしてござ

いますので、町として必要最小限の業務量を今現在

は考えているので、逆に、この部分は省略できると

いうものがあれば事業量の削減は可能かと思います

が、現時点の積算としては最低限この管理が必要だ

ということで業務量を算出しておりますので、御理

解賜りたいと存じます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） １３７ページ、環境対策促

進事業の省エネ型生活灯の補助の関係です。 

 生活灯は第１種が１４６、第２種が８５７という

ことで、２４年度の終了の予定ではトータルで第１

種が１４６のうち７灯、それから第２種が８５７の

うち７２９ということで、第１種は４.８％、第２

種は８５.１％ということで承知をしておりますけ

れども、今回４０５万円の内訳の中で、これは恐ら

く第１種生活灯ということで、これは何灯分計上し

ているのかお聞きしたい。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ７番中村委員の省
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エネ型生活灯補助に係ります御質問でありますが、

予算といたしましては、今言いましたように、全体

で約１,０００灯の生活灯がございます。１種２種

合わせての数字ではございますが、２３年度と２４

年度でおおむね７５０近い数字が改修が終えたとこ

ろでございます。まだ精算の終わっていないところ

もございますが、だいたい７５０ぐらいになろうか

なと今想定しているところでございます。 

 全体１,０００灯として７５０を引きますと、２

５０灯ほど残っていることになりますが、そのうち

１５０ワット以上の生活灯が１７０ぐらいだと思い

ますがありますので、差し引きますと８０灯ぐらい

になるのかなと。あと、まだ新設をしたいというよ

うなお話も聞いておりますので、合わせまして１０

０灯ということで予算化させていただいておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） トータルで１００灯という

ことで理解をしたいのですけれども、現実の問題、

これは２３、２４、２５の３カ年計画ということで

ございます。したがって、これの予算措置をされた

のは町長の大英断だろうと思います。結局、相当電

気料等が、２０年度の決算と２５年度で見ると３７

８万円ぐらい電気料の補助が減っているというこ

と、それだけ効果があるのかなという気はいたしま

す。 

 ただ、私は、今、第２種が７２９処理をして、１

２８灯のうち８０灯ぐらい、もしくは１５０ワット

の関係は残っております。ただ、今度の資料の１１

を見ますと、第１種生活灯のところが７灯実施をし

ているのですね。そうすると、これはワット数から

言うと、１５０のやつを使っているのか、それとも

それ以外のものかということちょっと確認をしたい

のですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（狩野寿志君） ７番中村委員の

質問にお答えいたします。 

 １５０ワットの電灯を１００ワットに落として、

これを町内会のほうで落として、１０ワットのＬＥ

Ｄ化を進めたということになっております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） そうしたら、１５０ワット

を１００ワットに落として、その地域の了解を得て

やっていると。しかし、第１種生活灯だから電気料

の補助は安くはなるけれども７０％ということでは

変わらないということで理解してもいいのですね。 

 そうすると、２５年度で最終的に残ったものにつ

いて、極端に言えば、２６年度にうちの町内会とし

てはやりたいのだという要望が出てきた段階で、そ

れらは２５年度で終わったということで切るのか、

それともできるだけ照明灯を省エネということも含

めて、それぞれの町内の事情も財政的な事情もあり

ますから、そういうことで場合によっては、もう一

度新たな形で申し込み等を受ける要素があるのかど

うか確認したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ７番中村委員の省

エネ型の改修補助に係る御質問ですが、今御発言の

とおり、この事業につきましては２３年度から３カ

年事業ということの時限立法で実施させていただい

ております。以前にも説明したことがあると思いま

すが、一応この段階でこの事業は終了したいと考え

ております。 

 ただ、１５０ワット以上の部分についての、今は

日進月歩、技術も進んでいることも承知しておりま

すが、また町内会の事情等によって改修をしないと

いうところもあります。その部分については、今後

この２５年度実施していく上において、どういう対

応が可能なのか、またする必要があるのかないの

か、それも含めまして検討していかなければならな

いと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １２３ページの地域医療セ

ンターという形で、周産期の医療センターの機器設

備の充実という形の負担になっているかというふう

に思いますが、どういう内容で、これが設備が行わ

れるのかという点、お伺いしておきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

答弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） ４番米沢委

員の御質問にお答えいたします。 

 地域センター病院周産期母子医療センター施設整

備事業負担につきましては、協会病院のほうから沿

線の５市町村のほうに地域の産婦人科医師が２名体

制になりまして、そして分娩数とか、それからハイ

リスクの患者の受け入れですとか、胎児のエコー外

来の開設ですとか、救急医療への対応ですとか、地

域の圏域で唯一の周産期母子医療センターの機能を

さらに高めていきたいということで、産婦人科用の

超音波の診断装置と新生児用の保育器と小児科用の

超音波診断装置の整備の要望がありました。それに
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伴いまして沿線で協議を行った結果、やはり母子医

療センターの維持、そして内容充実は地域にとって

非常にメリットのあることだということで予算計上

させていただいております。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 当然、上富良野から利用さ

れている方もいらっしゃると思いますけれども、そ

の実数等がわかればお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

答弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） ４番米沢委

員の御質問にお答えいたします。 

 三つにおきましては、それぞれ積算根拠が、産婦

人科用の超音波診断装置に関しましては、産婦人科

外来の患者数を算定根拠に行っています。それで、

２２年度が上富良野町は８１０人だったのが、２３

年度には１,４１８人というふうにふえておりま

す。それから、新生児用の保育器に関しましては、

分娩数を算定根拠に使っておりまして、２２年度は

２５人だったのが、２３年度は３３人ということで

ふえております。あと、小児科用の超音波の診断装

置につきましては、小児科の外来の患者数を算定根

拠に使っております。町におきましては、２３年度

４,３１３人が小児科外来を受診しているというこ

とで、圏域全体の中の患者数に応じた負担割合とい

う根拠になっております。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） わかりました。 

 次に、１２７ページの予防医療関係でお伺いいた

しますが、この資料等も含めてなのですが、今回２

４番ですね、百日咳だとかそういった部分は交付税

措置されるという形になりました。そういう中で、

個人負担がゼロのもの、あるいは非課税世帯が補助

対象になるものという形であります。 

 これを見ますと、ロタウイルスについては、接種

回数２回という形で２万４,５７０円程度という形

になっておりますが、この部分については何か非課

税世帯の補助対象になっていないというのは、何か

理由があるのかどうなのか、そこまでは補助する必

要がない部分なのか、その点をお伺いいたしたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

答弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） ４番米沢委

員の御質問にお答えいたします。 

 任意の予防接種におきましては、やはり経済的に

受けたくても受けれない方に関しましては、非課税

世帯については助成するという立場で任意の予防接

種の助成を組み立てております。 

 ロタウイルスに関しましては、ワクチンの認定当

初につきましては、少し推移を見守る必要があるだ

ろうということで助成対象から外しておりましたけ

れども、ある程度接種者の状況も判明した段階で、

同じような考えで助成を行っていくという方向で進

めていくというほうには考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、４款衛生費

の質疑を終了します。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれにて散会します。 

 明日の予定を事務局長から説明させます 

 事務局長。 

○事務局長（藤田敏明君） ３月１８日は、本委員

会の２日目で、開会は午前９時でございます。定刻

までに御参集くださいますようお願い申し上げま

す。 

 以上です。 

午後 ４時１３分 散会  
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   上記会議の経過は、議会事務局の調製したものであるが、その内容の 

 

  正確なることを証するため、ここに署名する。 

 

 

     平成  年 月  日 

 

 

   予算特別委員長    長 谷 川 徳 行 
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平成２５年上富良野町予算特別委員会会議録（第２号） 
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午前 ９時００分 開議  

（出席委員 １３名） 

─────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） おはようございます。

御出席御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１３名であり、定足数に達

しておりますので、これより予算特別委員会第２日

目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の審査日程について、事務局長から説明させ

ます。 

 事務局長。 

○事務局長（藤田敏明君） 本日の審査日程につき

ましては、さきにお配りいたしました日程で進めて

いただきますようお願い申し上げます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １日目に引き続き、議

案第１号平成２５年度上富良野町一般会計予算の歳

入歳出予算事項別明細書の歳出５款労働費の１４０

ページから７款商工費の１６９ページまでの質疑に

入ります。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １４１ページ、かみふらの

ブランド魅力発信事業、これは雇用創出になってお

りますけれども、新しい事業なのですけれども、具

体的に撮影は業者に委託をして、パンフレットは

１,０００部ぐらいつくるということなのですけれ

ども、町がどこら辺までを考えていらっしゃるの

か、ちょっと具体的にお伺いしたのですけれども、

よろしくお願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田満君） ３番村上委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

 新規のかみふらのブランド魅力発信事業というこ

とでございますけれども、基本的には、この事業自

体は上富良野を紹介する観光資源、そういうものを

今までそういうきちんとした撮影、四季を通じたそ

ういう紹介をする機会がなかったものですから、今

回これを必要な画像・映像を撮影しまして、それぞ

れ目的としましては、例えば町長のトップセールス

ですとか、あるいは各イベントでの町の紹介をしよ

うということを目的に作成しようとしております。 

 内容につきましては、委員御指摘のとおり、ＤＶ

Ｄの作成ですとかパンフレットの作成、それからそ

ういう形をもってＰＲの材料にしたいということで

ございます。 

 これをできる業者さんについては、基本的には道

内の業者さんをもって、プロポーザル方式をとりな

がら、業者選定にかけていきたいというふうに考え

てございます。 

パンフレットも同時に一括でお願いしますので、当

然、道内の業者さんを選定しようとしております。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １,０００部つくるのはわ

かったのですけれども、そのパンフレットをどのよ

うに活用、町外とかどういったところに発信してい

くのか、ちょっと。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田満君） ３番村上委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

 パンフレットも同じように、各トップセールスで

すとか、各イベントへの参加ですとか、そのときに

配布する材料として一応用意をしようと思っており

ます。ただ、基本的には１,０００部しか今のとこ

ろ予定が入っていませんので、当然増部が可能なよ

うな形、もちろんＤＶＤもパンフレットもそれぞれ

の版権については町が持っているという形をとって

いきたいと思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 今の関連でお聞きしたいの

ですけれども、この緊急雇用の性質上、基本的には

雇用の部分がメーンなってくるのかなというふうに

考えておりますし、今言うように、プロポーザル方

式でできる業者というのは町内だけでは無理なの

で、広く全道ということも大きく理解はできるので

すが、一番聞きたいところは、今ある上富良野町の

観光協会とどのようにコラボをしているかというと

ころをちょっと教えてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。

○産業振興課長（前田満君） ５番金子委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

 基本的にこの事業をするに当たっても、当然、観

光協会とも協議を重ねさせていただいております。

その中で、当然、観光協会については町内向けの、

例えば飲食店の紹介ですとか、それぞれ観光スポッ

ト的なマップ的なものもつくりながらやっていま

す。この辺については、そして、私どものほうでや

ろうとしているのは、今回この事業を活用しながら

町外への発信を特に重点を置いた形をとろうとして

おります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ですから、当然ＰＲですか

ら、町外というのはわかるのですけれども、観光協

会も仕事としては町内ではなく町外に発信するべき

ものであって、なぜこんなことを聞いているかとい

うと、今、観光協会の中でも、課長が今おっしゃっ

ていただいたように飲食店にかかわる紹介のマップ

であったりとか、ロードマップであったりとか、上
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富良野町全体を紹介するマップというのもつくって

いるのですね。新たに雇用がメーンなのは重々、物

すごくわかるのです。その中で１,０００部程度そ

のＰＲ用パンフレットをつくるというのであれば、

今あるものとの整合性と活用性の幅の部分をどうい

うふうに考えているかを、そこをお聞きしたいので

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田満君） ５番金子委員の御質

問にお答えさせていただきたいと思います。 

 基本的に、それぞれ観光協会にも、皆さん既に御

存じのようにフォトコンテストをしたり、そういう

形の中でさまざまな写真としての媒体はすごく持っ

ていらっしゃいます。そういう意味も含めたとき

に、パンフレットをつくる上では、当然そういう観

光協会が所持しているものも活用させていただきな

がら使いたいなという、それは観光協会でも協議を

させてもらっておりますし、これをＤＶＤ、それか

ら今回つくるパンフレットについても、これは観光

協会がまた外へ、イベントに出ますので、こういう

部分については当然活用してもらおうと思っていま

すので、それは観光協会と一体的になった形の中で

作成についても協議を進めながら、どういう部分が

必要だとか、そういうものも含めた中では今後も進

めていくつもりであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ということは、この１,０

００部のパンフレットというのは、上富良野の総花

的なパンフレットというふうに理解してよろしいの

ですか。それも今は既にありますよね、上富良野町

の観光協会のほうに予算立てをつけて、その全体像

をつけている。 

 もっと私が言いたいのは、せっかくこういう国な

り道のいい有利なものがあるのであれば、例えば上

富良野町のこれだけを売りたい、ここのターゲット

に絞ってという、さきの執行方針の中でも言ったの

ですけれども、上富良野町としてどこの誰を呼びた

いのか、どのゾーンを呼びたいのかという、その部

分をしっかりはっきりしていかないと、ただ単に上

富良野町ってこんな町ですよ、ＤＶＤはいいです

よ、映像として見る分には。たった１,０００部し

かつくらないのだったら、例えばＪＲの札幌駅とか

もう１日でなくなる量ですね。そういう総花的なも

のにつくってしまって、効果というものがどれぐら

い考えていらっしゃるのかをお願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山悟君） 私のほうから金子

委員にお答えいたします。 

 私のほうから、かみふらのブランド魅力発信事業

の具体的なもの、考え方についてお答えしたいと思

います。 

 今まで過去に毎年、上富良野をＰＲする、外に町

内外を含めてなのですけれども、パンフレットをた

しか３万部程度作成しましてＰＲをしているところ

です。今、プロモーションとかで、いろいろな例え

ば観光ブースとか、あと簡単に言えば駅の構内と

か、地下歩行空間とかでロングランでやるときに、

どうしてもパンフレットとポスターだけでは若干ビ

ジュアル的に弱いという部分もございます。 

 過去にも観光協会のほうで、ＤＶＤとかＶＨＳ、

ビデオテープでつくっていたのですけれども、情報

が古くなっている部分とビデオデッキは今は時代で

はございませんので、それをＤＶＤ、ブルーレイ等

の高画質により、上富良野町は景観で売っておりま

すので景観を中心として、上富良野町の四季、上富

良野町の人とか施設、そういったものをまず今回の

緊急雇用のほうで全て撮影をしてしまうと。１回撮

影してしまえば、あとはＤＶＤに落とすときにター

ゲットを決めていろいろ使い回しができますので、

まずは全てオール上富良野をこの緊急雇用にあわせ

て撮影していただこうという企画でございます。 

 あと、物によっては観光面、山、産業面、いろい

ろな使い回しを後から加工という部分で、持ち出し

経費になるかもしれませんけれども、そういった使

い回しができるという部分と、今、インターネッ

ト、ホームページ、ツイッター、フェイスブック、

今は手の中でというか、スマートフォンが非常に観

光客等の、昔でいう地図みたいなもので、それをさ

らに固定の写真、ＤＶＤとかでさらに発信して、よ

り上富良野町のよさを外にＰＲする素材としてつく

ろうとしております。 

 ＤＶＤ１,０００という部分に合わせて、そのＤ

ＶＤはこれからエージェントとかそういったところ

に持っていくときに、それと数を合わせるような形

で、そのＤＶＤの紹介的なパンフレットとして１,

０００部という形で数字を合わせて今積算している

ところでございます。 

 いずれにしましても、課長のほうからプロポーザ

ル方式で、これはあくまでも積算につきましては国

へ申請する積み上げという部分でございまして、こ

れからプロポーザルでより観光客とか云々のノウハ

ウを持った業者に企画提案していただいて、そして

新しい上富良野振興計画に合致して、さらに上富良

野町の知名度、イメージアップ、ブランドの向上に

つながるような企画をある業者に選定して展開して

いこうということでございます。 

 ですから、あくまでＤＶＤ１,０００、そしてパ
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ンフレット１,０００、あとフォト、写真という部

分もエージェントでは必要な分、いろいろなプロ

モーションに行って感じておりますので、そういっ

たもの全て、この緊急雇用でまずはとって、そして

一つつくってみると。そして、今後におきまして

は、目的に合った取り出しをしてＤＶＤに編集、さ

らにし直しできますので、そういった部分でピンポ

イントでＰＲのツールとして使いたいなという考え

でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 大変よくわかりました。要

はＤＶＤと連携した、それをコマーシャルするため

のということで理解してよろしいですね。それは大

変わかりましたのでいいのですけれども、もう一点

お聞きしたのが、歳入のところでもちょっと触れた

のですけれども、いわゆるこの緊急雇用に関すると

ころで、制度的なものが非常に今、幅が狭くなって

ゲートウェイも狭まっているということもあったの

ですけれども、ほかにこれらに属するような商工振

興、それから観光振興に含めるような、こういった

緊急雇用というのはほかにはなかったのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山悟君） 金子委員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 国のほうから年前、１２月の前に第１回目の緊急

雇用の募集がございました。それとあと２月の頭に

第２弾として、同じように緊急雇用の募集がござい

ました。年前の１弾目につきましては、今回、ブラ

ンドの魅力発信事業ということで６８６万２,００

０円の枠の上限で手を挙げているところなのですけ

れども、今までの緊急雇用の補助の条件として大き

く違うとことは、基本的には２分の１が人件費とい

う部分と、あと失業者の対策、それで各自治体にお

いてはこれを利用していろいろな事業ができないか

ということなのですけれども、対象とならない事業

が、今回、建設土木事業という部分が１回目の部分

で対象にならない部分、あとは団体の人件費の補填

的なものというものが対象とならない。あと、この

事業については外部への委託事業で実施しなさいと

いうようなことが１回目の大きな条件でございまし

た。 

 これにつきましては、庁舎内各課のほうに周知し

まして、町的にはＤＶＤ、上富良野ブランド魅力発

信事業が決定して申請したところなのですけれど

も、２月の頭に来ました緊急雇用の事業が起業支援

型雇用創造事業といわれまして、今言いました条件

に、さらにここ１０年以内に起業した民間とかＮＰ

Ｏ法人のところに委託しなければだめですよという

ことで、入り口が大変狭くなってございます。２月

の頭に即収入で労働費で受けますので、産業振興課

のほうから各所管のほうに照会したところなのです

けれども、この起業１０年以内という部分が非常に

ハードルが高くて、例えば私は産業振興課の所管の

商工会とか観光協会とか、そういったいろいろな団

体とかに委託できるような事業がないかなという部

分で、北海道、上川総合振興局のほうにも照会した

ところ、この１０年以内という部分で新しい企業を

支援するという目的の部分が非常に大きなハードル

でございまして、なかなか所管からも各課からも来

なかった部分と、産業振興課としてもなかなか組み

立てられないという部分でございました。 

 ただ、北海道、起業して１０年以内の企業、各１

８０自治体に全てあるかと想定しましたところ、そ

んなにないのかなと思いまして、とりあえずはこの

ハードルをどうにかならないかという打診を今して

いるところでございます。２回目の緊急雇用の事業

につきましては、今そのような状況で、いずれにし

ましても当初予算には間に合わない時期でございま

したので、今、支庁のほうにこの高いハードルがど

うにかならないかということで照会しているところ

でございます。 

 あと、起業１０年以内の企業でございますので、

道のほうで審査委員会というものを開くそうで、そ

の委託先が適当かどうかというものも道本庁のほう

で別の審査委員会を設けて、そこでストレ－ナーを

かけて、ここはいい、ここは悪いみたいなそんな雰

囲気のことをちょっと回答を得ているところでござ

います。 

 いずれにしましても、１回目の６８６万２,００

０円の緊急雇用の事業を有効に使いまして、町とし

ましては上富良野町観光振興計画をさらにキックオ

フするために、ツールを今回ＤＶＤという形でつく

りたいということでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） ちょっと確認的な内容に

なるかもしれないのですが、２５年度この事業にお

いて素材を撮りためて、２６年度からのＤＶＤ配付

とかＰＲという形になるのかどうかお伺いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山悟君） 岡本委員の御質問

にお答えします。 

 緊急雇用事業につきましては、北海道は道に１回

入って、道の補助金として支出されるということで
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ありまして、新年度２５年４月１日からのスタート

になります。 

 あくまでも四季を通じた素材の撮影ということで

ございますので、３月上旬ぐらいには全部撮って、

そして編集して３月年度いっぱいまでに納品をいた

だくというような形で進めております。 

 これが本当であれば、２４年の債務負担行為云々

でできれば今撮って、そして早い時期に納品という

こともあったのですけれども、いずれにしまして

も、市町村におきましては、道の会計を１回くぐっ

て２５年度から始まらなければいけないという部分

でございます。 

 ＤＶＤの納品は、今のところ３月下旬になる見込

みということで想定しております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） ありがとうございます。 

 細かいことなのですが、私もその逆の立場からす

ると、ＰＲ用のその長いＤＶＤとかというのは、最

後まで見たという経験が余りないのですね。入り口

で、キャッチでバチッとつかまれるなら別ですけれ

ども、そういったところの内容はこれからだと思い

ますけれども、長さ的にはどのような考えを今お持

ちでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山悟君） ＤＶＤの長さにつ

きましては、今、岡本委員が言われましたように、

長いものはだらだらとして、観光のプロモーション

とかでもなかなか１０分もその画面に食いついて見

ておられる方もいらっしゃらないという部分も想定

して、エージェントとかにも上富良野はこういう町

ですよということで持っていったときにも、長いも

のはなかなか見てくれませんので、おおむね１０分

程度という想定でございます。 

 このほかに、どうしてもＤＶＤとパンフレットと

写真、こちら写真のほうが、エージェントとかいろ

いろな観光の相手先に持っていくときに非常にいい

媒体となりますので、それも同じカメラで撮ります

ので、この３種類を持って上富良野町をさらに外に

ＰＲしていきたいと考えております。 

 以上、ＤＶＤにつきましてはおおむね１０分、そ

してそのほかにツールとしては、パンフレット１,

０００部、そしてフリーのフォト、ただ画像だけで

すね、こちらのほうのＣＤという形になると思うの

ですけれども、それを素材としてつくろうという考

えでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） いいですか岡本委員。 

 １１番今村委員。 

〇１１番（今村辰義君） １６５ページの臨時駐車

場の件でございます。 

 その前に、ぜひ、私も去年、いっぱいパンフレッ

トをもらって帰省したときに、非常に観光協会のパ

ンフレットが人気ありましたのでよろしくお願いし

ます。 

 資料３４、１６５ページです。町長にも何回かお

聞きしている話なのですけれども、今年度２５年度

も予算として計上されております。いつまでこれを

やっていくのかという話なのです。新たに自前の駐

車場、公共的な駐車場を取得するような動きもあわ

せて２５年度はやっていくのかというところをまず

お聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田満君） １１番今村委員の日

の出公園の臨時駐車場の関連についての御質問にお

答えをさせていただきます。 

 基本的には、私どものほうでまず管轄してござい

ます四季彩まつりという大きなイベント、それから

雪まつりという二つのイベントに対応した形の中で

それぞれ東町の旧自衛隊官舎の跡地を臨時駐車場と

して国のほうから借りた形の中で今運営をさせてい

ただいております。基本的にはそういう形の中で、

２５年度においても借地料を払いながら必要な部分

だけを借りた形の中で、臨時駐車場として対応を

図っていく考えであります。 

 ただ、公園の附属施設としての駐車場等々につい

ては、私どものほうではなかなか答えづらい部分が

ございますので、基本的にはイベントに対応する形

の中で今進めさせていただいているということで御

理解いただければと思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員 

〇１１番（今村辰義君） 課長サイドで答えられな

かったら、こちらサイドで答えると思うのですけれ

どもね。 

 ２３年度と２４年度の予算の経費の合計を見る

と、若干、事業費等の分が削られていますからない

ですよね。しかし、２４年度以降、多分、同じほど

経費がかかっていくと思われるのですよ。というこ

とは、何回もこれも言っていますけれども、１０年

もたてば１,０００万円になるわけ。このままずる

ずるといくのか、あるいは並行的に新たな駐車場を

設ける方策をやっているのかというお話なのです

よ。そこのところを、ひとつお話を聞かせていただ

きたいなというように思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） １１番今村委員の御質問

に、私のほうからまずお答えをさせていただきたい
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と思います。 

 この日の出公園の臨時駐車場の関係につきまして

は、この間、町長も何回か発言の機会があったかと

思いますが、町長の考え方は臨時駐車場が要るとい

うことを前提に、今、借地をしながらそういう機能

を発揮していますし、恒久的にも町長の考え方は今

現在変わってないというふうに我々も認識を持って

いるところであります。 

 昨年暮れに観光振興計画ができまして、今現在、

町の観光入り込み客数の総数については６０万台に

落ち込んでございますので、それを以前からそうで

ございますけれども、１００万台にしたいという、

その志は高く持って、その実現を目標に精神的には

やっているところでございます。 

 御案内のとおり、この振興計画に基づいて、この

２５年度の予算の中で大分新たな取り組みもありま

すので、そういう意味では、我々行政が守備範囲と

して公共施設のそういう過去の姿を見ていると、日

の出公園なり、特に観光的な要素として位置づけさ

れている見晴台、それから少し性格は違いますけれ

ども島津公園についても非常に利用の間口が広がっ

ているということでございますので、もちろん十勝

岳温泉の吹上温泉、これについては振興公社に管理

委託をお願いしてございますが、そういう行政が守

備範囲の中でしっかり入り込み客数を上げていくと

いうことについては、本来の行政としての任務であ

ります。 

 それとあわせて、民間の方と協働しながら総数を

どうやって上げるかについては、これは非常に共通

する課題でございますので、まず我々行政がそうい

う立ち位置にあるとすれば、そういう受け皿の一つ

に日の出公園についての発揮する機能としての位置

づけについては、町長の考え方をいつ機動したらい

いのかという、そういう受けとめ方を私もそばにい

て認識しているところでございますので、認識論で

しか申し上げられませんけれども、そういう認識を

持って事に当たっている次第でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

〇１１番（今村辰義君） 最初と最後のほうでしょ

ようね、多分、日の出山の話はですね。町長の考え

方の認識を今持っていると、それを具現していかな

ければいけない。ずるずるだったら、あっという間

に時間が来てしまいますよ。だから、絶えず物事は

先行的にやる、並行的にやっていかなければいけな

いと思うのです。ぜひそこをやってほしいと思いま

す。 

 また、前回、覚えていますよ、平成２０年の３月

の１回目の定例会で否決されましたよね。そのとき

の議員もいろいろいたわけですよ。起立は賛成しか

立たないでしょう。だからいろいろな議員がいたわ

け。だからそこら辺も考えて、もっとそこら辺のな

ぜというところをよく分析されて、問題点を発見し

ていけば大丈夫だと私は思っています。だから、ぜ

ひそこはやっていって、私はやらなければいけない

と思っています。町長の考え方はどうなのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 今村委員の御質問にお答え

させていただきます。 

 副町長からお答えさせていただきましたように、

認識は一つも私はぶれていないつもりであります

し、必要性も今村委員がおっしゃるとおりだと思っ

ております。しかし、そういう皆さん方と協議をす

るタイミングがいつかということは、今、私の胸の

中でいろいろ思いをめぐらせてと。ですけれども、

考え方として今村委員と変わるところはないという

ことを現時点では御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １４５ページの農産物加工

実習施設管理費のところでございます。資料３７い

ただいております。 

 それで、１０年前の利用者２,７４０人で、２４

年度は６８１人ということで４分の１ぐらいに減っ

ているものですから、ちょっと利用されている方に

聞きましたら管理人がいらっしゃらないと。それ

で、役場に行って鍵を預かって、そして加工場に行

きまして、そこであけまして、それからパンの加工

とかするということで、終わったら終わった時間、

その借りている時間内でお掃除もしなければいけな

いと。それで、使用料が大変高いと。５月から１０

月が１時間７００円、それから１１月から４月まで

は１時間９１０円と大変高いので、物をつくります

のでやはり３時間ぐらいかかるらしいのです。そう

すると２,７３０円ぐらいかかると。そしてお掃除

もして帰らなければいけないので、そのお掃除は後

にしていますと延長料がかかるということで、そう

いった面で昔のように、昔、農家の主婦の方なんか

からお豆腐のつくり方だとか、漬け物だとか、いろ

いろなものを教わって、そしてできた物をみんなで

和気あいあいとしながら、おしゃべりをしながら、

そういう余裕があったらしいのですね。 

 平成１８年にここ、公共料金の見直しということ

で、前は１回５０円ぐらいだったものですから、こ

の表を見ますとやっぱり１８年ぐらいからがたっ

と、今は６８１人ですか、２月現在でですね。その

施設も管理人さんがいらっしゃらないので、自分た

ちで使った後、お掃除をしてくるだけなので、余り

きれいでないというようなことも言っているのです
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よね。だから、そういったことで、使用料が高いと

いうのも一つのあれかと思うのですけれども、今後

において、ここの使用料というのはどうなのでしょ

うか、どういうふうにお考えになりますでしょう

か、ちょっとお尋ねしたい。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田満君） ３番村上委員の農産

物加工実習施設の御質問にお答えをさせていただき

たいと思います。 

 この施設自体は平成６年に開設しまして、平成１

８年に委員御発言のとおり、料金は減免しながら一

応利用していただいておりますけれども、１８年の

４月には８割程度の使用料金をいただいて、さらに

ちょっと年月が明確でないのですが、２０年ころ

だったと思いますけれども、５割減免に料金を抑え

ながら今のところ進めております。 

 ただ、正直言って、受益者の負担という形の原則

の中で、当然、利用者の方々にはそういう実費相当

分を御負担いただきながらこの施設の運営に当たっ

ているわけですので、もう一つは、委員御発言のと

おり管理人も置いてない状況の中で、当然、皆さん

に気持ちよく使っていただきたいと。それはあくま

で利用した方々たちが、次の人のためにきちんと清

掃しながらこの施設自体を維持していくという、そ

ういうコンセプト自体は、私どもは変えているつも

りもございません。 

 ただ、これがその料金だけが使用するのが減に

なった要因、委員御指摘のとおり一つの要因には

なっているかもしれませんけれども、これが全て料

金いただいているから利用が減ったというふうな認

識は、ちょっと私どものほうもなかなか持ちづらい

部分がございますので、御理解いただきたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 私は、ここも必要な施設で

はないかなというふうに考えておりますので、やっ

ぱり利用者の皆さん方の意見をよく聞いていただい

て、そして昔のような場所になるような、考えまし

たらいろいろできると思いますので、そういったこ

とをやっていただきたいと思います。利用者の意見

をよく聞いていただきましてやっていただくと、私

はまた昔のような状態が戻ってくるかと思っており

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田満君） ３番村上委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

 今、委員御発言のとおり、また利用者の方々とも

十分協議をさせていただきながら、どういうところ

が使いづらいとか、どういうところが使いやすいだ

とか、そういうものも踏まえながら今後の運営に当

たっていきたいと思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １４５ページの農業後継者

対策にかかわるところなのですけれども、昨年、新

規就農者の予算と、それから農業後継就業者という

ことで分かれていますが、今年度、担い手サポート

ということで一本化になっているのですけれども、

これは何名ぐらいの後継者を想定され、どういう内

容でこれらは補助としてあるのかを教えてくださ

い。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田満君） ５番金子委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

 担い手サポート奨励事業、これも実は農業後継者

への補助でございます。委員御承知のとおり、月２

万円を２年間助成するという形で、平成２５年度の

予定については今のところ６名を予定してございま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

〇１１番（今村辰義君） １６７ページの千望峠の

広場の管理のところでございます。 

 千望峠そのものは道のほうで管理しているわけで

ございますけれども、ここに管理費が計上されてお

り、町でも関与しているということで質問したいの

ですが、１年前にも言ったのですけれども、あそこ

の木で組んだやぐらというのですか、２段目の一番

高いところ、梨だとか栗だとかいろいろなっている

ころです。あそこに木で組んだやぐらがあって、展

望台みたいになっていますよね。あそこ、立ち入り

禁止なっています。前回言ってからまた１年たって

もまだなっている。今、雪があるからちょっとわか

らないところがあるのですけれども、去年の秋まで

は間違いなくそうなっていましたよね。 

 道にこういう現状を知らせていると思うのですけ

れども、そういったところが道は何と、いつごろ直

そうと言っているのかどうなのか。あるいは、道に

そういった要請をしているのかどうかという話にさ

かのぼるかもしれませんけれども、いつごろになっ

たら直るのか、わかれば教えていただきたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） １１番今村委員の

千望峠の展望台の施設の御質問にお答えいたしま

す。 

 昨年の議会中で何人かの委員さんからも話題とし

て提供いただいて、すぐ北海道のほうに連絡をいた

しました。北海道では、危険だということで一時封

鎖しておりましたけれども、改修するか撤去するか
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ということで何か対応を図るということで、２５年

度の供用時期には改善されているということを連絡

いただいております。ですから、使い始めには何ら

かの改善がなされていると承知しております。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

〇１１番（今村辰義君） 改善というんですか、撤

去する、撤去した後にまたつくるのですか。それは

全くなくなるのだったら、もう解約ではないです

か。それはやっぱり町としては、あれを危なくて撤

去するのであれば、また違ったものを建ててもらわ

ないといけないなと思うのですけれども、そこが

ちょっとわかりませんでしたので。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） 今村委員の再度の

御質問にお答えいたします。 

 去年の話した時点では、撤去か改築かということ

だったのですけれども、今、担当主幹に確認しまし

たら、改修ということで危険部分を改修して同じよ

うな形で使えるという状況が現在進行しているとい

うことでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） １６５ページの十勝岳観光

協会の運営補助に関連して質問させていただきま

す。 

 予特の資料３０番、この中で誘致事業費というこ

とで事業費が出ております。その中で、特別キャン

ペーンということで、昨年は９０万のうちの１００

％以内補助のうちの４０万円補助をしております。

しかし、今年度は１４４万５,０００円ということ

で満額補助の対象になっております。したがって、

昨年のキャンペーンと、それからことしのキャン

ペーンが、特にこの１５４万５,０００円の満額と

いうことの内容でございますので、その内容等につ

いてお尋ねをいたしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山悟君） 中村委員の御質問

にお答えいたします。 

 観光協会補助の誘致事業費の２５年度の事業内容

でございますけれども、大きく変わる部分が、東京

駅が新しくなったという部分での首都圏プロモー

ションが一つ、あと、津との交流がございまして、

津のイベント云々の中で上富良野町のＰＲがちょっ

と不足しているという部分で、津市を中心とした関

西方面へのプロモーションが大きくふえている部分

でございます。 

 あと、サッポロビールが主催している恵比寿の本

社で、北の大収穫祭というものがあるのですけれど

も、これが今、代々木のほうで北海食堂ということ

で、食を中心としたイベントのほうに今まで継続し

て参加していました北の大収穫祭というイベントが

中に組み込まれることになったわけでございます。

その部分が、どうしてもテナントブース料が高くな

りましたので、その部分が新しくふえているという

ところでございます。 

 大きくは、首都圏プロモーション、あと関西方

面、津市へのプロモーション、そして９月の下旬ぐ

らいにやっていました北の大収穫祭が大きなイベン

トになったそのテナントの増ということでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） それでは、その今言われた

事業費の概算の１５４万５,０００円の中身につい

て、ちょっと確認したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山悟君） 誘致事業の内訳で

よろしいでしょうか。今、計画している部分で、誘

致事業の事業費ということでございます。 

 既存の十勝岳山開きの雇用キャンペーンとか、上

富良野協会のホームページの部分、これも誘致費の

中に入っていまして、そこで５８万円という事業費

になってございます。あと、上かみふらのフォトコ

ンテスト、この２月にことしの分は終わったわけな

のですけれども、その経費の部分で１６万円、あと

首都圏プロモーション、東京と津のほうの関西方面

プロモーションのほうで８０万円、そして今まで出

ていた北の大収穫祭が北海道食堂ｉｎ代々木という

形に変わりますけれども、こちらのほうに７４万

５,０００円、あと観光ホスピタリティの向上事業

ということで１０万円ということで、事業費のほう

でなっているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 今言う北の大収穫祭７４万

円、首都プロモーションが８０万円、そうしたら５

８万円の中にはそれらが入っているのか。トータル

でいったら、今度、合わないのだわ、数字。１５４

万５,０００円にならないのだわ。２１４万円ぐら

いになる、今の数字を計算していくとだよ。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山悟君） 申しわけございま

せん、ちょっと勘違いをしていまして、誘致事業全

てを言ってしまったということでございます。 

 中村委員御質問の特別キャンペーン１５４万５,
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０００円の内訳ということで、８０万円が首都圏の

東京駅と津を対象としたプロモーションの経費でご

ざいます。７４万５,０００円が今まで参加してい

ました北の大収穫祭、これが「北海道フェアｉｎ

代々木～ザ・北海食道～」という大きなイベントに

かわりましたので、その内訳でございます。８０万

円と７４万５,０００円、合わせまして１５４万５,

０００円という形になります。 

 申しわけございませんでした。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） そうすると、昨年の４０万

円というやつは、当然、観光協会がある面で持ち出

しておられる、総体的に９０万円の予算でしたか

ら。そうすると、昨年の４０万円の使い方はどうい

う内容だったのですか。特に、私は、ことしの予算

との比較の関係でちょっと確認をしたかったので

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山悟君） 申しわけございま

せん。２４年度の今進んでいる事業でございまし

て、ちょっと資料を今持ち合わせておりませんの

で、後ほどお答えいたしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） それでは、首都圏と津と含

めて８０万円ということですけれども、首都圏の関

係と津とは別な形で実施されるのですか。合わせて

８０万円と言われたのですけれども、その点ちょっ

と確認したのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山悟君） 首都圏プロモー

ションと関西方面の津のプロモーションですけれど

も、基本、首都圏に２回行くことになりますので、

首都圏のプロモーションに合わせて、その行程の中

で津のほうに出向いていってプロモーションをした

いということで、今、計画を練っているところでご

ざいます。別々の日程ではなくて、首都圏のプロ

モーションがロングランでございますので、その中

のどちらか津との調整が必要なのですけれども、そ

の首都圏の期間に合わせて津のほうに飛行機ではな

くて、新幹線等で移動してプロモーションをやると

いう計画で今進めているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） わかりました。 

 それで、津との交流ということで、姉妹都市で人

的な交流を毎年やっております。したがって、それ

らをもうちょっと物産的な観光的な面も含めて、や

はり具体的にしていかないと何か姉妹提携でやって

いて、一過性で行ってきた、帰ってきた、報告書を

出して終わり。子どもたちは若干いろいろな思い出

は残るかもしれないけれども、現実にこれを具体的

なものにしていかないとだめではないかという気が

するのですね。 

 以前、津の体育協会から上富良野の体育協会に来

ていろいろ交流をやったけれども、津の体育協会の

施設人員と上富良野では雲泥の差があって、非常に

困難性をきわめたのは事実でございます。私も昨年

の４月に津へ行ってまいりましたけれども、やはり

人的な交流、向こうの一身田の学校の校下のＰＴＡ

の会長さんがおいでになって、ぜひいろいろな交

流、物面の交流もぜひやっていただければ、我々も

それなりに協力はしたいというような意見がござい

ました。 

 したがって、今、教育委員会主体のことではなく

て、もうちょっと観光的な産業振興等も含めて、そ

ういう交流ができないか。今、道内の各地でも港町

と農産物のあるところと交流をするとか、いろいろ

な経過があります。確かに非常に距離的には離れて

いますから、そういう点では輸送費だとかいろいろ

な面ではかかるかもしれませんけれども、何かそう

いうような交流があってもいいのではないかという

気がしますけれども、その点はいかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田満君） ７番中村委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

 今、委員御質問の中の津のキャンペーンそのもの

自体も、今、私どものほうでは、今までの人的交流

のみならず、今後においてはそういう物産交流等々

も行えればという、一つ大きな狙いを持ちながら今

回キャンペーンを図っていこうと思っています。 

 ただ、物産交流そのもの自体が成立するかどうか

については今後の大きな課題でありますけれども、

相手は３０万都市でありますし、私どもの町は１万

２,０００人弱の町でございます。そういう意味の

中で、お互いの流通自体が可能かどうかも含めて、

今後そういう形の中では、今回のキャンペーンもそ

ういう上富良野の物産を大きくＰＲできればという

ことで、今、観光協会とも話を進めさせていただい

ております。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １４７ページの演習場周辺

農業施設助成に係ることで、ちょっと内容をお聞き

したいのですが、いただきました資料の中にもあり

ますように、今年度８,３００万円ですか、真空播

種１６、ハーベスト１、自走ハーベスト４台となっ
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ておりますが、これらは全て上富良野町の中の農業

者が使うということで確認してよろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹、答

弁。 

○農業振興班主幹（辻剛君） ５番金子委員の御質

問にお答えいたします。 

 全て町内の農業者さんが使っているということに

なってございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） それではお聞きしますが、

これは何名でこの１６台、それから３台、４台と

諸々ありますけれども、戸数でいうと何戸になるの

ですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹、答

弁。 

○農業振興班主幹（辻剛君） ５番金子委員の御質

問にお答えいたします。 

 何名で利用というよりも、要するに対象作物を決

めて機械を導入してございますので、その対象作物

をつくっている方が全て農業機械利用の対象者とい

うところで組み立てをしてございます。 

 例を挙げますと、平成２５年におきましては、例

えばバレイショに関する機械であれば、バレイショ

をつくっている農家さんが５３戸ということであれ

ば、５３戸の方が受益者。ただ、台数が複数台あり

ますので、その５３戸の農家さんの中で使う機械を

決めて、配置して利用いただいているということに

なります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） おおむねで構わないのです

けれども、今年度、２５年度この対象事業として買

う、それぞれ使う機械のその面積、対象になる作付

面積というのはどれぐらいになるか教えてくださ

い。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹、答

弁。 

○農業振興班主幹（辻剛君） ５番金子委員の御質

問にお答えいたしますが、今ちょっと手持ちに面積

の資料がございませんが、対象戸数といたしまして

は、バレイショのハーベストにつきましては５３

戸、大豆の機械につきましては真空播種機になるの

ですけれども、こちらについては１０７戸、デント

コーンにつきましては２１戸、あと、スイートコー

ンのハーベストにつきましては７２戸の農家の方の

耕作面積が対象ということになります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 面積については後ほどで構

わないのでよろしいのですけれども、基本的にこう

いった事業というのはずっと毎年毎年いろいろ更新

していきながら新しい機械を買っていると思うので

すけれども、それらの計画性といいますか、例えば

今年度はこれを買うよ、次年度はこれを買うよとか

という、ある程度、年次的な５カ年とか中長期の計

画というのはお持ちでいらっしゃるのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹、答

弁。 

○農業振興班主幹（辻剛君） ５番金子委員の御質

問にお答えしますが、向こう３年ほどの計画をつく

りながら、当然これからの事業予定ということで防

衛局のほうにお示しをしている段階ではございます

が、向こう３年間どういう機械が入るか、既にそう

いう形で概要はお伝えはしてあるのですけれども、

今ちょっと手持ちがございませんので、後ほどま

た。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） あわせて、ここで聞くのが

いいのかどうかちょっとわからないのですけれど

も、今回、ＴＰＰの問題とかもありますけれども、

それら例えば上富良野の全体が７,０００ヘクター

ルだとかとありますけれども、それらに今協定が結

ばれことによって、例えば損出するとか、耕作がで

きなくなるとかという、そういった農家の面積で

あったり、概要であったりとかというのは農業委員

会として押さえていらっしゃるのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田満君） ５番金子委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

 私どものほうでは、概略ではございますけれど

も、農業影響額という形の中で御理解をいただけれ

ばと思っていますけれども、私どもの押さえている

のは北海道で約２兆円程度、それからふらの農協管

内で約４,５００億円程度だったと思いますが、そ

ういう形の中で影響額が出るだろうということでは

押さえさせていただいております。 

 ただ、上富良野町単体でのそういう影響額等につ

いては押さえていないので、御理解いただきたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ７款の１６１ページ、新規

の人材アカデミー事業のところですけれども、予算

の説明書の４２ページ、ここのところで講師の謝礼

が８０万円、それから旅費が７万２,０００円、そ

れから普通旅費が１万４,０００円、需用費が５万

円、役務費が４万９,０００円で、合わせて積算で

は９８万５,０００円となっております。 
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 それで、予算書では普通旅費のところ１万４,０

００円と積算ではなっているのですけれども、ここ

が３４万４,０００円、それから特別旅費で４０万

３,０００円と。地場産品の普及推進事業負担が１

００万円ですので、この積算の９８万５,０００円

と１００万円を足しますと１９８万５,０００円に

なると思うのですけれども、この特別旅費と普通旅

費の３４万４,０００円のところ、積算では１万４,

０００円見ているわけです。そうすると、この３３

万円と４０万３,０００円、７３万３,０００円のこ

の違いというのはどういうことなのでしょうか。

ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山悟君） ３番村上委員の御

質問にお答えいたします。 

 人材アカデミー事業関係の経費の積算だと思いま

すけれども、旅費の費用弁償、普通旅費、特別旅費

の中に共通資料でお示ししました人材アカデミー経

費の旅費の部分が内数として入っております。 

 この数字が大きい部分の理由なのですけれども、

こちらのほうは商工一般管理費の中に中小企業の説

明会とか札幌大通りのビアガーデン、札幌オータム

フェスト、企業訪問等々の予算が中に入っておりま

して、純粋な部分の人材アカデミーに関する経費に

つきましては、旅費、需用費、この内数の中で共通

資料でお示ししているということで御理解願いたい

と思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） それでありましたら、せっ

かくこの補足説明資料をつけていただいているわけ

ですので、もう少しわかりやすく、そういうものが

入っているというのでしたら積算のときにそうすべ

きであって、こういうわかりにくい、せっかくつけ

ていただいた説明資料なのですけれども、その点は

また今後考えていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山悟君） 予算編成の過程

で、旅費、需用費につきましては、申しわけござい

ませんけれどもルールで、費用弁償、普通弁償、特

別旅費とか、需用費でしたら消耗品とか光熱水費と

かという形で全部含まれる表示になっておりまし

て、それではわかりづらいとうことで、今回、補足

説明資料で純粋なる人材育成アカデミーにかかる経

費という部分を資料として提出しているところでご

ざいます。 

 予算書では、人材アカデミー経費にかかる部分だ

け特記して、この部分だけ、ほかの款項目もそうな

のですけれども、外に出して表示するということが

ちょっと困難でございますので御理解願いたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員よろしい

ですか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 関連で質問させていただき

ます。 

 人材育成という形で、これからの中核的なリー

ダーを育てるという趣旨という形で予算づけがされ

ているかというふうに思います。これも恐らく観光

の産業の再生とあわせて、町の再生も含めたそうい

う目的の予算かというふうに思います。 

 そういう、今回組まれた思いというのはどういっ

たところにあったのかということを、もう一度確認

しておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田満君） ４番米沢委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

 特に人材育成そのもの、なぜ必要かの話になろう

かと思いますが、当然、委員も御存じのように、上

富良野町の産業そのもの自体が、それぞれ農業にし

ても商工業にしても、そんな大きな伸びがない中

で、今、推移をしています。特にもう一つは、さき

に委員さんの中からも一般質問がございましたよう

に、町のそれぞれの産業、農業者に限らず商業者に

おいても後継者の不足がまず大きな課題として捉え

られております。 

 そういった中で、ただ不足とはいいながら、それ

ぞれ後継者なり若い方が育ってきております。そう

した中で、町としましても、そういう方々にもっと

スキルを上げていただきたい、あるいはそういう中

からまちづくり、あるいは産業づくり等への大きな

意欲を持っていただきたい、そういう思いが今回大

きくありまして、そういう形の人材育成、行政がこ

れをいきなりしたから、では１が３になるのか５に

なるのかについてはそれぞれの資質によろうかと思

いますけれども、基本的にはそういう形の中で、行

政もそういうスキルアップのお手伝いをしていきた

いというのが大きな目的であります。 

 そうした中で、単純に１年で終わらせることなく

継続性を持ちながら、それぞれお互いに勉強した

り、交流をしたり、そういう情報交換ができるよう

な、今はだんだんそういうネットワーク的なものが

薄れてきております。そういうものも含めて、今回

こういう事業の形の中で仲間づくりから始まって、

仲間の中でまた町の発展、町の活性化を目指してい

ければということで、今回計画をしております。 
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○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 確かに、こういった人材育

成というのは、すぐにこういった教育を受け、ま

た、学んだからといって伸びるものではありません

が、ただ自分自身の自己の意識の中に新しい変化を

つくり出すという点では、やはり的を射た施策に

なっているのかなというふうに思います。 

 例えば、ここにすぐどうとかこうとかというもの

ではありませんが、どの段階まで学べるのか、例え

ば起業家を目指したいという場合は、そこに争点を

当てたものの、いわゆる講師、あるいはそれに対し

たものがテーマとして設定されるのかなどなど、い

ろいろなテーマの設定の仕方があるのかなというふ

うに思いますが、ただ交流も含めて、そういう中か

ら他の視察先進的な場所の研修なども含まれており

ますから、そういうものを通じて自己を体験して、

新たにまたステップアップしていこうというような

狙いかと思いますが、この点、確認をしておきたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田満君） ４番米沢委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

 委員御発言のとおり、当然段階を経ながら、いき

なり、ではまちづくりについて語りましょうという

形にはならないと思っています。そうした中では、

私どものほうで考えているのは、手始めに、まず、

まちづくりに若い世代を目覚めていただきたいとい

うのが大きな狙いであります。そうした意味も含め

て、２５年度においては講演会を２回程度開催した

いなと。特に、その中で、そういう若者の注意、興

味、そういうものを引くような講師を選びながら、

何とかそういう形をとってきていただいて、何とか

しなければならないみたいな、そういう形を持ちな

がら若者の意識をまず変えていきたい。その中で、

今度は自分たちでやってみたいという、そういう意

識が芽生えた方々、そういう方々を我々は目指して

いるのですけれども、そういう方々を集めた形の中

で上富良野町の課題ですとか、それから今後の上富

良野町が目指すべきものだとか、そういうものも含

めながら勉強する機会を得て、最終的には、そうい

うまちづくりへの企画参画も含めた形でリーダー的

になっていただく、そういう青年層を目指していき

たいなというふうに考えてございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 大枠でわかりました。 

 次にお伺いしたいのは、同じ１６１ページの地場

産品の普及事業費負担という形で１００万円計上を

されておりますが、この項目等についてお伺いして

おきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山悟君） 米沢委員の御質問

にお答えします。 

 質問にございました地場産品普及推進事業１００

万円の内訳でございますけれども、地産地消推進協

議会への負担金が２０万円というところと、プレミ

アムビール四季彩実行委員会のほうに８０万円とい

う内訳で、合計１００万円ということでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） プレミアムビールという形

で、これは中町でやっていることかというふうに思

いますが、ああいう事業については、この間も論議

ありましたけれども、町のお手伝いはいいと思うの

ですが、主力になってやるのではなくて、もう既に

手を離れてそういう段階で進めた部分もあっていい

のかなというふうに思います。やはり、そういった

部分を町が支援するという形の他の事業も展開でき

るわけですから、そういう意味で、もっと変わった

支援の仕方というのはあると思いますが、この点ど

うでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田満君） ４番米沢委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

 まず、プレミアムビールの事業の関連かと思いま

すが、まずこの事業そのもの自体は委員も既に御存

じのように実行委員会形式をとっていただいて、当

然、住民の方が実行委員長になっていただきなが

ら、その方を中心に基本的には運営をしてございま

す。そうした中で、町としても、我々、「まるごと

かみふらのプレミアムビール」と言っているのです

けれども、そのビール自体が一般のビールとの価格

差がまだ大き過ぎる部分がございます。ただ、そう

いう意味の中での助成部分については、町も最終的

には切り離していくことを大きな目途としてござい

ますけれども、なかなかそこまでに段階が必要に

なってくるということで御理解をいただきたいなと

思っておりますが、ただ、このビールそのもの自体

が、本当に今、上富良野に来なければ飲めない、上

富良野でしか手に入らないという大きなツールに

なってございます。そういう意味も含めて、今まで

は歴史を見ると、当然、生ビールのたるビールだけ

を販売していたものを、発展的に小さな瓶ビールを

作製しながら、それを今度、観光土産、あるいは対

外へのお土産等々への活用も図られて、実はこの瓶

ビールの部分については価格補填もしていないと思

います。そういう意味も含めて、ちょっと高いビー
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ルにはなりますけれども、ただ高いビールになりな

がらも、なかなか評判がよくて、昨年は１,０００

本程度作製して、コンビニですとか町の酒屋さんで

取り扱っていただいたのですけれども、もう売れ行

きはよすぎまして、あっという間になくなったとい

う状況がございます。 

 そういう意味も含めて、２５年度もその瓶の部分

をもうちょっとふやしながら、今までの狙いは飲食

店で活用していただくのは大きな目的としていたの

ですけれども、そこの部分は少し縮小する形になる

かもしれませんけれども、基本的には瓶のほうをも

うちょっとふやせればなと思いながら、今、事業を

進めようとしております。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そうしますと、今回のチラ

シなんかにも入ってきまして、瓶ビールという形で

予約先行型ということで入ってきていまして、あれ

も一つの方法でいいのだと思います。やはり、こう

いった上富良野の一つのシンボル的なものという形

で、特色を生かした、ホップを生かした上富良野

ビール、瓶ビールという形で普及されている点でい

いと思いますが、これは可能かどうかわかりません

が、缶ビールというのは、可能性としてよく一般的

にサッポロビールだとかが上富良野のホップを使っ

ただとか、あそこをうまくのせてもらって、また缶

ビールと二つの商品販売するというのは難しい面も

あるのかもしれませんけれども、そういう可能性と

いうのはないのか、お伺いしておきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹、答

弁。 

○農業振興班主幹（辻剛君） ４番米沢委員のただ

いまの御質問にお答えさせていただきます。 

 町民の皆さんにいっぱい買ってはいただいている

のですけれども、残念ながら製造量というのが年間

決まっておりまして、昨年でも全てのビール関連の

活動を含めまして２,７００リットル。基本的には

一釜２,０００リッターなので、それぐらいが通常

の醸造量になります。その量しかつくれないという

ことになりますと、缶はやはりラインに乗るぐらい

の大量の製造が必要になりますので、１００％無理

だと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ６款の１４９ページ、畜産

担い手総合整備型事業のところでちょっとお尋ねし

たいと思います。 

 これは１１戸でしたか、何年か前にもこういった

事業をやったのではないかという気がしているので

すけれども、これのまた二次的な考えのあれなので

しょうか。それと、国と道からの補助があるという

ことでしたけれども、条例を策定するということ

は、この畜産業の方も負担というのがあるというこ

となのでしょうか。ちょっとその点、お伺いしたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹、答

弁。 

○農業振興班主幹（辻剛君） ３番村上委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

 前回も平成２２年度までやりましたが、またそれ

とは別立てということになってございます。今回、

徴収に関する条例も上げさせていただいております

が、この事業の財源構成が国から５０％来て、あと

は受益者さんの負担というのが、今、基本でござい

ます。 

 ただ、道のほうから、前回も上乗せの補助が、助

成があったのですけれども、多分、今回も草地整

備、施設は該当にならないのですけれども、草地整

備のほうについては道の上乗せ助成が行われるとい

うことでございますので、今回については道の助成

も入れまして、国と道と受益者さんの負担構造とい

うことになってございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） その１１戸の畜産業の方と

はいろいろ話をされていると思うのですけれども、

乳製品なんかも今はＴＰＰの問題でなっているとこ

ろでございまして、その畜産業の方の負担というの

は、大体話し合いとしては進んでいくのでしょう

か、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹、答

弁。 

○農業振興班主幹（辻剛君） ３番村上委員の御質

問にお答えさせていただきますが、事業を要望する

段階で、当然、受益者の方とお話をする中で負担の

あり方、それも全て照会をさせていただいて、了解

済みで要望を上げて事業採択を受けてございますの

で、間違いなく受益者さんから負担をいただいて費

用を払うとうことになります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ９番岩崎委員。 

〇９番（岩崎治男君） １４９ページの農業振興費

の中の環境保全型の農業直接支払対策費ですけれど

も４４９万円、これは昨年は５１０万円ぐらいで７

６万円程度減額になっているのです。この要因とい

うか、内訳についてお尋ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹、答



― 66 ― 

弁。 

○農業振興班主幹（辻剛君） この事業につきまし

ては、事業の対象要件を満たした農地、それに耕作

をした農業者の方にお支払いをするものでございま

すので、実績によってこの金額というのは変わって

くるということになってございますので、２４年度

のそういう実績を勘案いたしまして、２５年度予算

措置をしてございますので、そういう予算の変動と

いうのは実態に応じてあり得る事業であるというこ

とで御理解ください。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

〇９番（岩崎治男君） この内容ですけれども、２

５年度においては新しい計画なんかは持っておられ

るのかどうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹、答

弁。 

○農業振興班主幹（辻剛君） ９番岩崎委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

 今回、政権がかわりまして、２４年と２５年、こ

の事業につきましては内容について多少変わってい

るというか、単価が変更されている部分がございま

すけれども、基本的な制度につきましては何ら今ま

でと変わっていない形で、平成２５年度も実施され

るということになってございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

〇９番（岩崎治男君） 承知しました。 

 次に行っていいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 関連ありませんか。 

 よろしいですよ、関連ないようですから。 

 ９番岩崎委員。 

〇９番（岩崎治男君） 同じページの農業振興費の

中の農業者の戸別補償制度なのですけれども、これ

については逆にふえているのですね、昨年から見る

と。この要因についても聞いておきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹、答

弁。 

○農業振興班主幹（辻剛君） ９番岩崎委員の御質

問にお答えさせていただきますが、農業者戸別所得

補償制度推進費でよろしいでしょうか。（「はい」

と呼ぶ者あり）。 

 こちらのほうにつきましては、町と農協で再生協

議会のところでこの戸別補償、今度は経営安定対策

になりますが、そちらのほうの事務を行っておりま

して、その事務費にかかわるものでございますの

で、それで２４年度の事務費の進捗状況を勘案いた

しまして、２５年度はこれが必要ということで計上

させていただいでございますので、これも増減が多

少ある性質の予算ということで御理解いただきたい

と思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） １６１ページ、先ほどの関

連の地場産品の普及費の関係なのですが、１００万

円のうちの２０万円と８０万円の内容はわかりまし

た。ただ、資料の３３番、プレミアムビールの「ま

るごとかみふらの」収支決算書の平成２４年度の実

績が出ております。 

 たまたま平成２３年度は、町でこれに対しては１

１０万円、そして差し引き繰越金が１７万５,５７

９円出ております。２４年度は町から８０万円出し

て、今度は差し引き３０万２,５７１円という繰越

金の差額が出ています。恐らくこの２４年度のやつ

の収支決算書という頭がありますけれども、中身の

予算額が、これは決算額だろうと思いますけれど

も、そうすると、３０万二千何ぼも繰越金があるの

であれば、この８０万円ももう少し減額していって

もいいのではないかと。言うなれば、２３年度から

２４年度、１１０万円から８０万円に減額しており

ます。それらの経過を含めていけば、やはりできる

だけ自主的にやるものと町が応援するものというこ

とで、３０万２,０００円も繰越金があるのであれ

ば、もうちょっと減額してもいいのではないかとい

う気がしますけれども、その経過等を含めてちょっ

とお尋ねをいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹、答

弁。 

○農業振興班主幹（辻剛君） ７番中村委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

 確かに繰越金が増えている中で、同じ助成額とい

う部分では実行委員会の中でも話をしているところ

でございます。 

 ただ、昨年、飲食を扱う事業所で扱っていただく

たるビールなのですけれども、２３年度までは通常

のビールと同じ価格になる程度まで助成金を出して

いたのですが、２４年からはその分、助成の割合を

大体３分の１ぐらい減額してございます。ですか

ら、通常のビールより結果的には２割から２割５分

程度高いということになりましたが、その分、助成

額的には下がったのですけれども、当然そうなりま

すと高くなりますので、注文数がちょっと減ったと

いう結果になりました。 

 その結果、繰越金という形が多く出てきたのかな

というふうに思ってございますが、まだ価格を変え

て昨年については１年ということで、ことしは昨年

同様の助成額という形でいきますので、その動向を
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見ながら、今後こういう状態が続くのであれば、当

然、助成額を減らしていただくというようなことも

検討させていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） わかりました。 

 ただ、２３年度の、極端に言えば事務費が８万

４,０００円、今度は、２４年は１４万円なので

す。やっぱり、もう少し中身の精査をして、今言う

補助金等も含めて、基本的に２６年度については十

分見直し等も含めて検討していただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

〇１番（佐川典子君） １６３ページの商工会運営

費の中でお尋ねしたいと思います。 

 駐車場の件なのですが、商工会の隣に、セントラ

ルプラザの隣に駐車場がございますが、いつも満杯

状態なのです。それで、３年も前に、私、個人的に

副町長さんと、そういう実態があるということでお

話をさせていただいた経緯がございます。 

 まず、商工会のほうから、その駐車場の件に対す

る何か要望というか、そういうものは出ているかど

うかちょっと教えていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田満君） １番佐川委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

 セントラルプラザの横の駐車場、コミュニティー

広場の駐車場になるかと思いますが、基本的にま

ず、商工会のほうから駐車場が狭いとか、広くして

ほしいとかという要望は来てございません。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

〇１番（佐川典子君） 何年か前に、課長になられ

る前だったかもしれません、事務局長さんが言って

いるはずなのです。 

 それで、それはちょっと別として、商工会の中央

コミュニティー広場の管轄にはなりますけれども、

裏のところが使用頻度がないのですね、芝生の状態

のままで。あそこを少し広げて、職員の方たちにそ

こを使ってもらうと。そういうことをすることに

よって、商工会員やイベントやいろいろな方が使用

するときに不便を感じないような、そういう手だて

を考えていくべきではないかというふうにも話をし

ていたのです。 

 それで、頻度の問題ですけれども、商工会は本当

に毎日人が出入りします。年に何回もいろいろな人

たちが使っています。そこで、毎回みんな駐車でき

なくて困っているのです。先ほども、同じ駐車場の

件で意見を出された委員さんがいらっしゃいました

けれども、年に１回使うものと、やっぱり頻度的に

どっちがどうなのだということがございます。 

 前回の日の出の駐車場は、全員は本当は買いたい

という思いがありましたよね。皆さん賛成だったの

ですけれども、押しなべて簡単に言いますと金額の

問題ですよ。費用対効果だとかそういった部分が

あって、それは町民になかなか賛同が得られないの

ではないかということで否決に至った経緯がござい

ました。やはり利用する人たち、普段から何回も使

用するのですから、こっちのほうがやっぱり私は重

要ではないかというふうに思いますけれども、そこ

ら辺の考えはどういうふうになって、進め方ですよ

ね、そこら辺も伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田満君） １番佐川委員の中央

コミュニティー広場の駐車場の関連ですけれども、

まず、佐川委員御発言のとおり、２年か３年前に要

望は実はございました。ただ、狭いという形の中で

駐車場を拡張してはという話の中では出ています。

その中で、商工会、あるいはあそこを利用しており

ます観光協会、両方の団体と、私どものほうは所管

でございますので協議をさせていただきました。そ

の中で、まず職員の駐車については基本的には線路

の向こう側になりますけれども、あそこに駐車場が

ございますので、職員はまずそちらにとめていただ

きたい。それからもう一点、たしかあのときは観光

協会の作業用のトラックですとかも置いてあったと

思います。その部分については、役場のちょうど車

庫に空きスペースができましたので、有料ではござ

いますけれども、役場の車庫にその公用車を入れる

ようにということで、それぞれ基本的に職員さん

は、逆にあそこに１回来てしまえばもうずっと車は

使いませんので、基本的には職員をまず中央コミュ

ニティー広場のほうにとめていただきたいというこ

とをお話をさせていただいております。その中で、

できる限りスペースをつくった上で、さらに足りな

くなるとかという事態になれば、また町の所管して

いる建設課とも協議をする余地は出てくるのですけ

れども、まず自分たちがそういう意味では駐車場を

あける努力をしていただきたいということで話をさ

せていただいた経緯があるということを、まず御理

解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

〇１番（佐川典子君） 何度も言いますけれども、

やはり必要に駆られているのですよ。特に観光協会

の人たちは、観光客はいろいろなところを見に行き

たいとかということで、時間も決められている中で

の行動をとっているわけです。観光協会の人たち

は、スピーディーに動くために一生懸命されていま



― 68 ― 

すよ。私たちも観光ボランティアをやっていますけ

れども、本当に困ったときに電話をしたらすぐ来て

くれたり、そういったことを考えると、やはり中央

コミュニティー広場の線路を渡って、その次のとこ

ろに行くという動作を考えると、そんなに遠くにと

める、そういう負担をかけてはいけないということ

を感じないといけないと思うのですよ、行政側は。 

 それで、私は提案させていただいたのですけれど

も、セントラルプラザの後ろ側があいているのです

よ。そこを駐車スペースとして何台かとめられるよ

うに考えるべきではないかなということで、以前お

話をしていたのですけれども、今後、スピーディー

な対応をするために、そのセントラルプラザの駐車

場をお借りしている部分を、もう少し広げるという

意味での対応を考えるということはないのかどう

か、そこら辺をもう一回、伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田満君） １番佐川委員の御質

問にお答えさせていただきますが、今のところ、先

ほど言いましたように、まず職員さん、全く通勤に

しか使っていない職員さんの駐車場の利用の仕方

等々を含めて、徹底してできた時点で、またそうい

う部分については所管であります建設水道課とも協

議を進めたいと思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） 先ほど、７番中村委員

の特別キャンペーンについての補足説明をいたさせ

ます。 

 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（深山悟君） 先ほど中村委員の

ほうから、観光協会への補助の２４年度の９０万円

の内訳について、ちょっと答弁が漏れておりました

のでお答えしたいと思います。 

 予特の資料で提出しました９０万円につきまして

は、当初予算の積算する段階での９０万円、それに

対して４０万円、町から補助して、そしてあと残り

が観光協会が自己負担、自己財源でやるというよう

計画でございました。 

 そして、過去もちょっと調べてみたところ、当

初、北の大収穫祭、恵比寿でやる部分が４０万円

と、あと、協会のほうでは新しい事業で、地域に来

たときの二次交通のキャンペーンで、５０万円とい

うことで、合計９０万円を町に対して要望しており

ました。この二次交通については、十勝岳線のバス

が駅に着いてからなかなか温泉旅館に行くまでに観

光客が不便だということで、これをキャンペーンと

して二次交通の負担を協会として５０万円プラスア

ルファでやりたいという。それで、特別キャンペー

ンが恵比寿の４０万円の部分と、この二次交通の５

０万円、９０万円でありましたけれども、補助金の

査定の結果、町としては恵比寿の４０万円のみ補助

対象とするということで４０万円になっておりま

す。二次交通につきましては、そのヒヤリング時点

で話がなくなったと、これは今後の課題だなという

ことで実施はしていないところでございます。です

から、ことし１５７万５,０００円が、たしか１０

０％補助、去年は４０万円、恵比寿のみ、これも１

００％補助ということで、２４年の予算組みをした

ところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 暫時休憩いたします。再開時間を１０時４５分と

いたします。 

────────────────── 

午前１０時２８分 休憩 

午前１０時４５分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を開催いたします。 

 冒頭に、先ほど金子委員からありました演習場周

辺農業用施設設置助成の面積のことについて、補足

説明をいたさせます。 

 農業振興班主幹、答弁。 

○農業振興班主幹（辻剛君） ５番金子委員の御質

問、先ほどお答えできなかった部分につきましてお

答えをさせていただきます。 

 まず平成２５年度導入を予定しております機械の

対象作物と、その対象面積でございますけれども、

バレイショのハーベスターにつきましては、これは

継続で行っておりまして、今年度が最後ということ

で御理解をいただきながら面積をお聞きいただけれ

ばと思います。 

 今回の対象面積でございますが、バレイショに関

しましては１８８ヘクタール、真空播種機、大豆の

分につきましては対象面積は３７４ヘクタール、デ

ントコーンの真空播種機につきましては１５４ヘク

タール、スイートコーンにつきましては８５ヘク

タールが対象面積ということになってございます。 

 次の２点目の今後の導入予定の機械でございます

けれども、平成２６年度におきましては大豆のコン

バイン、平成２７年度におきましては小麦の追肥用

の機械を予定してございます。また、２８年以降に

つきましては田植機というようなことで、現在計画

を立てて進めているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） これに対しての質問は

よろしいですか。 

 ほかにございますか。 

 １２番岡本委員。 
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○１２番（岡本康裕君） １６１ページ、新規開業

等支援事業補助についてお伺いいたします。 

 非常にいい取り組みがなされるのかなということ

で見させていただいておりますが、これは直接の窓

口、担当は、役場の産業振興課が窓口ということで

よろしいかどうかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田満君） １２番岡本委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 この新規事業については、もちろんこの事業を計

画するに当たり、商工会さんとも協議をさせていた

だいてございます。その中で、町がこの事業を行う

ということでお互いに協議をしておりますので、御

理解いただきたいと思っています。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） 補足説明の資料の中で、

商工会の会員が減ということで説明が書かれており

ますが、新規開業に当たって、その商工会員になる

という条件等はつけるのかつけないのかお伺いした

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山悟君） １２番岡本委員の

質問にお答えいたします。 

 今の町の要綱の案では、必須規定で商工会員に加

入ということは設けておりません。より広い人たち

が商店街に賑わいを戻すということで、新しい創業

等を支援したいという思いでございまして、今のと

ころ商工会と協議をした上で、商工会員加入の要件

は設けていないところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） 手法についてなのです

が、補助の方法は一括で補助するのか、何回かに分

けて補助するのかというところはどうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山悟君） 今、予定している

新規開業等支援の補助の中身でございますけれど

も、大きくは事業費補助金ということで、対象事業

費の２分の１、上限１５０万円ということが一つで

ございます。これにつきましては、初期の設備投資

とか在庫とかいろいろ抱える関係で、運転資金等も

必要でありますので、そういったものを対象と考え

てございます。あと、家族経営が今は実態ほとんど

なのですけれども、新たに家族でない方を雇用され

た場合においては、年間上限５０万円ということで

予定しているところでございます。 

 もう一つ、空き店舗を利用したときには、対象経

費の２分の１、上限５万円ということで１年間補助

したいということで、一応この新しい制度につきま

しては３本の補助内容で組み立てております。 

 交付の時期なのですけれども、事業費補助の１５

０万円につきましては、着工後即というようなタイ

ミングが一番望ましいかなということで要綱をつ

くっているところでございます。雇用の奨励金の年

間上限５０万円なのですけれども、これは３カ月継

続という部分を要綱で設けておりますので、その経

過時に申請していただいて補助しようということで

ございます。 

 家賃につきましては、これも事後ということで、

払った分の実績に踏まえてということでございま

す。形としては雇用と家賃につきましては実績を踏

まえて補助というタイミングで要綱をこしらえよう

としています。 

 事業補助の１５０万円につきましては、どうして

も入り口、お金が必要なものですから、その部分は

タイミング直近でという、事業開始直近ということ

で考えてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） すばらしい制度が補助と

してつくられようとしていますが、制度があって

も、そういう制度があるということがわからないと

いうことが結構あるものでして、どういった周知方

法を考えておられるのかお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山悟君） 周知の方法につき

ましては、商工会から周知してもらうのはもう当然

でございますけれども、町のホームページ及び広報

かみふらのに定期的に、年１回ではなくて定期的に

掲載して周知したいという形で考えてございます。 

 いずれにしても、基本的には必須規定で商工会員

加入ということはないのですけれども、商工会員に

なるという想定でございますので、商工会と連携し

ながら周知のほうは図っていきたいと思います。い

ずれにしても商いをやるときには、商工会が一番初

めに相談窓口になったりしますので、そこと連携し

て、より適確な周知を考えてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） ２６０万円当初予算で考

えておられるようですが、複数来られたときは、方

法としては補正という形もあろうかと思いますが、

そういったところは考えているのかどうか、お伺い

いたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 
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○産業振興課長（前田満君） １２番岡本委員の御

質問の複数になった場合、今、１件分の最大マック

ス分を基本的には予算化させていただいておりま

す。ただ、町としては複数、多く望むところであり

ますので、その部分についてはそういう発生した時

点で、補正なりの対応をまたお願いしながら対応し

ていきたいと思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 今の関連でございますけれ

ども、例えば旭川だとか富良野だとか、そういう店

を出していて、ここにまた出店をしたいと、もしく

は開業したいといった場合も適用されるということ

で理解してよろしいのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山悟君） この新しい制度に

つきましては、今、補足説明資料でも出したとお

り、営業している方々が年間１００件ほどこの１０

年で減っているということでございますので、まず

新しく商店街を想定しているのですけれども、出店

していただいて、そしてにぎわいを戻したいという

ことがございますので、町に事務所があるとか町民

云々ということではなくて、町に出店した方を対象

として要綱のほうをつくろうとしております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 関連なのですが、例えば町

のにぎわいも全体という形になると思いますが、中

心商店街以外でも、例えば農地を取得してそういっ

たお店を開くだとか、ペンションだとか、食べもの

を提供するだとか、そういう場合もこういったもの

に恐らく該当になるのかというふうに思いますが、

そういったものも含めて、他の自治体はもう既にそ

ういったところに補助制度を設けながら支援すると

いうのが普通にやられているという形になっており

ますが、そういったものも想定の範囲に入っている

のかどうなのか、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山悟君） ４番米沢委員の御

質問にお答えします。 

 補助の対象につきましてなのですけれども、中小

企業者はもちろんのこと、ＮＰＯ法人とか農業法人

ということで、こういった商いを営もうとする方を

全て対象としているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 関連です。 

 新規開業新規事業の場合というのは、あくまでも

空き店舗でなく、自分で新しく用意したものなの

か、例えば、その空き店舗を改修して新規事業を興

せば両方とも該当になるのか、空き店舗のほうと両

方該当になるのか。それから、向こう２５、２６、

２７、３年間継続してこれを出すということなの

か。それか、例えば来年、２６年にこういった起業

を興そうと人に対しては２６年と２７年で終わって

しまうのか、そこら辺をちょっとお尋ねしたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山悟君） ３番村上委員の御

質問にお答えいたします。 

 まず、空き店舗の云々ということなのですけれど

も、自分でお店を建てられて創業されたとか、新し

い事業を展開する方におきましては、家賃の補助

分、５万円掛ける１２カ月分ですか、これは対象外

になります。空き店舗を改装してやった場合には満

度ということで、この事業費補助、この家賃相当補

助、さらに雇用もしていただけるのであれば、その

雇用もということで該当はなります。ですから、全

て該当になる方が空き店舗を利用して新しい事業を

展開したり、新しく商いを始める方、さらに雇用も

してくれたら雇用もということで、３種類の補助金

全て対象となるというケースもございます。ただ、

空き店舗を利用しない場合においては家賃補助ござ

いませんし、家族だけで商いを始めようとする方に

は雇用の補助もないというような形でございます。 

 あと、３年間という予定で要綱を計画しているの

ですけれども、あくまで今回、町としては、初めて

こういった新しい店舗を営もうとする者、あと、

今、店舗がありながら新しい事業を展開しようとい

う方の部分、しっかりしたニーズという部分が、ま

だ全てを把握し切っていない部分がございますの

で、一応制度としては３年間の目途としながら、そ

の起業者のニーズというものをしっかりと捉えて、

変化をしていくこともちょっと想定に入れた補助の

期間として考えているところでございます。基本

は、この１回きりということでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 例えば、新規の店舗の開設

については該当にならないということなのですが、

当然、中心街の活性化も含めた中で、そういった地

域の活力をさらに高めようということなのですが、
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例えば、どうしても新規で店舗を新築したいだと

か、そういった場合はいろいろな補助制度もありま

すから、それにのっかるというのも一つの方法だと

思いますが、そういった部分に対する制度としてこ

ういったものを活用するということであれば、そう

いうのも一つ対象にすべきなのかなというふうに思

いますが、そこら辺は対象から外れたというのは、

何か理由があるのだというふうに思いますが、この

点、お伺いしておきたいと思います。全く新しくな

る。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山悟君） ４番米沢委員の御

質問にお答えします。 

 ちょっと私の説明が不足して、申しわけございま

せん。 

 新しく店を興そうとする者が当然対象でございま

す。例えば簡単に言うと、呉服屋さんをやっていた

方が新しく飲食店を開くとか、そういった業種を変

えた場合も新事業展開という形で対象としておりま

すので、この二つを、今回、町の施策として財政支

援をしていこうということでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 違う質問でいいですか。 

 １６３ページの観光費の中の観光振興計画ワーキ

ング推進事業と、それからおもてなしにかかかわる

ところなのですけれども、１点目にまず聞きたいの

は補足資料を見ますと、６月、７月、９月と春夏秋

ということで計画を組んでいますが、観光入り込み

数を見ても六十数万人のピークが夏であり、そこか

らずっともう下降気味で、冬の対策というのは今回

は考えていないのです。今回、冬のおもてなしを入

れなかったというのはどういう理由でなのですか

ね。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山悟君） まず、かみふらの

魅力再発見事業につきましては、今回、観光振興計

画を策定するに当たり、町民に対しまして行ったア

ンケートで、なかなか観光客に町のよさとか、観光

地とか云々が答えられないという部分のデータがご

ざいましたので、まず、町民全体、町全体で観光客

をおもてなすという部分の認知ということで、上富

良野町の観光地をめぐるツアーという部分を企画さ

せていただいたところでございます。 

 どうしても観光振興局のデータにあるとおり、１

０月後半からゴールデンウイークぐらいまで観光客

が少ないものですから、まず、その少ない部分を最

少ではなくて、今ある夏観光と言われている６月、

７月、９月ですか、こちらのほうの素材をまず知っ

てもらうというところから始めまして、これは

ちょっと単年度事業としては組み立ててはいないの

ですけれども、そしてさらにこれから観光振興計画

を実行するワーキングで、今ある観光資源のよさと

か、さらにブラッシュアップが必要ではないかとよ

うなことと、冬、北海道は冬が弱く観光客がなかな

か来ませんので、そういった部分で素材がどうかと

いう部分も加味していきながら、そういった声をも

らった中で次年度以降、今年度も途中からこの６、

７、９月が変更するかもしれませんけれども、町民

や観光事業者を対象に冬の素材、町は知らないけれ

どもこういういいものがあるのだよという部分があ

れば、こういったツアーをやることによってまた再

発見をして、町としても観光の素材として売ってい

きたいということでございます。 

 当初計画していましたのは、どうしても６月から

９月までがメーンでございますので、そこの観光地

をまず知ってもらうという入り口から組み立てて、

冬を設定していないところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） よくわかりました。 

 今、この魅力再発見事業を町民の方を対象という

ふうにお聞きしたのですが、従前から十勝岳観光協

会の観光ボランティアの方を対象として、そのボラ

ンティアの人たちに町内のいろいろな観光地をめ

ぐっていただきながら、ボランティアの参考にして

いただくという事業も既に何年も行っているのです

けれども、それらの発展性といいましょうか、その

関連性はどのようにお考えでいらっしゃいますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山悟君） ５番金子委員の御

質問にお答えします。 

 当然、観光協会の組織でございます観光ボラン

ティアのほうでも、実際に観光客と対面して受け答

えをするというような中で、そのスキルアップで事

業を実施していることは承知しているところでござ

います。 

 今回は、さらに、それに町民と観光事業者も含め

た中で、全体が対象者なのですけれども、まずは町

民に知ってもらうという部分で、近くてなかなか行

かないという声もありますので、観光地を知ってい

ただくという部分と、そこの説明は町とか観光協会

とか、あと、観光ボランティアとも協議をしていき

ながら説明もして、そちらのブラッシュアップも図

りたいということでございます。 
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 当然、観光地のほうでも、観光施設のほうで説明

をお願いしているつもりなのですけれども、知ると

いう部分にその説明する側の、町、観光協会、観光

ボランティア、観光事業者さん、この説明の部分も

そういった観光客のおもてなしの対応のスキルアッ

プでございますので、町民を含めて町全体でおもて

なす企画として、今回、試したいなということで企

画をしているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 非常におもてなしは大事だ

と思いますので、ぜひボランティアさんも含めた中

で多くの町民、それから観光業者の方に波及するよ

うな展開をしていっていただきたいと思います。 

 その関連というか、同じところなのですけれど

も、ワーキング推進業務ということで、補足資料の

ナンバー８でもありましたけれども、これは１７回

研修を行うというふうになっておりますが、これは

毎回毎回札幌を中心としたところから講師を呼んで

やるのですか。それとも、固定の講師を決めた中

で、ある程度枠組みでやっていくのですかね。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山悟君） ５番金子委員の御

質問にお答えします。 

 観光振興計画ワーキング推進業務ということでご

ざいまして、中身につきましては、今回１２月に初

めて観光振興計画を策定しました。これを即キック

オフプロジェクトとして実行していかなければいけ

ない、行動していかなければいけないという部分

で、このワーキングの委託業務ということで予算を

上程しているところでございます。 

 中身につきましては、町だけでいろいろ集まって

やると、そういった助言とかコーディネートの業務

という部分がどうしても並行していきますので、そ

このいろいろな助言とかいろいろな、町民、観光事

業者、町、協会云々、いろいろな方々から意見をも

らった分をコーディネートしてくれる役割という部

分を主に委託業務として考えているところでござい

ます。 

 中身につきましては、共通資料でお示ししている

とおり、基本的なおもてなしの部分、そういったよ

うな研修、協会とも絡む部分でございますけれど

も、そこを全町民を対象として進めていきたいなと

いう部分でございます。あとは、今どうしてもス

マートフォンが観光客の主流でございますので、そ

れに対応するような、そのＰＲの仕方、発信の仕方

という部分とかを勉強する機会という部分もちょっ

と考えてございます。 

 いずれにしましても、観光振興計画の後ろの第４

章のほうには実行プランのほうが載っておりますの

で、これから委託をしていくわけで、その業者様と

か、あと、実際に、この観光振興計画を町としては

実行委員会組織を立ち上げて推進していこうと考え

ていますので、実行委員会のほうから指示を得なが

ら、今できることをこの業務で即やって、観光客入

り込み増及び観光消費枠の増につなげていきたいと

いうことでございます。（「どこに」と発言する者

あり） 

 それでですね、委託先としましては、まだこれか

らになるわけなのですけれども、シンクタンクの札

幌の業者にお願いしようかと考えているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） やはり客観的に、外から適

切なアドバイスをいただくということは非常に不可

欠でありますし、今、主幹がおっしゃられたよう

に、キックオフプロジェクトの中でも即行動してい

くというところでは、非常に共感を得るものでござ

いますが、やはり上富良野のことをよく知ってい

らっしゃいながら、かつ、どうやったらよりよい観

光地になるかということの実践をされている方なん

かをきちんと当たっていくと思うのですけれども、

そういう、今、シンクタンクとおっしゃいましたけ

れども、ある程度こういう方がいいよというのはお

持ちでいらっしゃるのですか。業者名を言えとは言

いませんけれども、こういうところだったらいいよ

とかという、その考え方はありますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山悟君） ５番金子委員の御

質問にお答えいたします。 

 コーディネートとか、そういった助言者というよ

うな方は、今回、観光振興計画を策定するに当たり

まして、着地型の旅行の企画をしている林様という

方の御助言で、いろいろな地域の地元の町民がわ

かっていなかった部分も、それも観光素材になるよ

というような、いろいろな御助言も得ている部分が

ありまして、そういった方、あとは北海道大学で観

光学のほうをやっている教授のほうも今回かかわっ

てございますので、そういった方々をコーディネー

ター講師として、今回の観光振興計画のみではなく

て、今後も継続しておつき合いしていきたいという

部分で、ちょっと考えている部分でございます。 

 あくまで私どものほうでは、そういった今の観光

客のニーズをしっかり捉えた専門的な方々の情報を

得ておりませんので、シンクタンクの情報を得なが
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ら、そういった人たちが町に入ってきて、そして町

民とともに元気な観光地づくりを推進していきたい

と考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 関連でお伺いいたします

が、町民を対象とした観光ツアー、あるいは事業者

を含めた研修のお客さんが来たときに、それに対し

てきちんと対応できるような仕組みをつくろうとい

うことです。 

 これは、事業計画を見ましたら前期と後期に分か

れていまして、それに基づいた、恐らく今までのは

前期の部分の発信の部分だというふうに思います。 

 今後、これは単年度だけではなく、また必要であ

れば再度企画するだとか、そういうことも含まれて

いるのかどうなのかをお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田満君） ４番米沢委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

 今、委員御質問のそれぞれの事業展開、今この進

行計画の中での実施、あくまでもこれも事例の中で

の形になりますけれども、ただ、今、我々のほう

も、できるやつから、できるやつからという言葉自

体が正しい表現かどうかわかりませんけれども、で

きる限り、できるものから基本的には行動していき

たいというのが大きなまず一つの目標にしていま

す。 

 ただ、やっている今回上げさせていただいた事業

についても、単年度で終わる事業ばかりではござい

ません。それも含めたときには、当然、継続してい

きますし、それが後期にまでつながる部分も出てく

るかもしれませんけれども、ただ、あくまで着実に

そういう部分の中では、先ほどから申し上げてます

ように、観光客の増加がまずは大きな目的でござい

ます。そういう意味では、本当に上富良野町に来て

よかったというその実感を与えるための、これはあ

くまでも手法というふうに我々は捉えていますの

で、そういう意味も含めて、継続していかなければ

ならないものについては、その都度見きわめながら

やっぱり判断していかなければならないのかなとい

うふうに考えてございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そうしますと、今月の２２

日でしょうか、関係する観光協会の会員を対象にし

たおもてなしの講演会というのが、日にちははっき

りしませんが、チラシが入ってきたかと思います。 

 この観光計画の中にも、主体は町と観光協会も含

めた中で、こういうものを町民も含まされています

が、進めようという形の計画でありますが、こうい

う事業をする場合の観光協会とのかかわりはどうい

うふうになっていくのか、この点をお伺いしておき

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山悟君） ４番米沢委員の御

質問にお答えします。 

 観光振興計画を進めるに当たり、町、観光協会、

あとは振興計画に掲げている商工会、民間の観光事

業者様、農業関連団体、住民会様という部分で、全

てが絡んで振興計画を進めようとしているところで

ございます。 

 今週末の２２日に、観光協会の独自の事業とし

て、観光協会会員を対象というようなこともありま

したけれども、今これにつきましては、観光ボラン

ティアの事業の中で観光協会主体としてやっており

ますけれども、今後はいろいろなこういった観光の

おもてなしにかかわる底辺の部分につきましては、

協会と町が中心になって関係機関等の協力を得なが

ら進めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） やはり、これからという形

で、いろいろ模索が当然あります。そういう模索の

中から新しいものが発見されたりとか、前進してい

くのだというふうに思います。 

 この間も、飲食を経営されている人たちのいろい

ろ話を聞いていましたら、外国の方だとかが来たと

きにどう対応したら、当然言葉の部分の壁があるの

ですけれども、身ぶりそぶりで対応するというのも

いろいろあると、だけれども、どうしたらいいのか

わからないというのがやっぱり多いです。 

 そういったときに、こういったものが即つながる

かどうかは別として、心構えとして体得習得すれ

ば、またそれは新たな自信として前へ進められるよ

うなきっかけになる事業で、私は大変大切にしてい

かなければならない事業だというふうに思います。 

 それで、こういう事業があったとして、例えば外

国語表記だとかいろいろ、今、外国語の表記だと

か、お店に行ったらどうやってお話するのかわから

ないというのがありますから、そういうものに対し

て、きちんとこういう必要最小限のものですね、メ

ニューを出すときにこういう対応をしたらいいだと

か、そういったものも含めた中でこういったものを

発信していかないとだめだなというふうに思ってい

るのです。そこら辺が、聞いていていろいろな問題

ありますけれども、対応として今後どうされるのか

お伺いいたします。 



― 74 ― 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山悟君） ４番米沢委員の御

質問にお答えします。 

 外国人対応につきましては、まず、三、四年前に

北海道のほうで飲食、温泉を中心とした中国人、台

湾人、韓国人、英語圏の人たちのマニュアルがござ

います。そういったものを、こういったおもてなし

の中で資料としてしっかりと認識していただくとい

うような部分とか、この地域、富良野から美瑛まで

は「ふらび」と言われています、富良野・美瑛観光

開発推進協議会のほうでもこういった外国人対応の

ホスピタリティの研修等もありますので、そういっ

たものを周知しながら理解していただくと。 

 基本、いろいろな表示をしても受け答えは別でご

ざいますので、こればっかりは、もうそこのスキル

アップをこれから図るという部分はなかなか難しい

部分がございますので、片言でもちょっとずつの

キーワードというものを最大限理解していただけれ

ば、どの町でもやっているとおり、飲食店を今は中

心にしてイメージしていますけれども、おもてなし

できると思いますので、手ぶり、身ぶりとか、メ

ニューの指さし云々とかである程度理解できる部分

がございますので、そういった部分に焦らない、前

の段階の認識、研修資料とかで認識をしていただい

て、あとは経験値を積んでいただくという部分でご

ざいます。 

 温泉のほうでも、いろいろと表示のできる部分は

しているのですけれども、表示しただけではその受

付とか云々が英語をしゃべれませんから、現実的に

は身ぶり手ぶり云々でやっていますので、その部分

のこういった場合は、この文章とかそういったテキ

ストのこれを見てくださいとか、そういったような

前段の研修をやって、外国人対応の入り口の勉強を

していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そういうものも含めて、ま

だ十分そういうものが活用されていないという僕は

認識を持っているものですから、そういうものも含

めて、この中にはいろいろ前の段階に入るところな

ので、ただ当面、そういった営業もされている方も

たくさんおられますので、そこら辺も含めた、これ

からもう既に始まっている部分もあるのですが、と

ういうふうに感じているところです。 

 それと、これにあわせて観光計画、大まかな全般

的なことについて、ちょっとなかなか話ができない

のでお伺いしたいのですが、これは前期と後期、３

年と、４年から６年という形で分かれております。

例えば、こういった観光を推進する場合に、どうし

てもこういったもてなしの部分だとか、あとは上富

良野町に来てもトイレがないという話だとか、観光

スポットがあってもそこをもうちょっと整備してほ

しいだとかというのがあります。そういう意味で、

後期の部分では、そういったハードの部分を比較的

整備するというふうになっておりますが、前期の部

分は精神的なおもてなしの心の部分、ソフトな部分

だとか、そういった部分が中心になっているかと思

います。必要ならば、ハードの部分も前倒しして、

それとリンクさせて後押しできるような活用の仕方

も必要なのかというふうに思います。 

 計画は、それはそれとして持って私は大切だと思

いますが、時の流れと動きだとかいろいろあります

から、そこをきちんと捉えた運営の仕方というのが

あるのかなというふうに思います。その点について

お伺いしたいいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田満君） ４番米沢委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

 委員今御発言のとおり、今、私どももこの振興計

画ができて、先ほどから御説明をさせていただきま

したように、今後の実施体制に向けても実行できる

実行委員会的なものもある程度構成しながら、この

事業をそれぞれチェックをしながら実行に移してい

けるもの、それぞれの時期も含めて検討していただ

こうと思っています。 

 また、実行委員会についても、この計画をつくっ

た観光振興審議会のメンバーを主体に充てようとし

ていますけれども、その中で基本的にはそういう実

施に向けての今後協議をさせていただきながら、今

委員おっしゃるように後半にハード部分をほとんど

持っていっています。前半については、基本的には

ソフト部分が多いかと思っています。 

 ただ、委員おっしゃる中で、実行委員会等の中で

そういう必要なものが出てきたとき、あるいはそう

いうものも含めたときには、町の理事者の考え方も

ございますけれども、あわせた形の中で実行委員会

とそういう整合性を持ちながら、より観光の町とし

て、先ほど言いましたように富良野・美瑛という大

きなブランドを持ちながら、その中に埋もれないよ

うな上富良野にならなければなりませんので、そう

いうものも含めた形の中で、その観光を契機に、こ

れはあくまでも観光だけではなくて、先ほどから

言っていますように、商業の発展、それから農業も

当然これを機会にかかわっていただきながら、お互

いに町自体が少しずつでも浮き上がるような形をと

れればなと思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員、いいです
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か。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 今の関連になるのですけれ

ども、町長にお聞きしたいのですね。 

 非常に今年度の予算を見ますと、本当に観光部分

について一歩目を踏み出す非常に手厚い予算配分が

されておりまして、大いに私も共感して、この予算

配分には同感するのですけれども、今課長のほうか

らも言われましたように、富良野・美瑛の広域観光

推進協議会があるわけでございますけれども、１６

５ページの中にも１４０万円、この負担金というも

のを払っておりますが、例年必ず毎年、私、予算特

別委員会、決算特別委員会のときもこのことを言っ

ているのですけれども、もちろん上富良野町として

上富良野が埋もれないというのも大事なのですけれ

ども、このふらびの中の動きを見ると、近隣市町村

はあの事業に大きく行政も関与して６割補助がある

部分の自己負担分は行政がきちんと後追いをして観

光協会並びに今観光事業者にバックアップをすると

いう形で非常に大きく観光圏というもので動いてい

るのですけれども、残念ながら上富良野町が、どう

してもふらびの中に入っちゃうと、そういった事業

が観光協会等も手挙げをしているのですが、その自

主財源に当たる部分の手当てがないものですから、

なかなかそこでやりたい事業もできないというのが

今までの実態なのですよ、これは。 

 ですから、このように、おもてなしの部分であっ

たり、ワーキングの推進事業であったりとかという

ことをたくさん行われておりますので、せっかくの

こういった二十数年続いております富良野・美瑛の

観光推進協議会がありますから、これらをもう少し

生かせるような協議というのはされていかないので

すかね。その部分をちょっと町長にお聞きしたいの

ですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 金子委員の御質問にお答え

させていただきます。 

 この観光事業推進の中で、ふらびの位置づけとい

うものも、私も私なりに理解をさせていただいてお

ります。その中で、ふらびを活用してどういうふう

に地域として、あるいはそれぞれの市町村として、

この事業を活用した生かし方をしていこうかとい

う、そういう全体としてこの仕組みの活用をどうあ

るべきかという、そういう議論も実務者段階の中で

はあるのでしょうけれども、我々責任者段階の中

で、まずこの事業をどういうふうに膨らませていこ

う、あるいはそれぞれ共有して取り組もうというよ

うなことの意見交換は十分はされておりませんけれ

ども、現実に私が肌で感じる部分としましては、地

域でそれぞれ戦略的にこの事業を活用しているなと

いうのが実感として受けております。 

 そういうことからして、上富良野の思いがほかの

市町村と思いが共有できるか、あるいはほかの市町

の思いが私どもの思いと共有できるかということで

は少しまだまだ私の率直な思いとしては、そこにウ

エートをかけていくということよりも、やっぱり上

富良野が埋もれているという方々からの意見も、そ

れは実態としてはわかっていますけれども、まず上

富良野町として取り組めることは優先的に、私とし

てはまず一歩を踏み出すべきだと。その中から、上

富良野としてのしっかりとした土台ができて、それ

を相乗的に生かしていくということはあるでしょう

けれども、そちらに今偏っていくというのは、私と

してはやっぱり上富良野の独自性は出していきたい

というようなことが今の思いとしては思いです。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 町長が一歩一歩段階を経

て、その観光のあり方を進めていきたいというその

思いはよくよくわかるのですけれども、やはり例え

ば近隣の、特に富良野・美瑛のこの広域観光推進協

議会の名前にもなっております富良野市と美瑛町の

その戦略的なものに関しては、トップの首長の思い

といいましょうか、考え方が、美瑛方式があった

り、富良野方式があったりという、例えば美瑛さん

でいうと、観光というのはすなわち町を売る、それ

は農産物の名前を有名にしていくのだと、最終的に

は産業の発展につながるのだと。でも、富良野市あ

たりは、ああいったような宿泊施設をたくさん持っ

ているので、対流型の滞在型の観光客をふやすこと

によって、それが結果、人口増になるのだという、

きちんとした向いている方向があるのですね。それ

らを生かしていくために、富良野・美瑛広域推進協

議会の大きな枠組みの予算で国の観光圏の事業なん

かもきちんとやっているのです。 

 だから、上富良野は、今、町長が、一歩一歩進ん

でいきながらこの観光振興計画にのっとってやって

いるのですけれども、上富良野の観光の向いている

先というのはどういう思いでやっていらっしゃるの

かが具現化の予算に出てきていないので、その部分

はどうなのですかね。ちょっと予特で聞いていいか

どうかわからないのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 金子委員の御質問にお答え

させていただきます。 

 私も今まで、この観光が事業としてどういう歩み

方をしてきたか、あるいはその町民の中にこの観光

というものの町としての位置づけがどういう立ち位

置にあるかというようなことで、私なりに判断しま
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すと、なかなか今まで町の目指すべき方向も確かに

鮮明でもなかったということは私はあったと思いま

す。また、上富良野町総体としての観光に寄せる思

い、あるいは観光にかける思いというものが、また

逆に、私どもの行政の発進力のなさも認めながら申

し上げますけれども、そういうものが非常に一体感

として、パワーとして伝わってくるものもなかなか

感じづらかったという、私はそういう思いも持って

いまして、先ほどからこの観光振興計画のさまざま

な仕掛けをしようとしているわけですが、上富良野

町としてのまず一体感をつくって、そして筋肉質に

してから次に進むべきだというような私は思いを

持っているものですから、美瑛町さんにしても、あ

るいは富良野市さんにしても、何かちょっと距離を

置いて見ると、ぶれていないというか、何か本当に

一体となってその観光に対する取り組みをしている

ように見えるものですから、私も上富良野の中でそ

ういう思いをつくってから次に進めるべきかなとい

う思いを持っているということでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 １１番今村委員。 

〇１１番（今村辰義君） 関連なのですけれども、

やはり観光振興というのは、お客さんが来てまた来

たいなと、あるいは自分の知り合いに、君も行って

こいよと、非常によかったところだよというふうに

思わせることだというふうに私は思うのですね。そ

れがだんだん口コミになっていってふえてくると。

ある程度の長い年月が必要だろうと思うのです。そ

う思ってもらうためには、私は前にも言っています

けれども、マナーが大事だと思うのですよね。この

考えについてはいかがですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田満君） １１番今村委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 当然、今、委員御発言のとおり、上富良野町その

ものに対する観光客の皆様の印象が一番大事になっ

てくるかと思います。それも含めたときには、当

然、町民のマナーも大事ですし、もちろん観光客の

マナーも大事ですし、もっと具体的にいくと、温泉

施設やなんかであれば当然入浴マナーも大事です

し、そういうそれぞれが皆さんが快くそれぞれの観

光施設、あるいは商業施設を利用していただくとい

う、マナー、モラル、そのものが守られること自体

が大きな誘客の一つになるというのは、もう私ども

も当然認識しながら進めようとしております。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

〇１１番（今村辰義君） ありがとうございます。

まさしくそのとおりだと思うのですよね。 

 これをどこが主体となってやるか、町長も先ほど

同僚委員に答弁されたように、一体感はまず醸成し

ていかなければならない。町として、そういうマ

ナー、モラルをちょっと盛り上げていこうではない

かと、これははっきりいって常識的なものは個々の

差があると思うのです。 

 だから、これとこれというのは何か示していかな

ければいけないと思うのですけれども、先ほど言わ

れたように、例えば入浴マナーだとか交通マナー、

いろいろありますよね。一例を言うと入浴マナーだ

と思う。入浴マナーであれば、例えばサウナから出

てきたときに汗を流したままドンと入るのではなく

て、汗を流してから入ってくれと、これをやるだけ

で上富良野町に対する印象が非常によくなって、先

ほど言ったようにもう一度来ようかなと、君も行っ

てこいというふうになっていく可能性がありますよ

ね。あるいは交通ルールを守るマナー、４方一時停

止のところをさーっと後から来たのが行くのではな

くて、そういったしつけ的なところもしっかりと向

上していかなければいけないと思う。 

 ここをどこが主体的にやったらいいのかというと

ころですが、どこが主体的に町の音頭をとっていっ

たらいいと思いますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田満君） １１番今村委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 基本的に町民の皆様のマナー、モラル、もちろん

利用するお客さんの利用モラル、モラルそのもの自

体、町がこうしなさいああしなさいというレベルの

問題ではないと思っています。 

 ただ、町が当然それぞれの事業者なり、あるいは

関係者なりの中で、こういうものが必要であるとい

うことは主張していかなければならない。その中

で、どこまで住民の方々に、あるいは来られる観光

客、あるいは利用される方々に浸透するかについて

は、まだまだ私どもも正直言って、ではできますと

いう答えがいきなり言えるものではございません。 

 ただ、我々観光を担当するサイドとしては、本当

に二輪にも三輪にもなりますけれども、観光協会で

すとか、商工会ですとか、さまざまな関係団体とか

そういう部分についても十分認識を改めながら進ん

でいければなというふうに考えてございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

〇１１番（今村辰義君） 町が主体的にあれは町が

やるものではないと言われますけれども、やはりあ

る程度町が主体的にやってもいいと思いますよ。例

えばこのマナーの問題、予算的なものはどれだけか

かると思います。何もかかりませんよ。一つもかか

らないで観光客がふえたら、こんないいことはない

のではないですか。それを町がやることはないと。



― 77 ― 

では、町が主体的にお願いすればいいのですよ。そ

うして、マナーを向上させれば絶対来ますよ。私が

いい例だと思うのだよね。ぜひそこを、私はやっぱ

りやらなければいけない。町には第三セクターを

持っているではないですか、白銀荘。あそこは主導

できるのではないですか。あそこもやっぱり町が主

導的にできないのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（前田満君） １１番今村委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 同じことを言うかもしれませんけれども、基本的

に町がああしなさいこうしなさいと話にはならない

と思います。ただ、町が同じ思いを持ちながら、先

ほど言いましたように、同じ関係事業者等々とも課

題として提起することはできると思っていますの

で、そういう意味も含めて、マナー等々についても

改めてお互いに認識できるような、協調できるよう

な同じものを持って、お客様に対応できるような形

をとれればと思っております。 

 また、振興公社に対しても、それはもちろん振興

公社ともその部分については同じ立場になりながら

そういう形も、モラルの大事さ、マナーの大事さ等

についても、もちろん公社自体もそれは意識してご

ざいますので、十分それはお互い確認しながら進め

ていきたいと思っています。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） １６９ページ、吹上露天の

湯の改修の関係でお尋ねします。 

 工事の期間というのは、いつからいつまでを予定

しているのか、まずお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山悟君） 吹上露天の湯の改

修工事なのですけれども、５月から６月の間で予定

しております。いずれにしても額的にも入札をしな

ければいけないものですから、そちらのほうの諸手

続、ルールにのっとって、雪解け早い時期に、ピー

クを迎える前に改修したいという考えでございま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 観光客等も含めて、非常に

大きな魅力を感じるということで好評でございま

す。したがって、今主幹の言うように、ピークを迎

える前にということで、ぜひやっていただきたいの

と、もう一つは、工事期間を知らないで来られる方

がいらっしゃいますので、それらの周知やなんかは

どういう方法で考えているかをお尋ねしたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山悟君） 人のいない施設で

ございますので、その周知方法につきましては、広

報かみふらの、町のホームページ、観光協会の協力

を得て協会のホームページ、あと、現場のほうには

事前に工事の予定の看板を設置して、そして周知を

していきたいと思います。 

 いずれにしても、あそこの施設につきましては口

コミの多い利用者でございますので、そちらのほう

も期待しているところでございますけれども、町と

観光協会が考えられる媒体全てを使って、利用され

る方々が来て、閉まっていたというような御迷惑に

ならないように万全を期していきたいと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） それで、駐車場から露天の

湯に入る斜面のところがありますね、あれはそのま

まということで、考えてはいないのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山悟君） 駐車場から露天風

呂浴槽までの通路についてなのですけれども、工

作、なかなかできない特別保護地区ということでご

ざいまして、町としましては、行って右側のほうに

チェーンの柵をして、それで今現状、事故が起こら

ないようにしているということでございます。左側

の斜面が雨により崩れたところにつきましては、振

興公社のほうに十勝岳吹上温泉地区の委託をしてい

ますので、自賄いの分で直るところは直してますけ

れども、侵食が激しくて通行に支障を来すのであれ

ば、また何らかの措置を検討して対処していきたい

と考えてございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 下りてきて左側のほうが斜

面の関係で障がい物的なものが若干出てくる可能性

もあるので、それはまた考えていただくということ

でございます。 

 それともう一点、露天の湯から下の崖の下に、利

用客がビールを飲んだり何かして、あそこの下に缶

を投げると。それで、町民の利用する有志が、ロー

プであそこから下へずっと下りていって、そしてそ

れを回収したりできるというものをつくってやって

おられた方がいらっしゃるのですけれども、現実の

問題、あそこの清掃維持というのは吹上温泉に任せ

てあるわけですね。ですから、それらの関係が今は

どうなっているか、確認したいと思うのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答
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弁。 

○商工観光班主幹（深山悟君） ７番中村委員の御

質問にお答えします。 

 吹上露天の湯のみならず、白銀荘前のトイレ、あ

と凌雲閣前の十勝岳温泉駐車場のトイレ等々のあの

一帯周辺を、町としましては上富良野振興公社のほ

うに委託している現状でございます。その中で、ほ

ぼ毎日、清掃、ごみ拾いを振興公社様のほうで吹上

露天の湯のほうにも出向いているという現状でござ

います。 

 ただ、その沢の下にごみを捨てるという部分が、

そのときわかるものとわからないものもございます

ので、その部分につきましては、あそこは有志の方

がいろいろ自賄いで維持管理している情報は持って

いますので、そこで多分フォローをしていただいて

いるという認識でございます。 

 いずれにしましても、あそこはただの浴槽の施設

で、おまけに国立公園の特別保護地域ででございま

すので、ごみは捨てないというのが基本的なことで

ございますので、そこにつきましては入り口のとこ

ろに啓蒙看板を２３年度に設置している部分と、あ

と、浴槽のところにも利用のマナーをやっているの

で、そこの利用者の意識に委ねるしかないと考えて

おります。 

 いずれにしましても、もし、ごみがあった場合に

つきましては、振興公社の定期の清掃時に清掃及び

町民の有志の方々の自主的な清掃ということにお願

いに頼らざるを得ない部分があると思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 町民の有志に自主的にお願

いするというのではなくて、ここは振興公社がやる

のであれば、その崖の下のほうも一応目配りをして

やっていただくような方法を指示していただきたい

と。有志の人が、その綱を伝っておりていって、万

が一があった場合も困りますので、できるだけやっ

ぱり振興公社のほうで監視をしながら、適宜あるの

であれば下へ行って拾うというようなことを考えて

いただきたいなということで、私はその有志の方か

ら直接話を聞いたのですけれども、日中は余りない

のですけれども、やっぱり夜があるということで、

きのう昼間の３時過ぎに帰ったけれども、翌日来た

らまた落ちているんだというケースがあるものです

から、そういう点で何とかそういう指示をお願いし

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山悟君） ７番中村委員の御

質問にお答えします。 

 先ほど、私、答弁のほうでちょっと緩いところが

ございまして、町としまして委託をしている振興公

社のほうに適切な指示をしてまいります。そして、

適切に管理してまいりますので、そういうことで対

処していきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

〇１１番（今村辰義君） １５１ページの有害鳥獣

対策の件でございますけれども、予算の主体は中山

間地等のほうに行ったわけでございますけれども、

ここに対策費というふうに載っていますので質問を

したいのですけれども、今は農協あたりでも防護策

で非常に苦労されていますよね。山地のほうと平野

部のほう、面積割りでやろうとしていますけれど

も、なかなか総論賛成で各論反対みたいな感じです

ね。 

 それとは違って、私は鹿のお話をしたいと思って

いるのですけれども、鹿の食べ方といいますか、肉

といいますかね。現在、この冬の期間は、カラスだ

とかキツネを駆除するのが主体だというふうに聞い

ております。ただ、秋口とか春口、鹿とか、あるい

は熊とか駆除するようになると思う。 

 その鹿ですけれども、道東のほうであれば自衛隊

の第５旅団とタイアップしてうまくやっているとこ

ろがありますよね。我がこの地域には第２師団がご

ざいますし、そして駐屯地でも上富良野駐屯地がご

ざいます。将来そういった自衛隊と提携しながら、

鹿をもっと大々的に駆除して、あるいはその駆除し

た鹿をどこかに運ぶというようなことを考えておら

れるのかどうか、まずそこをお聞きしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹、答

弁。 

○農業振興班主幹（辻剛君） １１番今村委員の御

質問にお答えをさせていただきます。 

 ここ二、三年、道東のほうを中心に、かなり鹿の

被害が多い地域において自衛隊の協力をいただきな

がら、そういう駆除の試験を行っております。それ

で、それを一つの駆除の手法として確立する方向

で、例えばそのときの費用負担の関係ですとか、そ

ういうものを検討しているというふうに道のほうか

ら伺っているところであります。 

 ただ、今まで行っていますところも、うちの町と

は比較にならないほどかなり鹿の被害、あと生息頭

数が多いところでございますので、そういう大々的

な駆除になりますと、果たしてうちの町の被害であ

りますとか年間の駆除頭数、それを勘案したとき

に、対象にはなりつつもかなり優先が後回しになる

というような状況が予想されます。 

 ただ、そういう大々的な駆除のやり方について手
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法が検討されているということでございますので、

それが制度として確立した場合に、当町においても

その制度の活用、駆除の方法について、その採用に

ついて検討していってもいいのではないかなという

ふうに現時点では認識しております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

〇１１番（今村辰義君） 現状とか、道のほうの現

在の進行状況等わかりました。それは前向きに待っ

ているしかないのだろうというふうに答弁を聞いて

思いました。 

 もう一つは、御存じだと思うのですけれども、現

職の自衛官が有害鳥獣を駆除するハンターというの

ですか、そういうのになれるというのは、私もはっ

きり言って１年ほど前まで知りませんでした。現

在、この現職自衛官のハンター確保というのは口コ

ミで募っているのか、あるいは指揮系統のほうにお

願いをして、こういうものもできるよという認識は

まずみんなにもらっているような方策をとっている

のか、そこをお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹、答

弁。 

○農業振興班主幹（辻剛君） １１番今村委員の御

質問にお答えいたします。 

 今、鹿の被害がほとんど駆除のメーンのテーマと

して掲げられていることになってございます。です

ので、そのハンターさんの育成なり、ハンターにな

りませんかという候補につきましては、現在被害に

遭う農業者の方を中心に農協等で呼びかけながら

行っているところでございます。 

 逆に、有害獣の駆除という点では、例えばハン

ターさんの養成等について募集をかける活動という

のは行われているのでございますけれども、それ以

外の職業の方については、要するに猟、駆除対策と

か被害防止という観点ではなくて、その猟というも

ののところが主な目的になるのかなというふうに

思ってございますので、そちらのほう最終的に鹿の

駆除をされるその担い手さんになっていくというこ

とも予想されるのですけれども、そういう点におき

まして狩猟免許なり、銃の免許を取得するまでの過

程が、やはりそれぞれの立場によって違うというこ

とでございますので、その辺につきましては、その

呼びかけの範囲、候補の範囲というものが、今まで

についてはばらつきがあったのかなというふうには

認識してございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

〇１１番（今村辰義君） いろいろお話しされたの

ですけれども、私は単純な質問をしていたのですよ

ね。そこの質問、もう一度答えてほしいのですけれ

ども、前、もうおられませんけれども、同僚議員が

自衛隊のＯＢの人を活用したいとお話しされていま

した。それはハンターが老齢化しているし、だんだ

ん少ないから、そういった射撃経験のある的を射っ

ている話ですけれども、そういった自衛隊のＯＢを

活用したいというお話だったと思うのです。 

 先ほど言いましたように、現職自衛官でもなれる

のだと、なっている方が３名ほどおられますよね。

そういった方は口コミで入ってきているのか、指揮

系統からもお願いして、自衛官は一応認識されてい

て、あと、やるやらないは別なのか、そこをお聞き

したかったわけです。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹、答

弁。 

○農業振興班主幹（辻剛君） １１番今村委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 猟友会のほうに入っておられる会員の皆さん、

今、農業者の方で入られる方が多いのですが、もち

ろんその方々については最初から自分の農作物を守

るという自己防衛というのが目的で入ってこられて

いると思いますが、それ以外の方、自衛官の方も含

めまして、まず趣味の範囲で入ってこられているの

かなというふうに思ってございますので、そのあた

りで要するにどういう形でといいますか、猟友会に

入会されるその過程というものが違ってきているも

のと思っております。 

 申しわけございません、答弁漏れでございます。

特にそういう組織から組織にお願いしてというよう

なことはございません。全て皆さん個人の意思でそ

ういう免許を取得して、猟友会に入られているとい

うふうに認識してございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

〇１１番（今村辰義君） 前、同僚議員が自衛隊Ｏ

Ｂをできないというお話は、ハンターがもう減って

きていると、ハンターが必要だというふうに私は捉

えていたのですよ。ということは、その趣味の段階

で別に勧誘も何もしなくても、やりたい人でやれば

間に合うというふうに判断してよろしいのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹、答

弁。 

○農業振興班主幹（辻剛君） 基本的には個人の方

が入られるものであると。ただ、今、猟友会の方に

多大な協力をいただいて鹿の駆除が進んでいるわけ

でございますので、その担い手さんの育成につなが

る部分については、当然その被害防止の面から町の

ほうの関係機関で呼びかけるということもございま

すし、それなりの対応をさせていただくということ
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になりますが、あくまでも基本的には、その猟友会

という存在につきましては、猟を生活の糧としてい

るか、趣味の方ということでございますので、基本

は個人の意思で成り立っているものということで認

識をしてございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 前段、聞き漏らしたところ

がありまして、１４１ページの労働費のところで、

ブランドの魅力発信事業でＤＶＤの配付だとかあり

ます。その配付の対象なのですが、いろいろなとこ

ろに出向いたときに持っていって配付をするのと、

その配付先はどういうところを、ＤＶＤとかパンフ

レットだとかというのは恐らく道内が主力なのかな

と思いますが、どういう事業所を対象にしているの

かというところをお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山悟君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 配付先ですけれども、やはり上富良野町のブラン

ドを売る、知名度を売るということではプロモー

ションでの使用、プロモーションにかかわるエー

ジェントへの配付、あとは協会と今後協働していく

のですけれども、町を売り込みに旅行会社等のエー

ジェンに行きますので、そのときのツールとして使

いたいと考えているところでございます。 

 あと、企業訪問とか、そういった企業誘致の部分

も町のイメージが一番画像とかでわかりますので、

その部分でも利用を考えているところでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そうしますと、五感で感じ

る上富良野という、いわゆる全面的なイメージは、

当然その中に網羅されるのだろうというふうに思い

ます。 

 他の自治体では、ゆるキャラという形の中で、い

ろいろなマスコットだとかをつくってやっています

ので、そういうものに間に合わないかどうかはわか

りませんけれども、立ち上げてそこに入れるだと

か、いろいろ工夫があると思うのですけれども、そ

ういうものも一つ考えられるのかなというふうに思

います。 

 あとは、この商店あたりでも当然流すだとか、い

ろいろあると思うので、そういう工夫なども町との

連携、商店街との連携はどういうふうになるのか、

お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山悟君） ４番米沢委員の御

質問にお答えします。 

 観光客相手という部分で、町内のいろいろな商店

さんが使用したい場合においても、１,０００部つ

くりますので提供していきたいと思います。あくま

でも１,０００部という概数で今は見積もってござ

いますけれども、プロポーザルの結果、これが多く

なり少なくなりというのは、これからの結果になり

ます。 

 いろいろな受け入れるというところでのおもてな

しのツールとしても使っていただく部分と、あと知

名度、ブランド化を外にＰＲするという部分での使

用を考えております。 

 ゆるキャラについてなのですけれども、本年度、

２５年度、上富良野観光協会のほうに出す補助金の

中に、協会としてゆるキャラを作製するという内容

がございましたので、その部分につきましても町は

補助対象経費として助成をすることで考えておりま

す。協会の主体の事業で、これから進めていきます

けれども、当然この緊急雇用を利用したＤＶＤの中

にも、やっぱり知名度アップの部分で、ゆるキャラ

というものは経済効果もはかり知れない部分があり

ますので、中にくみしていきたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 観光全般なのですけど、例

えば観光協会の懇談会の中で出たことなのですが、

いわゆるバスなどで観光施設に宿泊している人たち

が町におりてこられるような、そういった送迎も考

えているのだと。去年の話ですから、ことし変わっ

たかどうかわかりませんので、そういう話もありま

す。そういう話が以前にもあったかと思いますが、

なかなか踏み切られないでいたかというふうに思い

ます。 

 もしもそれが、試行的にでも現実味の話でできる

のであれば、この１年間もしくは試行的にやってみ

て、その成果に基づいて来年またどうするのかとい

うことも一つの判断方法の材料になるかというふう

に思いますが、そういった予算というのは今回の観

光協会との中に入っていないのかどうなのかをお伺

いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹、答

弁。 

○商工観光班主幹（深山悟君） ４番米沢委員の御

質問にお答えします。 

 先ほど私も説明しました、二次交通の話と認識し



― 81 ― 

てよろしいですね。今回２５年度の観光協会への補

助には入っておりません。近隣のほうでは、富良野

市のほうが冬の観光客の確保ということで、市内宿

泊者限定で片道分補助するという施策とか、あと、

層雲峡のほうも、今あそこワンクッション置いて、

そしてまた道東のほうに行くという通過点だったの

ですけれども、そこの観光客も大分落ちているとい

うことで、あそこは札幌からワンコインバスという

ことで、片道５００円で行けるというようなそう

いった施策もやっております。 

 町としましても、どうしても温泉旅館等がござい

ますので、そういったところから要望と、あと観光

協会からもその効果の要望等がございましたら検討

していきたいと考えております。２５年度について

は、中には組み込まされておりません。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、５款労働費

から７款商工費までの質疑を終了いたします。 

 ここで昼食休憩といたします。再開時間を午後１

時といたします。 

────────────────── 

午前１１時５７分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 昼食休憩前に引き続

き、会議を再開いたします。 

 次に、８款土木費の１７０ページから１８９ペー

ジまでの質疑に入ります。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １７３ページ、８款町道の

維持費のところでございます。 

 ２４年、昨年から民間業者に町道の維持管理につ

いては委託したいということで、それで昨年の予算

委員会でも予算提示されましたときに、住民の方か

ら苦情など出ないように、しっかり業者と連絡を密

にしてやっていただきたいということで指摘させて

いただきました。大分同僚委員の方もたくさんこの

部分は言われたかと思うのですけれども、昨年の１

１月２９日の議会報告会でも、この件が非常に苦情

といいますか、そういったことをいろいろ指摘され

まして、それで町長のほうへも要望を出したかと思

うのですけれども、ことしは、それをどうしたらい

いかということで、どのようにしたらうまくいくか

ということでお考えになられまして、昨年とは違う

形で運転手の分と現場監督、連絡員の方の分も予算

化して、ことしは２４年のようなことはないかと考

えますけれども、そういったところで、これからは

財政的にも職員の減ということもありまして、やっ

ぱり町としてもアウトソーシング、民間委託を考え

なければいけない、そういうときかなとは思ってお

りますけれども、ここの部分ですけれども、予算も

大分ふやしましたので業者と連携を密にしながら、

４社に民間委託をされているとおっしゃっています

けれども、地区割り等なんかもしっかり決められた

ほうがいいと思いますけれども、その点いかがで

しょうか。ことしの取り組みをよろしくお願いした

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ３番村上委員の御

質問にお答えいたします。 

 委員から御指摘のとおり、本年度から町道の夏冬

通しての通年の維持管理業務を完全に業者委託とい

う形で推移してございます。今年度につきましては

第１年次目ということで、心配な面もかなりござい

ましたので、直営の部分ということで一部分補完す

る体制をとりながらの完全実施移行期間ということ

で捉えてございましたけれども、結果として多くの

町民の皆様から御批判をいただくような、昨年と違

う部分が発生してございます。 

 これらを十分に勘案いたしまして２５年度の予算

を組み立てたところでございますけれども、現在、

完全に１年間の業務、３月の末をもって終了いたし

ますけれども、まだ業務が肝心の最終的な雪割り業

務が残っております。ここら辺についても万全を期

すべく計画をしてございましたけれども、実際上ど

のような結果が出るか、これらの結果もあわせて、

新年度４月１日から２年次目の委託体制に生かして

まいりたいということで、予算組みの一部変更を

行ってございます。 

 委託費としては、非常に増額を見ている結果に

なっておりますけれども、この要因としましてはさ

まざまな部分がございます。先ほど委員からおっ

しゃっていただきました業務の連絡員、連絡をお互

い発注者側の町と受託者側の特定ＪＶのほうの意思

疎通を十分に図って、住民の付託にたえるような作

業を行おうということで連絡体制をとることにしま

した。その人件費部分がプラス部分となってござい

ます。 

 また、ことしと大きく変わることにつきまして、

排雪に伴います雪の処理場所が、現在、東町旧自衛

隊官舎部分の土地を借用して雪処理をしてございま

すけれども、これが来年度、恐らく使えなくなると

いうことで、旭野の砂防ダム吹上上富良野線の横に

砂防ダムの敷地と、２４年度で取得しました雪捨て

場用地を町民に一般開放すると同時に、町の指定す
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る雪場所として使うことになります。このため、運

搬距離が大きく伸びるため、その増加部分を加えた

点。 

 それから、特に夏場に多いのですけれども、道路

の維持管理部分、交通安全の観点から、破損部分そ

れから損傷部分を発見して、すぐ修繕すべきという

御意見もたくさん寄せられてございます。このため

に、ことし２４年度の予算で、直轄の工事費として

持っておりました修繕費用部分も委託費に丸々移行

いたしまして、一定レベルまでの修繕行為を委託業

務の中でできるようにということで、迅速な対応を

図れる仕組みをつくってございます。 

 その他、さまざまな苦情を受けた関係で、特に冬

期業務、除雪業務に当たっては運転車両、運転する

者、オペレーターが技術的なレベルがなかなかそろ

わないという現実が見えてまいりました。その点、

委託業務の仕様の中で研修なり業務の平準化を図

る。それから、職員間のバックアップ体制などを充

実していただきたいということで、２５年度の委託

業務については運営面も含めて見直しを加えて締結

したいと考えてございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 確かに、この事業が今後の

アウトソーシングの方向づけになるかと、そういう

試金石になるかと思うのですけれども、定着するに

は二、三年ぐらいかかるのかなということは理解い

たしますけれども、来年以降につきましても住民等

から苦情が出ないようにしっかりやっていただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ３番村上委員の温

かいお言葉ありがとうございます。 

 できる限りの努力、それから委託業者との連絡調

整を十分にとりながら、もし苦情が出た場合につき

ましても迅速な改善をできる体制づくりをしてまい

りたいと思います。御理解をお願いしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 予算を見ますと、除雪日数

の見直しという形で、この計算では４５０万円で

しょうか、減額要素になっておりますが、３年間の

平均という形でとったということですが、この点

は、十分、雪が降ったときに対応できるのかという

ことがちょっと疑問に感じられます。 

 例えば、こういうケースの場合、日中、大雪が

降ってきたという場合、交通上、人の往来に支障が

来すという場合は、相当な雪でない限りは出動しな

いというケースが見受けられます。例えば、町では

恐らく１０センチ、１５センチなのでしょうか、そ

の基準があると思うのですが、そういう場合は聞い

ていましたら速やかに出動してほしいというような

話もありますし、そういうことを考えれば、除雪経

費のマイナスというのはどうなのかなというふうに

感じるところもありまして、この部分をお願いいた

します。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 出動の頻度、体制に関することかと思います。こ

こら辺、町の出動基準につきましては、１２センチ

の新雪、新たに雪が降った部分について出動する基

準としております。ただ、これが出動しなければな

らないというものではございません。実は、雪の降

り方によって、できるだけ効率的な判断をするよう

に心がけてございます。 

 例えばの例で今もおっしゃっておられましたけれ

ども、昼間、雪が降り続く、要するに終日降り続く

ような雪で、例えば１２センチに達したときに一度

除雪をする。すると、また１２センチ降ると出動す

るというような、基準に沿えばこういうような形に

なりますけれども、事実上、日中の出動につきまし

ては非常に交通安全上の危険性がございます。当然

に道幅も冬期間狭くなりまして、枝道に入りますと

２車線確保が難しい部分がございます。このため、

そこに除雪車が入ってしまうと交通を完全に遮断し

てしまうという事情がございまして、日中につきま

してはよっぽどの緊急の事態でない限り、できる限

り出動のタイミングを見計らうということで判断を

行ってございます。 

 特に夜間、夕刻から翌朝にかけて降るような場

合、一番除雪の結果として目的とするのは、幹線に

つきましては第１便のバス路線、それから通勤通学

のかなめとなります幹線道路につきましては、６時

半から７時の間には完全通行を確保するという第１

番目の使命を持ってございます。このために、夕刻

から例えば除雪をするというような体制の場合、運

転手自体が多くの運転手を持ってございません。そ

のため、除雪をし続けるということにつきまして

は、労働の管理上、それから車両の安全運行上、難

しいものでございますから、その早朝の第１点の完

全通行確保を目指して除雪体制を組むという関係が

ございまして、極端なことを言えば、２５センチに

達しても朝に向けて１回の除雪、もしくはその途中

でやむを得ず閉じ込め型の車両が動けなくなったと

いうような救出作業のような場合を除いて出動しな

いという体制をとってございます。 

 この辺につきましては、住民からいろいろな面
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で、例えばそういう場合、消防車並びに救急車が走

れなくなるだろうというようなこともございますけ

れども、そういう場合につきましては緊急除雪とい

うことで、出動態勢は別途組んでございますので、

できる限りの費用と効果、それから住民生活の安

全・安心をはかりにかけたといったら言葉が過ぎま

すけれども、効率的な運用作業を行っていきたいと

いう計画に基づいてございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 確かに、そういう基準に基

づいて、厳格に出動だとかをされているとは思いま

すが、多少なりとも道路の路線の確保という点で、

可能ならやっぱり出動の機会もあっていいのかなと

いうふうに思います。そうそう全般的に危険に、除

雪することによって車道が通れなくなる、歩道が通

れなくなるということはさほどないのかなと思って

現状を見ていますので、その点、改善の余地がある

とすれば、こういった予算の計上とあわせて見直し

て、一定部分予算の確保も必要になってきているの

ではないかというふうに思いますが、もう一度答弁

をお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 先ほどの質問で一部答弁漏れがございましたの

で、あわせてお答えいたします。 

 除雪回数が昨年度比較で３日間減ってございま

す。これはやみくもに予算を積算する、前年に従っ

てというのも、自然を相手にするものですから何か

基準を設けようということで、過去３年間の出動回

数を平均して積算基礎と置こうという予算作成上の

指針をつくりました。 

 この関係で、例えばことしの平成２４年度、冬、

現在進行形でございますけれども、ことしについて

は例年から見るとかなり出動回数がふえてございま

して、先般補正をいただいた面もございます。それ

から、さらに現在補正いただいた予算につきまして

も、かなり際どい線でございますので、雪が降った

時点で何らかの手だてをしなければならないという

ことで予測はしてございます。 

 ことしの降った雪が２６年度の予算のときに反映

されてまいります。２６年度予算をつくるときに、

２４、２３、２２の３年間の雪の実績をもとに２６

年度の予算をつくるわけですので、来年度は恐らく

ことしの出動回数が２２、２３、２４の３年間分の

平均値ですので、またもとに戻るという可能性がご

ざいます。 

 ただ、予算が置いてあるのは、予定として積算上

置いてございますので、自然を相手ということでご

ざいまして、特に雪が多く出動回数がそれに伴って

かさむような場合につきましては、適切な時期にま

た補正等の手法で必要な予算は確実に確保するとい

う予定でございますので、御理解いただきたいと思

います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そういった点でも安全に、

いろいろ可能性があるのだったら、そういった雪が

降った日中でも体制を整えてほしいというふうに思

います。 

 次にお伺いしたいのは、今の中で直営部分だとか

連絡体制をとりながら、効率的な町道の維持管理に

努める予算を計上したということです。何回も言い

ますが、去年からかけても、現場の土砂が流れてい

てもどこが管理するするのかわからないという形

で、そのまま何日も放置されているという問題も見

受けられています。 

 そういうことを考えれば、今回の予算では、そう

いうものも随時解消できるという予算配置というこ

とで受けとめてよろしいでしょうか。そういうもの

も含めた中で、委託費の中で直接工事や修繕工事費

の意向も含めて対処したというところですが、必要

最小限の維持管理ですから、大規模になれば当然町

が判断する部分だというふうに思いますが、本当に

必要最小限の維持管理部分だけだという押さえでよ

ろしいですか。水が。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 委託業務につきましては、基本的に大きな工事部

分については委託業務の中に入ってございません。

ことし２４年度、非常に混乱した部分がございまし

て、この原因については７月から９月にかけて、２

２、２３と続いた集中豪雨が３年目もこの３カ月で

４度ほど降りました。その関係で、災害として発生

した道路上の土砂、土石の堆積、それから路肩が崩

れたとかというものについては、本来、委託業務の

中で積算していない部分でございまして、こういう

災害が発生した場合、とにかく復旧が第一優先でご

ざいまして、結果的に道路上の維持管理の部分が後

手に回ってしまった。ハード的に直す部分を先行し

てやった関係で、最終的に維持管理が手薄になって

しまったという経過がございます。 

 この辺を柔軟にできるように、一定レベルの修繕

までを業務の中でできるようにということで、２４

年度、本年度１,６００万円ほど維持修繕部分の予

算を工事費として持ってございますけれども、これ
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を委託費の中に入れて委託業務の中で対応できるよ

うに１,６００万円の工事費を委託費にのせている

ということで御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 道路維持の業務連絡員の関

係なのですが、契約書の中に業務処理責任者という

のがいるのです。それらの関係はどういう位置づけ

になるのか、ちょっと確認したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ７番中村委員の御

質問にお答えいたします。 

 契約書上書かれております業務責任者につきまし

ては、実際、司令塔となる方になりますけれども、

今回新たに連絡員を予算化してございます。この司

令塔となる業務は、従来２４年度から持っておりま

すけれども、さらに役場との業務調整を新たに大き

なウエートを持って責任を持ってやってもらう。 

 当然、司令塔となる方と任務は重なることと思い

ますけれども、ほとんど毎日連絡調整を行っており

ますけれども、基本的に３日に一度は役場に実際に

体を運んでいただいて、計画的な事務調整を行うと

いうことで予算化をしたところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 実際はあれでしょう、業務

処理責任者の下に各４企業体のそれぞれがまた配置

をされているわけでしょう。そうすると、その業務

処理責任者の下にこの連絡員がいるのか、その点

ちょっと系統図的にどうなのかということで確認を

したいのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ７番中村委員の御

質問にお答えいたします。 

 ちょっと説明が不足いたしまして申しわけありま

せん。この委託業務を受けていただくのが、四つの

事業者による特定の共同企業体でございます。その

代表企業が定められておりまして、ここに統括する

業務処理責任者が置かれます。それぞれこの業務処

理責任者が、４社のそれぞれ分担する業務を指示指

令する役割を負っていくわけです。当然に作業区域

を設定する、工区と路線を設定して作業分担を行う

わけですけれども、これを集約して統括するのが業

務処理責任者ということになってございます。それ

ぞれの企業ごとの工区につきましては、業務の責任

者はそれぞれまた置かれております。この企業体と

しての業務処理責任者と町との調整、ここには責任

となるメーンの責任者、それから補佐をする者が第

２第３と２人くっついてございます。この３人が町

との業務の連絡調整を行う形で、人間は重なると思

いますけれども、新たに調整業務を費用化したとい

うことでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 現実に連絡調整をする任務

は、実際、今現在の業務処理責任者が担っていて、

そのサブに２人か３人いて、そしてその下に４企業

体のそれぞれがいるということであれなんだけれど

も、ただ、あえてその４企業体と、それからもう一

つは、業務処理責任者との関係の中にこの連絡調整

ということで、どの程度効果が発揮されるのか、そ

れとも予算までつけてということで、ちょっと心配

するのですけれども、その点はどうでしょう。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ７番中村委員の御

質問にお答えいたします。 

 本年度の業務につきましては、当然に日常的に業

務連絡をとりながらやっているのはもちろんでござ

いますけれども、業務を月締めで現在確認して、そ

の対価を月締めで１２回払いということで支払って

ございます。ただ、これが反省点として一月たたな

いと、業務量は大体調整で見えてきているのですけ

れども、お金の置きかえが一月単位で出てくるもの

ですから、なかなか締めがわからないと。 

 それで来年度、２５年度の体勢につきましては、

一週単位、週間単位で業務をお金に置きかえていく

ときに、概算でしかちょっと出せないのですけれど

も、概算ででも予算の執行状況を町でも確認する、

それから受託業者側でも確認する、当然４業者がそ

れぞれやっているものを週間単位でまとめるという

作業は、非常に事務量が大きくなってくるわけでご

ざいます。その辺も勘案しての連絡調整員、それか

ら計画と報告というその体制も１週間単位で行って

いこうということで、そこら辺の受け皿、担い手と

して連絡調整員の業務を新たに位置づけて、なおか

つ必要な予算を置いたということでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） そうすると、連絡調整員は

極端に言えば、ある面で１週間１週間ごとのまとめ

をしながら一月分の業務と予算の支消等も含めてま

とめていくということなのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ７番中村委員の

おっしゃるとおり、月締めで行っていた予算の執行

管理を１週単位、週間単位で概算で管理していこう
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と。これは町でも行いますし、業者でも管理してい

ただきたいという体制づくりでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） わかりました。 

 それで、従来の２４年度の執行状況のような支払

業務のおくれというのは、このセクションによって

なくなるということで理解していいのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ７番中村委員の御

質問にお答えいたします。 

 中村委員から、別な場所において非常に支払い

が、例えば４月の支払いが５月６月と大きく、４月

の場合は初めての場合でしたので結構遅い時期に支

払うという結果になってございます。そこら辺が迅

速化されるかという御質問でございます。それを目

指しての仕組みとして捉えてございます。 

 ただ、それが実際上、反映させなければならない

とは思っておりますけれども、大きく期待しての仕

組みとして考えてございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） わかりました。 

 それで、２４年度の実施状況の事例にないような

形で、この業務連絡員を配置をし、そしてぴしっと

した形でということで進めていくということで理解

をしたいと思いますので、その体制には、また業者

等も十分指示をしながら、また連絡調整をしていた

だきたいと思います。 

 終わります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １７５ページの簡易舗装の

部分の点についてお伺いいたします。 

 計画書では、単純に簡易舗装というふうなところ

を見ますと、３カ所なのかなというふうに思いま

す。そのほか含めて、２条通りを含めて１,４００

万円ぐらいの補正予算になっているという説明書の

中身でありますが、この簡易舗装というのは、実際

この説明書、地図に落としてある部分を見ますと３

カ所なのですが、これは実際、何カ所なのか。図面

に落ちている部分でいえば簡易舗装と明記してある

ところだけなのですけれども、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ４番米沢委員の簡

易舗装に関する御質問にお答えいたします。 

 今、委員がごらんのものについては、予算説明資

料の共通資料につけてあります４８、４９ページの

図面かなと思いますけれども、この図面中でオレン

ジ色で示された３カ所を指してございます。 

 それぞれ一般の凍結深度までの１２０センチでは

なくて、基礎路盤５５センチプラス５０ミリで、た

しか６０センチ、それに舗装かけするという改良の

厚さが数字より浅いという路盤構成で行います。こ

れである程度の凍結深度、満ちておりませんけれど

も、安定路盤を確保できるという部類で、この基準

で行う道路整備でございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 見ていましたら、四、五年

か６年ぐらいでしょうか、もつのかなというふうに

思って見ております。この基盤整備でしたら、大体

そんなところが限度なのかなと思っているところで

すが、もう一つあわせてお伺いしたのは、簡易舗装

の整備の本数なのですが、まだ予算上ここに至った

のだと思いますが、現状を見て歩きましたら、いろ

いろと簡易舗装の整備しなければならない部分だと

かというのが、私の目ですが見受けられるというふ

うに思うのですけれども、この部分では、もっと予

算をふやしながら対応するということは、今年度の

予算の中ではどうだったのかお伺いしておきたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 この簡易舗装ほか含めてですけれども、住民会並

びに町内会、自治会などを通じて、あわせて議員各

位からも破損している、それから改善すべきところ

ということで要望なり御指示をいただいている部分

が実はたくさんございます。これにつきましては、

優先順位、それから町内会ごとの事業の均衡なども

全般的な視点で見まして、年次配分して配置してご

ざいます。 

 年間で大体、簡易舗装でいけば１,０００万円弱

ぐらいで年次で置いてございますけれども、２６年

度、２７年度につきましても、約９００万円から

１,０００万円の範囲で事業計画として配置してご

ざいます。それぞれ優先順位並びに、あわせて水道

の布設がえも行ってございます。水道の老朽度など

も相互に勘案しながら優先順位を定めてございまし

て、その辺につきましては、予算の範囲内で１年次

繰り上げ、繰り送りとかという作業のもとで予算組

みを前提とした年次配置を行ってございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そうすると、一定部分、水

道管の老朽化の布設がえというのでしょうか、その
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本数とあわせてある程度やっているということで、

必要以上にはやらないということではないのでしょ

うけれども、その二重投資にはならないという形の

中で、一遍にやりたいという形で埋設しているのか

なというふうに思いますが、その点はどうなので

しょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ４番米沢委員の事

業の配置計画の置き方についての御質問かと思いま

すけれども、先ほども申しましたとおり、多くの改

良すべき路線を課題として保有してございます。こ

のため、予算が、例えばの話でございますけれど

も、２２年、２３年のように緊急的に国から用途を

限らないような予算が財源を確保できるような場合

につきましては、順次年次を繰り上げてやれる体制

にはなってございますので、予算の余裕にあわせて

前後調整できるという状況で御理解いただきたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １７９ページの街路灯の整

備という形で、道道吹上線及び平和通りのデザイン

灯の整備という形で、予算これは同じですから一緒

にちょっと質問させていただきたいと思います。 

 道道吹上線のほうについては、来年度からいろい

ろ調査されて、翌年度あたりに設置されるという形

かというふうに思います。この点はどういう手順

で、今後、道道吹上線等については整備が進むのか

確認しておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ４番米沢委員の道

道整備に関する部分についての御質問にお答えいた

します。 

 ここに上げてあります街路灯部分の整備と、先ほ

ど委員おっしゃった吹上線の整備と、ちょっと別物

として置かれておりますので、街路灯の整備の部分

につきましては、まず道道吹上上富良野線の街路灯

整備につきましては、これは駅前から吉谷生花店、

セントラルプラザ横の十字路までの間の街灯５灯に

ついて、北海道が行う工事と同時施工で町が街灯を

設置するという事業でございます。 

 もう一つ、平和通りデザイン街灯整備につきまし

ては、ことし２４年度と２５年度の２カ年で郵便局

前踏切のところから上富良野中学校の交差点のとこ

ろ、道道名で言えば、道道上富良野旭中富良野線の

交差点の部分までの間につきまして、２年間で整備

するものとなっております。 

 ２５年度につきましては、個人商店名を申し上げ

ますけれども、昨年度、松浦こうじ店のころまで終

わりましたので、その続きということで、そこから

終点の上富良野中学校交差点側へ向かって７灯の街

路灯を町で整備するということになると思います。

同時に北海道では、道路の歩道のバリアフリー化施

工、それから路面のオーバレイ作業なども行いまし

て、今年度で２カ年の事業を終わるというものに

なっております。 

 もう一点、道道吹上上富良野線の整備につきまし

ては、これは北海道が、今、街路事業として計画し

ているようですけれども、実際上、街路事業になる

のか、いわゆるバリアフリー化等の他の事業メ

ニューになるのかについては、北海道のほうで、

今、国と調整しているということで明確ではござい

ませんけれども、この路線区間につきましては、ダ

イイチスーパーのところの踏切から終点としては和

田牧場の地先、上富良野高校の横の区間の路盤の改

良拡幅と歩道の拡幅両側整備が計画されているよう

です。これにつきましては、今の北海道のもくろみ

としては、２６年度までには用地の検討まで始め

て、２７年か８年には着工したいというもくろみを

持っているようですけれども、これはあくまで北海

道段階でのもくろみで、国との調整が進んでいない

ものと掌握してございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） その道道吹上線について

は、早期着工ということでぜひお願いしておきたい

と思います。 

 次にお伺いしたいのは、公営住宅の維持管理で、

ことしから１８７ページでしょうか、建設にかか

わってお伺いいたします。 

 実施設計等、地質調査等が計上されております。

現地の今後の段取りとして、地域の皆さんとの懇談

会も含めて、以前から要望のあった地域の人たちが

集えるような、そういった建設とあわせて場所の確

保もという意見も出されておりましたので、こう

いったものも一定、こういった建設に当たっては反

映される余地があるのかどうなのか、この点も伺っ

ておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ４番米沢委員の公

営住宅の建設にかかわっての御質問にお答えしたい

と思います。 

 今、委員御存じのとおり、基本設計を組み立てい

る最中でありまして、今現在も複数案のもと検討さ

せていただいているところでありまして、集会等の

できる場所の確保等につきましても、その中で検討

しながら今進めているところでありますので御理解
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を賜りたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

〇１番（佐川典子君） １８１ページ、中央コミュ

ニティー広場の管理の件なのですけれども、昨年、

雪が降る前に花壇を撤去していただいたのですが、

それの迅速な対応というので、すごく駅の人からも

喜ばれていたので、そこら辺で上富良野のフラワー

ネットというところに委託するのか、もう決まって

いるのか、この辺、委託も出てきていますので、

ちょっと先にこれを伺いたいのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） 中央コミュニ

ティー広場の駅前花壇整備のことかと思いますけれ

ども、これは２４年度で花壇が老朽化したため撤去

してございます。これを来年度、２５年度で花壇を

固定花壇ではなくてプランター方式、ちょっとプラ

ンターについても通常のプラスチックのプランター

ではなくて、見栄えのあるものということで今計画

してございますけれども、ここら辺につきまして

は、どこに発注するかについてはまだ未定でござい

ます。初期投資部分と苗とか、それらは消耗する部

分、固定的に長年使う部分というものが出てきます

ので、適切な、できるだけ町内業者で対応できるも

のをということで今考えてございます。 

 あと、昨年遅く、シーズンが終わってから作業を

したものですから、駐車場の路盤面が舗装しないま

ま剥がして砂利で埋めてございます。 

 別な話になりますけれども、この下に水道管が実

は埋まってございまして、この水道管に漏水がある

ということで、この水道管の漏水復旧工事が終わっ

た後、舗装を上がけして、ＪＲから借りた土地でご

ざいますので、もとどおり駐車区画、今のところ予

定しているのは８区画、８車両が対面で駐車できる

形で今考えてございますけれども、駅前広場として

の復旧をする予算として組んでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

〇１番（佐川典子君） これから決まるのは、それ

はわかるのですけれども、今までボランティア活動

も含めて維持管理にもお手伝いいただいていたとい

う、地元のそういう方たちのグループがありますの

で、それでちょっとどういう考えなのかなというこ

とを伺いたかったのです。 

 それと、十勝岳線のバスの停留所なのですけれど

も、昨年も一般質問もさせていただいておりました

ので、この辺の計画場所というのがもし決まってい

るのであれば、ちょっと教えていただきたいなとい

うふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） １番佐川委員の御

質問にお答えいたします。 

 この駐車場は非常にわかりにくい、指示場所と違

うところにバスがとまっているということがござい

まして、バス運行のほうは総務課のほうが所管でご

ざいますので、総務課のほうと相談しながら一番い

い場所を。それから、当然に立てる場所としては北

海道の道道敷地か、それともＪＲが管理する駅前広

場敷地かのどちらかに立てざるを得ません。実は町

有地がございませんので、そこら辺は調整しなが

ら、最も適切な場所に設置し、許されるバスの停車

位置を検討しながら設定してまいりたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、８款の土木

費の質疑を終了いたします。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

 次に、９款教育費の１９０ページから２４１ペー

ジまでの質疑に入ります。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ９款１９３ページ、教職員

健康管理費のところでございます。 

 教職員の方の健康診断、もちろん１００％かなと

は思うのですけれども、受診率は何％ぐらいになっ

ているのか。それと、該当の教員全体で何名ぐらい

おられるのか、それと体調不良で休んでいらっしゃ

る先生はいらっしゃらないのか、心を病んでいらっ

しゃる先生なんかもいらっしゃらないのか、その点

ちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ３番村上委員の御

質問にお答えいたします。 

 教職員の健康診断の関係でございます。これにつ

きましては、皆さん健康診断を受けていただくわけ

でありますが、予算上のほうは人間ドックのほうと

通常の健診と合わせまして９２名分の予算を見てい

るところでありまして、都合により何名かは毎年受

けられない方がおりますが、基本的には全員に御案

内をしているところでございます。 

 体調不良の部分については聞いておりませんの

で、おられないということで承知しております。 

 受診率については、細かな数字は持ち合わせてご

ざいませんが、何名かそのときの都合で受けられな

い方がいるということを聞いております。 
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 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ２１３ページ、東中中学校

の管理運営費のところでございます。 

 ここは２名の教職員の配置とかとおっしゃらな

かったですか。事務員さんは何か町費で賄うという

ことをおっしゃっていたと思うのですけれども、そ

こを部分をちょっとどこで見るのでしょうかと思い

まして。この予算の中で、一応５１万１,０００円

ぐらいふえているのでしょうか、昨年と比べまし

て。その点ちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。

○教育振興課長（野﨑孝信君） 同じく村上委員の

御質問でございますが、東中中学校の関係で５１万

１,０００円確かにふえてございますが、この大き

な要因としましては燃料費の増加分でございます。

教職員の配置については道費ということで、この中

には載ってございません。 

○委員長（長谷川徳行君） 皆さんにお伝えしま

す。１問１答ですので、一つずつ質問してくださ

い。 

 ほかにございませんか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ２３２ページの郷土館費と

いう形で、今年度から排水の地下でしょうか、整備

等が行われ、外壁も行われるということでありま

す。 

 この排水整備で、恐らく十分耐え得るのかなとい

うふうに、水はけが十分対処できるのかなというふ

うに思いますが、前にもこういった水が浸かって貯

蔵品等がかなり損害を受けただとか、いろいろ出て

きているかと思いますが、実際この水のたまった要

因というのは、この排水整備だけで十分耐え得るか

どうかというところを、明確にどういう構造でなっ

ているのかですね。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。

○教育振興課長（野﨑孝信君） ４番米沢委員の郷

土館の排水関係についてお答えいたします。 

 委員も現場を見て御存じかと思いますが、地下の

ところに一番低くなっているものですから、周りの

水、隣地からの水もそこにたまるということが、こ

こ最近のゲリラ豪雨のときに顕著にあらわれてきま

す。そういったことから、入り口に土のうを積むな

どして、中に水が入らないような措置を講じたとこ

ろでございますが、それらを恒久的な対策というこ

とで、今回、予算措置の中で排水を整備させていた

だくものでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 今後、長く保存していかな

ければいけない物もありますし、湿気などによって

保存が損なわれる物というのも出てきますので、そ

の点はしっかりお願いしたいというふうに思いま

す。 

 次にお伺いしたいのは、小中学校の全般の教育費

の保護者負担という問題についてお伺いしておきた

いというふうに思います。 

 この資料等においては、小中学校一、二年生から

６年生、中学校という形でそれぞれ中学校でいえば

３万５,０８６円の負担になりますよという旨の報

告になっております。確かにこの教育現場だけで

は、やはりこういった保護者負担を改善しなさいと

いっても、なかなか現場では対応できない部分はあ

るのかなというふうに思います。その点でいえば、

やはり教育委員会がある程度指導して、こういった

ものについてはある程度、全部ではないにしても、

保護者負担を改善しますというきちんとした方針を

持たなければ、この保護者負担の軽減に務まらない

のではないかなというふうに感じておりますが、そ

の点、教育現場任せではなく、きちんとした対応と

いう点ではどのように考えられているのかをお伺い

しておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。

○教育振興課長（野﨑孝信君） 同じく４番米沢委

員の御質問でございます。 

 保護者負担の関係でございます。これにつきまし

ては、以前にもいろいろ御質疑をいただいていると

ころでありますが、あくまでも児童個人に帰属する

ものについては個人に御負担をいただいているとい

う分では御理解をいただいていると思いますが、そ

れに加えまして、学校現場においてはより効率的な

教材の使用、それと新しい教材とかが常に出てきま

すので、学校における学習活動交付金などを通じま

して、それら負担がなるだけ重ならないような感じ

で進めてまいりたいと思っておりますので御理解く

ださい。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ぜひその点、改善できるも

のは早期に改善していただきたいというふうに思い

ます。 

 次に、２３９ページの社会教育センターの管理費

の点で、これは小さな管理費に値するかどうかわか

りませんけれども、従来からモップだとかかなり劣

化して、よく辛抱して使っていることは僕は大切だ

と思う。その気持ちは否定しませんけれども、だけ

れども余りひどすぎて、なかなか開こうとしても開

かないだとか、モップを広げようとしても開かな
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い、広げられないだとか、そんなモップがたくさん

ありまして、ああいった部分というのは小さな予算

でも十分交換、更新できるのだというふうに思いま

す。更新いつされたのかわかりませんけれども、か

なり年数もたっておられると思いますので、そう

いったところの改善はぜひ必要だと思いますが、こ

の点お伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹、答

弁。 

○社会教育班主幹（鈴木真弓君） ４番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 社会教育総合センター管理費の中に消耗品を計上

させていただいておりますが、委員御指摘のとお

り、消耗品は皆様の清掃管理のもとで使用物品につ

いては御使用いただいております。多少そのような

形で使いにくいという御指摘をいただきましたの

で、早急に現場に戻りまして確認し、更新すべき物

については更新していきたいと考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ２３３ページの開拓記念館

の管理費でございます。 

 これは、昨年の２分１になって、昨年は１６６万

円でございましたけれども、これは何か管理の方法

を変えられるのかどうか、ちょっとお伺いしたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。

○教育振興課長（野﨑孝信君） ３番村上委員の御

質疑にお答えいたします。 

 開拓記念館の予算の減額につきましては、昨年

度、工事請負費ということで塗装等を行ったことに

より、本年は終わりましたので、これらが主な原因

でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ２３５ページのスポーツ指

導者養成補助、これは指導者の養成にもっと力を入

れられてもいいのではないかと思いますが、５万円

計上されておりますけれども、障がい者に対するス

ポーツの指導者とか、もうちょっと指導者養成に力

を入れられていったほうがいいのではないかと。私

は、ここはむしろ、もうちょっと予算をふやしても

いいのではないかというふうに考えているのですけ

れども、お考えとしてはどうでしょう、いかがで

しょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。

○教育振興課長（野﨑孝信君） 同じく村上委員の

御質疑でございます。 

 スポーツ指導員の養成講座でございますが、以前

にも委員からいろいろ御質疑いただいている部分か

と思います。 

 これにつきまして、教育委員会としましてもこの

指導者育成に努めているわけでありますが、募集の

段階でなかなか手を挙げていただけるところが少な

いという実態がありまして、なかなかふやすところ

までには至っていないという現実を御理解いただき

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 １１番今村委員。 

〇１１番（今村辰義君） ＡＥＤの件について、先

般の先日質問をして解消したかなと思ったのですけ

れども、インターネットに載っていると言われて調

べたけれどもわからなかったですね。質問させてく

ださい。 

 小学校と中学校と公民館、あと社教にあるかない

かは予算書で読めないのですけれども、それとパー

クゴルフ場にありますよね。複数の施設があるとこ

ろ、小学校であれば小学校は結構あります。あと中

学校もあります。公民館はあると書いてあるが公民

館の分館がわからないです。それらのところに、例

えば小学校とか中学校は１台と思われる予算が計上

されていますよね。ほかはもうあるのかという単純

な質問で、全部に網羅されているのか。私は網羅し

ておかなければいけないと思うのです。人数の大小

にかかわらず、小学校、中学校そういったところは

全部あるべきだと思っています。 

 もう一つ知りたいのは、公民館分館です。郡部に

散らばっておりますので、郡部のほうも必要であろ

うと思っていますので、そういったところをわかる

範囲で教えていただきたいと思います。 

 そして社教にもありますよね。社教にあるのは、

これ見ても載っていないからどういう理由で載って

いないのか、多分、寄附だとかいろいろあると思う

のですけれども、明確にしたいと思いますのでお願

いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） １１番今村委員の

御質疑にお答えいたします。 

 ＡＥＤの関係でございます。学校施設と社会教育

施設ということで大きく二つに管理をさせていただ

いておりますが、まず教育施設の部分、各学校６校

についてはＡＥＤが配置されています。また社会教

育施設、公民館本館ということで富町のあるところ

については設置がされています。それと社教セン

ターもございます。あと、パークゴルフ場、それと

Ｂ＆Ｇ海洋センター、これら４カ所ということで、

御質疑にありました各分館についてはまだ配置がさ

れていないということでございます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 
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〇１１番（今村辰義君） おおむねわかりました。

その分館に今後配置する予定があるのかないのかと

いうことを再質問させていただきたいのと、社教に

あると、どういう予算で入っているのか。毎年計上

しなくてもいいから今年度は載っていないとか、寄

附受けだからやなくてもいいだとか、いろいろ理由

があると思うのですが、そこを教えてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） 同じく１１番今村

委員のＡＥＤの設置に関してでございますが、設置

の方法としましては、備品で買う場合、リースで買

う場合、寄贈を受ける場合、大きくこの三つに分か

れるかと思います。それで、教育委員会の持ってお

りますＡＥＤにつきましてはリースのもの、それと

寄贈を受けたものということで、それらの中で管理

をしております。 

 また、最初に御質疑がありました分館の部分でご

ざいますが、それについてはちょっと検討をさせて

いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹、答

弁。 

○社会教育班主幹（鈴木真弓君） １１番今村委員

の御質問にお答えいたします。 

 社会教育総合センターに設置していますＡＥＤ

は、２００６年９月にいぬ年会から御寄贈をいただ

いたものでございます。なお、いぬ年会様からは、

この年同年、Ｂ＆Ｇの海洋センターのほうにも同じ

く寄贈いただいております。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 １１番今村委員。 

〇１１番（今村辰義君） 分館のほうはこれから検

討されるということで、ぜひ本当に検討して、前向

きの姿勢でやっていただきたいと思います。 

 どこで誰が心肺停止になって倒れるというのは、

これは誰も見当つかないですよね。市街地だけでは

ありませんので、ひとつよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） 今、ＡＥＤの設置場所や

なんかは了解しました。 

 それで、今、特にＡＥＤの適切な管理というのが

結構言われていて、ある場所では実際に使おうと

思ったときに動かなかったとか、そういう事態が新

聞やなんかで報道されています。バッテリーだった

ら約４年間、それから電極パッドだったら製造月日

から３０カ月とか、それから本体でも六、七年と聞

いています。そこら辺の管理状況についてお尋ねを

したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） １０番中澤委員の

ＡＥＤの管理についてお答えいたします。 

 委員御発言のとおり、維持管理についてはそのと

おりでございまして、リースでありましたらリース

の中にそれら消耗品、電池パッドも含まれてござい

ますので、うちのほうも当然ですけれども、リース

の会社のほうも当然その時期の来る前にそういった

交換の手続をしてございまして、あわせまして備品

でいただいた物につきましても、管理の中で適切に

使われるかどうか、そういった動作の確認というこ

とも必要かと思っています。 

 なお、動作の確認については、内蔵されたバッテ

リーの中でランプが正常についていれば、それが正

常に作動する確認というようなことで、目で見てわ

かるような仕組みにもなってございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 今のＡＥＤの関連でござい

ます。 

 恐らく、今、教育委員会の９款で出されているも

のはリースだろうと思うのですけれども、例えば１

９７ページにはリースの関係７万１,０００円、そ

れから２４１ページは６万７,０００円と、恐らく

リースを契約するときの年度の違いからと思います

けれども、その点ちょっと確認をしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ７番中村委員のＡ

ＥＤのリースの関係でございます。 

 委員御発言のとおり、６万７,０００円と７万１,

０００円の予算でございます。私ども調べまして、

寄贈の受けたメーカーと実際のリースで入っている

公民館と、メーカーが私たちの手元で２社ございま

す。そういったことから、若干今回の７万１,００

０円においては幅を持たせた予算ということで、な

お購入に当たりましては、それらを精査した中で適

切に処理をしていきたいと思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 会社が違うということであ

れば、その１９７ページの７万１,０００円はいつ

契約、それから２４１ページでは６万７,０００円

というのはいつの契約なのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） 今のメーカーの違

いということで、中村委員の御質疑でありますが、

期間の満了ということで、先ほど中澤委員からあり

ましたように、その機種によって６年とか７年とご

ざいますので、その切れた時期に更新をするという

ことで、その年がことしということでございまし
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て、見積もりをする段階において、そういった２社

があるということを考慮した中で、１社に偏ること

なくそれらを比較した中で予算組みをしたというこ

とで御理解ください。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） できるだけ機能が大体似た

ような形であれば、同じ所管でありながら７万１,

０００円と６万７,０００円というのはやっぱり適

切でないような気がするので、同じ６万７,０００

円で済むものであれば、リースで同じような契約を

すべきだと思いますが、ただ、前の機種がというこ

との前例でそのまましたのであれば、もうちょっと

慎重な配慮が必要かなと思いますが、その点確認し

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ７番中村委員のた

だいまの御質疑でございますが、同じ機能であれば

安いのは当然でございます。それらを含めて、きち

んと適切に対応するよう考えておりますので御理解

ください。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ２３９ページのＢ＆Ｇ海洋

センター管理費のところ、昨年より９６万３,００

０円ふえておりますが、プールの中に張ってある

ロープの浮き輪が壊れているということで、子ども

さんがけがをしても困りますので、そういったこと

を聞いているのですけれども、承知はされていると

思いますけれども、その修理費は見込まれていらっ

しゃるのでしょうか、ちょっとお尋ねしたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ３番村上委員のＢ

＆Ｇの海洋センターの関係でございます。確かに予

算がふえてございまして、委員御発言のとおりコー

スロープの更新という部分で約二十数万円見ており

ますし、あわせて換気扇の交換、これら含めて主な

増額の要因となってございますので、委員御質疑の

部分については更新をきちんと予定してございま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

〇１番（佐川典子君） 先ほどのＡＥＤの関連で手

を挙げたのですけれども、ちょっと遅かったので済

みませんが、もう一度、ＡＥＤの関係でお伺いした

いところがあるのですけれども。 

 各学校に設置されているということだったのです

けれども、その設置場所、職員室の中にＡＥＤがあ

るのですよ。夜間の体育館の活動時に、要するに運

動をする方がいらっしゃって、バレーボールだとか

いろいろな活動をされて、そういうときに夜間にも

し使いたいときにはどうするのだということで、私

は本当に４年前ぐらいか３年前ぐらいに質問したこ

とがあるのですよね。そのときに、それぞれ対処す

るということだったのですけれども、今現在、西小

学校にはどこに、各学校のどこにあるか御存じで

しょうか、ちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） １番佐川委員の御

質疑にお答えいたします。 

 今現在、体育館のほうにございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

〇１番（佐川典子君） 先ほど、いろいろな同僚委

員さんもおっしゃったように、適切な場所に使える

ようなということを指示していただくということは

すごく重要なことなので、今後もその発展にぜひ考

えていってほしいなというふうに思っていますの

で、よろしくお願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

〇９番（岩崎治男君） ２２１ページの青少年育成

についての成人式の記念品ですけれども、このお祝

いとして贈呈しているその中身、内容はどうなって

いるのか。それから、２５年度の成人式の男女の人

数がわかれば教えてほしいです。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹、答

弁。 

○社会教育班主幹（鈴木真弓君） ９番岩崎委員の

御質問にお答えします。 

 まず、平成２５年度の成人式の記念品につきまし

ては、平成２４年度同様、成人者全員による記念撮

影を行いまして、その写真を皆様に記念品として、

後日、郵送で送らさせていただいております。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ９番岩崎委員。 

〇９番（岩崎治男君） 改めて、成人になられた方

の男女の人数を教えてほしいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 岩崎委員、ことしので

すか。（「１月の成人式」と発言する者あり）こと

しの２５年１月１３日。 

 社会教育班主査、答弁。 

○社会教育班主査（林下里志君） 岩崎委員の質問

にお答えします。 

 ことしの成人式の出席者につきましては、成人者

対象１３２名のうち、出席者ちょっと男女の内訳は

手元にないのですけれども、９７名出席でございま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

〇９番（岩崎治男君） 上富良野の将来を担う成人

の方が、今お聞きしますと１３２名はおられるとい
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うようなことでございまして、成人式というのは二

十、大人になったあかしであり、再出発の式典であ

るというふうに思います。そういった中におきまし

て、私たちも毎年招待をいただきまして参加をして

いるところでございますけれども、なぜ名簿が一緒

に手渡されないのかなと残念でなりません。 

 私たちの近所の息子や娘が成人になっても、普段

はわかる顔も成人のお化粧をしたり、それから和服

を着たり、はかまをはいたり、最高の支度でもって

成人式に参加しているわけです。そういった中で、

お父さんやお母さん、父兄の方が引率している、そ

れで初めてお宅の息子さんも成人ですか、お宅の娘

さんも成人になられましたかといって、おめでとう

と声をかけたくても、本人の名簿がないからわから

ないわけなのです。これは、私は社会的にも残念な

ことであるなと思いますので、そのわけを聞かせて

いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ９番岩崎委員の成

人式の名簿の関係でございますが、以前、委員も御

承知のことかと思いますが、確かに名簿はございま

した。その後、いろいろ時代の流れということの中

で、個人のお名前ということが外に出ることはとい

うような、いろいろと世論の流れもございまして、

今現在はそういった個人情報を保護する観点から、

そういった名簿の作成はしていないということで御

理解ください。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

〇９番（岩崎治男君） 私も、社会的に個人情報と

いうのは、今、大きな課題となって、どこまで公表

したらいいのかという、そういうような具体性につ

いていろいろ問題点もあるというふうに思っており

ますけれども、この成人式については何も年齢は書

かなくても、みんな二十だということはわかりま

す。あと、名前ですけれども、もとは東中の誰々、

市街地の誰々とそのぐらいは書いてあった。電話番

号とかそういう重要な部分は何も必要ないのです。

住所とか。やはり成人になられた方々のお祝いの

メッセージとして、名簿ぐらい公表して、それがど

うしてもいたし方なければ帰りに回収してもいいで

すから、そのときに参加した人たちに町内の息子や

娘が成人になったのだなという、それぐらいのあら

わし方は必要であるというふうに私は感じますけれ

ども、何かよいそういうものに対する具体性につい

て伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） 同じく９番岩崎委

員の御質疑でございます。 

 名簿の作成に関してでございますが、これについ

てはやはり載ることは嫌だというか、載らないほう

がいいというお考えのもとで、そういった統一的な

名簿の作成は今現在いたしておりません。委員御発

言の、その範囲の問題もございますので、それらに

ついては検討できる範囲で検討させていただきたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

〇９番（岩崎治男君） 今、前向きの答弁をいただ

きましたので、来年の成人式には名簿があるという

ことを期待いたしまして、質問を終わります。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ９番岩崎委員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 課長のほうからもるる申し上げましたとおり、個

人情報というものがありますので、許容がどの程度

なのかという部分ですね、十分研究させていただき

対応を図ってまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １９９ページの上富良野小

学校の改築等がことしから始まります。それで、基

本的なことについてお伺いしたいのですが、こうい

う工事は景気低迷の中で仕事が地元になかなかない

という状況がありまして、通常、今まではジョイン

ト、あるいは分割発注かいろいろという形で検討さ

れてきた経過もありまして、なるべく地元の企業が

参加しやすい形の中で工事にも参入できるという方

向があったかというふうに思います。 

 今年度総額では、計画書では約２１億２,０００

万円程度の工事、いろいろ含めてですけれども、な

るかというふうに思います。そういう意味では、そ

ういった方向性で備品等も含めた中で地元の仕事が

確保できるような、そういう対策と工事とのあり方

等というのはどういう方向性なのか、お伺いいたし

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） 私の答弁できる範

囲は限られておりますが、教育委員会で買えるもの

については、そういったことに十分配慮してまいり

たいと思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） これは総務か建築かなとい

うふうに思いますので、そのジョイントだとか、そ

ういった地元の企業が参入できるような環境づくり

というのは非常に大事だというふうに思いますの

で、こういった部分についてはどのようにお考えな

のか、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ４番米沢委員の御質問に
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私のほうからお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 ルールのことしか申し上げないので答弁にならな

いかと思いますけれども、今言われましたようなこ

とについては、これまでもいろいろな角度から思い

を寄せられていますので、私どもはルールに従っ

て、非常に大規模な工事でございますので、そうい

う業者の能力をどう判定するのか、私どもも指定業

者の登録制度になってございますので、そういう実

態と照らし合わせながら何らかの方法を講じてまい

りたいと思います。いずれにしても、今の段階では

具体的な考え、案は持ち合わせてございませんの

で、御承知おきいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 極力そういう方向性で検討

するということですから、それは大切なことです。

入札資格の問題だとか、いろいろな諸条件がかみ

合っているかどうかというのも、当然、要素として

入ってきますので、ぜひそういった地元の少しでも

仕事をふやすという立場から、この入札のあり方も

含めては必要かというふうに思いますので、この点

ちょっと確認しておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ４番米沢委員の御質問に

再度お答えをさせていただきたいと思います。 

 考え方、基本的な私どもの認識については今申し

上げたとおりでございますし、この大型工事につき

ましては、特にいろいろな形で調達するものがござ

いますでしょうから、その多くを可能な限り地元か

ら調達できるような、そういう考え方をもとに受託

いただける企業の方については、思いを私どもから

も発信してまいりたいというふうに考えているとこ

ろであります。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員よろしいです

か。 

 １１番今村委員。 

〇１１番（今村辰義君） 小学校の改築の関連なの

ですけれども、郡部に小学校ございますよね、東中

とか江幌とか。こういったところを将来、上小に吸

収というのですか、そういったことは考えておられ

るのか。そこを考えても、部屋数は多分変わらない

のかなと思いますけれども、そういったことは考え

ておられるかどうかをお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） １１番今村委員の

御質疑に対してお答えいたします。 

 町内には４校学校がございまして、上富良野小学

校、西小学校、江幌、東中ということで、郡部の学

校となると江幌と東中小でございます。現在も十数

名おりますので、今のところはそういった考えは持

ち合わせてございません。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） １９１ページの交際費の関

係でお尋ねをしたいと思います。 

 今回も２７万２,０００円ということで計上され

ております。２４年度の予算は４４万２,０００

円、それから２３年度の決算では４４万１,７７５

円と。その前年の決算は２６万６,８００円という

ことで、この変わった要因は、青少年のスポーツ大

会関係の経費を交際費で支払うと、そうすると即座

に支払う体制ができるということでございました。

しかし、今度は２７万２,０００円に減じた要因は

何ですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ７番中村委員の御

質疑に対してお答えいたします。 

 今回、教育長交際費のほうからスポーツ振興費の

ほうに実は移させていただきました。委員御発言の

とおり、２３年度から交際費の中で子どもたちに激

励という筋合いでお金を交付していたわけでござい

ますが、より交際費というのは間口が広いという性

格を持っておりまして、報償費ということでその償

に報いる形で、そちらのほうにより限った支出が適

当かということで、それらを含めてそちらのほうに

移行させていただきました。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 理由はわかります。ただ、

交際費にあれした経緯からすると、ここの２年間の

実績を見ると、非常に不適切な取り扱いがあった

ケースがございます。極端に言えば、その年度の夏

のいろいろな競技をまとめて１２月に支払うだと

か、それからもう一つは全道へ行ってもらう、それ

から全国へ行ってもらうと、一人の選手が全道大会

で入賞して全国大会へ行った。それらのケースも１

回しか出ていないのです。 

 ただ、事務処理要綱を見ますと、同一年度、全国

大会、全道大会に出場すれば各１回ずつ支出すると

いうことで、複数回あればその上位の大会をという

ことで、これは理解できるのだけれども、現実にそ

ういうケースがあるのですね。ですから、これらに

ついてどう処理をされるかということで確認したい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ７番中村委員の御

発言でございます。 

 委員御指摘のとおり、現実にはそういった運用を

させてございます。いろいろ私も経過等を探ってみ

まして、平成２２年以前の補助金の時代もございま
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す。そういったときにいろいろ見てみますと、全道

大会、全国大会と行く段階におきまして、たまたま

２１年、２２年を見てみますと、７名の方がこの補

助金による支払で全国のほうに出してございます。

少林寺拳法６名と野球が１名ということで７名でし

た。 

 少林寺拳法の場合は、地区予選大会ではなくて、

地区の推薦でいきなり全道に行くと。そういったこ

とから、１回限りのこの１万円を出した経緯がござ

います。それとあわせて、野球の場合は地区予選大

会を勝ち抜いて全道、全国へ行くわけですが、そう

いった絡みもあって、均衡上だと思いますが、そう

いった支払いの仕方で１回の１万円に終わっている

経過がございまして、以後、交際費に２３年、２４

年に移行しても、同様の少林寺、空手こういった部

分について多くありまして、２４年度は陸上の方が

１名おられたわけですが、結果として補正予算でし

か対応できないという時期的な部分もございまし

た。そのようなことから、今の段階においてもそう

いうふうになってございます。 

 担当ともいろいろ、この把握の仕方の中で、補正

予算を１７万円もして支出をしたわけですが、近

年、高校生の活躍が目覚ましいということで、中学

校を卒業して各道内の高校で陸上等いろいろなス

ポーツに活躍されている方がおられます。それらに

対して、うちが届け出に基づいて支払いをするとい

えども、やはり公平性の観点から、できるだけその

把握に努めるべきだということで、富良野でしたら

高校、旭川の高校、また札幌のほうもございます。

そういった調べた中で補正予算をさせていただいた

わけですが、その過程で、その学校によっては生徒

の成績を出さないという部分もございまして、そう

いった個人情報の部分もございます。そういったこ

ともありまして、ちょっとその辺、整理をする課題

というか、できるだけ多くの方にそういった表彰を

たたえるお金でございますので、そういったことか

らいきまして、保護者にも周知を広報誌ですると

か、各学校にもそういったこともさらにあわせて個

人が出せないとすれば、その生徒に周知をしていた

だくですとか、そういったことを含めて適正にこれ

らの経費を支出できるように、今、報償費に切りか

えて、その内容についても十分検討して、支出をで

きるように考えておりますので御理解いただきたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 子どもの進路の関係で、そ

れぞれの学校に行って活躍をされていると。私は基

本的には、全道大会へ出場するということで、例え

ば陸上の場合、旭川で予選をやる、その予選のない

推薦は別にして、そうすると、そこでチャンスが

あったら、はい、全道大会がんばれよということ

で、この規定からいえば５,０００円激励金で渡す

べきだし、それから全道大会で２４年の場合、優勝

した選手がいたのですけれども、それらも全国大会

に行くのなら頑張りなさいよということで、恐らく

教育長か、もしくは課長が、ここに実家があるのが

条件になっていますから、そういうことでもって

いってやっぱり交付して、こんな後になって交付す

るなんていうことは意味がないような気がするので

す。その交際費に切りかえたという段階から、私は

もうそういう形にぜひやっていただけたものだと

思っているのですけれども、現実にはそうではな

い。 

 ただ、今、掌握がしかねるということで、どの子

がどの学校に行って、どこのどういう種目でどう

なっているかわからないというような関係もありま

すけれども、たまたま体育協会の表彰パーティーの

段階では、もう全部そうやって掌握をしてやってい

るわけだから、そうすると、それより体協でもやれ

るのであれば、それこそ各団体に要望したり、学校

側に要望したりということで、そういう情報収集を

してやるべきだなという私は感じがするのです。 

 ただ、この取扱要綱を見ると、激励金の対象者は

激励金を受給しようとするときは、激励金届け書と

いうことで教育長に提出をするということと。恐ら

くこれはみずから提出したケースはなくて、あんた

そうだからということで僕はやっていたと思うの

で、何とか今回は各スポーツ振興費の中で報償費と

出すのであれば、できるだけやっぱり情報を早く周

知をして頑張った段階で出す。それから全国大会に

行くのであれば、行く前に出してあげるというの

が、言うなれば大きな励みになってくるし、地元で

もこうやって考慮してくれるという気持ちがあると

思うので、そういう点で、報償費になったけれども

そういう気持ちで取り組んでいただきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） 中村委員のただい

まの御質疑でございますが、中村委員の御発言のと

おり、意を持って子どもたちに励みになるようにし

てまいりたいと考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

〇１１番（今村辰義君） ２１３ページの東中中学

校の管理費、２５年度でこれは終わりなのですよ

ね。それで、来年の４月１日になるのですか、この

間の先般の教育長の指針に基づいた同僚委員の質問

に、農業関係の宿泊施設になる云々というのが報道

に載っておりましたけれども、これは無償になる予
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定なのですかね。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） １１番今村委員の

ただいまの御質疑でございますが、地域からの意向

をまだ聞いた段階でございまして、これから研究検

討という段階に入りますので、それらを含めてどう

いった形が一番よいのか、地域の意向を尊重しなが

ら検討してまいりたいと考えています。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

〇１１番（今村辰義君） 町の議会の議決に付すべ

き公の施設の利用及び廃止に関する条例に保育所だ

とか学校も載っていますから、当然議会の３分の２

以上の議決が必要だとは思うのですけれども、また

これから検討するということで検討してほしいので

すけれども、先ほどちょっと質問して、小学校を吸

収するなどという半分頓挫していたのですけれど

も、あそこは中学校と、例えば東中小学校を合わせ

たら結構な面積ですよね。であれば、例えばどこか

の大学の分校あたりを誘致すれば、非常に私はいい

と思っているのです。無償で貸すかどうかもまだ検

討中ということですけれども、そういったものをイ

ンターネットに敷地の大きさだとかを出せば、もし

借りに来られたら、これはすごいです。宿泊施設だ

とか、教授の宿舎だとか、既設のものも使えると思

いますけれどもすごいことになる。定住移住になり

ますよね。 

 あと、上富は非常にそういう教育環境はすばらし

いと思っている。子どもたちを見ていても、小学生

も中学生も遊ぶところがないです。非常に健全な子

どもたちが育っている。これは大学生も同じだと思

う。大きな都会での大学は、これはある人から聞い

たのですけれども、半分以上はもう遊んでしまって

勉強しないらしいですね。ところが、上富のこの環

境は皆さんも想像つくとおり、非常に教育環境がい

いと思いますので、そういった大学、全部はもちろ

ん引っ張っては来れないですけれども、分校あた

り、その分校のまた何分の１かでもいいですけれど

も、そういったものを持ってきたらすばらしいこと

があるのではないかなと思うのですけれども、ぜひ

検討してほしいのですが、どうですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、思いはありま

すか。 

 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １１番今村委員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 今村委員の御意見を聞かせていただきました。い

ろいろな部分、先日もお話しいたしましたように、

東中の住民会のほうからいただいている御意見、ま

ずここの部分に第一に考えていきたいと思っていま

すし、それだけでは考え方としてはまだまだでござ

いますので、幅広にいろいろな部分の検討を深めて

まいりたいとそんなふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

〇１番（佐川典子君） ２１７ページの表彰審査委

員会というのがありますけれども、多分これは文化

の日のですよね。 

 毎年思っていることなので、ちょっと予算には直

接は関係ないのですけれども、いつも表彰を受ける

方が背中を向いて座っていらっしゃるのですよ。ど

んな生徒さんが活動されたのか、また、どんな自衛

官の中のどういう人がそういう表彰を受けるのか、

いつも見えないのですよ、背中しか。それで、でき

れば位置関係をちょっと考慮していただいて、ぜひ

とも皆さんで本当に祝福してあげたいという思いが

あるものですから、そこら辺を考えていただくとい

うふうに毎年思っているので、渡す町長の顔はいつ

も見えるのですけれども、教育長さんとか。やはり

受ける人の喜ぶ顔だとか、それと私たちが拍手を送

りたい人のお顔が見えないというのがちょっと残念

なので、その辺の考慮というのはでき得るものなの

か、ちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） １番佐川委員の表

彰式の関係でございます。 

 委員御発言のとおり、確かに文化賞の関係、ス

ポーツ賞の関係、非常に被表彰者が多い部分でござ

います。これにつきましては、町の自治功労者含め

てそちらの表彰式ということの流れの中でやってご

ざいますので、これら人数が多く、そういった部分

の御指摘については、考慮できる点をきちんと現場

の中で考慮できるようなことを考えてまいりたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ６番徳武委員。 

○６番（徳武良弘君） ２１９ページなのですけれ

ども、社会教育指導員、これは人数どれくらいなの

でしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹、答

弁。 

○社会教育班主幹（鈴木真弓君） ６番徳武委員の

御質問にお答えします。 

 社会教育指導員は、現在２名を配置しておりま

す。１名はいしずえ大学の指導員、１名は放課後プ

ラン事業の指導員でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番徳武委員。 

○６番（徳武良弘君） 前年より報酬が上がってい
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るのですけれども、これはどういった要因でしょう

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹、答

弁。 

○社会教育班主幹（鈴木真弓君） 報酬が増額して

いる関係は、いしずえ大学の指導員が昨年の７月か

ら任用になりました。平成２５年度予算では１年間

の報償費を計上してございますので、３カ月分ほど

増額となってございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） 給食の関係、いいですか

ね。ページ数は広域圏のほうなので、ちょっとない

のですが。 

○委員長（長谷川徳行君） はい、認めます。 

 １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） 給食のアレルギーの関係

でちょっとお尋ねをしたいと思います。 

 先日、１０３名ということでお伺いをいたしまし

た。アレルギーの種類やなんかは何種類ぐらいあり

ますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校教育班主幹、答

弁。 

○学校教育班主幹（及川光一君） 中澤委員の御質

問にお答えいたします。 

 食材のアレルギーの種類でよろしいでしょうか。

義務的に表示するアレルギーの表示は８種類であり

ます。ただ、上富良野の学校給食センターの献立表

には、プラス１８種類のアレルゲンといいますか、

表示が推奨されている部分につきましても表示をし

ながら献立表のほうを策定しているところでありま

す。ということで、合計で２５種類の表示をしてお

ります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） 昨年の末、１２月でした

か、東京の調布市のほうで女の子が亡くなられたと

いう事故がありました。そんなときに、今聞いたら

２５種類ということで、非常に学校、それから教室

でも先生方、それから給食の提供に、またつくる側

の問題点もかなりあるかなと思うのですが、その中

で２５種類の、命にかかわることでありますので、

どのような対策を講じながら学校と協議されている

のかなということをお伺いできればと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校教育班主幹、答

弁。 

○学校教育班主幹（及川光一君） 中澤委員のアレ

ルギーの対応ということの御質問でありますが、ま

ず、アレルギーを持っているお子さんの把握といた

しましては、学校それぞれにおいて保護者からアレ

ルギーの調査書を一人一人とっております。その中

で、各学校の給食担当と学校給食センターの栄養士

との連携の中で、その日の献立に応じてアレルギー

のある物の連携をとりながら学校と対応しておりま

す。 

 あと代替の部分でありますが、各学校で調査をし

た中で、一部代替の対応をしている部分について

は、牛乳をお茶にかえている対応、あと可能な代替

の対応としては、一部添え物の生の果物の関係にお

いては、アレルギーのない小袋の小魚の袋物といい

ますか、果物にかえて、それの対応できる小魚の小

袋物を対応しているというような状況です。 

 ただ、代替の物につきましては、希望者を募って

対応している。その中で、アレルギーを持っていて

も希望をしていないお子様については、給食セン

ターで発行している献立表を見ながら、保護者とお

子さんにもその辺は十分確認をとりながら実施をし

ていただいているというような、そういう啓蒙をし

ながら実施をしているというような状況にありま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） 万全な対応をとっている

ということで理解をしましたけれども、先ほど言い

ました昨年の１２月の事故やなんかがあったのは、

おかわりをするときに先生が間違って渡してしまっ

たということが主な原因と承知していますので、そ

ういうことがないようにお願いをしたいと思いま

す。 

 もう一点、今、エピペンということで、その症状

を和らげるその注射を打つと、３０分以内ぐらいに

打つとかなり和らぐのだということがあります。そ

ういうお子様が本町にもいるのかどうか、お伺いを

したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） １０番中澤委員の

御質疑でございます。 

 確かに先般も新聞等でその処方の問題が出ており

ました。現在、詳細に学校のほうでは把握してござ

ませんので、それらを含めて、今後それらを早急に

現状を把握したいと思ってございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） 要望になるかもしれない

のですけれども、やっぱり学校やなんかにも備えつ

けておくということもこれから必要なのかなと、そ

んな感じがしますので、そんな取り組みもぜひお願

いしたいなと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 
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○教育長（服部久和君） １０番中澤委員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 まず、アレルギーの症状には非常にいろいろな種

類がありまして、発疹ができる、かゆくなる、唇が

腫れる、そして一番悪い症状としてアナフィラキ

シーショックがあります。ただ、すぐに出てくると

いうものではなく、その時間の経過、５分後すぐ出

なくても運動をして出てしまうと。よく保護者のほ

うにもお話をしているのですけれども、保護者のほ

うで、先ほど担当主幹のほうからお話ししましたけ

れども、これに反応するけれども大したことはない

のだと。ただ、年齢が加齢するにしたがって症状と

いうのは変わります。そういう部分では、エピペン

のお話もされましたけれども、まず対象となる子ど

もがいるのかどうなのか、そして子どもがドクター

から携帯を指示されているのかどうなのか、そうい

う部分から始まりまして、あと保護者にもその状況

というのは非常に変わるのだと。 

 うちのほうでは、給食に入っている物は食べさせ

たくないのですけれども、親が大丈夫だという判断

のもとに食べさせて唇が腫れるようなことも現実に

起きています。一応アレルギーの緊急対策のマニュ

アルに沿って、病院に運ぶなりの対応はしていると

ころではありますけれども、それら教職員に対する

エピペンの使用の指導と、あと、保護者に対しての

アレルギーに関する正しい知識の啓発、これが悲し

い事件が起きないための必要な措置だというふうに

考えておりますので、本年度そこの部分については

重点的に検討を進めて、実際にそういうものを進め

ていきたいと考えておりますので、御理解を賜りた

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） 先ほど、１０番中

澤委員の関係で、これから早急に調査をというお話

をさせていただいたところでございますが、訂正を

させていただきます。 

 現在、町独自で教育委員会として調査中というこ

とでありますので、よろしくお願い申し上げます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ２３１ページの郷土館の管

理費のところですが、郷土館は日曜日臨時開館支援

謝金ということで６万円計上になっておりますけれ

ども、これは１年通して日曜日毎週なのか、この期

間だけということなのか、ことしのあれですけれど

も、今まで何か要望が、日曜日開けてほしいという

ような何かあったのでしょうか、ちょっとお尋ねし

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹、答

弁。 

○社会教育班主幹（鈴木真弓君） ３番村上委員の

御質問にお答えいたします。 

 郷土館の日曜日臨時開館に伴う支援謝金でござい

ますが、昨今、観光の観点から開拓記念館が、実は

５月から１０月まで土曜日日曜日、７月から９月ま

では火曜日から日曜日まで開館しております。その

折りに、開拓記念館を訪れた方から、郷土館もぜひ

見たいという実は御希望がございました。これは観

光ボランティアの方からも情報をいただきまして、

今年度検討しまして、ぜひ郷土館も開拓記念館同

様、５月から１０月までの毎週日曜日を臨時開館と

し今年度開館し、その実績の推移を見て、今後、常

時開館に向けての検討を図りたいと考えておりま

す。 

 なお、支援謝金ということで、今年度は観光ボラ

ンティアの方の実績を検討させていただきまして、

半日交代勤務の中で、郷土をさぐる会を中心に上富

良野町民の方にボランティアということで公募を

し、登録をしていただいた皆様の御支援をいただき

ながら、日曜開館に向けて準備をしてまいりたいと

考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 小学校の部分だと思うので

すが、昨年度は遊具の更新の費用がついておりまし

たが、ことしはありませんけれども、この計画書で

は３０年の間に更新するという形になっておりま

す。２６年度には１４０万円で、ことしがついてい

ないという状況で、ほかの事業もあるということで

ついていないのかなというふうに思いますが、こう

いった部分については、もしも一挙に更新するよう

な財源措置が必要ではないかと。子どもたちは６年

間、あるいは３年間という形の中でしかその学校に

おられませんので、やっぱりそういう環境を整える

のも優先順位からいえばどうなのかというのが出て

くるかもしれませんが、そういったものも含めてど

うなのかなというふうに思いますので、お伺いいた

します。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ４番米沢委員の遊

具の関係でございます。 

 確かに、昨年までは遊具の修理、そして移設とい

うことで予算のほうを執行させていただきました。

総合計画の中で、年次の中に載っている部分もござ

いますが、とりあえず昨年までで応急的に急ぐも

の、現場の学校の声を聞いた中でそういったものを

早急に対応したということで、今後においてはそれ

ら現場を見ながら対応したいと考えてございます。 
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○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 上小なんかは、従前の遊具

かなというふうに思いますが、これはこの２６年度

のちょっと先の話になってごめんなさい、２６年度

なのですけれども、学校から要望が出てこないので

更新はないのかなというふうに思いますけれども、

その点はどうなのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ４番米沢委員の御

質疑にお答えいたします。 

 委員御発言どおり、学校の要望ということでござ

いますけれども、緊急点検の中で危険な遊具等は既

に撤去した部分でございますので、台数等について

はそういったものがもう既に減って、新しいものと

いうのは随時必要なものもございます。そういった

ものを含めて現場の意見を聞きながら、そういった

ことも含めて導入に向ける部分、検討をしていくよ

うなことで計画上はしてございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） １９７ページ、委託料の中

での天文台保守点検ということで５０万円計上され

ています。恐らくあの天文台は、西小学校が改築さ

れてからずっとということでございます。したがっ

て、それ以前の保守点検をされたのはいつなのか、

ちょっと確認をしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ７番中村委員の天

文台の関係の御質疑でございます。 

 平成１２年に西小学校が建設されました。そのと

きにあわせまして天文台も併設されました。その後

の関係でございますが、平成１９年に一度、若干の

ふぐあいが出たということで整備の点検とあわせて

実施をしてございます。それら今回においては定期

の部分ということで予算計上をさせていただきまし

た。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） この保守点検の業者は特殊

なケースだと思いますけれども、どちらにおられる

のですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ７番中村委員の業

者の関係でございますが、平成１９年に実施したと

きには、ＮＴＴファシリティーズということで、Ｎ

ＴＴの関連会社でございまして、今回も特殊なもの

ということで、そちらから見積もりを徴集してこざ

います。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） それで、平成１２年から建

設されて、ずっと天文の観測をする会というような

ことで、防災無線や町広報でいろいろ入ってきてお

りますけれども、ちなみに２４年の実施日と、それ

から参加者の人数がわかれば、ちょっと教えていた

だきたい。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ７番中村委員の御

質問でございます。 

 開催回数等につきましては、私が承知している限

りには、できるだけ月１回を基本にして、その月々

の天体で星がそのときに見られる、そういったもの

を中心に公民館講座の中で実施してございまして、

曜日等については担当のほうからお答えいたしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹、答

弁。 

○社会教育班主幹（鈴木真弓君） 中村委員の御質

問にお答えいたします。 

 平成２４年度の天体観望会は、４月２７日、５月

１３日、５月２９日、６月２１日、７月６日、８月

１２日、９月２８日、１０月２３日、１１月２２

日、１２月１４日、あと今週でございます３月２１

日はすい星の観望会を御予定しております。１０

回、延べ現在のところ１６５名の観望者をいただい

ております。 

 なお、この中には、富良野沿線の教育振興圏の協

議会による共催ということで実施しておりますの

で、上富良野町民ならず中富良野町、富良野市さん

からの観望者も含まれております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） １０回１６５名ということ

で、１回当たり１６.５人ぐらいになるということ

で、非常に関心があるのかなという気がいたしま

す。それで、公民館講座ということで、この講師の

謝礼は１回お幾らぐらいでお払いしているのでしょ

うか。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹、答

弁。 

○社会教育班主幹（鈴木真弓君） 講師の方への謝

金については、町からの支出はしてございません。

この天文台の観望会につきましては、町内に在住の

方がこの設置のときにかかわった方で、ぜひ町の町

民の方の観望については支援をしたいということ

で、教育委員会と協議の上、現在のところ進めてご

ざいます。 

 なお、先ほど申し上げたとおり、富良野圏域の共

済事業も実施していることから、富良野振興協議会
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のほうから謝金ということで一部支出をしていただ

いてございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） そうすると、平成１２年か

らということになると、もう１４年ぐらいですか。

そうなると、その間に１０回ずつにしても相当な回

数になるということで、それは謝礼はなしというこ

とでいいのかどうか。私は、やはりそれなりの対応

をすべきだと思うのですけれども、いかがでしょ

う。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ７番中村委員の今

の御質疑の部分でございます。 

 私も、中西さんという方は御存じでお話もさせて

いただきましたが、今までの経過を聞きますと、本

人の御意志もあり、何らかの関係でかかわりをした

いと、そういったことで、金銭の申し出ですとかそ

ういった交渉はいたしておりませんので御理解くだ

さい。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

ね。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、９款の教育

費の質疑を終了いたします。 

 暫時休憩いたします。再開時間を３時１０分とい

たします。 

────────────────── 

午後 ３時０２分 休憩 

午後 ３時１０分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開いたします。 

 次に、１０款公債費の２４２ページから予算調書

の２５６ページまでの質疑を行います。 

 ありませんか。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ２５１ページの給料及び職

員手当の減増額の明細ですけれども、ここのところ

の採用で、採用の方８７５万８,０００円、それで

住居手当のところ、ここがかなりふえているのです

けれども、これは採用は何名ぐらいいらっしゃるの

でしょう。何名分のあれでしょうか、ちょっと教え

ていただきたいのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田中利幸君） ３番村上委員の新規採

用に伴います御質問かと思います。 

 ２５年度の新規採用予定者は、一般職で５名、あ

と保健師技術職１名の計６名の予定をしたところで

あります。住居手当につきましては、全職員の居住

にかかわる変更等もありますので、それらを集計し

た数字になってございますので御理解いただきたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、１０款の公

債費から予算調書までの質疑を終了いたします。 

 これをもって、議案第１号平成２５年度上富良野

町一般会計予算の質疑を終了いたします。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日は、これにて散会します。 

 今後の予定を事務局長から説明させます。 

 事務局長。 

○事務局長（藤田敏明君） あす３月１９日は、本

委員会の３日目で、開会は午前９時でございます。

定刻までに御参集くださいますようお願い申し上げ

ます。 

 以上です。 

午後 ３時１２分 散会  
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平成２５年上富良野町予算特別委員会会議録（第３号） 

 

平成２５年３月１９日（火曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 ２号 平成２５年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 

議案第 ３号 平成２５年度上富良野町後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 ４号 平成２５年度上富良野町介護保険特別会計予算 

議案第 ５号 平成２５年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 

議案第 ６号 平成２５年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 

議案第 ７号 平成２５年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 

議案第 ８号 平成２５年度上富良野町水道事業会計予算 

議案第 ９号 平成２５年度上富良野町病院事業会計予算 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１３名） 

   副 委 員 長       今 村 辰 義 君            委 員       佐 川 典 子 君          

   委 員       村 上 和 子 君            委 員       米 沢 義 英 君          

   委 員       金 子 益 三 君            委 員       徳 武 良 弘 君          

   委 員       中 村 有 秀 君            委 員       谷   忠 君          

   委 員       岩 崎 治 男 君            委 員       中 澤 良 隆 君          

   委 員       岡 本 康 裕 君          

   （議長 西村昭教君 （オブザーバー）     ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（２名） 

   委 員 長       長谷川 徳 行 君   委 員       小 野  忠 君          

─────────────────────────────────────────────── 

○遅参委員（１名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長         向 山 富 夫 君     副 町 長         田 浦 孝 道 君          

 会 計 管 理 者         中 田 繁 利 君              総 務 課 長         田 中 利 幸 君 

 産業振興課長         前 田   満 君     健 康 づ く り 担 当 課 長         岡 崎 智 子 君 
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １１名） 

─────────────────── 

○副委員長（今村辰義君） おはようございます。 

 御出席、御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１１名であり、定足数に達

しておりますので、これより予算特別委員会第３日

目を開会します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の審査日程について、事務局長から説明させ

ます。 

 事務局長。 

○事務局長（藤田敏明君） 本日の審査日程につき

ましては、さきにお配りしました日程で進めていた

だきますようお願い申し上げます。 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） これより、議案第２号

平成２５年度上富良野町国民健康保険特別会計予算

を議題とします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（今村辰義君） 発言がないようですの

で、これより、歳入歳出を一括して、８ページから

１１ページ及び２５７ページから３０４ページまで

の予算全般の審議に入ります。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ２５９ページの国保税のと

ころですが、ことしは８４６万６,０００円減で組

まれておりますけれども、これは医療分の所得割の

算定方法の見直し、平成１５年には資産割を６０％

ということで見直しをしたと思うのですけれども、

現在の所得割、それから資産割、均等割、平等割と

いうのをちょっとお聞きしたいのですけれども、教

えていただきたい。 

○副委員長（今村辰義君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ３番村上委員の、

国保税にかかわります区分の割合ですが、平成２３

年度から現行の税率になっておりまして、まず、医

療分につきましては、所得割５.９％、資産割３.７

％、均等割２万５,０００円、これは被保険者１人

につきです。それから、平等割２万３,０００円、

これにつきましては１世帯につきということです。

そして、後期高齢者の支援分ということで、所得割

２.０％、資産割１２.４％、均等割７,８００円、

平等割７,０００円、それから、介護分といたしま

して所得割１.６％、資産割７.８％、均等割９,２

００円、平等割６,２００円であります。 

 以上でございます。 

○副委員長（今村辰義君） よろしいですか。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） そうしますと、１世帯で平

均どれぐらいになりますか、ちょっと教えてほしい

のですけれども。 

○副委員長（今村辰義君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） １世帯平均につき

ましては、まず、みんな、それぞればらばらになり

ますので……、ちょっと待ってください……、後ほ

ど、その分についてはお答えしたいと思います。 

○副委員長（今村辰義君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ２８６ページの特定健診事

業という形で予算が計上されております。上富良野

町は、受診率とも、努力のかいもあって高くなって

いるという状況がうかがえます。そこで、健康かみ

ふらの２１計画２次分では、今後、一定受診率も頭

打ちになってきて、今度はさらに中身を制度化し

て、詳細に若年層や高齢者の方含めた個別対策に

移ってきている部分が見受けられるかなというふう

に思いますが、この若年層、高齢者という形で、今

年度はどういったところを主力に、受診率、あるい

は健康改善のための目標を設定しておられるのか、

まず、この点お伺いしておきたいというふうに思い

ます。 

○副委員長（今村辰義君） 健康推進班主任保健

師、答弁。 

○健康推進班主任保健師（杉原直美君） 米沢委員

の御質問にお答えします。 

 若年者層に関しての受診率の設定は、おおむねさ

せていただいておりません。ただ、勧奨しながら、

今までどおり若い世代からの受診勧奨をというふう

に考えております。御指摘のとおりに、上富良野町

の住民の健康意識は高く、受診率、保健指導率も７

０％、８０％で推移して、それに向けても努力して

おります。ただ、国保の医療費を分析しましたとこ

ろ、高額医療も含めて国保以外の方の退職者医療な

ど高額になる場合が多いので、国保だけには視点を

置かずに、今御指摘のありましたような若年者、ま

たは社会保険の方にもできるだけ保健指導を実施で

きるような体制づくりを考えております。 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そうしますと、企業との連

携だとか、当然、医療との連携ももう既に進められ

ている部分がありますので、いわゆる企業社会保険

だとか共済等に加入されている方等も含めた受診率

の向上や、そこが根本的に高まっていかないと、

やっぱり総体的な医療費の押し上げだとかというふ
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うにならざるを得ない部分があると思いますが、そ

ういう意味で、今後、今年度、企業だとか会社だと

か、そういった部分の受診率を高めるための連絡だ

とか体制をとったりだとかする部分がなければ、そ

ういうものにつながらないと思いますが、その点は

どういうふうに、ことしは改善されようとしている

のか、お伺いいたします。 

○副委員長（今村辰義君） 健康推進班主任保健

師、答弁。 

○健康推進班主任保健師（杉原直美君） ４番米沢

委員の御質問にお答えします。 

 今年度も、昨年から富良野地域の医療連携システ

ムで会議を持ちまして、各医療保険の方たちと企業

をめぐりながら受診率の勧奨を、保健師を中心に実

施しているところです。本来、特定健診自体は、特

定保健指導、実際自分の健診のデータを自分が読み

取り、そのことで生活改善につなげるということで

すので、保健指導を実施するということで力を入れ

ていきたいと思っております。特に事業主として上

富良野町職員の健診の特定保健指導を含めて保健指

導を実施しまして３年目を迎えますが、当初は未開

の地の健診データも、ここ３年で随分改善の兆しを

見せておりますので、あわせて企業にも、企業めぐ

りや広報活動をしながら保健指導を実施していきた

いと思います。 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） よろしいですか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 積極的な宣伝だとか広報も

担当されているのかなと思いますので、非常にいい

ことだというふうに思います。 

 次にお伺いしたいのは、例えば、この健康かみふ

らの２１の中では、前にも質問が出たかと思います

が、やはり小さいときからの、幼児期あるいは乳幼

児から児童になる間の食生活等の改善だとか、食べ

物によって将来の生活習慣病につながる、これを早

期に予防できるのだというふうに書かれています。

こういった点で、そのものが効果を発揮するという

ことであれば、大変貴重なデータですし、また、当

然、科学的なデータに基づいてされているのかなと

いうふうに思います。それで、今後、上富良野町に

おいては、昨年からも引き続きやられてきているか

と思いますが、さらに昨年のデータに基づいて、こ

としはこういった部分を、そういった改善に向けて

取り組みたいというのがあればお伺いします。 

○副委員長（今村辰義君） 健康推進班主任保健

師、答弁。 

○健康推進班主任保健師（杉原直美君） 健康かみ

ふらの２１、２次計画、詳細見ていただいて感謝し

ております。実態を分析しましたところ、ライフス

テージにおいて、上富良野町の食生活では、１番は

野菜不足です。２番は高脂肪食です。ですので、こ

れは死亡率１位のがんの発症にも影響しております

ので、この２点に関しては、あらゆる場面で現行学

習をしながら、ライフステージに沿った学習をして

いきたいというふうに考えております。特に北海道

は、うまみを求める脂肪食、ここが消化にすごく時

間がかかりますので、胃酸が出ます。そうすると、

胃の粘膜を傷つける。そして、脂肪が高いと、胆汁

で脂肪を消化するのですが、２次脂肪酸というのが

出て、がん化を促進するということで、その予防に

向けても、自分が選べる、基準となる油の量を選べ

るような、自分自身での食生活の改善を、そこに、

あわせて、地産地消である野菜が、なかなか、子ど

もたち含めて大人もですが、食べられていない状況

を今後改善していきたいというふうに努力していこ

うと思っております。 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） よろしいですか。 

 米沢委員。 

○４番（米沢義英君） いつもこれを読ませていた

だくときは、僕の状況と合わせて、どうなのだろう

と置きかえて読むのが習慣になってきています。そ

うすると、やっぱり自分のだめなところと、よいと

ころというのが、はっきり整理されてきて、非常に

勉強させてもらっているというような状況になって

います。それで、今後、こういう予防が継続的に行

われないとすると、当然医療費の伸びというのは高

くなります。ある程度高齢化によっても給付だとか

というのはふえるという状況がありますが、今後５

年間ぐらいでしょうか、１０年でもいいのですが、

この医療費の増嵩はどのような動態たどるのか、

ちょっとお伺いしておきたいと思います。わからな

ければいいです。 

○副委員長（今村辰義君） 総合窓口班主査、答

弁。 

○総合窓口班主査（谷口裕二君） ４番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 医療費の状況の見通しということでございますけ

れども、今後におきましても、今現在、直近では横

ばいで推移している状況でございますので、引き続

き、この傾向を維持できればというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○副委員長（今村辰義君） よろしいですか。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ２６７ページ、国保保険者

ネットワーク負担金のところでございますけれど
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も、２３年度から新しくできた負担金なのですけれ

ども、ことしは２１万５,０００円ということで、

昨年から比べますと５万円くらい減額になってはい

ますけれども、この負担金なのですけれども、どの

ような基準で決められているのでしょうか、ちょっ

とお尋ねしたいと思います。 

○副委員長（今村辰義君） 総合窓口班主査、答

弁。 

○総合窓口班主査（谷口裕二君） ３番村上委員の

御質問にお答えします。 

 国保保険者ネットワーク負担金でございますけれ

ども、これにつきましては、中身としましては、

今、医療請求とかにかかわるレセプトの電子化に伴

いまして、北海道の国保連合会と各保険者がイン

ターネット等を通じて情報のやり取りができる環境

が整っているわけなのですけれども、これらの費用

につきましては、各保険者の被保険者数等に応じて

負担金のほうが決められております。２５年度につ

きましては、被保険者数が若干減少するような見込

みになってございますので、その関係で負担金のほ

うが減という形になってきてございます。 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） それですけれども、うまく

活用されているのでしょうか。やっぱりこれだけ負

担金を払っているのですから、今まで、２２年まで

はなかったのですよ。いろいろな情報を取ったり、

いろいろインターネットでやるのは本当に大切なこ

となのですけれども、活用、ちょっとどうでしょう

か、うまく活用されていますか。 

○副委員長（今村辰義君） 総合窓口班主査、答

弁。 

○総合窓口班主査（谷口裕二君） ３番村上委員の

御質問にお答え申し上げます。 

 このネットワークの関係でございますが、先ほど

言いましたけれども、レセプト、従来は紙でレセプ

トというのが来ていまして、そのレセプトを点検し

ながら国保連合会を通じて医療費の支払いをしてき

たわけなのですけれども、このネットワークが構築

できましたことによりまして、電子化ということ

で、インターネットを通じて画面でそのレセプトを

見ることができまして、日々新しい情報が画面を通

じて見る環境が整ってございますので、レセプトの

点検も迅速に行うこともできますし、従来、紙でや

りとりしていました国保連合会との費用のやりとり

も全てインターネットを通じた、パソコンを通じて

やりとりもできるということでございまして、そう

いう意味で迅速かつ正確というか、早い事務処理が

今現在可能になってございますので、全道の各保険

者も同じ環境かと思いますけれども、このネット

ワークができたことによって、そこら辺の体制が

整っているということで御理解いただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） ほかにありませんか。 

 ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） ２８９ページの健康づくり

推進費、これの健康体操の指導員費が載ってござい

ますけれども、昨年がなかったので、新しい事業か

なというふうに考えるわけですけれども、この事業

内容についてお聞きいたします。 

○副委員長（今村辰義君） 総合窓口班主査、答

弁。 

○総合窓口班主査（谷口裕二君） ９番岩崎委員の

御質問にお答えいたします。 

 健康づくり指導員の部分でございますけれども、

これは昨年度も計上していました費用でございます

が、ここ数年、ずっと、被保険者等の健康づくりと

しまして、健康体操の指導員２名を配置しまして、

今、社会教育総合センターを会場にしまして、週２

回、会員を募りまして、生命の貯蓄体操ということ

で健康づくりが行われているところでございます。

その会員の状況でございますけれども、１０名程度

の会員の方が来ておりまして、日々、そこら辺の健

康づくりを進めていただいているところでございま

す。 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） この健康体操ということは

大変結構なことだと思いますけれども、この募集に

は、どういうような方法を使って、どういった方が

対象になっていますか。 

○副委員長（今村辰義君） 総合窓口班主査、答

弁。 

○総合窓口班主査（谷口裕二君） ９番岩崎委員の

御質問にお答えたいします。 

 健康体操の部分につきましては、この指導員の

方々が中心となりまして、リーフレット等を通じて

会員の募集も行っているところでございますけれど

も、年に今１回程度でございますが、ことしの３月

も、この貯蓄体操の講習会ということで、広く広報

だとかを通じまして周知を図りまして、専門の指導

員もお呼びする中で講習会も開催してきているとい

うことで、そういう中でも会員の拡大も進めている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○副委員長（今村辰義君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） 同じ健康づくり推進費の中
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の生命の貯蓄体操の負担金６,０００円を見ており

ますけれども、昨年も同額で、余り事業を行ってい

ないということで、内容と事業を進めていない内容

についてお尋ねをしたいと思います。 

○副委員長（今村辰義君） 総合窓口班主査、答

弁。 

○総合窓口班主査（谷口裕二君） ９番岩崎委員の

御質問にお答えします。 

 生命の貯蓄体操負担という部分につきましては、

これは健康体操指導員も加盟していただいています

けれども、この生命の貯蓄体操は北海道の国保連合

会も推奨している体操でございまして、これらの体

操を、北海道の中でも、ここら辺でいくと道北支部

ということで、各ブロック別に区分した中で体操の

普及が図られているわけなのですけれども、私たち

の上富良野町の国保運営協議会としましては、道北

支部のほうに加盟する中で、指導員の技術向上等

も、加盟することでかかわってきているわけなので

すけれども、それの団体に加盟するということで、

６,０００円の負担金を計上しているところでござ

いまして、これも経年的に計上している費用でござ

います。 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） よろしいですか。 

 ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） こういう体操をやるという

ことは、命を長くつなぐということで結構なことな

のですけれども、ちょっと所管が違うかもしれませ

んけれども、老人クラブなんかでもそういう軽体操

を福祉協議会のほうから来てやられているのですけ

れども、そういう連携はあるのかどうか。 

○副委員長（今村辰義君） 総合窓口班主査、答

弁。 

○総合窓口班主査（谷口裕二君） ９番岩崎委員の

質問にお答えいたします。 

 こちらの国保としましては、国保連合会も推奨し

ています生命の貯蓄体操を中心に、それら運動の普

及啓発ということで行っております。体操には各種

いろいろとありますので、保健福祉課というか、か

みん等で行われている体操もあるのは存じておりま

すけれども、それぞれ会員を募ったり、それぞれ会

の中で自主運営をされているところだと思われます

ので、特に体操間の、団体間の連携という部分で

は、特に今現在行っているものはございませんけれ

ども、いずれも健康づくりという部分を同じく考え

ている活動かと思いますので、引き続き、今後の中

においては、そこら辺の情報交換もできればという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○副委員長（今村辰義君） よろしいですか。ほか

にございませんか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 事業を推進する上で、いろ

いろ臨時の方だとか使用しながら行っているかと思

います。これだけのボリュームのものを推進すると

なると、一定の人員が必要かというふうに思います

が、現行の人員では、不足ながらも十分体制とって

おられるのかなと思って見ておりますが、この点

は、現状等についてどうなのかなというふうにお伺

いしておきたいと思います。 

○副委員長（今村辰義君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ４番米沢委員の職

員体制についての御質問にお答えしたいと思いま

す。 

 今、委員おっしゃるとおり、大変ボリュームの多

い業務でございますけれども、その中で、先ほど

言ったネットワーク体制だとか、いろいろと事務の

効率化を図りながら、現行体制で事務を進めている

ところでありまして、今後におきましても、そのよ

うな体制で臨んでまいりたいと思いますので、御理

解を賜りたいと存じます。 

○副委員長（今村辰義君） よろしいですか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 今のことにも若干関連する

のかなとも思うのですけれども、いわゆる一般会計

のほうから、繰入金というのが毎年大体１億円強の

推移をされているのかなというふうに考えておりま

す。この中には、もちろん職員給与分も入っている

ようにはなっておりますが、こちらの一般会計の変

動に伴ったとしても、おおむねこの金額というの

は、今後においても約１億円ちょっとぐらいの中で

推移していくというように考えてよろしいでしょう

か。 

○副委員長（今村辰義君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ５番金子委員の、

一般会計からの繰出金にかかわる内容でございます

が、一応ルールというか、繰り出し基準に基づきま

して算定しておりますので、事業量等によりまして

若干の変動はあると思いますけれども、大きく金額

の変更がなければ、この数字というのは大きく変わ

らないのかなと。ただ、あくまでも基準があります

ので、その基準の基礎となる数字が変更になれば数

字の変更も生じてくるという仕組みになっておりま

すので、御理解を賜りたいと思います。 

○副委員長（今村辰義君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ということは、すなわち、

今後において、おおむね、この国保会計が１３億円

から１４億円程度の中で推移していく上においては
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余り変わらないということで、例えばこれが医療費

が急激に伸びていってしまうということになると、

当然、一般会計のほうからの繰出金というのも大き

くなるということで理解してよろしいですか。 

○副委員長（今村辰義君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北川和宏君） ５番金子委員の、

医療費等が変更になった場合どうなのかということ

になると、当然、保険基盤安定だとか、財政安定化

支援とか、また、交付税算入、入ってきたものをそ

のまま出すという、いろいろな仕組みがありますの

で、その数字にも変化が出てきた場合には、そうい

うこともあり得ると考えております。 

○副委員長（今村辰義君） よろしいですか。ほか

にありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（今村辰義君） ちょっと待ってくださ

い。町民生活課長、先ほどの答弁の補足説明ですよ

ね、どうぞ。 

○町民生活課長（北川和宏君） ３番村上委員から

の、１世帯当たりの保険税の額はどのくらいになる

のかという御質問ですが、統計処理上、ほとんど１

人当たりということで数字は出ているのですが、今

単純に、ことしの予算額と被保の世帯数で割り返し

ましたら、１７万７,４００円程度ということに

なっております。 

 以上でございます。 

○副委員長（今村辰義君） ３番村上委員、よろし

いですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（今村辰義君） なければ、議案第２号

の質疑を終了します。 

 次に、議案第３号平成２５年度上富良野町後期高

齢者医療特別会計予算の件を議題とします。 

 提案者より補足説明があれば、発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（今村辰義君） 補足説明がないようで

すので、これより、歳入歳出を一括して、１２ペー

ジから１４ページ及び３０５ページから３１７ペー

ジまでの予算全般の質疑に入ります。ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（今村辰義君） なければ、議案第３号

の質疑を終了します。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

 次に、議案第４号平成２５年度上富良野町介護保

険特別会計予算の件を議題とします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（今村辰義君） ないようですので、こ

れより、歳入歳出を一括して、１５ページから１７

ページ及び３１９ページから３４９ページまでの予

算全般の質疑に入ります。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ３３０ページの保険給付費

のところの介護給付費でございます。３３１ページ

にわたって、ここで４,２００万円ぐらいふえてお

りますけれども、このいただいた資料等を見せてい

ただきますと、認定者が４期平均で３９６人くらい

だと、認定を受けている方、介護認定ですね。それ

で、５期では４２６人ということで、３０人くらい

ふえてきております。それと、内訳を見ますと、重

度化４、５のところがあるでしょう、大体平均の４

５.６％ぐらいになっておりまして、出現率は低

く、１４.５％か１５％ぐらいに抑えていらっしゃ

るのですけれども、どうも認定された人が重度化に

なってきている部分と、それと密着型サービス、こ

このところが非常にふえてきている状況にありまし

て、２６年度はすごいですよね、３,０００万円ぐ

らいふえておりますけれども、ここのところはどう

なのでしょうか、これは、また新しく多機能型がで

きますけれども、こちらのほうは、これはこれでま

た別個に、この予算には組まれてはいないのでしょ

うか。ちょっと、かなりふえてきている状況にあり

ますので、そこら辺はどのように考えていらっしゃ

るか、ちょっとお尋ねします。 

○副委員長（今村辰義君） 高齢者支援班主査、答

弁。 

○高齢者支援班主査（岩崎昌治君） ３番村上委員

の御質問にお答えしたいと思います。 

 まず、介護給付費の前年度よりの伸びなのですけ

れども、委員がおっしゃられたとおり、認定者の出

現率は抑えられているのですが、中には重度化、さ

らにはサービスの浸透等によりサービス料がふえて

きてございます。地域密着型の小規模多機能事業所

の費用の部分、給付費の部分ですけれども、今年度

予算については、一応、見込みとしては入れてござ

います。 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） それで、多機能型が１０月

ぐらいにできる予定でございますけれども、それら

はまた今度、補正か何か新しく計算に入れるのです

か。この予算の見通し、どうなのでしょうか。これ

はもう、予算、このまま変わらないですか、ちょっ

とお尋ねします。 

○副委員長（今村辰義君） 高齢者支援班主査、答
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弁。 

○高齢者支援班主幹（岩崎昌治君） ３番村上委員

の御質問にお答えしたいと思います。 

 地域密着型の小規模多機能事業所が平成２５年度

中にできるということで、その部分を一応は見込ん

でおりますけれども、実際の利用実態等によって、

この給付費は変動があるかと思いますので、その場

合には補正予算で対応したいというふうに思いま

す。 

 以上でございます。 

○副委員長（今村辰義君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ３３０ページです。居宅介

護支援計画作成という形で、２,７００万円という

形で計上されております。これは昨年度から、たし

か、計画作成に当たっては自己負担が伴うというふ

うに変わってきているかというふうに思いますが、

そういった部分のところというのは、どういうふう

に現状なっているのか、ちょっとよくわからないの

で、取っていなければよろしいのですが、お伺いし

ておきたいと思います。 

○副委員長（今村辰義君） 高齢者支援班主査、答

弁。 

○高齢者支援班主査（岩崎昌治君） ４番米沢委員

の御質問にお答えしたいと思います。 

 介護計画の作成料については、この平成２４年度

からの介護保険事業計画に迎える中で、国の審議会

等において個人負担等も検討はされましたけれど

も、実際には個人負担がかかるような改正にはなっ

てございませんので、従前どおり、計画作成等々

の、サービスも一緒ですけれども、自己負担の１割

という部分では変わりなく続いておりまして、計画

作成に当たって新規の方も若干出てきているという

ことでの前年度からの２００万円の増額となってご

ざいます。 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） あわせて、時間給付が短く

なった分というのがあるというふうに思います。そ

れで、いろいろな、上富良野外の方の訪問介護され

ている方の、上富良野で聞いたら、ちょっといろい

ろと障害ありますので、聞きましたら、どうなのか

なという形なのですが、いわゆる給付時間が短く

なったと、短くなることによって、食事をつくった

りだとか、延長すればさほどでもないのですが、大

変になっている部分が、他の、旭川のほうの実態な

んかを聞きましたら、そのような話が出てきている

という状況です。そういうことも含めて、上富良野

の現状というのは、実際、恐らく変化はないような

工夫もされていると思うのですが、どうなのかなと

いうふうに、ちょっとお伺いしておきたいと思いま

す。 

○副委員長（今村辰義君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） ４番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 ただいまの質問ですけれども、平成２３年度の介

護保険改正によりまして、主に訪問介護、ヘルパー

さんの介護報酬の改定が行われまして、主に生活援

助についての時間区分の変更が行われたと認識して

おります。この改正を受けまして、本町におきまし

ても、各訪問介護の要請に対しまして、各ケアマネ

ジャーさんがニーズに合わせたアセスメントとケア

プランの作成をして現行サービスを提供していると

認識しております。これによりまして、利用者ある

いはヘルパーさんからは、聞き取りによりますけれ

ども、特段、支障が出ているというお話は、本町に

おいては聞いておりません。 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） いろいろと実態は、また違

うところで動いているのかなというふうに思いま

す。給付の組み合わせによってカバーできた部分で

すから、当然それは押しなべて平らになるという状

況があるかというふうに思います。それで、事業

所、例えば社会福祉協議会等が、そういった給付時

間の解約というのですか、短くなったり長くなった

りという形で、収入というかそういった部分では、

マイナス要因として出てきているのか、プラス要因

と出てきているのか、詳細わからないのでお伺いし

ておきたいと思います。 

○副委員長（今村辰義君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） ただいまの事

業所の部分の収支の関係なのですけれども、現段階

ではちょっと、まだ２４年度が終わっていないの

で、収支の実態については把握していません。 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） これからの高齢化という形

で、保健との連携が当然必要になってきています。

いろいろ報告書を見ますと、健康づくりが推進して

いるということもあって、高齢化になった後に、一

定の状態が悪化して介護度が高くなるという状況、

あるいは、そういうものも含めて、必要なときに必

要な、早期に認知症予防だとかにつなげる、そう

いった保健指導との関連なんていうのは、どういう
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ふうな動きとしてあるのかお伺いしたいと思いま

す。 

○副委員長（今村辰義君） 地域包括支援センター

主任保健師、答弁。 

○地域包括支援センター主任保健師（星野章君） 

４番米沢委員の御質問にお答えします。 

 保健指導との連携なのですけれども、介護予防を

行う前提で、一番は、やはり全てにおいて生活習慣

が、全て要介護の、認知症においても、今、生活習

慣が原因となっているということが言われています

ので、介護認定者の状況ですとか、そういったもの

を常に健康推進班の保健師とも連携をとり合いなが

ら、健康推進班のほうでも認知症予防とか介護予防

の部分も頭に置きながら保健指導もしてくださると

いう形で、生活習慣予防とともに、やっぱりふだん

の生活の仕方というのもすごく関連してくるのです

けれども、その辺に関しては、私たちのほうで地域

のほうとかに行きまして健康学習とかをしていると

ころでございます。 

○副委員長（今村辰義君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 近年、地域支援事業という

形で、訪問介護だとか生活の改善、閉じこもり事業

の予算等も、今回、３３５ページですが、予算とし

て計上されております。ここでお伺いしたいのは、

例えば介護報告書の中に、例えば訪問介護に行って

も、片方の方が介護を受けられていると、もう片方

の方は介護は受けられていないと、介護を受けてお

られる方については生活支援だとか訪問介護を行っ

て、いわゆる食事をつくったりとかできるのです

が、もう片方の方には、その対象にはならないとい

う形で、非常に課題もあるのかなというふうな表現

が２５ページに書かれております。そういう意味

で、こういった部分の介護支援、あるいは上乗せに

なるのかどうかわかりませんが、同じところへ行っ

て、片方には食事の提供はできないと、介護を受け

ているか受けていないかによって当然変わるわけな

のですが、そういう場合、実態として、そういう実

態はここに書かれているからあるのだろうと思うの

ですが、実態はどうなのかお伺いいたします。 

○副委員長（今村辰義君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） ４番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 ただいまの、主に訪問介護の部分で、介護認定を

受けている方と、夫婦の方で受けていない方につい

ての質問だと思いますが、介護認定を受けている方

は介護保険サービスを受けられるわけなのですが、

ルール的には、認定を受けていない方は受けられな

いという部分もありますが、うちで独自にやってい

ます在宅サービス等々との組み合わせを検討しなが

ら、支障のないように進めていっているところで

す。 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 現状では問題ないと、やら

れているということでいいのですね、よろしいです

か。 

○副委員長（今村辰義君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） 現状では、

今、そういうケースはないのですけれども、そのよ

うなことで対応したいと考えております。 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） よろしいですか。ほか

にありませんか。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ３３５ページ、臨時相談員

のところ、昨年は２人組んでおりましたけれども、

２人必要だったから組んでいたかなと思うのです

が、昨年、２４０万８,０００円。ことしは臨時相

談員と今度は臨時訪問調査員ということになってい

ますけれども、予算１０８万円と１０７万１,００

０円組まれておりますが、この調査員というのは、

どの範囲までで訪問されるのですか、この臨時調査

員という方、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○副委員長（今村辰義君） 地域包括支援センター

主任保健師、答弁。 

○地域包括支援センター主任保健師（星野章君） 

３番村上委員の御質問にお答えします。 

 この臨時訪問調査員というのは、介護認定を受け

る際に、訪問調査と言ってお体の調査にお伺いする

調査員でございます。 

○副委員長（今村辰義君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） そうしましたら、相談員の

ところへ行きまして、そして今度はお邪魔して、介

護認定を受けるかどうかという。認定はまた認定で

やっていますよね。その前のですか、調査員という

のは。出向いて行っての調査ですか、ちょっとお尋

ねします。 

○副委員長（今村辰義君） 地域包括支援センター

主任保健師、答弁。 

○地域包括支援センター主任保健師（星野章君） 

３番村上委員の御質問にお答えします。 

 介護認定の決定が出るまでに、まず申請していた

だいた後に、本人のお体の調査ということで介護認

定の調査項目があるのですけれども、その調査に、

前提は御自宅です、入院中の方は病院なのですけれ

ども、訪問調査にお伺いした資料と、お医者さんの
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意見書というのをもとに、審査会というのにかかっ

て結果が出るという仕組みになっているのですけれ

ども、そのときの訪問調査の調査員でございます。 

○副委員長（今村辰義君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 今までこういうふうに、調

査相談員というのは置いていましたか。今回新たに

こういうふうに組まれたものですから。今まではど

うだったかなということで。今までは、どういう方

法でおやりになっていたのですか。 

○副委員長（今村辰義君） 地域包括支援センター

主任保健師、答弁。 

○地域包括支援センター主任保健師（星野章君） 

３番村上委員の御質問にお答えします。 

 今まで臨時相談員というのが、調査の認定の講習

を終えた者が相談員としておりましたので、この相

談員のほうが２名いたかと思うのですけれども、そ

の相談員が調査も行っていたという形になります。

今年度二つに分かれているといいますのが、そのう

ちの１名が、地域のほうのいろいろな相談も含めた

相談員ということで、調査訪問以外の相談も行うと

いうことで、別に２段構えで予算を取っておりま

す。 

○副委員長（今村辰義君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 今までも相談しながら調査

をしていたと思うのですよ。ところが、ことしは別

個に臨時訪問調査員なんてあらわしているものです

から、その業務はどうなのかなと、今までと変わり

ないような取り組みなのでしょう、それをちょっと

確認したいのです。 

○副委員長（今村辰義君） 答弁よろしいですか。 

 地域包括支援センター主任保健師、答弁。 

○地域包括支援センター主任保健師（星野章君） 

村上委員の御質問にお答えします。 

 今までどおりと変わりません。 

○副委員長（今村辰義君） よろしいですか。 

 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（今村辰義君） なければ、議案第４号

の質疑を終了します。 

 次に、議案第５号平成２５年度上富良野町ラベン

ダーハイツ事業特別会計予算の件を議題といたしま

す。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（今村辰義君） 補足説明がないようで

すので、これより、歳入歳出を一括して、１８ペー

ジから２０ページ及び３５１ページから３７９ペー

ジまでの予算全般の質疑に入ります。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 全般ということでお伺いし

たいのですが、いろいろ聞いてみましたら、いわゆ

るショート、あるいはデイサービス等において、寝

たきり予防だとか、いろいろな取り組みがされてお

ります。いろいろ介護計画等のこういった実施され

ている中身を読んでいましたら、もうちょっと精度

を上げたらいいというような記述も見られていま

す。例えばショートでも、その中において一日生活

するわけですから、寝たきりにならない、あるいは

いろいろな介護に重度に結びつかない、そういった

予防も当然されているというふうに思います。そう

いう意味では、従来のやっていることをもう一度新

しく見直して、本当にこれがいいのかどうかという

ところをやっぱり再点検する必要があるのかなとい

うふうに思います。その部分はどのようにお考えな

のか、お伺いいたします。 

○副委員長（今村辰義君） ラベンダーハイツ次

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ次長（進藤政裕君） ４番米沢

委員の御質問にお答えいたします。 

 寝たきりの予防といいますか、その部分につきま

しては、特養のほうでは、本当にケアプランに基づ

きまして、さまざまな取り組みを行っているところ

なのですけれども、ショートステイの利用者の方に

つきましては、御家庭で行っている介護を、そのま

ま、できるだけ施設のほうでも引き継いでいくとい

うことを原則にしております。ということで、た

だ、御自宅で、ある程度の介護がなされているの

に、施設に来たら本当に寝たきりで重度になってし

まったと言われないような介護ということで、ふだ

んはベッドに寝ていらっしゃる方でも、例えば１０

時だとか３時のおやつの時間だとかには車椅子に

乗っていただいて、ホールにお連れして、おやつと

かを召し上がっていただくというような形で、でき

るだけベッドに寝ている時間を少なくする、ベッド

から離れる時間をつくって、できるだけ寝たきりに

ならないような予防というのに努めております。 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そういう介護だとか、

ショートで日常生活を快適に過ごしてもらうという

ことですが、介護の、いわゆる、よく、退職され

る、やめられるだとか、非常に防災無線なんかでも

多いですよね。せっかくきちんと育ってきた介護を

される方が、いろいろな本人の事情もありますか

ら、一概にこれだと決めつけるわけにもいきません

けれども、育った人材が流れるという状況が見受け

られます。それで、いろいろ実態を僕なりに聞いた

ら、パートであったりだとか、そういった処遇の面
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も含めて、家庭環境もありますから、そればかりで

はありませんけれども、そういったところがやっぱ

り障がいになっている部分というのが見受けられる

のかなというふうに思います。そういう意味では、

前にも言いました処遇改善だとかも含めて、今後、

民間に譲渡するというような話もありますけれど

も、どういうところが原因で早期にやめられるのだ

というふうに考えておられるのか、お伺いいたしま

す。 

○副委員長（今村辰義君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ４番米沢

委員の御質問にお答えいたします。 

 理由はさまざまございまして、先ほど委員がおっ

しゃられました生活上の問題、それから、例えば結

婚だとか配偶者の転勤とか、いろいろな、さまざま

な問題がございまして、その中での対応ということ

で、全てが介護職員の処遇、待遇の関係でやめられ

るというようなことになっていない実態がございま

すので、御理解を賜りたいと思います、 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） それは十分わかっているの

ですよね。それで、わかっていて言っているのです

けれども、それ以外にやっぱりきちんと処遇の改善

ということで、どんどん正規職員を減らしていって

いるという現状が見受けられます。本当に安心して

介護を受けられるような体制づくりが、今はそれな

りの体制でやっていますから、何ら障がいになって

いるというふうには考えられない部分もあるのです

が、ただやっばり現場の不満としては、なかなか働

いても意欲が持てないだとか、そんな声が実際聞か

れるというのが実態なので、これからのラベンダー

ハイツのデイサービスにしても、支えるということ

であれば人ですから、人の確保というのが非常に重

要になってきている部分だなと考えていますので、

こういった部分は、そう考えられないですか。 

○副委員長（今村辰義君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ４番米沢

委員の御質問にお答えいたします。 

 現在も、正職員が退職された後の補充といたしま

して、その後、臨時職員で対応してきたわけでござ

いますけれども、処遇改善ということで、今、主任

の職を充てて、若干賃金の単価アップも図っており

まして、現在その中で、本当に意欲があって頑張っ

ていらっしゃる介護職員の方については、その方の

状況を見きわめて、引き上げるという制度も今ござ

いますので、その中で、ラベンダーハイツの介護職

員としての体制も今後考えていきたいなというふう

に思っております。 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） よろしいですか。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 関連になりますけれども、

私は、デイサービスセンターの事業ですね、ここも

少し見直しが必要なのかなと考えますけれども、見

直しを検討していただきたいなと思いますね。ここ

ちょっと少しふえてきている状況がありまして、二

十二、三名ぐらいでしょうか、最高２５名ぐらいま

でですかね、ここは。それで、最近、ここに携わっ

ていらした方３名ぐらいおやめになったということ

を聞いているのですけれども、その後、何名かまた

働いてくださるということですけれども、何か

ちょっと定着といいますか、ここの体質改善、

ちょっと必要ではないのかなと。同僚委員もおっ

しゃっていましたけれども、そういったことで、

やっぱり支えていくという人、大変でございますの

で、だから、そこの事業所というのですか、デイ

サービス事業にとって、支えていく人、その人方の

体質改善、ここのところをひとつ検討していただき

たいと思うのですけれども、いかがですか。 

○副委員長（今村辰義君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ３番村上

委員の御質問にお答えいたします。 

 確かに、介護職員の方が３名やめられたという実

態がございます。その後、補充で、きょうですね、

新たに採用する方もおりまして、現在同じ状況には

戻っている状況でございますけれども、いろいろ

な、さまざまな、そういう、これからデイサービス

をどうしていくかという部分についての、介護職員

の中でのお話し合いもしておりますので、その中で

改善を図っていくように、所長として会議のほうに

も参加しながら改善を図っていく考えでおりますの

で、今後の状況を見ていただいて御理解を賜りたい

なと思います。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） よろしいですか。 

 １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） 私も今の委員さんの関連に

なるのですけれども、私も一応、苦情を聞いており

ます。それで、その３名やめた方のお話も伺いまし

た。やっぱり職場の雰囲気づくりというのはすごく

大切だというふうに思っているところなのです。特

に町の運営でなされている職場ですので、長くい

らっしゃる方の一部の威圧的な、何というか、

ちょっと行動というのが見られて、それに耐えかね



― 111 ― 

たというのが意見で伺っているのです。そこら辺の

情報というのはどういうふうに聞いているのか、そ

こら辺ちょっとお伺いたいと思います。 

○副委員長（今村辰義君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） 実際に、

その職員の方から話を聞いたこともございます。い

ろいろな、そういうことも含めてなのですけれど

も、それが全てというふうには受け取っておりませ

ん。新たに、現在の賃金よりも多くお金を稼がなけ

ればならないとか、自分の勤めたい勤務体系、勤務

体系というか職種のところに行きたいとか、そうい

うさまざまな理由がありまして聞いておりますの

で、先ほど言ったような事例によって、それが全て

で変わったというふうには理解しておりませんの

で、全ての状況を精査した中での退職というふうに

捉えておりますので、御理解を賜りたいと思いま

す。 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） よろしいですか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ３６５ページの、いわゆる

寝具に携わることでちょっとお伺いしたいのですけ

れども、上富良野町は非常に病院のケアもありまし

て、褥瘡の、入院患者さん含めて施設利用者の方も

少ないというふうに聞いておりますが、現在の段階

で褥瘡の入院者というのですか、いらっしゃるので

しょうか。 

○副委員長（今村辰義君） ラベンダーハイツ次

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ次長（進藤政裕君） ５番金子

委員の御質問にお答えいたします。 

 現在、ラベンダーハイツのほうでは、褥瘡になら

ないようにということで、さまざまな、特別な、特

殊のマットレスを使ったりしまして、褥瘡の予防に

努めております。現在褥瘡を持っている方は１名い

らっしゃいまして、そのことで入院されただとか、

そういう事例は今まではありません。 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） これからも予防に特に努め

てほしいと思いますし、今いらっしゃる、入院され

ている方で、１名、褥瘡の方がいらっしゃるのは、

いろいろな条件等々から、非常に治療していくのは

ハードルは高いというのは私も非常に理解いたしま

す。最近、非常にいい寝具等々もたくさん出ており

ますので、ここ数年ずっと無重力マットですとかソ

フィアだかというのが、同じ金額でずっとやってお

りますので、ぜひこういったところを、非常に高齢

な方が一旦褥瘡ができてしまうと、治療するのも非

常に大変ですし、入院されていらっしゃる方が何よ

り一番つらいと思いますので、ぜひこういうところ

を配慮をして、これからも褥瘡予防に努めていただ

くような、そういう方策をとれないか、お伺いいた

します。 

○副委員長（今村辰義君） ラベンダーハイツ次

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ次長（進藤政裕君） 金子委員

の御質問でございますけれども、ラベンダーハイツ

のほうには、町立病院の兼古医師に定期的に回診に

来ていただきまして、特にその褥瘡、兼古ドクター

は褥瘡の専門家でいらっしゃいますので、兼古ドク

ターのいろいろなアドバイスをいただきながら、ド

クターが、例えばこういうマットレスがすごくいい

よというお薦めがありましたら、できるだけそう

いったものを取り入れたりだとか、そういう形を使

いながら褥瘡予防に努めているところです。 

○副委員長（今村辰義君） よろしいですか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） デイサービスの件で、生き

がいデイサービスという形で特養で実施されており

ます。それで、あそこへ、そんなにしょっちゅうで

はないですが、たまに行ってみたら、やっぱり職員

の方の表情が余り元気でないというふうなのと、介

護されている方の生活、数十年、何十年も来て、例

えば、一律に習字、あるいは何かをするという形で

されていますけれども、その人によって好き嫌いが

あるのだろうというふうに思いますが、そこまで細

かくできるかできないかはちょっと別問題として

も、今後そういった利用者のニーズに合った、そう

いった選択というのも必要ではないかなというふう

に考えていますが、その点はどうでしょうか。 

○副委員長（今村辰義君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ４番米沢

委員の御質問にお答えいたします。 

 今、デイサービスの事業につきましては、毎年、

事業計画というのをつくっておりまして、それに基

づいて年間の事業を行っております。その中で、そ

の年の課題といいますか、今後についてのことを話

し合いをしまして、また２５年度においても同じよ

うに計画をつくりますので、その中で検討してまい

りたいと思いますので御理解を賜りたいと思いま

す。 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） こう言ったからと言って、

無理にしないでくださいね。一応そういう課題はあ



― 112 ― 

るということで、言ったらそうなるということは非

常に申しわけないのですけれども、無理をしない部

分で、ぜひ進めていただきたいなと。 

 それで、課題としてなのですけれども、これから

こういう事業所を使いたいという方がふえてくると

思います。それで今、あさひ郷も含めて、いろいろ

な事業所という形でありますけれども、このごろの

必要性として、現状の枠、あさひ郷とあわせた中で

十分対応できるような枠というか、対応できるよう

なニーズというのはどうなのでしょうか、今後のこ

と考えた場合、現状維持でいいのかどうなのか。 

○副委員長（今村辰義君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ４番米沢

委員の御質問にお答えいたします。 

 現状では、デイサービスセンターにおいては、ま

だ２５名に達していない部分がありまして、余力が

ございます。また、新しくあさひ郷の関係でできた

場合におきましても、そこがいっぱいになるまでは

余力があると思っておりますので、今後は推移を見

て考えてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） よろしいですか。 

 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（今村辰義君） なければ、議案第５号

の質疑を終了します。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

 次に、議案第６号平成２５年度上富良野町簡易水

道事業特別会計予算の件を議題とします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（今村辰義君） 補足説明がないようで

すので、これより、歳入歳出を一括して、２１ペー

ジから２４ページ及び３８１ページから３９２ペー

ジまでの予算全般の質疑に入ります。ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（今村辰義君） なければ、議案第６号

の質疑を終了します。 

 次に、議案第７号平成２５年度上富良野町公共下

水道事業特別会計予算の件を議題とします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（今村辰義君） 補足説明がないようで

ございますので、これより、歳入歳出を一括して、

２５ページから２８ページ及び３９３ページから４

１５ページまでの予算全般の質疑に入ります。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 昨年度からも引き続いてお

りますが、４０２ページの委託料で建設事業費です

ね、根幹的施設の建設事業の委託という形になって

いるかというふうに思います。それで、ことしはど

ういう事業の内容にまたなるのか、この点お伺いを

しておきたいと思います、内訳ですね。 

○副委員長（今村辰義君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 現在、継続的に下水道施設、特に浄化センターの

施設の改修を行ってございます。これは年間、単年

度というよりは、現在のところ５年間の計画で進ん

でございますけれども、長寿命化計画という基本計

画に基づきまして、部品交換ができるところについ

ては部品を交換して、総体経費を抑えるという手法

をとってございます。そのような動きの中で、平成

２５年度につきましては、特に機械設備の部分、そ

れから、電気設備の部分を主に施工いたしました。

電気設備につきましては、全体の電力供給を行って

効率的に制御する、当然、電気を省エネ化するとい

う意味合いも含まれまして、その辺を考慮した施工

となってございます。 

 以上でございます。 

○副委員長（今村辰義君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（今村辰義君） なければ、議案第７号

の質疑を終了いたします。 

 次に、議案第８号平成２５年度上富良野町水道事

業会計予算の件を議題とします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（今村辰義君） 補足説明がないようで

すので、これより、歳入歳出を一括して、２９ペー

ジから３０ページ及び４１７ページから４３６ペー

ジまでの予算全般の質疑に入ります。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ４２９ページの手数料、水

質検査ですけれども、２３６万円、年に何回ぐらい

されているのですか、ちょっとお尋ねしたいと思い

ます。 

○副委員長（今村辰義君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（北越克彦君） ３番村上委員の

御質問にお答えします。 

 水質検査につきましては、まず、基本的には、毎

月１回全部しております。あと、項目によりまして

は、３年に１回やるもの、年に１回やるものと、い
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ろいろな項目がございますが、毎月１回は最低実施

してございます。 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） その検査ですけれども、そ

れで、質的にどうなのかなということは、何か影響

するものもあるのですか。大災害とかそういうのが

来たときに水が汚れるとか何とかそんなことが。そ

の水質検査は、毎月異常がないものなのですか、検

査されていて。ちょっとお尋ねします。 

○副委員長（今村辰義君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（北越克彦君） 水質検査は水道

法という法律に基づいて実施しているものでござい

まして、異常がないことを確認するために水質検査

を実施しているところでございまして、今のとこ

ろ、町中の施設で水質に問題があるような状況はご

ざいません。 

○副委員長（今村辰義君） よろしいですか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ４３３ページの工事請負費

で、今回、引き続き配水管の布設がえという形で

２,０００万円、５カ所でしょうか、ついておりま

す。それで、これは口径で言えばどのぐらいのもの

がかえられるのか、お伺いいたしたいというふうに

思います。この更新率などを見ましたら、５０、７

５、１００ミリだとかですね、５０は３５％で７５

ミリは１５％で、１００ミリは５.４％という形

で、多くは５０だとか７０が多いのでしょうか、そ

ういった形になっているかと思いますが、お伺いい

たします。 

○副委員長（今村辰義君） 上手水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（北越克彦君） ４番米沢委員の

御質問に答えます。 

 ２５年度に実施予定の配水管布設がえの箇所は、

５路線予定しておりますけれども、４３３ページに

五つの路線が書いてありますけれども、一番上の南

町２丁目１条通り配水管布設がえが７５ミリです。

あと、１番下の駅前配水管布設がえも７５ミリで

す。あと、新町４丁目２番通りが５０ミリ、その下

の泉町３丁目１条通りも５０ミリです。西２条通り

配水管布設がえが１５０ミリということで、比較的

口径の太いものの布設がえを予定しております。 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 予算との兼ね合いだとか工

事との兼ね合いがありまして、もう少し早急に、更

新を早めるというような予算づけができないものか

どうかというふうに思います。それで、今後のこと

も含めて、どうでしょうか。 

○副委員長（今村辰義君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 昨日も関連のお答えしたところですけれども、水

道管につきましては、おおむね道路の下層に入って

ございます、このため、工事費を抑制するという意

味合いも含めまして、現在、簡易舗装、それからそ

の他の道路改良のタイミングに合わせまして、同時

施工で費用軽減を図っているところです。道路自体

も、たくさんの路線について町民の皆様から改善の

要望を受けてございますけれども、なかなか、財政

の均衡、それから地域間均衡など、その他の道路面

のほかの要素、側溝とか街路の照明の整備とか、い

ろいろなバランス上考えた事業配分、投資的事業と

位置づけてございます。その一環を担う水道管布設

でございますので、均衡の中で実施するということ

で御理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 確かに、そういったいろい

ろな要素があって、なかなか早くできないという部

分かなというふうに思いますが、今後、十分そこら

辺も検討していただきたいというふうに思っていま

す。この間、若干、漏水だとか、緊急につなぎ目が

離れたというような事態も出てきております。これ

は、そういう施設というのは、比較的、かなり経過

年数がたっているような、そういった配管なのかど

うなのか、その点お伺いしておきたいと思います。 

○副委員長（今村辰義君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ４番米沢委員の、

給水事故、漏水を含めた部分の御質問ですけれど

も、実は、新しい古いにかかわらず漏水が発生する

のが現実でございます。と申しますのは、上富良野

町の周辺は、土質が、それぞれ、１０メートルもず

れれば、れき状の地質から粘土質に変わる、それか

らちょっとずれれば、いわゆる泥炭層に当たるとい

うようなことで、そこに道路が走って、その中に埋

設されてございます。それに加えて、道路を御利用

いただく車両の形状、トラックが主に走る部分など

につきましては、どうしても振動によりまして破断

したりソケット部分が障がいを起こすというような

部分もございます。おおむね、古い部分につきまし

ては漏水の可能性は高くなりますけれども、古い

が、イコール漏水という現状にはないということを

御理解いただきたいと思います。 

○副委員長（今村辰義君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 
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 １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） 先ほどの、４２９ペー

ジ、水質検査のところで、関連で、ちょっと聞きそ

びれてしまいましたので、単純な質問をお伺いした

いと思います。 

 水質検査における場所、それから、何カ所かとい

うことは言えるでしょうか。 

○副委員長（今村辰義君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（北越克彦君） １２番岡本委員

の御質問にお答えします。 

 上水道の市街地区の水道につきましては、倍本地

区と日の出地区の２カ所に浄水場があります。ま

た、上富良野全域でいきますと、簡易水道地域も含

めますと、町には９カ所の浄水場がありまして、そ

れの浄水と原水、合わせますと、毎月１９カ所の水

質検査をしているところでございます。 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（今村辰義君） なければ、議案第８号

の質疑を終了します。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

○副委員長（今村辰義君） 次に、議案第９号平成

２５年度上富良野町病院事業会計予算の件を議題と

します。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（今村辰義君） 補足説明がないようで

すので、これより、歳入歳出を一括して、３１ペー

ジから３２ページ及び４３７ページから４６３ペー

ジまでの予算全般の質疑に入ります。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ４４８ページ、歳入にかか

わるところに関することで、まず１点目、病院に関

する特別交付税、この間いろいろな論議がされて、

病院の稼働率ですとか、それから、近隣にある距離

等との問題等の中で議論されているところであると

思いますが、これは２５年度以降について、この２

５年度でもいいのですけれども、確約されているも

のなのか、お伺いいたします。 

○副委員長（今村辰義君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ただいまの５番

の金子委員の、地方交付税の中の特別交付税につい

ての御質問にお答えしたいと思います。 

 御案内のとおり、２１年度から２５年度までの５

カ年ということで、経過措置ということで措置を受

けているところでございます。それで、それ以降に

ついての確約がなされているのかどうかという状況

ですが、現在のところ、国の経過措置の規定に基づ

いて５年ということが既に決まっている内容であり

まして、それ以降につきましては確約されているも

のではございません。そう言いながらも、私どもで

は、北海道を通じまして、この必要性という部分に

ついて訴えておりまして、それらについてどのよう

な形になるかというのは全く不透明な状況ではござ

いますけれども、町、病院のあり方、また、町とし

てそういうような対応をしているところでございま

す。 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 非常に、道内においても、

当てはまるのが少ない中の、数少ない病院の一つと

いうところでもありまして、ただ、昨今の病院の状

況、また、医師の確保が難しいという点からも、収

益がなかなか上がってこない中において、非常にあ

る意味、病院のライフラインにもつながるところで

あるというふうに考えます。それで、今、５年間の

経過措置で、２６年度以降の流れというものがまだ

不安定の中において、いろいろとかけ合っていただ

いているのは、これからも鋭意努力していただきた

いところでございます。それに付随をして、いわゆ

る医業外収益の中の一般会計からの繰出金が約１億

２,０００万円というふうになっておりますが、こ

れは、町民１人当たりで割り返しても１万円強、本

当に１万１,０００円もいかないぐらいの中で、２

４時間３６５日の救急を含む町民の健康が守られて

いるのかなというふうに考えておりますが、この部

分で、今後において、医師確保ということも、これ

はもう町を挙げての責務であるということでありま

すが、なかなか難しい状況にある中で、この一般会

計からの繰出金に関して、今後どのような推移をし

ていくのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○副委員長（今村辰義君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ５番金子委員

の、ただいまの、医師に絡む、また救急の部分につ

いての考え方でございますが、今御案内のとおり、

救急に関しましては、１億２,０００万円ちょっと

を切る程度の額を町のほうから繰り入れをさせてい

ただいているというような状況であります。それ

で、前段の、医師がどうしても不足している部分と

いうのは、もう既にそれにつきましても、研修医制

度が改正以降、医局に人が集まらない、医師が集ま

らないという部分が大きな要因かと思っております



― 115 ― 

けれども、そういった中で、医師の確保について

は、救急をやっていく上では、今の旭川医大の支援

がなければ到底かなわないということで、それにつ

いては日々訴えもし、いろいろ情報交換もしている

中で、かなりの御理解をいただいている中で、少な

い中での苦しみ、相手、出す側も苦しみながら対応

していただいているのが状況でありまして、関係的

には、非常に、そういう意味では良好な関係を保ち

ながらお互いに協議を進めているような状況かと

思っております。また、一般会計からの繰り入れの

状況をどうあるべきかという部分につきましては、

これについては、一概に全て何でも経費ということ

にはならないというふうに理解しています。それは

繰り出し、繰り入れの関係につきましては、総務省

のほうからも、町が負担すべきものと病院がみずか

ら負担すべきものというくくりは、当然、経営上の

中で示されておりますので、まずは大きな物差しと

してそれを当てはめた中で、私どもの救急にかかわ

る部分で措置を、要するにスタッフ、人的なスタッ

フ、医師を初めとする部分についてのかかる経費、

それは、求めることは適というふうになっておりま

すので、今後も基本的なルールは踏まえながら、あ

と、経営に係る部分で必要な部分についてはまた相

談する中で、町のほうに御負担をいただくような関

係を持って今後も進めていきたいというふうに考え

ております。 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 確かに、事務長おっしゃる

ように、足りなければ湯水のごとくということには

ならないのは当たり前のことではありますが、た

だ、平成２０年からの、本当に病院改革の流れとい

うのを私もずっと見てきている中で、かなり大幅な

改善がされて、体質改善もされていきながら、か

つ、医師とスタッフとの連携とかというのもきちん

ととれたり、また、職員間の情報の交換、意思疎通

というのが非常にスムーズに行われているところで

ございます。 

 そこで、ちょっとお聞きしたいのですけれども、

今、医師の、ドクターが常勤３名ということで、大

変な中で回していきながら、かつ、旭川医大のほう

からも好意的に臨時のドクターを出していただいて

いる中において、今後、ある程度の見通しといいま

しょうか、継続的にどうなっていくかという、ドク

ターに関する計画みたいなものはお持ちかどうかお

伺いいたします。 

○副委員長（今村辰義君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ５番金子委員

の、ただいまの、医師にかかわる部分についてお答

えしたいと思います。 

 常勤医師について３名というのは御承知のとおり

でありますが、私どもは、もう１名、できれば４名

の常勤医がいることが、非常に今の運営実態から見

ますと望みたいというふうに思っておりますが、そ

れは残念ながら、かなっておりません。それで、３

名の常勤医師の中で、いかに今度現場を回していく

かということになりますと、おのずと旭川医大の部

分の、またそこに戻りますけれども、御支援がなけ

れば、先ほどの救急以外も含めて、診療行為が、な

かなか病院が回っていかないというような実態にご

ざいますので、今後の見通しということであります

けれども、旭川医大につきましても、毎年大きな異

動、同じように異動がございます。それは、４月が

大きな節目であります。それと、途中の１０月に若

干行われるケースもございます。そういうことで、

今、４月に向けて、もう既に、かかわる第３内科が

メーンですけれども、プラス第１外科、あと、読影

が、業務で放射線科ですね、そういうもろもろの部

署との調整を、今、ほぼ終えかけておりまして、そ

ういう中では、やはり医局のスタッフが若干増嵩す

る見通し等も聞いておりますので、そういった、若

干、光の見える部分も含めて、医師の確保、また、

私どもの一番大事なのは、何ぼ来てと言っても来な

い、来る要因というのは、やはりその病院がその地

域でどういう役割を担っているかという部分が大き

な柱になるというふうに常々思っておりますし、そ

ういうようなことを訴えている中で、今回、２４年

度は、大変、医師の変動が外的要因というようなこ

とで、経営にも響いたような経過もございますが、

今の見通しでいきますと、出張の面での増員がなる

かなというふうに考えておりまして、そういうこと

が、毎年繰り返しのようになるかもしれませんけれ

ども、そこは医大との日々のパイプを太く、より太

く、さらに太くということで、関係を強固にしてい

くことが今後の安定化につながるように、また努め

ていきたいというふうにも考えております。 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 本当にスタッフの皆様以

下、鋭意、日々努力されていて、本当にこの厳しい

医師確保の中でも、上富良野町の町立病院という立

場をフルに生かしてやっていただいているものに対

して敬意を表するところでございます。あわせて関

連なのですけれども、いわゆる臨床検査技師を含め

て、ＰＴですとかレントゲン技師も含めて、いわゆ

る医療技師関係の方も、経年たっていきますと、当

然、定年を迎える時期とかもあると思うのですけれ
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ども、それらの技師に関します計画というのは、ど

のように持たれていらっしゃいますか。 

○副委員長（今村辰義君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ５番金子委員

の、ただいまの、臨床の医療技師に関する部分にお

答えしたいと思います。 

 既に検査のほうでは３名、レントゲン２名、リハ

ビリのほうが、理学療法士と柔道整復師というよう

なことでなっております。それについては、救急が

あるから複数体制、特にレントゲンですとか検査の

ほう、また、診療対応の中で、複数あるいは３名と

いうようなことになっておりますが、基本的には、

やはり同じように定年を順繰り順繰り迎えていきま

すので、そこら辺につきましては、一番近い方で、

あと３年くらいで退職というような方もおりますの

で、そこら辺については、要するに計画的な対応を

ですね、事前の対応を早めながら確保に努めること

で、あきができたら、大変、現場が急に回らなくな

りますので、そういうような部分を注意しながら人

員確保に努めていくような考え方で今後取り進めて

いく考えであります。 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） わかりました。本当にきち

んとした計画を持たれてですね、本当にスタッフと

いうのは、かなりこの医療分野においてはウエート

を占めるところになりますので、これからもよろし

くお願いしたいと思いますし、既に看護師のいわゆ

る補充対策というか、看護師の対応につきまして

は、院内保育等を行っていたりということで、この

間も何回か質問させていただいたときに、明確な御

答弁をいただいて、この看護師不足にも対応してい

るということでありました。 

 もう１点聞きたいのが、４４９ページに係ります

公衆衛生の中の一つに、自衛隊等の診療ということ

もありますが、今、部隊の、いわゆる業務隊管轄に

なるところの衛生隊とのおつき合いになると思いま

すけれども、これらの、またドクターと部隊とのか

かわりは、今どのような方策をとってよりよい関係

を構築していっているのかということを教えていた

だきたいのですが。 

○副委員長（今村辰義君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ５番金子委員

の、自衛隊の診療に係る部分の状況についての質問

にお答えしたいと思います。 

 自衛隊の衛生課のほうに出向いて、自衛隊の中の

診療につきましては、もう大分たちますけれども、

毎週１回、金曜日の昼過ぎから出向いて、向こうの

衛生課の中での関係する患者さんを、副院長が対応

しながら、基本的には毎週診療に伺っております。

そういった中で、それは診療行為の単なるあれであ

りますけれども、やはり意思の疎通といいますか、

そういうことも含めるときには、当然、自然発生的

に、職員間の交流も含めまして、必要なタイミング

がうまく合ったときに、そういうようなことも一部

交流をしながら、よりお互いに理解を深めるような

方策といいますか、そういうような機会も設けてい

るのは事実でありますので、その点ちょっと添えて

おきます。 

○副委員長（今村辰義君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 特に院長、副院長を中心と

して、非常に町立病院のドクターの皆様は、例えば

救急救命士の消防の職員等と、例えば気道の確保に

対する勉強会を開いたりですとか、また、今のよう

なこともされております。ぜひ、そういった人間関

係がきちんとされることが、一番、今後の収益をふ

やしていく一つのきっかけともなりますので、それ

らは継続的に、また、職員の皆さんも大いに意見交

換をしながら交流を図っていただきたいと思いま

す。 

 それで、最後に投資的な部分でちょっとお聞きし

たいのですが、病院もそろそろ建設してから相当な

年度がたっておりまして、この間いろいろな部分を

直したり、それから、小規模の老健の部分で改築

等々もしておりますが、今、耐震化の部分で若干不

安があるかと思うのですが、これら病院の建てかえ

の時期などというものに関しては、どのようなお考

えというか、考え方を持っているか、お伺いしたい

と思います。 

○副委員長（今村辰義君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ５番金子委員

の、耐震化関係についてとその後の見通しについて

の御質問だと思いますが、それについてお答えした

いと思います。 

 まず、耐震化につきましては、法改正が５６年に

ありまして、あの建物につきましては、それ以前の

建物ということで、基本的に法令から見ますと、要

するに新基準でなくてもいいよということの建物で

あります。それで、そういいながらも、法令の中で

は一定程度の、例えば３階建てですとか、そういう

ような建物ですと、要するに規模ですね、改善する

努力義務だとかがあるわけなのですけれども、私ど

ものは２階建てというようなこともあって、法令上

についてはそういう部分でも該当しないということ

になります。法令上のことをあくまでもお話しして
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いるわけなのですけれども、そういいながらも、現

場については、あの建物をいかに維持していくかと

いうのが大きな命題ですので、今現在のところは、

まだ先の見通しについては明確なものは今現在持ち

合わせておりませんけれども、そういうことですの

で、あの建物を極力、今は大きな修繕とか大きな経

費等かからないように、小まめなメンテに心がけて

維持に努めているというのが現状でございます。 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） そうですね、事務長さんの

立場からだと、そういうふうにしか答えられないと

思いますが、町長、どうお考えなのですか。やはり

上富良野町の中で、これだけのですね、１万２,０

００人弱の健康と生命を守る、つかさどるというと

ころの建物について、もちろん長寿命化をしていき

ながら大事に使うというのは当たり前のことなので

すけれども、いずれかの段階で、どういう判断をし

なければいけないということも来ると思うのですけ

れども、どのようにお考えか、町長に最後にお伺い

します。 

○副委員長（今村辰義君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 金子委員の、病院の将来像

に対します御質問にお答えさせていただきますが、

病院の建屋の将来に対する私としての思いでござい

ますが、現在の、ここ数年の単位で申し上げますと

事務長からお話ありましたように、長寿命化を図っ

て維持していきたいというのが、まず前提でござい

ます。その後の計画、あるいは思いにつきまして

は、これは有限の建物ですから、いずれ、さらに老

朽化が進んでまいりますが、この富良野圏域の中

で、今、北海道も音頭とりをしようとしてくれてお

りまして、この富良野圏域の中で医療の体制がどう

あるべきかということも、北海道としての考え方を

この地域の中におろしてこようと、それがこの地域

の思いと重なるかどうかはまた別次元の話でござい

ますけれども、そういった将来のこの富良野圏域の

医療のあり方、さらには、この旭川を中心とする１

次医療圏のあり方等も、恐らく姿が示されてくると

思います。そういう中で、上富良野の、私の率直な

思いとしては、どういう状況にあっても、町民の皆

さん方の健康を守るための町立病院の存在は、これ

は将来にわたっても残していくべきだというふうに

基本的には考えておりますけれども、そういったよ

うな、将来どういうような、国や北海道が、この地

域の医療に対して対応を進めてくるかということも

一方では少し参酌しながら、今のうちの病院の将来

の建てかえ等の計画は、どの時点を持って判断する

ということは、もう少し時間がたたなければちょっ

と判断できないのかなというふうに考えておりま

す。 

○副委員長（今村辰義君） お諮りします。 

 まだ質問される方、おられますか。 

 それでは、暫時休憩します。 

 再開は１１時ジャストにいたします。 

────────────────── 

午前１０時４２分 休憩 

午前１１時００分 再開 

────────────────── 

○副委員長（今村辰義君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開いたします。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ４５１ページの薬品費と診

療材料費のところでございます。今年度は診療収益

の９.２％ということで、１.３％下げておられま

す。それと、診療収益の６.４％ということで、こ

こも０.７％、少し下げられておりますけれども、

これは、こういった少し下げられていらっしゃると

いうのは、どういったお考えのもとで下げられまし

たのか、また、ジェネリックとかの薬品については

どうなのでしょうか、ちょっとお尋ねしたいと思い

ます。 

○副委員長（今村辰義君） 町立病院事務次長、答

弁。 

○町立病院事務次長（山川護君） ３番村上委員の

御質問にお答えいたします。 

 薬品費、診療材料費等の予算でございますけれど

も、２３年度、２４年度の実績等を踏まえますとこ

ろ、２３年度が９.３％、６.８％でございました。

よって、今年度につきまして、大変患者の減少も著

しいところが当初ありましたので、今年度の予算を

組んだ中で削減できるもの等につきましては、より

実績に近い状態での予算化を進めさせていただいて

おります。 

 また、ジェネリックにつきましては、院内のジェ

ネリックの使用につきましては約１０％です。それ

で、この１０％ということは、まず、包括診療なも

のですから、老健の包括診療のほうでジェネリック

を使っております。その部分が約１０％です。あ

と、一般病棟、並びに、うちのほうで外来では９０

何％が、よその、応需薬局に行くので、本当に数％

の外来のほうのジェネリック、あの薬品につきまし

ては、うちのほうはジェネリックは使っておりませ

ん。理由につきましては、一般病棟、外来のほうの

部分では、まず一つは先生が入れかわります、今御

説明したように、出張の先生方が多いということに

なりますので、ジェネリックのもとの正規品という

のは、２０年間の特許を持って使用していたもの
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が、特許が切れたためにジェネリックを使えるよう

になります。よって、うちの今の病院の中で、ジェ

ネリックをまたあわせて入れていきますと混乱を起

こすということになりまして、例えば電子カルテ等

があれば、ジェネリックの薬品の検索が可能なので

すけれども、それができないということで、院長と

薬局長との協議の中で、一般病棟並びに外来につい

てはジェネリックの使用はしていないというのが実

態でございます。 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） それでは、今後について

は、ジェネリックについては方針を変えていかない

ということがわかりました。それでは、今後につき

ましては、実績に基づいて、都度、見直しをしてい

くということで、そういうことでよろしいですか。 

 それと、今、高齢者の方ですけれども、薬漬けと

いうことをよく聞いております。それで実績に基づ

いて見直しされるということでしたらあれですけれ

ども、こういったのは、基準とかそういうものはな

いのですか。そのところの判断によって、こういう

ふうに実績に基づいて見直しをていくということな

のでしょうか、ちょっとその点お尋ねします。 

○副委員長（今村辰義君） 町立病院事務次長、答

弁。 

○町立病院事務次長（山川護君） ３番村上委員の

御質問にお答えいたします。 

 今、なぜ応需薬局と言いまして、外部の薬局にお

薬を出してもらうかということは、その患者さん一

人一人の薬をその薬局で管理をしていただくという

ことの前提でございます。昔のように各病院にか

かって薬を出していくと、例えば各病院をはしごで

回っていますと、胃の薬がどこからも出てくるとい

うようなことがないように、薬の整理をするという

のが応需薬局の一つの使命でございますので、それ

から薬害を防ぐということで、それで、まず薬につ

いては、おのおのの中での調整をしながら、応需薬

局との進めをしております。 

 以上でございます。 

○副委員長（今村辰義君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ４５０ページの給与費で、

報酬費が前年度対比、ふえているかというふうに思

います。恐らく、現状の医師とのかかわりで、出張

医の旭川医大からとのやりくりの中でふえたのかな

というふうに思いますが、この要素というか、要因

というか、この点についてお伺いいたします。 

○副委員長（今村辰義君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ４番米沢委員

の、ただいまの、報酬の増嵩の関係についてお答え

したいと思います。 

 今、若干触れていただきましたように、旭川医大

のほうの出張の先生の確保が、結果として、そのた

めに改善すべき点がないかということで、結果は改

正しましたので増嵩になっております。それで、そ

の経過につきましては、昨年、都度都度、たびたび

触れておりますけれども、非常に出張の先生が充足

されなかったというようなことで、大変現場が常勤

の医師の負担もきつかったという中で、医局を束ね

る医局長、先生等々、いろいろな先生方をお迎えす

る、人が少ない中でのお迎えする上での整備をどう

いうふうにしたらいいのかという協議をさせていた

だきました。そういう中で、結果は、他の病院等の

水準というのが、なかなか私ども単体ではつかめな

かったのですけれども、そこら辺のアドバイスもい

ただきまして、そういった中で、特に約４年間改正

をしていなかったという、報酬の基準をですね、し

ていなかったということも踏まえまして、昨年１２

月１日から適用させておりますが、報酬の改正に踏

み切ったというような状況であります。相場的に見

まして、私のほう、結果上げたのは、おおよそです

が、前後しますけれども、１０％から１５％ぐらい

の範囲で、例えば通常の診療ですとか、あるいは、

休みのときの診療に対する報酬の改定を、それぞれ

の項目に基づいて改定したというような経過であり

ます。したがいまして、新年度予算におきまして

も、当然それが今度は通年分ということで、その増

嵩分を、見合いを計上することになりました。一応

そういうような要素が今回の増の要因であります。 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） これは、実数で言えば何人

ぐらいの確保なのですか、延べ人数と実数。 

○副委員長（今村辰義君） 町立病院事務次長、答

弁。 

○町立病院事務次長（山川護君） お答えいたしま

す。 

 何日ということではなくて、出張医師の場合は、

平日の場合は夜間を１コマと数えます。土曜日、日

曜日の場合は、昼間を１コマ、夜を２コマというこ

とで数えていきます。ですから、日直があって当直

があるのですけれども、全部今うちのほうで、日勤

だけで約２０７回、それから、当直を２００回ほど

要請をしていきたいなということでの予算の組み方

でございます。 

 以上です。 
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○副委員長（今村辰義君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） これは派遣されますから、

当然、医師の確保といっても何人という形で決まっ

ているというふうに思います。それで、後でもいい

のですが、変わった部分の資料等がありましたら、

お伺いしておきたいと思います。医師の確保は非常

に大切なことであります。確かに、諸条件も待遇も

変わらなければ、何でもそうですけれども、確保で

きないという現状というのは明らかです。そこでお

伺いしたいのは、道の医療圏の再編というのが引き

続き行われつつあるかというふうに思いますが、そ

の点は現状変わっていないのか、変わっている部分

があればお伺いしておきたいと思います。 

○副委員長（今村辰義君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ４番米沢委員

の、北海道の医療圏の再編に絡む部分の御質問にお

答えしたいと思います。 

 富良野圏域という圏域の中で、それらの議論がな

されているわけですが、それは当然おっしゃるとお

り、北海道の医療計画をもとにして、各圏域等のあ

るべき姿について検討してくださいというような状

況であります。それで具体的にはそれぞれ個々の病

院の特質がございますので、なかなかそれら答えに

結びつくような状況にはまだ至っておりませんで、

途中経過の中で、どのような課題があるかというよ

うなことを、今そういう状況の中で協議を進めてい

る状況であります。 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そうしましたら、従来の、

いわゆる再編ですから、富良野協会に一本化しよう

という動きそのものは変わらないということです

ね。 

○副委員長（今村辰義君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ４番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 今現在は、その計画に基づいて動きがなっており

ますので、新しい計画はまだそこに移行しておりま

せんので、従前と同じということでお答えしたいと

思います。 

○副委員長（今村辰義君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 国と道も含めてなのです

が、結局、医療圏の再編という形で、当たりさわり

のいい言葉なのですが、最終的には地域の病院を減

らしてしまおうという動きなわけです。それとあわ

せて交付税の見直し等があって、交付税の見直しの

ときに、町は結局それをのんでしまったという経過

がありまして、削減のときに。私たちが、もっと交

付税頑張ろうということで、町に対しても言ったの

ですけれども頑張り切れなかったのですよ。結果が

そういう形になったのですけれども、それはそれと

して、ぜひその点で、そういう見直しは、地域の実

情をよく考慮して、上富良野町の町立病院として存

続できるような医療再編成を要請すべきだというふ

うに思いますが、この点どうですか、副町長。 

○副委員長（今村辰義君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ４番米沢委員の御質問

に、私のほうからお答えをさせていただきたいと思

います。 

 担当の事務長からも今までの発言にあったかと思

いますけれども、特に特別交付税の関係について

は、町も直ちに、議会の意思も含めまして要請をさ

せていただいているところでございますし、町長も

事務方を連れて中央に直接、２回ほどかと思います

けれども、要請行動をとってございます。今ちょう

ど激変緩和措置の期間中でございますので、その後

の見通しについては立ってございませんが、いろい

ろな角度から、現状の病院を運営に大きな支障がな

いような、そういうことを念頭に、道内の友好関係

にある自治体と足並みをそろえて行動をとってござ

いますので、これからも引き続き強化してまいりた

いと思います。 

○副委員長（今村辰義君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 次にお伺いしたいのは、清

掃業務等の委託が前年度に比べて減額になっている

かというふうに思いますが、数字の見間違いがある

かもしれませんけれども、この点はどういう、積算

の根拠が恐らく変わったのだろうというふうに思い

ますが、お伺いいたします。 

○副委員長（今村辰義君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ４番米沢委員

の、清掃業務の委託関係についての経費の減の要素

のお尋ねかと思いますので、そちらにお答えしたい

と思います。 

 まず清掃業務につきましては、去年、２４年度か

ら２８年度までの長期継続契約を結んでございま

す。それで２４年度につきましては、当初予算計上

の中では、試行の部分の段階でしたので、試行とい

いますか、契約の部分の段階でしたので、予算額で

計上しておりましたが、契約を結び終えまして、２

５年度については実契約に基づく費用を計上すると

いうようなことで、それが差異の原因、要因でござ

います。 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） ４番米沢委員。 
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○４番（米沢義英君） 次にお伺いしたいのは、お

風呂なのですが、前からもずっと言っているのです

が、構造上なかなか直らないという問題があるのか

なというふうに思いますが、やはりちょっと狭いの

と、お風呂に入れる際に、いろいろとスムーズに入

れないだとかいろいろあります。そういう意味で

は、こういった改善というのは、全くもう部分的に

もできないのかどうなのかお伺いしておきたいと思

います。 

○副委員長（今村辰義君） 町立病院事務次長、答

弁。 

○町立病院事務次長（山川護君） ４番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 ただいまの質問につきましては、一番奥のお風呂

につきましては、今うちの入院患者のほとんどが、

自分で歩いてお風呂に入れるという患者さんという

のが大変少なくなっておりまして、寝たきりの人た

ちが多い病院になっていますので、特浴のキャス

ターつきのほうで入っているようになっておりま

す。よって、今の狭さということで御指摘があった

のですけれども、大量に入るような状況ではござい

ませんので、時間時間で、ひとりで入っていただく

ような形になっておりますので、今の状態で使って

いただくことにしかならないのではないかというふ

うに思っております。 

 以上でございます。 

○副委員長（今村辰義君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 次に、老健の問題について

お伺いします。結局、老健というのは稼ぎ頭という

か、利用する人たちが多くて、それなりの収入を上

げているという状況になっています。それで、何回

も言いますけれども、やはりそういった人たちの処

遇をきっちり確保するということが大事だというふ

うに思います。この間も、退職される、一定経験を

積んで、最近いろいろな老人向けの施設なんかが出

ていますから、そちらのほうに、せっかく上富良野

で、この町立病院で研修実務を積んでいる方がすぐ

いなくなって、また新しい人を補充しなければなら

ないという形になっています。そういう意味で、戦

力的にはマイナス要因だというふうに考えていま

す。それで、やはり、将来この老健が引き続き成り

立つということ、また、その人材を確保する、引き

とめるという点でも、きちんとした正職員の道を、

採用時からきちんと将来確保するというそういった

ものが一向に見当たらないのです。医師の確保につ

いては一所懸命やられて、一方で、そういった部分

についてはなかなかやられないと。こちらはどうで

もいいのかという話に、極端ですけれども、なるわ

けで、やっぱりそういうものをきちんと両輪で支え

ながら、老健、あるいは全般的には病院の質を高め

るというのが必要になってきているのではないかと

いうふうに思いますが、相変わらず、それについて

はできないという一点張りで、本当に悲しいです、

私は。この点、今後の対応等、考え方についてお伺

いいたします。 

○副委員長（今村辰義君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ４番米沢委員の

ただいまの御質問にお答えしたいと思います。 

 若干の経過はもう既に御案内のとおりで、手短に

したいとは思いますが、基本的に病院が改革をして

いかなければ立ちゆかなくなるというのが１８年度

の診療報酬の中でありまして、その中で、いろいろ

委託できること、あるいは改革、削減できる部分に

ついては内部努力をしてきた経過にあります。そう

いった中で、さらに２０年の段階で、安定的な医療

の療養型を病院併設型の老健に変えるということに

決断しまして、それに踏み込んだ経過にあります。

それで、今現在の老健の、要するに必要性につきま

しては、まさに病院の併設型という大きな使命を帯

びた老健として、医療の措置の特に必要な方々に入

所していただくというようなことで、そういう町民

の入る、御利用いただく部分の中での、一定程度の

医療に特化した施設が生まれたというような経過に

ありまして、先ほど前段で触れました委託での削減

での経営改善を踏まえた中で、新しい体制に入った

ときに、要するに限られた人員の中、医療系のス

タッフを中心とした中で、委託とかいろいろな形の

雇用形態を駆使した中で現在の病院の体制を整えて

おります。また、それに伴う費用面においても一定

程度の収支が見込めるような状況を踏まえた中で今

運営しておりますので、そこら辺について、まず現

状を御理解いただきたいと思います。 

 それと、あと、今、処遇の特に改善の問題ですけ

れども、それにつきましては、町と一体となって問

題意識を持って処遇改善をどのように図るかという

部分で、ちょうど２年前、２３年４月からですけれ

ども、賃金の今までの表を刷新しまして、一定水

準、資格を持っておられる方についてはさらに昇格

といいますか、昇給のスピードを早めていくような

中で改善を図って、今特に介護福祉士ですとかヘル

パーですとか、それぞれの資格に応じた中での改善

を図った底上げしたところであります。今後におき

ましても、そういうような処遇改善をいかに図るか

という部分についての検討を町とともに進めていき

たいと思っておりますし、また、人材確保について

は、その部分だけが確保から除外しているようなこ

とは一切ございませんので、院内保育につきまして
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も、現実的にそういう方々も御利用いただいて、お

子さんを預けていただく受け入れも同じようにやっ

てございます。そういった中で、病院内の看護を含

めた全体の人材確保についても、同じような中で今

後も進めていきたいというふうに考えておりますの

で、御理解賜りたいと思います。 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） 皆さんに、ちょっとお

諮りします。 

 １問１答という基本に確認していきたいというよ

うに思っていますので、よろしくお願いします。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ４５５ページの委託費のと

ころでございます。ここのＣＴスキャナー、約１０

０万円補修点検で予算を組まれているのですけれ

ど、これは何年たっているのでしょう。それと耐用

年数というのですか、どれくらい使えるものなので

しょうか、ちょっと教えていただきたい。それと大

分、予算が昨年と比べましてふえておりますけれど

も、どうなのでしょうか。 

○副委員長（今村辰義君） 町立病院事務次長、答

弁。 

○町立病院事務次長（山川護君） ＣＴの関係でご

ざいますけれども、４５５ページと、このＣＴにつ

きましては、４５３ページ、医療と病院会計と老健

のほうの会計の中で記載させていただいておりま

す。よって、ＣＴは、全部足しますと、去年は４３

４万７,０００円がＣＴの保守点検料でした。それ

で今年度は二つ足して２１０万円のＣＴの保守点検

になるのですけれども、この金額につきましては、

ＣＴからＸ線から自動分析装置等が合体になってお

ります。それで今の御質問の中におけるＣＴだけで

言いますと、去年更新しておりますので、４３４万

７,０００円前年度はかかっていたのですけれど

も、今年度については２１０万円になっておりま

す。よって、総体全部これらを含めますと、２５年

度につきましては５９０万１,０００円ということ

で、合算していきますと少なくなっております。去

年ＣＴを入れた部分で、保守点検料が１０月からし

かかかってこないものですから、このような数字に

なっております。 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君）  

○副委員長（今村辰義君） ちょっと質問が聞こえ

ていなかったもので。どういう質問されたのです

か。（「答弁漏れ」と呼ぶ者あり） 

 町立病院事務次長。 

○町立病院事務次長（山川護君） 大変失礼いたし

ました、答弁漏れでございます。 

 ＣＴ、今回入れた耐用年数につきましては、６

年、医療器械、６年となっております。 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） よろしいですか。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） ４５３ページと４５５ペー

ジに関連しているのですけれども、委託料の関係で

す。片や委託料、片や委託費ということにはなって

いるのですけれども、同じ内容だと思って私は理解

をしているのですけれども、ただ、医業費用と、ほ

か老健ということで分かれていますけれども、医業

のほうは２２項目あって、片や１９項目、そして医

業のほうの内容を見れば屋根の雪おろし、協会病院

の医師派遣、それから病院周辺整備維持管理という

ことが老健のほうから除かれております。それはあ

る面で、特に協会病院の医師派遣の関係は当然だろ

うと思うのですけれども、ただ、この老健と医業費

用との分け方ですね、収入でいけば片や７億３,６

００万円、片や１億３,３００万円というような関

係があるもので、これらの診療のかかわりを含めて

分けてあるのか、その点ちょっと確認をしたいので

すけれども。 

○副委員長（今村辰義君） 町立病院事務次長、答

弁。 

○町立病院事務次長（山川護君） ７番中村委員の

御質問にお答えいたします。 

 病院の中に、今御指摘のとおり、病院と老健がご

ざいます。それで、うちの病院の場合、そこの中の

経費というのを分かれるようなシステムにはなって

おりません。例えば電気料にしても、維持費も全て

同じ病院の中で支払っていきますし、内容的にはそ

ういうことでございますので、この委託料について

も、収入での案分という形で、全てを分けていって

おります。その根本となるのは、今御指摘のとおり

の、収入の部分の中で、老健のほうを、まず収支を

合わせていくということでの収支の案分の中で、こ

の予算書、決算書も含めてですけれども、作成して

おります。 

 以上です。 

○副委員長（今村辰義君） ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） 私も若干試算してみたら、

そういう勘定なのかなという気はしていたのですけ

れども、また、老健は収入的には非常によろしいか

ら、きっとそっちのほうにずらしているのかなとい

う感じもしないまでも、厳密には７億３,６００万

円と１億３,３００万円のこの計数の中で配分をし

ているということで確認してよろしいですね。 

○副委員長（今村辰義君） 答弁よろしいですか。 
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 ほかにありませんか。 

 米沢委員よろしいですか。先ほど手を挙げようと

していましたが。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（今村辰義君） なければ、議案第９号

の質疑を終了します。 

 以上で、本日の質疑を終了し、分科会による審査

意見書の作成を行いますので、一旦散会します。 

 今後の予定を事務局長から説明させます。 

 事務局長。 

○事務局長（藤田敏明君） 御説明申し上げます。 

 各分科会は、午後１時より開催いたします。 

 会場は、第１分科会が議席番号１番から６番ま

で、第２会議室、第２分科会は議席番号７番から１

２番まで、議員控室です。 

 分科会終了後、全体審査意見書案の作成を行いま

すので、正副予算委員長並びに各分科長は、議長室

にお集まり願います。 

 これには、慣例により議長にも加わっていただき

ます。 

 明後日３月２１日は委員会の最終日で、開会は午

前９時でございます。定刻までに御参集くださいま

すようお願い申し上げます。 

 以上です。 

午前１１時２８分 散会 
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平成２５年上富良野町予算特別委員会会議録（第４号） 

 

平成２５年３月２１日（木曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 
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議案第 ３号 平成２５年度上富良野町後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 ４号 平成２５年度上富良野町介護保険特別会計予算 

議案第 ５号 平成２５年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 

議案第 ６号 平成２５年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 

議案第 ７号 平成２５年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 

議案第 ８号 平成２５年度上富良野町水道事業会計予算 

議案第 ９号 平成２５年度上富良野町病院事業会計予算 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１３名） 
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   委 員       岡 本 康 裕 君          

   （議長 西村昭教君 （オブザーバー）     ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長  向 山 富 夫 君     副 町 長  田 浦 孝 道 君 

 教 育 長  服 部 久 和 君     代表監査委員  米 田 末 範 君 

 教育委員会委員長  菅 野 博 和 君     農業委員会会長  中 瀬   実 君 

 会 計 管 理 者         中 田 繁 利 君              総 務 課 長         田 中 利 幸 君 

 産業振興課長         前 田   満 君     健 康 づ く り 担 当 課 長         岡 崎 智 子 君 

 町民生活課長         北 川 和 宏 君     建設水道課長         北 向 一 博 君 

 農業委員会事務局長         菊 池 哲 雄 君     教育振興課長  野 﨑 孝 信 君 

 ラベンダーハイツ所長  大 石 輝 男 君     町立病院事務長  松 田 宏 二 君 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長         藤 田 敏 明 君     主 査         佐 藤 雅 喜 君          

 主 事         新 井 沙 季 君
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １３名） 

─────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） おはようございます。 

 御出席、御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１３名であり、定足数に達

しておりますので、これより予算特別委員会第４日

目を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の審査日程について、事務局長から説明させ

ます。 

 事務局長。 

○事務局長（藤田敏明君） 本日の審査日程につき

ましては、さきにお配りしました日程のとおり進め

てまいりますので、御了承願います。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） これより、平成２５年

度上富良野町各会計予算の件を一括して意見調整を

行います。 

 予算特別委員会審査意見（案）を事務局長に朗読

させます。 

 事務局長。 

○事務局長（藤田敏明君） 予算特別委員会審査意

見（平成２５年度予算）（案）。 

 一般会計。 

 歳入。 

 １、国有提供施設等所在市町村助成交付金につい

て。年々減額されているので、増額要望されたい。 

 ２、農産物加工実習施設について。利用者増の取

り組みを強化し、使用料の増収に努められたい。 

 歳出。 

 １、交際費について。財政状況に配慮し、適切な

支出に努められたい。 

 ２、防災について。 

 ①、地域防災計画策定について。災害弱者を考慮

し、地域特性と女性の視点が反映されるよう図られ

たい。 

 ②、防災士について。養成と活用については、地

域と十分に協議し、適切な人材の発掘を図り、計画

的に進められたい。 

 ③、自主防災組織について。自主防災組織の設置

促進及び活性化を図り、災害弱者である要援護者

マップの作成と後進を指導するとともに、常に現状

の把握に努められたい。 

 ３、演習場周辺整備補助事業について。要綱の見

直しを図り、適切な運用に努めるとともに、対象地

域について検討されたい。 

 ４、子育て支援について。ファミリーサポートセ

ンターについては、委託先と十分連携をとりながら

進められたい。 

 ５、保育について。保育にかかわる者の予防接

種、公費負担について検討されたい。 

 ６、省エネ型生活灯補助について。今年度で完了

するが、未実施地区があるため、引き続き継続され

たい。 

 ７、緊急雇用創出事業について。引き続き、採択

となるよう努力されたい。 

 ８、商工振興について。後継者や新規開業者等が

商店街を活性化されるよう、各種制度を周知し推進

されたい。 

 ９、観光振興について。 

 ①、富良野・美瑛広域観光圏の中で埋もれないよ

う努力されたい。 

 ②、町の特産品の販売情報発信の拠点となる整備

を進められたい。 

 ③、関係団体と十分な連携を図り、積極的な推進

を図られたい。 

 １０、町道について。維持管理については、サー

ビスの向上に努めるよう委託先と十分に調整し、管

理指導の徹底を図られたい。 

 １１、上富良野小学校の改築について。地域経済

の活性化につながるよう配慮されたい。 

 １２、給食のアレルギー対策について。児童、生

徒、保護者、学校、給食センターが十分連携し、事

故のないよう危機管理に努められたい。 

 国民健康保険特別会計。 

 国民健康保険について。 

 ①、特定健診の受診率及び保健指導の指導率が高

いが、医療費抑制のため、さらに保健指導に努めら

れたい。 

 ②、若年層などの受診率向上に努められたい。 

 病院事業会計。 

 病院運営について。大変な努力をされているが、

引き続き、医師、看護師の確保に努められたい。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） これより、審査意見の

調整を行います。 

 項目が多数ありますので、一般会計予算から順に

意見調整を行います。 

 １番目について、御意見ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ２番目も、これでよろ

しいですか。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 農産物加工場の施設につい

てですけれども、このままでもあれですけれども、

私は、この使用料の増収というところがちょっと気

になりまして、利用者増の取り組みについて努めら
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れたいと、利用者がふえれば、当然、使用料もふえ

るかなと思うのです。ここの場所で利益を得るとい

う場所でもありませんので、この使用料の増収とい

うところは、ちょっとどうなのかなと思いまして。 

○委員長（長谷川徳行君） 利用者がふえれば使用

料もふえるから、要らないということですか。（発

言する者あり） 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） やはり歳入の科目なので、

どこかしらで使用料というか、利用料の増収という

のが文言でないと、歳入項目にならないと思うので

すね。利用者をふやせというのだったら、６款の款

の中になってしまうので、このままの文言のほうが

正しいと思うのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 各分科長、御意見ござ

いませんか。 

 文言を変えるか変えないか、ちょっと決をとりた

いと、そして、後から審査したいと思います。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 歳入と捉えれば、確かに

ね、わかりました、そういうことであればね、歳入

というのに照らし合わせると、やっぱり使用料とい

う項目も入れないとということ、わかりました。 

○委員長（長谷川徳行君） そうしたら、このとお

りさせていただきます。 

 次に、歳出の１番についてはどうですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ２番、防災について

は。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ３番、演習場周辺整備

補助事業について。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ４番、子育て支援につ

いて。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ５番、保育について。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ６番、省エネ型生活灯

補助について。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ７番、緊急雇用創出事

業について。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 地元雇用という文言が入る

と、もっといいかと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） わかりました。 

 ほかにございませんか、御意見は。 

 ７番。 

○７番（中村有秀君） 金子委員と同じなのですけ

れども、今回のやつは道予算丸がえで、今度は道内

の、上富良野以外の業者がやるということなので、

できれば地元雇用につながるということを入れてい

ただければという気がいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 少々お待ちください。

今、各分科会から出た文言を整理したので、ちょっ

と確認しますので。 

 第１分科会ですよね。引き続き採択となるよう努

力されたいという文言で上がってきていましたの

で、後ほど各分科長とまた協議してお知らせいたし

ます。よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、８番、商工振興

について。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ９番、観光振興につい

て。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） １０番、町道につい

て。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） １１番、上富良野小学

校の改築について。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） １２番、給食のアレル

ギー対策について。よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） それでは、次に、国民

健康保険特別会計についての国民健康保険につい

て。よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 事業会計の病院事業会

計病院運営について。 

 １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） 委員長、どんなことでもよ

ろしいのですか、今。 

○委員長（長谷川徳行君） なるべく先に言ってい

ただきたいのですが、いいですよ。 

○１番（佐川典子君） ちょっと先ほど早かったの

で、考える余地がなかったものですから、手を挙げ

るのが遅くなってしまったのですけれども、子育て

支援についてというところがありますけれども、こ

れは町民周知をきちんとしなければならないのでは

ないかという意見が第１分科会のときに話が出てい

たのですね。それで、その言葉を入れたほうがいい

ような気がするのですが。どうでしょうかというの

が一つなのですけれども。 
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 それともう一つ、これは書き方なのですけれど

も、１、２、３とかというふうになっているのです

けれども、例えば、３の演習場周辺整備事業という

のがありますよね、補助事業。この、されたいとい

う文字がもうちょっと後ろに来るとか、列をきちん

と統一したほうがいいような気がするのですけれど

も。よろしくお願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 事務局に精査をさせま

す。 

 第１分科会の子育て支援サポートについてきた意

見は、文言はこの文言をとって精査したのですけれ

ども。第１分科長。（発言する者あり） 

 それでよろしいですか。 

 ７番中村委員。 

○７番（中村有秀君） １２番の給食の関係なので

すけれども、事故のないよう、危機管理に努められ

たいということなのですけれども、よその事例を見

ると、発生した後の措置の問題も、ある面で危機管

理の体制の中に入れたほうがいいような気がするの

ですけれども。事故のないようにではなくて、発生

前、発生後の措置も、この危機管理の中に入れたほ

うがいいのか、当然、ぼくは今、上富良野の町のあ

れでは入っていると思いますけれども。それを分科

長でまた整理して。 

○委員長（長谷川徳行君） それを口頭で伝えると

きは口頭で伝えても、よろしいですか。（「はい」

と呼ぶ者あり） 

 事後のことですね。 

 それぞれの委員から意見がありましたので、暫時

休憩いたしまして、分科長、お集まり願います。 

 １５分ぐらいで。９時半から再開いたしたいと思

います。 

────────────────── 

午前 ９時１３分 休憩 

午前 ９時２０分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 全員がそろいましたの

で、委員会を再開したいと思います。 

 先ほど、３番、５番、１番の委員から御指摘があ

りましたが、各分科長に一任されまして、文言を見

ていますと、このとおりになっておりますので、こ

のとおり進めて、あとは口頭で伝えたいと思いま

す。それでよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） それと、１番佐川委員

の段落というのですか、あの違い、これが正解だそ

うです。という事務局のあれですので。 

 そうしたらば、このとおり進めたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 ほかに御意見はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） お諮りいたします。 

 意見調整が終わりましたので、平成２５年度上富

良野町各会計予算の件についての審査意見は、これ

で決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） よって、平成２５年度

上富良野町各会計予算の件に対する審査意見は、た

だいまの調整のとおりと決定しました。 

 これにより、全体での意見調整を終了します。 

 ここで、正副委員長による町長への審査意見書の

提出のため、暫時休憩いたします。 

 ９時５０分から再開したいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

────────────────── 

午前 ９時２２分 休憩 

午前 ９時５０分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 理事者より所信表明の申し出がございますので、

発言を許します。 

 町長、向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） おはようございます。委員

長のお許しをいただきまして、本予算特別委員会か

ら、皆さん方から賜りました意見書に対しまして、

私のほうから所信を表明させていただきたいと思い

ます。 

 まずは、非常に長時間にわたりまして、慎重に平

成２５年度の予算案につきまして御審議をいただき

ましたことに対しまして、心から感謝とお礼を申し

上げる次第でございます。 

 先ほど、委員長並びに副委員長さんから、本予算

に対します皆さん方からの審査意見を頂戴したとこ

ろでございます。そのいずれの御意見も、非常に心

にとまる貴重な御意見ばかりでございまして、私と

いたしましても、皆さん方から賜りました意見を

しっかりと心にとめて予算執行に当たらなければと

いうような思いを新たにしたところでございます。

さらに、総体的に、今回賜りました御意見の中から

感じ取っておりますことは、まず、町民の安心と安

全につながる取り組みをしっかりしていただきたい

という思い、さらには、この低迷する町の経済を活

気のある町にぜひ取り進めるようにというような、

そういう思いがしっかりと込められているのだなと

いうことを改めて受け取ったところでございます。 

 私といたしましては、この意見書に込められてお

ります意味を一つ一つしっかりとかみしめ、皆さん
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方の御期待に応えるような予算執行に努めていかな

ければならないと、認識を新たにしているところで

ございます。いずれにいたしましても、賜りました

審査意見をしっかりと受けとめることをお誓い申し

上げ、私の所信の表明とさせていただきたいと思い

ます。 

 本当に長時間、御審議ありがとうございました。 

○委員長（長谷川徳行君） これより、議案ごとに

討論を行い、採決をします。これに御異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、議案ごとに討論を行い、起立により採決

を行います。 

 これより、議案第１号平成２５年度上富良野町一

般会計予算の件の討論に入ります。 

 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 私は、一般会計予算案に反

対討論をさせていただきます。 

 今回の予算の中には、観光振興計画に基づく地域

づくり、観光産業の発展につながる予算等が盛り込

まれ、また、学校改築等の予算が盛り込まれるな

ど、部分的な前進面が見受けられます。しかし、子

育て支援においては、子育て支援センターの職員の

身分を引き下げる、また、職員の思いを無視したも

のと言わざるを得ません。その背景には、平成２６

年度から始まる中央保育所の民間への移譲による職

員の配置がえによるしわ寄せが、このような状況を

生んだものと考えます。職員の方は何か悪いことを

したのでしょうか。その上での降格あるいは身分の

見直しだったら納得できますが、何もしていないの

に、行政の一方的な行政改革の都合によって身分を

引き下げるということは、絶対許してはなりませ

ん。労働における公平性を欠くものと言わなければ

なりません。私は、今回の子育て支援のこの事業の

中身を見てみますと、ただ職員を配置がえ、あるい

は中央保育所から異動してきて子育てを支援すると

いうだけの単純な中身ではないということが明らか

です。それは、子ども本人の成長を促し、また同時

に、家族そのものの支援を通じて日常の生活を支え

るという重要な役割を担っているのにもかかわら

ず、この役割をきっちり見ないで、ただ、行政改革

という形の中で、一方的に行政の都合で身分を引き

下げるということは、あってはならないことだと私

は考えております。そういう意味では、今後の子育

て支援についても大きなマイナス要因になります。

本来であれば、そういう人たちの力量をもっと生か

し、そして高めてこそ本来の行政の役割があると考

えますが、この点が一向に見えてこないというのが

残念です。この間の中央保育所の民間委託の問題で

も、結局、今まで行政が行ってきたその力量を評価

することなく、そして民間に移譲するということ、

これに対して、町長みずからも答弁できないという

状況を考えたときに、町長自身の中に子育て支援に

対する評価そのものをきっちりとして持っていない

というあらわれではないでしょうか。 

 また同時に、周辺整備事業における演習場周辺整

備補助における住民の福祉や向上につながるという

形で昨年も補助し、そして、ことしも予算化されま

した。しかし、本当に住民の福祉に寄与し向上する

ものかと考えた場合、疑問を抱かざるという状況に

なっています。本来の騒音障がいであるというなら

ば、演習場そのものをなくすか、演習場の騒音を、

演習場の演習をなくすか、こういうことでありま

しょうけれども、現実としては、なかなかそういう

ことにはいかないという実情もあるかもしれません

が、こういう補助をつけるということは、ばらまき

行政と言わなければなりません。 

 また同時に、一方で、子どもや保育所に対する保

護者負担の増など見られるように、小さな負担まで

受益者負担という形で負担を押しつけるというやり

方、こういうやり方を正さなければならないと考え

ています。 

 その根本的なところには、町が進めている行政改

革があります。私は、無駄なものはきっちり正すと

いうことは、それは大いに賛成であります。しか

し、必要なものまで削減するということには納得で

きるものではありません。 

 今回、将来行われようとしている特別養護老人

ホームの民間移譲計画を初め、行政改革が根本的に

あり、この方針こそ私は撤回すべきであり、それが

住民の福祉や受益者、自助、公助という形の中で受

益者負担を求める、こういう形になっているという

ことを考えれば、私は、今年度の予算についても、

部分的な前進面があったとしても、絶対認められる

ものではないという立場から、反対の討論といたし

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、本件に対する賛

成討論の発言を許します。 

 １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 私は、一般会計予算案に

対して賛成の立場から討論をいたします。 

 本年度の予算は、厳しい経済状況が続き、町税収

入は、国家公務員給与の特例措置の影響や、たばこ

税の税源移譲により増加したものの、主要な一般財

源である地方交付税は昨年度の当初予算より増額と
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なるが、決算見込み費によると実質的には減額にな

り、厳しい財政状況の中、地域経済の活性化や人材

育成につながるよう、２４年度当初予算に比べ２億

３,６００万円、率にして３.９％増の約６３億円の

予算編成内容となっております。 

 特に、地域の経済対策や少子高齢化対策、近年の

大雨被害に対する恒久的な復旧対策、建物、施設な

どの、公共施設などに目配りされたものとなってい

ます。 

 特徴的なものとして、地域防災力の向上のため、

地域防災計画策定や、教育環境の整備で上富良野小

学校改築、住環境の整備に泉町南団地町営住宅整備

や、本町の観光拠点である日の出公園整備など、喫

緊の課題にも振り向けています。 

 また、子育て支援として、従来の支援策に加え、

１歳６カ月児歯科健診や学童健康診査を新たに盛り

込み、子育て家庭の要望に応えています。 

 産業においては、国や道の制度の活用による農地

の基盤整備事業に積極的に取り組むほか、新たに若

者の活力ある地域づくりを実践するリーダー育成を

見据えた人材育成アカデミー事業、本町の観光資源

のよさの再認識、並びに、観光客へのホスピタリ

ティの向上を図る上富良野魅力再発見事業、観光振

興計画の行動計画を具体化に実行する観光推進計画

ワーキング推進事業など、地域全体で観光の推進を

図っています。 

 また、近年の大雨災害による水路や河川の水処理

機能の維持と質的改良を地域とともに実践するなど

の減災対策を講じています。 

 演習場周辺整備補助金については、昨年度から開

始されましたが、国、駐屯地、町のそれぞれの役割

を考慮した上で、長年の地域課題を解決する方策と

して十分評価でき、これらの事業を引き続き行うこ

とで、これまで築いてきた駐屯地との関係もこれま

で以上に良好となり、今後の駐屯地維持対策にも貢

献できるものと確信するところであります。 

 以上、限られた財源の中で、基金からの繰り入れ

など、健全財政の確立に向けた課題もありますが、

必要性や緊急性を見きわめた本予算は、第５次総合

計画に掲げられている五つの暮らしの実現や、自治

基本条例の精神である町民の協働の視点に立った展

望あるまちづくりに向けた予算であり、さまざまな

諸課題がある中で不断に取り組むことを期待し、賛

成討論といたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、本件に対する反

対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れをもって討論を終了します。 

 これより、議案第１号平成２５年度上富良野町一

般会計予算の件を起立により採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２号平成２５年度上富良野町国民健

康保険特別会計予算の件の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れをもって討論を終了します。 

 これより、議案第２号平成２５年度上富良野町国

民健康保険特別会計予算の件を起立により採決しま

す。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３号平成２５年度上富良野町後期高

齢者医療特別会計予算の件の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れをもって討論を終了します。 

 これより、議案第３号平成２５年度上富良野町後

期高齢者医療特別会計予算の件を起立により採決し

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４号平成２５年度上富良野町介護保

険特別会計予算の件の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れをもって討論を終了します。 

 これより、議案第４号平成２５年度上富良野町介

護保険特別会計予算の件を起立により採決します。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５号平成２５年度上富良野町ラベン
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ダーハイツ事業特別会計予算の件の討論に入りま

す。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れをもって討論を終了します。 

 これより、議案第５号平成２５年度上富良野町ラ

ベンダーハイツ事業特別会計予算の件を起立により

採決します。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６号平成２５年度上富良野町簡易水

道事業特別会計予算の件の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れをもって討論を終了します。 

 これより、議案第６号平成２５年度上富良野町簡

易水道事業特別会計予算の件を起立により採決しま

す。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７号平成２５年度上富良野町公共下

水道事業特別会計予算の件の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れをもって討論を終了します。 

 これより、議案第７号平成２５年度上富良野町公

共下水道事業特別会計予算の件を起立により採決し

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第８号平成２５年度上富良野町水道事

業会計予算の件の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れをもって討論を終了します。 

 これより、議案第８号平成２５年度上富良野町水

道事業会計予算の件を起立により採決します。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第９号平成２５年度上富良野町病院事

業会計予算の件の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れをもって討論を終了します。 

 これより、議案第９号平成２５年度上富良野町病

院事業会計予算の件を起立により採決します。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 お諮りいたします。 

 本委員会の予算審査報告書の内容については、委

員長及び副委員長に御一任願いたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本委員会の予算審査報告書の内容につい

ては、委員長及び副委員長に一任されました。 

 以上をもって、本委員会に付託されました案件の

審議は全部終了しました。 

 予算特別委員会の終わりに当たりまして、一言ご

あいさつ申し上げます。 

 平成２５年度上富良野町第１回定例会におきまし

て、本委員会に付託されました予算認定の９案件に

ついて、慎重かつ活発な御審議をいただき、ただい

ま、その全てを認定すべきものと決定いただいたと

ころでございます。 

 この予算審議を通じて、委員の皆様からは数多く

の御意見、御質問をいただき、また、貴重な反対意

見もいただきました。当委員会といたしましても、

１６項目の意見を提出させていただきました。理事

者におかれましては、これらを真摯に受けとめて行

政執行に当たっていただくとともに、議会といたし

ましても、行政側と両輪となり協力し、また、責任

も共有していかなければならないと思っておりま

す。引き続き厳しい財政状況における自治体の運営

ではありますが、町の福祉の発展、また、安心安

全、そして町全体の発展に反映していただけるよう

お願い申し上げまして、４日間にわたる委員会が円
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滑に運営できましたことを感謝申し上げまして、お

礼の言葉といたします。どうもありがとうございま

した。 

 これをもって、予算特別委員会を閉会します。 

 今後の日程について、事務局長より報告させま

す。 

 事務局長。 

○事務局長（藤田敏明君） 御報告申し上げます。 

あす３月２２日は、本定例会の４日目でございま

す。開会は、午前９時でございます。定刻までに御

参集くださいますようお願い申し上げます。 

 なお、この後、議会運営委員会を開催いたしま

す。また、その後においては議会広報特別委員会を

開催いたしますので、御参集くださいますようお願

い申し上げます。 

 以上です。 

午前１０時１０分 閉会 
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